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ベースライン調査報告書 

 

 

前置  

ベースライン調査の目的は国税庁の国際課税及び徴収分野の現状把握を目的とする。  

2017 年 2 月 15 日に国税庁の税務行政国際課税局長のバドラルさん、ジャイカプロジ

ェクト担当者よりベースライン調査内容に関する説明を受け、業務計画書と専門家

作業日程を承認があった 2017 年 3 月 3 日より作業を開始した。調査対象として財務

省の税収担当課、国税庁のサービスセンター、催促センター、徴収局及びソンギノ

ハイルハン区税務署、チンゲルティー区税務署の関係者と面談した。国税庁の徴収

局及び情報統計局から各種統計データを収集して取りまとめた。 

ベースライン調査はモンゴル国立大学付属モンゴル日本人材開発センター長の

Davaadorj 教授をトップとして当該大学教授 Ms. Altantsetseg, 教授・博士 Ms. B. 

Soyolmaa,教授・博士 Ms. Bayarmaa らが実施した。 

報告書は 3 つの成果ごとに作成した。  
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成果 1：国際課税に関する中級及び上級レベルの知識、実務能力の育成  

下記の 4 つに分けてまとめた。  

1.1 現在の研修カリキュラム、計画、教師用の資料、研修対象者に関する情報、う

ち当該プロジェクトに関係するテーマで実施した研修、当該研修に参加した職

員数、成績について 

  

研修センターが実施した研修  

国際課税に関する研修カリキュラムの策定・改善を目的に旧カリキュラムを 2014 年

8 月に見直し、国家検査官の権限付与用研修に使用した。2014 年に研修センターが

実施した国家検査官権限付与用初級研修の総授業時間が 240 時間あるうち、2 時間

だけが国際課税概念及び二重課税回避条約に関する理解を育成する授業が含まれて

いる状況である。（別添 1）当該研修に 60 人の職員が参加した。 

研修センターが 2015 年度に合計 5 回の研修を実施し、213 人の職員が対象になった。

当該研修のうち一回が国際課税に関する単独修行で合計 40 時間を使い、プロジェク

ト専門家の石黒さん、小寺さんらが講師となり、一般職員が対象になった。（別添

２） 

2016 年度の同様なカリキュラムで 3 回研修を実施した結果、当該カリキュラムを最

終化した。2016 年度は初級研修を前年度と同様なカリキュラムでジャイカ専門家と

共同で実施した。合計 90 人の職員が参加したうち 45 人から試験した結果、平均点

数が 65 点だった。研修センターの担当者の話によるとこれより前に実施した国内研

修では試験を実施し、評価したことがなかったそうである。 

表 1.1  研修センターが実施した研修 

研修名 合計

時間 

うち、国課税研修

時間 

期間 参加者数 

国家検査官権利付与用の初級研修 240 2 2014.10.01-

11.12 
60 

一般職員用の国際課税初級研修 1 40 40 2015.8.17-8.21 

213 

国家検査官権利付与用の初級研修 - - 2015 年に 4回 

一般職員用の国際課税初級研修 2 40 40 2016.3.07-3.11 

45/50 

一般職員用の国際課税初級研修 3 40 40 2016.9.19-9.23 

情報源: 国税庁、研修センター 
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ジャイカプロジェクトの関係で実施した研修 

ジャイカと共同で人材育成計画を策定した。国際課税担当職員の育成計画に基づい

て国際課税に関する初級研修を日本で 1 回、国内で 1 回、中級研修を日本で 1 回、

国内で 3 回実施した。計画研修以外に幹部職員研修を“国際課税”、“情報交換”、

“海外取引”をテーマに実施した。 

  

表 1.2  プロジェクトとの関係で実施した研修 

 研修名 期間 参加者数 参加者 

1 国際課税本邦研修 2014.2.16-3.01 22  コア職員 

2 
幹部職員用国際課税研修 2014.4.09-4.11 27  国税庁及び区税務署署長 

3 情報交換に関する研修 2014.5.19-5.21 40 コア職員、幹部職員 

4 
国際課税初級研修 2014.6.22-7.04 21  国際課税に関する本邦研修候補

者 

5 
国際課税担当コア職員育

成研修Ⅱ 

2014.11.17-11.28 40  国際課税コア職員 

6 国際課税本邦研修 2015.2.16-2.27 21  国際課税コア職員 

7 国際課税中級研修 2015.4.06-4.10 28 国際課税コア職員 

8 同上 2016.2.29-3.04 35 同上 

9 日本国税庁主催研修 2016.6.21-6.23 53  

10 ピアレビュー 2016.9.27 29  

情報源: ジャイカプロジェクト 2 年次最終報告書、国税庁 2016 年 10 月  

研修センターのヒアリングによると：現在、国際課税研修は初級と中級のみ実施て

いるが今後は 2 段階で実施するべきである。一、一般職員向け、特に調査担当職員

の国際課税に関する知識の育成、二、国際課税研修を受けた専門知識を有する職員

に対する上級レベルの研修が必要である。 

研修講師用の資料 

国際課税に関する本邦研修及び国内研修を実施するために 20-30 種類の研修資料1 を

作成した。当該資料は研修時に使用したプレゼンテーション、講義資料からなる 4-5

冊の本が研修センターで教材として使用されている。(別添 4). このような研修教材

以外に研修及び実務用に必要な本、解説書、マニュアルなどをモンゴル語に翻訳し、

 
1 JICA 評価報告書 
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研修資料として使用するために製本・配布している。当該資料を活用して 2017 年に

研修センターが初級、中級及び上級研修計画を作成し、承認を受けている。 (別添 

5). 

研修参加者に関する情報 

研修センターの調査によるとプロジェクト対象職員 42 名（団長 2 人を含む）のうち

12 名が国税庁に、20 人が他部門にて勤務している。他 10 名が海外留学した、ある

いは産休中であるなどで現在国税機関に席を置いてない状況である。国税庁に所属

している 20 人のうち 4 名が国際課税に関係する部署にて勤務している。例えば、歳

入管理局の地下資源・国際課税課に 2 人、税務調査方策局に一人、法務課に 1 人そ

れぞれ務めている。地方税務署に 5 名勤務しているが、オルホン県に 1 名、ダルハ

ンウール県に 1 名、ウムヌゴビ県に 1 名、トブ県の税務署に 2 名それぞれ勤務して

いる。 

研修対象者及び他税務職員に対するヒアリングで区税務署及び地方税務署の税務調

査担当職員には国際課税に関する知識、情報が不可欠であり、必要としているとの

ことであった。  

研修対象職員数、成績 

国税庁・税務行政協力局の情報によるとプロジェクトの一環として日本で実施した

研修に 22 名が参加した後、国際課税を担当する職員をさらに選定し、合計 40 名を

たいしょうとした。選定された職員に対する国内研修を 2014 年度に 2 回実施した後、

さらに先行される 20 名を選抜するために国際課税に関する知識の水準を特定する試

験を実施した。試験は 33 名が受け、7 人が受けなかった。試験を受けた職員の 2/3

が 50 点以上の点数をとり、平均点数は 56.8 点であった。（100 点満点のうち）当該

試験結果及び面接試験結果に基づき、第二回の本邦犬種参加者を選抜している。 

1.2. 研修を通して取得した知識の活用状況 

プロジェクトの研修を受けた 40 人のうち 15 人からインタビュー調査をした。調査

対象者の平均年齢は 37 歳で、男性 2 名、女性 13 名、2/3 が修士号を以上のの学位を

有している。勤務経験年数が最短 5 年、最長で 22 年間である。しかし、2/3 が現在

の職場に 1 年以下勤務している。 

研修内容に関しては職員の職務及び今後の計画にマッチしていたと多くの職員が、

（回答者のうち 12 人が回答）部分的にマッチしたと 3 人が回答した。インタビュー

を受けた職員の業務上、国際課税に関する事案がよく発生する。その多くが国際条

約、移転価額及び情報交換に関するものである。研修で取得した知識をどのぐらい

活用しているかとの質問に 6 人が“たまに活用する”、9 人が“よく使う”と回答

した。調査対象者の多くが（13 人）取得した知識を活用して問題解決をし、相談受

けたと回答した。  

多くの職員が（10 人）国際課税に関する問題に直面した場合、研修資料を使ってい

ると、8 人が研修で取得した知識を活用していると、9 人がその他の資料や本を活用
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していると回答している。研修対象者は近 3 年間の間に 6-7 回研修を受けている。

11 人がさらに国際課税に関する研修を受ける必要があると回答している。 

1.3 人材育成計画について 

国税庁が国際課税に関する人材育成政策は国税庁長官の２０１３年１２月１３日付

第９８３号通達により承認された “人材育成政策”及び 2017 年１月１１日付第 А/11

号通達により承認された“国税庁の研修及び人材育成計画”からなる。これらの資料

に国際課税に関する事項が直接反映されてないが 2017 年度の計画の 4.1.2.8 に研修

テーマ及び内容は調査、情報及びニーズに基づいて作成すると規定されており、研

修センターにて実施したニーズ調査では国際課税研修が一番に要請されていた。 

国税庁の税務行政・協力によると国際課税を専門とする職員、人材が十分に確保さ

れてない状況であり、国税全職員数に比較すると国際課税を専攻した職員数が少な

い。国税庁、歳入管理局、市•区、県税務署の業務内容を見ると職員の４割までが国

際課税に関する深々な知識を取得している必要があるが、現在はこの割合が１割に

も満たない状況である。  

また国際課税に関する知識を取得したものが民間企業あるいは他の税務署、部署に

転職してしまうのが人事問題であると税務行政・協力局が判断している。 

国際課税に特訓した職員の数が不十分で今後もこの分野に関する研修が必要である

と面談先のすべての部門から言われた。例えば研修センターの講師も足りなく、一

人が地方出張中だと研修センターに講義をする人がいなくなってしまう。歳入管理

局に国際課税研修を受けた職員が 2 人おり、今後は 4 人まで増やす必要性を幹部会

に要請している状態である2. また、各税務署では職員に対する国際課税の研修の必

要性が高く、手引書、マニュアル類もそろってない状況である3. 

1.4 研修予算(近 3 年間の予算、実績) 

研修用の単独の予算はないために研修を実施する上で問題になることがある。例え

ば地方研修用の予算が配分されてないために講師が地方で研修を実施する、地方か

ら職員が中央に来て研修を受けることが困難である。(研修センターインタビュー). 

本邦研修及び国内研修を通して研修センター講師として 3 人を育成した。この講師

らがしばらく講師として勤務したが、現在は国税庁の他の部門に転職した。研修セ

ンターの今の所長と国際課税担当講師がプロジェクトが実施した研修の参加者なの

で国際課税に関するテーマで講義をすることができる4. 人材が不足しているが、現

在のリソースで段階別研修を実施できる体制であると研修センターは判断している。 

 

 

 

 

 
2 歳入管理局の資源・国際課税課からの資料, 2017 年 1 月 9 日 
3 チンゲルティー区税務署、ソンギノハイルハン区税務署、との面談記録 
4 研修センター長との面談記録 
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成果 2.  国際課税に関する業務実施基盤がさらに整備される 

 

この部分は財務省の税収担当部局、国税庁の税務行政・協力局、歳入管理局の資

源・国際課税課及びソンギノハイルハン区税務署、チンゲルティー区税務署との面

談記録、国税庁の国際課税に関するウエブサイト情報、歳入管理局が提供する国際

課税に関する税収調査結果、財務省の調査、各税法及び国税庁が提供したその他の

情報を利用してまとめた。  

 

2.1 国税庁の国際課税に関する税務調査の現状、体制、制度及び運営について  

 

国税庁の国際課税に関する税務調査の実施状況 

国税庁の税務行政協力局、資源・国際課税課、財務省及び区税務署との面談で国際

課税は新規のテーマであり、その法的及び技術面の環境が十分に整備されてないと

の意見が多かった。  

国税庁の関係者は国際課税に関する概念がまだ初期段階で対応が始まったばかりで

関係者がこの分野に関する知識、経験を取得していく必要があると述べた。まずは

調査研究を重ね、必要な規定類のドラフトを作成している状況であると。税務行政

協力局及び資源国際課税課にて現在、国際課税に関する研究・調査をやっており、

法人の調査、国際課税に関する国際的な動向に関する調査をしている。5.  

税務行政協力局はプロジェクトの専門官と相談して移転価額規則、国際課税調査規

則、情報交換に関する規則を作成した。これらに関連する基礎方針は一般税法、法

人税法、個人税法の改正案として条文を作成した。国際課税に関する専門用語の統

一化をはかり、用語集を作成した。その他の必要な概念、理解はプロジェクトで作

成された資料から習得している。6.  

国際課税に関する法的環境が整備されてなく、特に国内法の整備が不十分であると

財務省側が指摘した。法的環境の整備が税金の完全な徴収につながるために国税庁

と財務省が一緒になって法改正案を現状に適した形で作成して、提出した。7. 

実務上発生している問題を制作レベルで修正するべきと財務省側が認識している。

財務省によるとこのために現況を十分に調査する必要があり、現行な法律にすでに

規定されている二重課税に関する規定や関係する規定でも十分分析し、法的な抜け

道があるかと特定する必要がある。財務省は国税庁と共同で実際の事例に基づいて

法規定を法改正案に盛り込んでいる。しかし、1800 もある事案（ケース）に関する

 
5 資源国際課税課との面談記録 
6 税務行政協力局との面談記録. 
7 財務省との面談記録. 
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関連規定をすべて取り込んで盛り込むことは難しく、これに関する対応方法を国税

庁が検討すべきであると。8. 

区税務署及び国税庁の関係部門との面談によると区税務署で国際課税に関する問題

が発生した場合、税務調査方策局に相談して解決している。9. しかし、当該部門に

は現在、国際課税を専門とする職員がいなく、職員の職務記述書にも具体的に明記

した内容はない10.  

税務行政協力局及び資源国際課税課の国際課税担当職員との面談の際、国際課税に

関する情報の自動化、データベースから情報収集できるようにする、多国籍企業に

関する情報を収集できるソフトウエアが必要であることがあげられた。  

体制、制度及び国際課税の運営状況 

プロジェクトを通して国税庁の国際課税に関する理解が深まり、税務行政協力局の

基本 3 業務の一つに国際課税が含まれ、当該分野担当職員 4 人を配属して勤務させ

ている。彼らは移転価額、国際課税に関する研究・調査、BEPS、国際的な傾向、二

重課税回避条約、情報交換に関する各業務を担当している。  

 2016 年 10 月に歳入管理局内に資源国際課税課を新しく設け、新たに国際課税担当

職員 2 名を勤務させている。国税庁長官令で承認した資源国際課税課の担当業務と

なる 20 業務のうち 7 業務が国際課税に関するものである。  

 

国税庁の他部門では国際課税に関する業務を担当するとの記載が業務記述書に明記

されてない。税務調査方策局に国際課税問題を担当する職員はいない。  

2.2 国際課税に関する法的環境、法改正案に盛り込まれた状況について 

 

税務行政協力局から “移転価額算定規則”, “調査規則”, “情報交換規則”を作成し、 “移

転価額算定規則”は 2015 年 12 月に財務省が承認した。しかし、これからの規則の法

的根拠が関係各法、例えば一般税法、法人税法及び個人所得税法に規定されてない

ために執行が困難である。例えば、移転価額算定規則に関しては法律上、財務省が

承認すると規定されているので問題ないが専門用語については法律に規定がない。

例えば、相互協議、比較可能額に関する分析などの用語が法律では規定されてない

ために法務内務省が法律との整合性が取れてないとのことで一般に執行できる規則

として登録しないでいる。このために納税者が当該規則に従わない根拠はあること

になる11. 

 

これに関して税務行政協力局及び財務省から一般税法、法人税法、個人所得税法の

改正案に上記規則の執行に必要な規定を反映して作成した。例えば、法人税法の第

4 条に国際課税に関する用語説明を追加した。当該法律は 2006 年 6 月に改正案とし

 
8 財務省との面談記録. 
9 チンゲルティー区税務署及びソンギノハイルハン区税務署との面談記録. 
10資源国際課税課との面談記録. 
11 財務省及び税務行政協力局との面談記録. 
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て作成された。旧法律に規定されてない重要な概念は “モンゴル国内に得た所得”, 

“モンゴル国内源泉所得” の 2 つの区分が追加された。上記 2 に関係する所得をさら

に 10 種類に分類している。さらに旧法律に関連企業を明確に定義してなかった改正

案に詳細に定義した。これに関連して比較可能性に関する分析の概念を新しく取り

入れた。PE に関する規定を改正案を独立した条として反映している。  

 

現行の一般税法は 2008 年 5 月に承認された。当該法の用語の説明を詳細化した。特

に旧法律に規定しなかった国際課税に関する概念である“移転価額”, “移転価額算定

原則”, “関連企業”, “比較調整する” などを明記した。IMF との約束で 2017 年の 10 月

に上記法改正案を国会提出・審議をする予定である12.  

 

2.3 国際租税回避、二重課税回避、移転価額、外国税額控除制度、PE の現状、取り

組みについて 

 

移転価額に関する問題が緊急性があり、特に鉱業分野の企業に対する資源価額を内

閣が決めるが、2-3 種類に分類された価額を採用するために移転価額に関する不服申

し出が多く発生する。使用料、サービス提供に関しては国際基準に基づいて移転価

額問題を解決してない。市場価額と比較する方法で内閣令によって決定している金

額的高いものは管理できているが、技術及びサービスに関する価額の現状、他民間

企業がどう決めているかは比較できてない。原因は関連法規に専門用語の規定が不

十分であるために関係規則の執行が困難になっている。国際課税に関しては原則的

な概念が法律にも規定される必要がある。13. 移転価額に関する技術協力については

IMF,カナダ鉱業分野能力向上にかかる 8 百万ドルのプロジェクトがある14. 移転価額

に関しては法律の改正で不十分であり、情報データベースの問題も解決する必要が

ある。モンゴルの場合、データベースの構築をどうやるか、いつだれが担当するか、

資金提供は誰が担当するか、誰がアクセス権を有するかなどの問題がある。15. 

 

財務省との面談で PE は解決するべき問題の一つであり、改革の核でもあると指摘

した。特に PE の認定期間については過剰に長い期間を設けた条約を締結したケー

スがあり、短期間で国内に事業を営み、国内で税金を納付する（課税される）こと

なく出国してしまっている場合もある。所得が国内に登録されないなどを考量し、

条約の更新をしないで解決できない問題でもあると考えている。 

また大規模な国家プロジェクトと関連して税務問題が発生し始めると税法環境の抜

け穴を利用して最低限の税金しか納付しないことになりかねない。鉱業企業が一つ

の鉱床での利益を他の鉱床に移転する方法で課税額を削減する対策をとることがあ

る。16.  

 

 
12 財務省面談記録. 
13税務行政協力局との面談記録. 
14財務省面談記録.. 
15財務省面談記録.. 
16財務省面談記録.. 
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現在登録されている PE は 11 社ある。PE の登録は区税務署が担当している。今は条

約を締結している国の PE は登録し、条約のない国は登録しないスタンスで GDT が

やっている。17.  

 

PE に関する問題は国税庁では検討中の課題であり、国際課税課及び税務行政協力局

が PE に対する対応方法、課税方法、利益の算出方法などに関する国際事例を研究

している。法律上の規定がないために PE の登録は国家登録機関が管理することが

できなく、区税務署が担当している。納税との絡みでのみ PE という概念があるた

めに税務署でしか対応できないのが現状である。18.  

区税務署で PE に関して生じている問題については一、PE に関する理解が統一され

てない、二、PE に関する登録情報の入手が困難である。情報データベースの問題を

解決する必要があることを区税務署との面談でよく指摘された。例えば、チンゲル

ティー区税務署の場合、登録された PE はあるが、税務に関して連絡ができなく、

登録抹消及び登録のままかを確認できない状況であると。  

 

表 2.1 PE の登録  

登録された県/区 数字 納税者区分 登録日付 

バヤンウルギー区 1 法人 2013 

バヤンズルヒ区 2 法人 2014-2015 

スフバートル区 2 法人 2016 

ハンウール区 1 法人 2016 

チンゲルティー区 4 法人 2014-2016 

合計 10   

情報源:税務行政協力局からの PE に関する情報 

 

歳入管理局に登録されている法人から海外送金（支払）取引及び源泉徴収税額に関

する情報を別添…に示した。  

 

2.4 国際課税に関する人材育成、他部門との業務連携 (税務調査方策局、大規模納

税者局及び法務課が財務省と業務上連携する体制)について 

財務大臣令で承認した国税庁の組織体制、業務戦略計画には国際課税問題が制作レ

ベルではどうあるべきかが盛り込まれた。国税庁の戦略計画の第一目標には国税庁

が: 税法の執行及び国際課税問題について調査し、法的環境の改善、改正案の作成、
有権機関との連携 (計画の 2.5.1.1) を規定した。  

 

国税庁は 9 つの部署からなるように承認され、税務行政協力局が国際課税に関する

業務を担当することが詳細に明記された。特に財務省、国際機関及び関連する他機

関との業務の連携についても規定した。 (税務行政協力局の基本担当業務の 3.3.3.4

規定及び 3.3.3.7 規定, 3.3.3.9 規定, 3.3.3.11 規定, 3.3.3.12 規定).国際課税に関する政策

 
17税務行政協力局との面談記録. 
18資源国際課税課との面談記録. 
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的な業務は財務省と協力して実施することを担当する部署は税務行政協力局である

と規定した。  

国際課税に関する実施面を担当する部局は現在、唯一歳入管理局の中の担当課であ

る。上記計画の 3.4.4.9 にこの担当課が国際課税に関する諸問題は税務行政協力局の

指導を受けて実施すると規定している。  

 

税務行政協力局の 3 つの機能の一つが国際課税に関する政策であるとされ、当該局

の 4 人の職員は当該業務を分担して担当している。移転価額担当一人、国際課税に

関する調査担当者一人、BEPS 及び国際課税に関する国際的な傾向を調査する担当者

一人、二重課税、情報交換担当者一人の体制である。19.  

 

新規設立された資源国際課税課の担当基本業務は国際課税に関する研究・調査及び

国際課税に関する法規の執行管理を (条約、投資などの国際契約の執行) 歳入管理局

内にて行うとの 2 つである。 

 

財務省については国際課税担当職員が一人、専門家が一人という体制である。財務

省と資源国際課税課に関しては当該分野に通用する知識を有する職員が不足してお

り、税務署ではその人材は全くない状態である。税務調査方策局及び区税務署の税

務調査課には国際課税に関する知識を有する職員が必要であるとともに区税務署で

は情報データベースの問題を改善する必要があると指摘していた。  

 

国税庁の各部署の業務指示書に国際課税に関する詳細な規定はなく20、特に税務調

査方策局では現在当該分野を担当するものはないために実施面で困難が生じている
21. 

 

2.5 OECD/G20 の BEPS パッケージを国内制度、条約にどのように取り入れる予定

かについて 

BEPS パッケージを国内制度、条約の締結に取り入れるための具体的な計画はできて

ない。国税庁の関係職員に対して BEPS を紹介している状況である。  

2.6 二重課税回避に関する二国間及び多国間条約の現状について 

モンゴル国は 25 ヶ国と二重課税回避条約を締結している。当該条約が執行された年

月日が異なり、1993 年から 2005 年の間に締結・執行となっている。財務省も国税

庁側も当該条約の更新が必要であると言っていた。 

 

以前は 29 ヶ国と条約を締結していたがクウェイト、ルクセンブルグ、アラビア、オ

ランダ国との条約は 2014 年から 2015 年の間に無効にしている。22.  

 
19 税務行政協力局との面談記録 
20資源国際課税課との面談記録. 
21 資源国際課税課との面談記録. 
22 国税庁のウエブサイト: http://www.mta.mn/c/view/11957  
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2012 年に財務省がモンゴル国が締結している条約の状況を比較調査し、上記各国と

の条約がモンゴル国にとって不利であると判断し、当該各国に対し条約の見直しを

提案したが合意に至らなかった23. 具体的には条約の規定によりモンゴル国に対し

0％、相手国に対し 100％納税するように規定されていて、財務省からの条約変更要

請に対して当該国からの返事が規定期間内になかったために条約上に規定に基づい

てモンゴル側が契約を解約した。24.  

 

国税庁は財務省に対して 2 回ほどモンゴル側に不利な条約への変更要請をしている
25. 財務省は更に 10 ヶ国との条約を見直す必要があると認識しているが、外交上の

国交の問題もあるために内閣及び関係機関との相談の上で決定する計画である。現

在は外務省に対し、条約の見直しを要請するべき諸国のリストを提出し、外交上、

どの国から要請するべきかを検討してもらっている状況である。26. 

 

成果 3. 徴収基盤の強化  

3.1 徴収制度、滞納対策について  

 

税収局は国税及び地方税に関する徴収計画の実績を管理する。税務申告書及び税務

調査による課税額を徴収する業務を担当する。税目については国税及び地方税で異

なる。全 31 の税務署に徴収担当部門があり、税収登録及び所轄部門に対する業務指

導を行っている。税収局には 9 人の国家検査官がおり、全国的には 1000 人の検査官

が徴収官として勤めており、一般税法の第 8 章の手続き（プロセス）を行ってい

る.27 

法人納税者数は近年増加傾向である。2013 年に法人納税者数が 33,886 社であったに

比べ 2016 年に 40,851 社となり 20.6％増加している。特に、一人から 9 人の従業員を

有する零細企業の数が増加傾向であり、近 3 年間で 28.8%, 2016 年に前年比 6％増加

している。当該零細企業については納税者数として多いが、納税額に占める割合が

2016 年時点 4.8% となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23財務省の調査:  http://www.iltod.gov.mn/?p=2712  
24 財務省との面談記録. 
25 税務行政協力局との面談記録. 
26 財務省との面談記録. 
27 国税庁の税収局長との面談記録 



13 

 

図 3.1 法人納税者数 

 

 
 
情報源: 国税庁、情報・統計センター 

 

従業員数が 50 人以上の企業が 3500 社あるのが比較的少なく、総法人納税者の

10.6％となっている。納税額に関しては当該大規模納税者は総納税額の大半を納付

しており、2015 年に 86.6%, 2016 年に 84% をしめている。 
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1.5 法人納税者数 

従業員数 1-9  21568 25353 26203 27773 

従業員数 10-19  4484 5017 4868 5014 

従業員数 20-49  4245 4589 4469 4556 

従業員数 50以上 3589 3697 3416 3508 

1.6 法人納税者の平均収入, 千 Tg 

従業員数 1-9  147440.7 140022.9 133190.9 124221.4 

従業員数 10-19  584299.7 558102.5 529991.8 518548.1 

従業員数 20-49  1048292.1 1294399.7 1089729.2 1106233.5 

従業員数 50以上 4012259.7 4544225.0 4303278.7 4361459.5 

1.7 法人納税者の平均支出, 千 Tg 
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情報源: 国税庁、情報・統計センター 

 

近年、滞納者と滞納額が上昇傾向である。表 3.2-3.3 からみると 2015 年度に申告年

度及び前年度の債権額が 1.3 兆 Tg であったに比べ 2016 年度では 2.7 兆 Tg となり 2.1 

倍上昇してる。同時に滞納者数も上昇している。2015 年に合計 28.62 万滞納者があ

ったに比べ 2016 年に 33.31 万となり 16％上昇している。表 3.2 を見ると 2015-2016 

年に公売手続きにより滞納処理を行っている。  

 

表 3.2  滞納残高、滞納処理別,         

                百万 TG 
 

前年度 当年度 合計 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 滞納額 410,586.2 680,551.4 295,689.3 352,748.8 706,275.5 1,033,300.

2 

2 滞納者数 87,733 82,654 198,429 250,477 286,162 333,131 

3 滞納処理 

3.1 銀行当座取引停止 

件数 5,019 3,507 2,950 2,054 7,969 5,561 

金額, 百万 Tg 131,867.3 124,476.2 87,894.4 57,083.7 219,761.7 181,559.9 

3.2 資産による処理 

件数 69 30 104 16 173 46 

金額 2,010.6 145.6 878.6 14.1 2,889.2 159.6 

従業員数 1-9  152077.2 145544.9 141586.8 144744.9 

従業員数 10-19  584299.7 566075.3 550534.1 534503.4 

従業員数 20-49  1057715.0 1327086.5 1132244.4 1183055.3 

従業員数 50 以上 4374477.6 4652420.9 4391100.7 4332953.3 

1.8  法人納税者の納税額, 千 Tg 

従業員数 1-9  94500.0 106000.0 90600.0 105000.0 

従業員数 10-19  78300.0 83000.0 77600.0 84200.0 

従業員数 20-49  128000.0 175000.0 178000.0 157000.0 

従業員数 50 以上 2180000.0 2260000.0 2230000.0 1820000.0 
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3.3 担保契約をした 

件数 77 28 40 6 117 34 

金額 4,373.9 2,145.6 1,361.2 134.7 5,735.1 2,280.3 

3.4 公売手続き 

件数 0 0 0 0 0 0 

金額 0 0 0 0 0 0 

3.5 通知書の送付 

件数 14,612 12,873 10,383 9,172 2,4995 2,2045 

金額 245,593.5 379,093.4 18,700.6 198,848.2 432,599.2 577,941.6 

3.6 資産差し押さえ 

件数 273 62 21 18 294 80 

金額 19,464.2 1,072.3 1,309.8 569.3 20,774.0 1,641.6 

3.7 裁判訴訟 

件数 697 401 84 49 781 450 

金額 109,903.3 20,328.2 2,641.2 423.7 112,544.5 20,751.9 

ソース: 国税庁、徴収局 

 

一般税法に規定された徴収、滞納処理手続きについては 2016 年に前年比減少してい

る。例えば、2015 年に 6,135 滞納者に対する処理を行っていたに比べ 2016 年に 

4,028 滞納者となり 34.0％減少している。滞納額でいうと 2015 年に 5,132 億 Tg に相

当する滞納処理を行ったが、2016 年に 5,273 億 Tg (2.7) の滞納処理を行っている。 

実績は(表 3.2) 2016 年にプロセスごとに減少している。  

表 3.3  滞納処理、納付実績別、百万 Tg 

年 年始残高 当年度課税額 納付済み 残高 

1. 2015 年 781,416.0 2,811,824.3 2,886,964.8 706,275.5 

2. 2016 年 706,275.5 3,024,127.8 2,697,103.1 1,033,300.2 

3. 滞納処理実績 

3.1 銀行当座の取引停止 

件数 2249 1563  1,339   2054  3,588   3617 

金額  35,346,629   46,804,046.09 1,7042,715.03 5,7083,727.6  52,389,344   103,887,773.7 

3.2 資産より 

件数 44 20 95 1  139   21 

金額 1,422,212.5 5,938.8 772,538.2 14,072.7  2,194,751   20,011.5 
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3.3 担保契約による 

件数 36 19 17 2  53   21 

金額 597,701.1 827,971.024 176,016 2,3426.843  773,717   851,397.867 

3.4 公売手続きによる 

件数 0 0 0 0 0 0 

金額 0 0 0 0 0 0 

3.5 通知書の送付 

件数 7,338 6,006 5,693 4,627  13,031   10,633 

金額 52,639.5 138,441.5 52,169.1 70,704.1   104,808.7 209,145.7 

3.6 資産差し押さえ 

件数 67 40 6 18  73   58 

金額 3,101.4 1,072.3 473.7 189.0  3,575.1   1,261.3 

3.7 裁判訴訟による 

件数 339 401 57 19  396   420 

金額 23,793.6 20,328.2 204.8 10.5  23,998.4   20,338.7 

ソース: 国税庁、徴収局 

 

滞納処理手続きの結果は実施した処理手続及び予算への納金額で評価できる。2015

年及び 2016 年を比較すると銀行当座の取引停止、担保契約の締結、資産差し押さえ、

裁判訴訟による処理が 2016 年に前年比改善している。 

 

滞納処理手続きごとに納税者数と滞納額が低下している。近 2 年間の経済困難及び

モンゴル政府が実施した大赦（滞納処分手続きを一時期停止した）対策が要因とし

て考えられると区税務署職員及び徴収局職員が判断している。 

3.2 課税状況、コールセンターの現状及び課題について28
 

 

モンゴルは 2016 年から初めて課税額及び滞納催促するセンターを設立した。現在、

当該センターは職員 9 名 (一人主任, 国家検査官 7 名、アシスタント 1 名)の体制で業

務を実施している。オペレーターは (平均年齢 34 歳, 男性一人、女性 6 人)徴収を主

に担当した経験者が多く、勤務経験年数が 5 人以上であるが、業務負担は非常に高

い。ジャイカプロジェクトの協力でパソコン、デスクなどの設備を完備した。最初

は 5 百万 Tg 以下の滞納額を対象にしたが、3 百万 Tg まで下げ、現在は 1 万 Tg から

1 百万 Tg までの滞納額を催促している。  

 

昨年は市内 6 つの区税務署を対象に 3 回、ホブド県、バヤンホンゴル県を対象に試

験的に催促した。催促業務は国税庁長官 2016 年 10 月 24 日付代 A24 号令によって承

 
28 滞納催促センターの業務状況に関する情報は税務サービスセンター長及び催促センター主任との面

談記録 
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認された規則に従って行っている。29 催促及びその結果の登録は Excel を使って各

オペレーターが入力している。職員は対話態度に関する研修を 2 回受けさせ、勤務

環境の整備を目的に壁及び床の防音対策をとった。財務省及び国税庁は徴収業務の

コスト削減、徴収機能強化を目的に催促センター業務が重要であると認識している。

日本からの専門家のアドバイスが非常に役に立っている。 

 

2016 年に当該センターが 23,201 納税者の 107 億 Tg の課税額及び滞納額を催促した

中、16,566 納税者の 64 億 Tg の滞納を処理した。この期間中に 31,203 コールをした

中、17,773 が成立し、うち 9,717 納税者から 46 億 Tg の課税及び滞納税額を納付す

る約束をもらった。2016 年 12 月現在、これら納税者の 82％となる 8006 納税者が

35 億 Tg の滞納を徴収した。催促するべき滞納者の 40.5％に相当する 9401 納税者の

情報が誤っており、連絡できなかった。国税庁のデータでは 2016 年に催促センター

を通して 23201 事案が催促され、うち 16566 が解決されている。  

 

この一年間の実績では業務をうまく実施しているが、いくつかの課題を抱えている. 

1) 催促業務を一般税法に合わせる必要がある。例えば、催促は 60 日間実施している

が、税法上は通知書に規定された期間内に納付しなかった場合、次の手続きに入る

との規定と矛盾している。2) 催促業務に適した質の高いイヤホンが必要である。3) 

総括した情報データベースの構築及び情報の確実性を高める必要がある。現在は納

税者の登録情報が誤っているために 17,000 電話コールのうち 10,000 が成立し、約 7

割が連絡できている状況である。4) 研修がさらに必要で納税者に対する対応の仕方

に関する研修のニーズが高い。  

3.3 徴収に関する法改正の状況 

 

徴収に関する法的環境の改正が必要である。これについては財務省と国税庁が共同

で法案を作成した。法案には税務職員の自力執行権の交付、徴収業務の改善に重点

をおいた形で作成された。今後は徴収業務のコスト削減を目的としている。30  

国税庁の徴収局が法改正案に対して提案した内容を別添 A.1 にて示す。 

 

3.4 税務機関の内部業務の現状、課題について 

 

チンゲルティー区及びソンギノハイルハン区税務署との面談、国税庁の統計課から

の情報に基づいて内容をまとめた。（表 4） 

 

 
29 以前は関税・国税庁長官の 2016 年 5 月 26 日付第 A191 号令により承認された規則に従っていた。 
30 国税庁の徴収局長との面談記録 
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チンゲルティー区税務署は 113 人の国家検査官が常勤で勤務している。徴収課は 39

人の徴収官が 15,871 納税者を管轄している。納税者情報に関しては比較的によい状

況である。2016 年に 1384 億 Tg の徴収計画があり、実績は 1544 億 Tg と計画を超え

る実績となった。納税者に対するサービスを改善するために納税者サービス、相談

室を設ける予定である。  

 

ソンギノハイルハン区税務署には 95 人の国家検査官が常勤で 45 人の職員が非常勤

で勤務している。徴収課は 33 人の調査官がいる。15,422 納税者を管轄しているが、

大規模納税者が少なく、中小企業が多いことが特徴である。 

 

表 3.4. チンゲルティー区及びソンギノハイルハン区税務署、に関する情報 

 チンゲルティー区税務署 ソンギノハイルハン区税務署 

国家検査官数 113 人の国家検査官が常勤で勤務して

いる。徴収課は 39 人の徴収官がいる 

95 人の国家検査官が常勤で 45 人の

職員が非常勤で勤務している。徴収

課は 33 人の調査官がいる。 

業務負担 国家検査官一人当たり 430-480 法人が

あり、その上、見つからない及び捜索

中の 1593 法人を一人で担当している  

検査官一人当たり 600-700 法人があ

り、うち 20 法人が滞納者である。検

査官 2 体制で滞納処理困難事案約

200 を担当している。 

納税者 合計 15,871 法人を管轄している。区内

の 19 のホローがあり、55,500 個人納

税者及び自営業者がおり、大きいショ

ッピングセンターが 10 件ある。 

15,422 納税法人、うち 10 億以上の納

税額を有する企業が 6-7 社ある。事

業を行ってない X 申告書を提出して

いる法人が 1 万以上ある。 

滞納者 前年度 3118 法人 , 滞納額 36,363,836 Tg 

当年度 3223 法人, 滞納額 133,637,350.4 

Tg 

前年度 6578 法人, 滞納額 21,824,750.5 

Tg 

当年度 3223, 滞納額 65,633,450.5 Tg 

滞納額の納付状

況 

滞納処理が進んでいる。2015 年に計画

に達成できなかったが、2016 年に改善

した。10 百万 Tg 以上の滞納者に関し

ては手続きを速やかに開始している。 

滞納処理の進みが望ましくなり。

2015 年の課税額の納付ができなく、

裁判に訴訟されているケースが上昇

した。大赦法の執行により 2015 年に

税務調査による滞納額が減少した。

国の財政状況がよくないために国家

予算でコンセッション契約に基づい

て委託業務（工事）を実施している

企業の滞納額が上昇した。  

徴収計画の実績 

 

2016 年に 1384 億 Tg の徴収計画があ

り、1544 億 Tg を国家予算に納入し

た。 

2016 年に実績が 660 億 Tg から 600

億 Tg に低下した。2015 年度も実績

が 660 億 Tg の計画に比べ 650 億 Tg

となった。  
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ソース: チンゲティー区税務署及びソンギノハイルハン区税務署との面談記録 

 

2016 年に 660 億 Tg の徴収計画があったが、600 億までしか実績が上がらなかった。

納税者が零細企業が多く、また納税意識が高くないことが背景にあると考えられる。

手間がかかり、徴収コストが高いのが現状である。 

 

税務署としては滞納者に対する催促をコールセンターで一括実施してくれているこ

とに感謝しているが、催促センターで催促中にも税務署から完全に当該滞納事案を

催促センターへ移管しないために、税務署として当該滞納に関する責任が残るため

に同時に催促している状況である。このために催促センターからの電話催促によっ

てどのぐらいの滞納額が納付されたか、税務署が同時に催促しているのでその結果

どのぐらい納付されたが明確ではないために今後は区別ができるようにするべきで

ある。 

 

他方が税務署も催促業務を実施しており、電話催促用の機材が不十分である。イヤ

ホンや電話機などが必要である。 

 

納税者の登録情報がよく変更するが、国家登録機関から登録状況に関する情報の収

集に時間とコストがかかる。 

国際課税に関する問題が発生した場合、税務署は国税庁の税務調査方策局から指導

受けている。税務署には国際課税に関するマニュアル類が必要で担当者に対する研

修のニーズも高い。 

  

研修状況 国際課税に関する研修を受けたものが

転職したために現在の職員に対して研

修が必要。 

年始に研修を受けたが、国際課税に

関しては段階的な研修を受けた職員

はいないために今後は研修が必要。  
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別添 А. 調査時に入手した情報、統計データ 

A.1. 国際課税に関する中級及び上級研修、実務能力の育成 

 

A.1.1. 国家検査資格付与研修カリキュラム 

 

      研修期間:  平日 30 日間,      240 時間の講義          

 時間 講義名 テーマ 
時

間 

 

講師名 

 

初日 

 

 

 

08.00-08.10 授業開始  
国税庁副長官、

行政局、研修所 

08.10-09.30 倫理道徳 
倫理道徳の基本概念、公務員、国家検査官

の倫理規則 
2 

行 政 局 

Zayakhishig 

研 修 所
M.Choijilsuren 

09.40-11.10 
コムニケーショ

ン 
公務員の接客態度、倫理違反の予防方法 2 

行 政 局 

Zayakhishig 

研修所 

Ochirkhuyag 

11.10-12.30  昼食   

12.30-14.00 

14.10-15.40 

租税理論 

 

租税に関する理解、税目別の区分、税金の

意義、目的、原則 
4 

研修所 

Khurmethhan 

二日目 

 

 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

租税理論 

 
テスト、実習 2 

研修所 

Khurmethhan 

納税者サービス 納税者サービスの傾向 2 

納税者サービス

局 Bayaraa 

研 修 所
Bayartsetseg 

11.10-12.30  昼食   

12.30-14.00 

 

 

 

会計、目的、原

則 

 会計とは、会計の目的、責任、原

則、構成  

 

2  研修所 Batdorj 

 14.10-15.40  テスト、意見交換  

三日目 

 

 

08.00-09.30 

 

一般税法 

 

 総則、目標、専門用語の定義 

 モンゴル国の租税構成、課税対

象物、税目、区分、税率の設

定、軽減、執行期間 

 納税者、納税者登録、納税者の

法上の権利の尊重、納税者サー

ビス、納税者権利・責任 

2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

09.40-11.10 
一般税法 

 

 税務機関の組織、機能、業務原

則、行政、国家検査官の権限、

責任、禁止事項、作成書類、給

与・権限の保障、不服審判委員

会 

 課税・申告 

 税務調査 

2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

11.10-12.30  昼食  
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12.30-14.00 

 

一般税法 

 

 登録、滞納、滞納処理手続き 

 他機関の義務 

 税法違反者への処罰 

2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

14.10-15.40 

一般税の不随規

則、通達、施行

令 

納税者登録の実施状況 2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

四日目 

 

 

08.00-09.30 

 

アカウント、ダ

ブルエントリー

システム 

会計アカウントダブルエントリーシステ

ム、勘定の意味、貸方、借方について、常

時勘定、仮勘定、口座停止 

 

2  
研修所 

Batdorj 

09.40-11.10 

アカウント、ダ

ブルエントリー

システム 

 

テスト、計算 

 

2 
同上 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 
一 般 税 の 執 行

令、通則 

納税者に対する One stop Center を通して提

供するサービスに関する規定、基準 
2 

 

納税者サービス

局   Ganbold 

研修所 

Batdorj 

 

14.10-15.40 

 

一般税法 

 

テスト、課題計算、ケーススタディー 
2 

 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

五日目 

 

 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

 

貸借対照表 貸借対照表の構成、収益決算書、資産変更

決算書、キャッシュフロー 
2 

 

研修所 

Batdorj 

-小規模の貸借対照表の作成 2 

研修所 

Batdorj 

11.10-12.30  昼食   

12.30-14.00 

 

法人税法 

 

対象範囲、課税対象所得、控除できる支

出、税率  

 

2 

研修所 

Khurmethhan 

14.10-15.40 軽減、損失の繰り越し、納付・申告 2 

研修所 

Khurmethhan 

六日目 

 

08.00-09.30 

09.40-11.10 
法人税法の通則 

 鉱業及びインフラ分野の支出の繰

り越し計算の規定 /内閣令/ 

 法人申告書による損失を繰り越し

計算するためのマニュアル /長官

令/ 

2 

研修所 

Khurmethhan 

 法人税の軽減に関する規則 /長官

令/ 

 

2 

研修所 

Khurmethhan 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 

 
一般税法の通則  申告書の作成、受理規則 2 

 

納税者サービス

セ ン タ ー
Baterdene 

研 修 所
Jargaltsetseg 



23 

 

14.10-15.40  税務申告書に対する課税調査規則 2 

徴 収 方 策 局
Gansukh 

研 修 所
M.Choijilsuren  

七日目 

 

     

08.00-09.30 

一般税法通則 

滞納処理の管理、登録規則 2 

徴収局 Bud 

 研 修 所
Bayartsetseg 

09.40-11.10 法的期間内に納付しなかった滞納処理手続

き 
2 

法務課 

Khaliuntsetseg 

研 修 所
Ochirkhuyag 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 

14.10-15.40 

法人税法 

 
テスト、課題 4 

研修所 

Khurmethhan 

八日目 

 

 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

 

現金資産の登録 

現金資産について / 収入、その登録、純利

益及び累積利益  

 

2 
研修所 

Jargaltsetseg 

 

実習 

 

2 
同上 

11.10-12.30  昼食   

12.30-14.00 

14.10-15.40 

法人税法 

 
テスト、課題 4 

研修所 

Khurmethhan 

 

九日目 

 

 

      

08.00-09.30 支出・コストに

ついて 

支出の意味、連携、調整、形態  
4 

研修所 Batdorj 

09.40-11.10 実習 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 

一般税法通則 

税務調査規則 2 

税務調査方策局 

Ganbaatar, 

Khurmethan 

14.10-15.40 不服審判委員会、業務 2 

法 務 課
Tugsjargal 

Khurmethan 

十日目 

 

      

08.00-09.30 

 

債権の登録 

 

債権の登録、準価額方法、不良債権の登録  

2 

 

研 修 所
M.Choijilsuren 

09.40-11.10 実習 2 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 

 

付加価値税 

 

対象範囲、課税対象所得、税率、軽減、納

付・申告 

 

2  

СТ 

Bayartsetseg 

14.10-15.40 付加価値税の軽減、納付・申告 2 

 

 

十一日目 

 

08.00-09.30 

付加価値税法通

則 

 

 VAT 控除額の計算方法 /長官令/ 2 

 

 

研修所 

Bayartsetseg 
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09.40-11.10 

付加価値税法通

則 

 

 務資金協力、人道的支援、コンセ

ッション条件付借款で調達した製

品の VAT免除規則 / 財務大臣令/ 

2 

 

研修所 

Bayartsetseg 

11.10-12.30  昼食  
 

12.30-14.00 
付加価値税 

テスト、課題 2 
同上 

14.10-15.40 
付加価値税 

テスト、課題 2 
研修所 

Ochirkhuyag 

十二日目 

08.00-11.10 

個人所得税 

 

対象範囲、課税対象所得、税率、軽減、納

付・申告 

 

4 

 

11.10-12.30  昼食  
研修所 

Bayartsetseg 

12.30-14.00 付加価値税法 テスト、課題 2 
研修所 

Bayartsetseg 

14.10-15.40 付加価値税法 

テスト、課題 

 

 

2 

 

СХОХ 

Л.Бямбадорж 

研 修 所  

Ochirkhuyag 

 

十三日目 

 

08.00-09.30 

 

有 価 証 券 の 利

用、その管理 

有価証券の保存、保護、使用状況の管理規

則 
2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

09.40-11.10 
個人所得税法 

 
テスト、課題 2 

 

11.10-12.30  昼食  
研修所 

Ochirkhuyag 

12.30-14.00 

14.10-15.40 

個人所得税法 

 
テスト、課題 4 

研修所 

Jargaltsetseg 

 

 

十四日目 

 

 

08.00-09.30 

 

製品の登記 

 

製品の登録、販売機関、生産機関 
2 

研修所 

Jargaltsetseg 

09.40-11.10 
 

製品の登記 

 

製品のコスト計算 2 
 

    
研修所 

Jargaltsetseg 

12.30-14.00 製品の登記 テスト、課題 2 
研修所 

Jargaltsetseg 

14.10-15.40 製品の登記 テスト、課題 2 
研修所 

Khurmethhan 

 

十五日目 

 

 

08.00-11.10 

不動産税法、車

両税法、燃料税

法、銃砲税法,  

範囲、課税対象物、税率、軽減、納付・申

告 
4 

研修所 

Batdorj 
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11.10-12.30 
  

昼食  
研修所 

Choijilsuren 

12.30-15.40 

不動産税法、車

両税法、燃料税

法、銃砲税法, 

 

テスト、課題 

4 

研修所 

Batdorj 

 

研修所 

Bayartsetseg 

十六日目 

08.00-09.30 資産会計 
資産、資本、減価償却 

 
2 

研修所 

Bayartsetseg 

09.40-11.10 
資産会計 資産の登記抹消、交換 

2 
 

11.10-12.30 
 昼食 

 
研修所 

Bayartsetseg 

12.30-14.00 

14.10-15.40 

資産会計 実習 
4 

研修所 

Choijilsuren 

十七日目 

08.00-09.30 

特別税法 

範囲、課税対象物、税率、軽減、納付・申

告 
2 

 

Choijilsuren 

09.40-11.10 テスト、課題 2 
 

11.10-12.30  昼食  

 

研修所 

Jargaltsetseg 

12.30-14.00 不確定所得税法 

 範囲、課税対象物、税率、軽減、

納付・申告、納税者登録、 

 テスト 

2 

研修所 

Choijilsuren 

14.10-15.40 特別税法 テスト、課題 2 
研修所 

Jargaltsetseg 

十八日目 

08.00-09.30 
源泉（ソース）

所有者の持ち分 

 負債及び所有者の持ち分  

 短期負債、長期負債  

 株式 

2 

研修所 

Jargaltsetseg 

09.40-11.10 
源泉（ソース）

所有者の持ち分 
 実習 2 

 

11.10-12.30  昼食  

 

法 務 課   

Б.Баттогтох 

研 修 所   

Choijilsuren 

12.30-14.00 一般税法通則 
裁判に対して税務機関を代表する場合の留

意点 
2 

 

 

税務調査方策局 

Bolorerdene 

14.10-15.40 

個人所得税法通

則 

 

 個人所得税の軽減・免除について

/長官 2009 年題 23 号令/ 

 課税額の控除、還付及びこれらの

会計上の記載に関する規則”   /財

務大臣 2009 年第 104 号令/ 

 

2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

十九日目 
08.00-09.30 

 

地下資源使用料

について 

地下資源の概念、分類、使用料の対象範

囲、課税対象項目、支払額、資金の配分、

支払・申告、探査許可及び使用許可料 

 

2 

 

 

 

研修所 

Ochirkhuyag 
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09.40-11.10 

地下資源使用料

の課税に関する

規則 

 地下資源料の支払い、配分、使い

方に関する規則” 内閣 2006 年第

272 号令. 

 国税庁と地下資源庁間の情報交換

規則 

 地下資源使用料の割合の算出、課

税方法”. 内閣 2014 年内 9号令 

 “鉱業輸出品の販売価額の算出マ

ニュアル”  国税庁長官の 2010 年

第 322 号令 

1 

 

研修所 

Ochirkhuyag 
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地下資源使用料

について 
 テスト、課題 1 

 

11.10-12.30  昼食  
研修所 

Khurmethhan 

12.30-14.10 
土地使用料に関

する法 

範囲、課税対象物、税率、軽減、免除、納

付・申告 

 

2 

研修所 

Khurmethhan 

14.10-15.40 
土地使用料に関

する法 
テスト、課題 2 

 

研修所 

Jargaltsetseg 

20 日目 

08.00-11.10 

 

 

税務会計 

 

 個人所得税の会計 

 付加価値税の会計 

 特別税の会計 

 資産税の会計 

 その他 

 

4 

 

11.10-12.30  昼食  
研修所 

Bayartsetseg 

12.30-15.40 
税務会計 

 

 法人税の会計 

 財務会計と税務会計の相違点 

 誤差調整会計 

4 

 

情報処理局 

Г. Ганхуяг 

21 日目 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

システムへのア

クセス 

ユーザーアクセス権利/IMS/ 

ユーザー登録/Tax_ac/t 4 
 

11.10-12.30  

昼食 

 

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

12.30-14.00 

14.10-15.40 

納税者及び納税

額の登録 

世銀の税務行政管理システム  / TRIPS/ 

市 不 動 産 登 録 課 、 国 民 登 録   / 

Capital.mta.mn/ 

 

4 
情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

22 日目 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

納税者及び納税

額の登録 

税法執行管理/ Tax_act /Burtgel// 

個 人 納 税 者 登 録 シ ス テ ム / Tax_act 

/Taxpayerperson/ 

 

4 

 

11.10-12.30  昼食  

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

12.30-14.00 

14.10-15.40 
資産登録 

税法執行管理/ Tax_act /Burtgel// 

個 人 納 税 者 登 録 シ ス テ ム / Tax_act 

/Taxpayerperson/ 

 

4 
情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

23 日目 

08.00-09.30 

 
資産登録 

 

車両税に関するシステム/ Autotax/ 

銃砲の登録/ Tax_act /Guntax/ 

 

2 
情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

09.40-11.10 申告書の登録 

 

電子申告/ e-taxmta.mn/ 

税務調査、リスクマネジメントシステム / 

Fisher/ 

 

2 

 

11.10-12.30  昼食  

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

12.30-14.00 

14.10-15.40 
申告書の登録 

VAT インボイスの登録/ VAT_entry 3.0/ 

個人所得税申告書の登録 / Suutgan 2.0/ 
4 

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

24 日目 
08.00-09.30 

09.40-11.10 
納税額の登録 

徴収額の登録/ Taxpayment/ 

徴収計画の登録/ Tax_act /Plan/ 
4 
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11.10-12.30  昼食  

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

 

12.30-14.00 

14.10-15.40 
税額算出の登録 算出登録/ Tax_act/Tax_accounting// 4 

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

 

 

 

 

25 日目 

08.00-09.30 

 
滞納額登録 

債務管理システム / Debt_managment/ 

債 務 管 理 シ ス テ ム  / Tax_act / 

Debt_managment / 

2 

09.40-11.10 その他システム 

データワイヤ、申告書システム / Dataware 

house,B/ 

業績モニタリング・内部監査システム/ E-

monitoring/ 

内部事務システム/ E-office/ 

2 

11.10-12.30  

 

昼食 
 

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

12.30-14.00 

 
その他システム 

有価証券の登録システム/ Excisemark/ 

納税者評価システム/ Tax_act /Statusn/ 

納税者証明書の発行システム / Tax_act 

Reference/ 

2 

 

情報処理局 

Enkhtuya  

Batgerel 

Burendelger 

14.10-15.40 
第三者情報デー

タベース 

税関輸出入情報/ TPI/ 

国庫支出情報   /TPI/ 

VAT インボイス  /TPI/ 

源泉徴収  /TPI/ 

第三者情報/TPI/ 

アルコール生産、販売情報  / TPI/ 

E-Balance/ TPI/ 

2 

 

研 修 所 .  

Choijilsuren 

26 日目 

 

08.00-09.30 

09.40-11.10 

 

天然資源使用料 

 

対象範囲、対象事項、料金率、軽減・免

除、納付・申告 

4 

 

11.10-12.30  

昼食 

 

 

研修所 

Choijilsuren 

12.30-14.00 

14.10-15.40 

天然資源使用料

に関する法 テスト、課題 4 

 

研修所 

Choijilsuren 

27 日目 

08.00-09.30 

 

天然資源使用料

に関する法 テスト、課題 2 

 

法務課 

Khaliuntsetseg 

09.40-11.10 一般税法通則 
資産の差し押さえ、担保、資産調査、棚

卸、現場撮影に関する規則 
2 

 

11.10-12.30  
昼食 

 
 

12.30-14.00 

 
自習  

 

講師ら 

14.10-15.40 

 
市及び区税務署の業務視察, 実習  2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

28 日目 

 

 

08.00-09.30 

 

大気汚染料に関

する法 

対象範囲、対象事項、料金率、軽減・免

除、納付・申告 

 

2 
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 大気汚染料の設定 /内閣 2010 年第

73 号令/ 

 大気汚染の大きな源から排出され

る汚染物に対する料金  /2011 年第

92 令/ 

 大気汚染料について/環境省と運輸

庁の共同令 /2011.03.07 日付第 А-

63/67 号令の別添/ 

 石炭採掘法人の大気汚染料の軽減

に関する規則/内閣 2012 年第 139

号令/ 

 テスト、課題 

09.40-11.10 水質汚染料 

 対象範囲、対象事項、料金率、軽

減・免除、納付・申告テスト、課

題 

2 

 

11.10-12.30  
 

昼食  
行政局, 研修所 

Batdorj 

12.30-14.00 

 

資料管理（アー

カイブ） 
資料保管管理規則 2 

講師ら 

14.10-15.40 試験  中間試験 2 
研修所 

Khurmethhan 

29 日目 

 

08.00-09.30 

 
国際課税 

 国際課税の概念 

 二重課税回避条約に関する理解 
2 

研修所 

Bayartsetseg 

Jargaltsetseg 

09.40-11.10 政策、会計 
 取引の記載 

 財務諸表の準備 
2 

 

11.10-12.30  

昼食 

 

研修所 

Bayartsetseg 

Jargaltsetseg 

12.30-14.00 

14.10-15.40 
政策、会計 

 取引の記載 

 財務諸表の準備 
4 

研修所 

Bayartsetseg 

Jargaltsetseg 

30 日目 

 

08.00-09.30 

 
政策、会計 

 取引の記載 

 財務諸表の作成 
2 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

09.40-11.10 政策、会計 
 法人所得税の申告書の作成 

 付加価値税の申告書の作成 
2 

 

11.10-12.30  

昼食 

 

 

研修所 

Ochirkhuyag 

12.30-14.00 

 
政策、会計 

 

 個人所得税申告書の作成 

 その他、関連申告書の作成 

2 

 

Khurmethan 

Bayartsetseg 

Ochirkhuyag 

14.10-15.40 
試験準備の留意

点 

 中間試験結果の発表 

 最終試験の留意点 
2 

 

研修センター 
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A.1.2.  

国際課税 (2015.8.17-2015.8.21) 

 

  

日付 時間 研修形態 テーマ 講師 

2015.8.17 

(月) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○1  

(ソースルール) 
国税庁, 研修所講

師 Jargaltsetseg 

10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○2  

(PE) 
14:40-16:00 セミナー 

2015.8.18 

(火) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○3  

(移転価額) 

国税庁, 研修所講

師 Jargaltsetseg 

10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○4  

（移転価額以外の制度） 
14:40-16:00 セミナー 

2015.8.19 

(水) 

09:00-10:30 

講義 

国際課税基礎○1  

石黒専門家 

10:40-12:00 

13:00-14:30 
同上○2  

14:40-16:00 

2015.8.20 

(木) 

09:00-10:30 

講義 

移転価額基礎○1  

小寺専門家 
10:40-12:00 

13:00-14:30 
同上○2  

14:40-16:00 

2015.8.21 

(金) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○5  

(二重課税回避) 
国税庁, 研修所講

師 Jargaltsetseg 

10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○5  

(国際条約) 
14:40-16:00 セミナー 
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A.1.3. 

国際課税初級研修カリキュラム(2016.3.7-2016.3.11) 

  

日付 時間 研修形態 テーマ 講師 

2016.3.7 

(月) 

09:00-10:30 

講義 移転価額基礎 小寺専門家 

10:40-12:00 

13:00-14:30 

講義 
国際課税基礎 

- 日本の事例- 
石黒専門家 

14:40-16:00 

2016.3.9 

(水) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○1  

(居住者、非居住者) 
関税国税庁, 研修

所講師
Ochirkhuyag 

10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○2  

(PE:) 
14:40-16:00 セミナー 

2016.3.10 

(木) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○3  

(ソースルール) 

関税国税庁, 研修

所講師
Ochirkhuyag 10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○4  

租税回避予防 

関税国税庁, 研修

所講師
Jargaltsetseg 14:40-16:00 セミナー 

2016.3.11 

(金) 

09:00-10:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○5  

(二重課税回避) 
関税国税庁, 研修

所講師
Jargaltsetseg 

10:40-12:00 セミナー 

13:00-14:30 講義 
モンゴル国税務制度 ○6  

(国際条約) 
14:40-16:00 セミナー 
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A.1.4 

ジャイカプロジェクト対象者 

/ 2017 年 2月 20 日現在/ 
     2017.03.07 

No No 名前 税務署 部署 担当業務 

国税庁内 

1 1 国家検査官 1 国税庁 
税務行政協

力局 
条約、情報交換 

2 2 国家検査官 2 国税庁 
税務行政協

力局 
法人所得税、個人所得税 

3 3 国家検査官 3 国税庁 
税務行政協

力局 
国際課税、研究調査 

4 4 国家検査官 4 国税庁 行政局 内部事務 

5 5 国家検査官 5 国税庁 内部監査局 国家主任検査官 

6 6 国家検査官 6 国税庁 納税者局 VAT 

7 7 国家検査官 7 国税庁 税調局 
収入登録、情報データベー

ス 

8 8 国家検査官 8 国税庁 研修所 所長 

9 9 国家検査官 9 国税庁 研修所 国際課税、徴収業務 

10 10 国家検査官 10 国税庁 
サービスセ

ンター 
サービス、国家主任検査官 

11 11 国家検査官 11 国税庁 
サービスセ

ンター 
電話相談 

12 12 国家検査官 12 国税庁 
サービスセ

ンター 
VAT 

管轄機関 

13 1 国家検査官 13 歳入管理局 税務調査課 国家主任検査官-鉱業 

14 2 国家検査官 14 歳入管理局 
資源国際課

税課 
国際課税 

15 3 国家検査官 15 歳入管理局 
資源国際課

税課 
石炭 

16 4 国家検査官 16 歳入管理局 徴収室 国家主任検査官 

17 5 国家検査官 17 市税務局 納税者局 登録、不動産税 

18 6 国家検査官 18 市税務局 Dunjingarav One stop サービス 

19 7 国家検査官 19 
バヤンズルヒ区

税務署 

リスク統計

室 
第三者情報 

20 8 国家検査官 20 
バヤンズルヒ区

税務署 
徴収室 法人 

21 9 国家検査官 21 
バヤンゴル区税

務署 
税務調査室 法人登録抹消 

22 10 国家検査官 22 
バヤンゴル区税

務署 
税務調査室 税務調査 

23 11 国家検査官 23 
バヤンズルヒ区

税務署 
徴収室 法人 

24 12 国家検査官 24 
ハンウール区税

務署 
税務調査室 国家主任検査官 

25 13 国家検査官 25 
スフバートル区

税務署 

リスク統計

室 
第三者情報 
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26 14 国家検査官 26 
スフバートル区

税務署 
税務調査室 税務調査 

27 15 国家検査官 27 
チンゲルティー

区税務署 
徴収室 法人 

28 16 国家検査官 28 
ウムヌゴビ県税

務署 
納税者局 国家主任検査官 

29 17 国家検査官 29 
オルホン県税務

署 
行政室 国家主任検査官 

30 18 国家検査官 30 トブ県税務署 納税者局 One Stop Service Center 

31 19 国家検査官 31 同上 税務調査室 税務調査 

32 20 国家検査官 32 
ダルハンウール

県税務署 
徴収室 法人 

働いていない 

33 1 国家検査官 33 産休中 

34 2 国家検査官 34 産休中 

35 3 国家検査官 35 産休中 

36 4 国家検査官 36 留学 

37 5 国家検査官 37 死亡 

38 6 国家検査官 38 退職 

39 7 国家検査官 39 退職 

40 8 国家検査官 40 退職 

41 9 国家検査官 41 退職 

42 10 国家検査官 42 退職 

      

 情報作成（国家検査官）Sh.Undraa 
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A.1.5. 

承認 

研修センター長       B.バダムツェツェグ  

 

2017 年度の国際課税に関する研修計画 

 
No 研修レ

ベル 

研修形式 内容 参加者 期間 講師 

1 上級 教室 
• 国際課税 

• 移転価格問題 

国税庁、市税務

局、6 区税務署

の国家検査官 

第 1 四

半期 

40 時間 

Sh.Undraa 

2 
初級・

中級 
オンライン 

• 国際課税の基礎知識 

• 恒久的施設(PE)の種類と

課税方法 

• 国際的租税回避の予防 

• OECD モデル条約 

• 税務署間の協力 

国家検査官 

第 2 四

半期 

40 時間 

Sh.Undraa 

3 
初級・

中級 

OJT,意見交

換 

• オンライン研修の練習 

• モンゴル国の実際のケー

スを使った研修 

６区税務署の国

家検査官 

第 3 四

半期 

24 時間 

Sh.Undraa 

4 
初級・

中級 
通信研修 

• 国際課税の基礎知識 

• 恒久的施設(PE)の種類と

課税方法 

• 国際的租税回避の予防 

•  

県税務署の検査

官 

第 4 四

半期 

8 時間 

Sh.Undraa 

 

研修センター 
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A.1.6. 税務行政局の提案 

1. 人材育成計画 

А. 国際課税を特訓した人材に関する政策はありますか？計画、承認日 

- 国税庁長官の 2013 年 12 月 13 日付第 983 号令により承認した “国税機関の人材育成政策”- 

-国税庁長官の 2017 年 1 月 11 日付第 А/11 号令により承認した“モンゴル税務職員の研修・

育成計画” 

.............................................................................................................................................. 

Б. 現状 

I. 国際課税を特訓した職員は十分と思いますか？その原因?  

-NO: 国際課税を特訓した知識を持つ職員数は全職員数の割合で言えば不十分である。  

国税庁, 歳入管理局, 市、区税務署では業務の内容によって国際課税を専攻した職員の 4 割ま

でないといけないが、現在は 1 割に満たない状況である。 

国際課税を特訓した職員が民間企業に転職したり、税務署の他部署へ移転することがある。 

II. 現在の職員の国際課税に関する知識のレベルはどうですか？ (初級、中級、上

級) 

 - 国際課税に関する初級、中級研修を受けた数人がいる。 

III. 上記人材育成計画は実行されたか？達成度は？  

- 国際課税に関する研修を実施しているが、職員が十分に参加できない。 

 

С.  人材育成に関する今後の計画はありますか？ 

 -国税庁長官の 2017 年 1 月 11 日の第 А/11 号令により承認された“モンゴル税務機関

職員の研修、育成に関する計画”に従って計画した。  
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A.2. 国際課税の基盤の今後 

 

A.2.1. 歳入管理局に登録された法人から海外送金した取引及び源泉徴収について 

 

法人から海外送金した取引 

項目 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 

納税者数 73 85 76 

受取人である非居住者の納税者登録した国の数 96 130 120 

振込金額/10 億 Tg/ 714.33 1025.65 1918.1 

法人に対する課税額  /10 億 Tg /  143.68 205.90 383.6 

条約の規定に基づく課税額/10 億 Tg /  22.79 46.21 144.8 

合計課税額/10 億 Tg /  60.76 125.23 293.8 

情報源: 国税庁, 歳入管理局 

 

図-1. 歳入管理局の法人から海外へ送金した金額、条約のある国とない国で区

分して 
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A.2.2. 送金金額の大きい受け取り先の諸国          /10 億 Tg/ 

年 受取人である非

居住者の納税者

登録した国の数 

振り込み価

額 

 法 人 税 法

に基づく課

税額 

条約に基づ

いた軽減額 

 条約に基

づ く 課 税

額 

総課税額 

2013 Netherlands 93.15 18.63 18.33 0.3 2.44 

Canada 90.39 18.79 15.7 3.08 8.33 

China 84.12 16.82 13.85 2.97 3.88 

Total 267.66 54.24 47.89 6.35 14.65 

2014 Luxembourg 314.97 62.99 33.38 29.62 33.37 

日本 123.26 24.59 24.58 0 24.59 

Singapore 116.99 23.4 16.31 7.08 7.42 

Total 555.22 110.98 74.27 36.71 65.38 

2015 Netherlands 1,045.98 209.20 107.86 101.34 107.85 

Luxembourg 304.50 60.90 31.50 29.40 31.45 

Singapore 144.80 28.96 21.78 7.18 7.18 

Total 1,495.28 299.06 161.14 137.92 149.48 

Source:国税庁歳入管理局 

 

歳入管理局の法人から海外へ送金した金額に対する課税額、軽減額、条約の

ある国とない国で区分して 
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А.3 徴収に関する法環境の整備 

A.3.1. 徴収に関する税法改正案への盛り込んだ内容: 

一般税法に下記の改正を行った： 

 1.1. 剤納税の特定、法的期間内に納付しなかった納税者に対する通知書の送達、平等

性を確保するために請求及び催促する期間を明確に目的で滞納発生時期以降 90 日以内に支

払請求する（通知書）（オンラインシステムを通して通知し、交付送達したとする）通知書

の送達後 30 日以内に支払った場合、利息を支払わないが、次の 60 日間で支払った場合利息

が発生する; 

 1.2. 期間内に納付できない納税者に対し毎月の分割で 12 ヶ月間の期間の延期ができ

る。納税計画を合意し、税務機関のリスクを回避するために資産を担保にする。この期間内

に利息の支払いは生じないが、納付額の時価を考量した損害金を課税するが、強制的な手続

きはしない。 

 1.3. 自力執行権の交付、すなわち納付しないでいる納税者の資産から納税させる手続

きを裁判への訴訟手続きを通さずに検査官が執行できる権限が付与される。 

 1.4. 租税優先権を設ける。一般税法、民法及び破産法では租税債権が他の債権と同等

である。一般税法及び関係他法に“租税債権は他の債権より優先して徴収する.” 規定を盛り

込み、民法上の担保債権と租税債権の調整、滞納処理にあたって第三者の権利を尊重する。  

 1.5. 第二次納税義務制度を構築する必要がある。滞納処理手続きの時に、滞納者が資

産隠し、他人に譲渡、親戚に無償で譲るなどの脱税行為を行う場合がある。滞納者の資産に

より滞納額を徴収した場合、足りなくなる場合、資産を無償あるいは過剰に安く買い取った

もの、関係する第三者に納税義務を移し、徴収する。  

 1.6. 納税義務の時効消滅制度を導入し、徴収業務の効率、コストの適正化を目的に滞

納額がその徴収コストより安ければ無効する、あるいは納税者が納付能力のないことが証明

された場合、状況が改善するまで滞納処理手続きを一時的に停止するなどの規定を盛り込ん

だ  

 2. 徴収制度についての取り組み: 

 2.1 納税者が法的期間内に納付しなかった場合、滞納とみなすが滞納処理として下記

の手続きをとる。 

a/ 通知書の送達; 

b/ 銀行座の取引停止; 

c/ 債権、給与により納付するために支払状を送付; 

d/ 資産から納付；納税者が了承した場合のみ担保契約を締結； 

e/ 担保契約期間内に滞納額を納付しなかった場合、公売手続きを行い、納付させる。; 
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f/ 上記各方法で納付させることができない場合、資産を差し押さえ、裁判へ訴訟する。; 

 納税者が法律上規定された原因で納付できない状況であれば税務機関に要請し、納

付計画を確定し、60 日間まで一回延期できる。ここの原因とは病気で入院した、病人の介

護した、出張で海外に行った、研修を受けた、災害にあったなどである。  

  

徴収局 

2017-03-06 

 

А.3.2 国税庁の滞納催促センター報告、2016 年 

申告期間中に市内 6 区、地方 2 県の 23,201 納税者にかかる 107 億 Tg の課税・滞納額を受取

った中、16,566 納税者の 64 億 Tg の滞納が納付されたのが 71,4％を占めている。うち、

13,745 納税者が完全納付し、少額滞納者数を 59,2％削減した。31,203 回コールし、17,773 回

が成立した。総納税者の 42% に相当する 9,717 納税者と連絡とり、46 億 Tg の課税・滞納額

の納付約束を取りづけ、2016 年 12 月 31 日現在、当該約束者の 82％に相当する 8,006 納税

者が 35 億 Tg（74 ％）を支払った。2,101 納税者が 15 億 Tg の課税、滞納額を納付する約束

をしてない。 

電話催促対象納税者の 40.5％に相当する 9,401 納税者に関する情報が誤っており、連

絡できないために 51 億 Tg の課税・滞納額の催促ができなかった。各コールの後に結果報告

を関係税務署に提出し、登録情報が誤っている納税者の情報の修正を依頼している。  
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技術協力成果品 

国際課税に関する教材・カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際課税プレ研修（新規コア職員対象研修） 

2017年 8月 21日－8月 25日 

 

2017年 8月 21
日 

8月 22日 8月 23日 8月 24日 8月 25日 

月 火 水 木 金 

午前 
(9:00-12:00) 

 

国際課税の基礎 租税条約 
移転価格税制

（基礎理論） 

国際的租税回避 
（ケーススタデ

ィー） 

事前確認・相互協

議・情報交換 

石黒 小寺 小寺 石黒 小寺 

午後 
(13:00-16:00) 

 

恒久的施設 
（ケーススタデ

ィー） 
租税条約 

移転価格税制

（基礎理論） 

国際的租税回避 
（ケーススタデ

ィー） 

まとめの討議 
質疑応答 

石黒 小寺 小寺 石黒 小寺・石黒 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
2 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
3 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
4 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
5 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
6 B.Ariungerel 国税庁、リスクマネジメント課、国家検査官 
7 N.Tuul 国税庁、研修センター、国家検査官 
8 B.Zolzaya 国税庁、研修センター、国家検査官 
9 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
10 L.Battsetseg 予算歳入管理局、納税者サービス課長 
11 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
12 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
13 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
14 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
15 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
16 Ts.Ishjamts 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
17 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
18 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
20 B.Khaliun 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
21 Sh.Batzaya 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
22 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
23 Ts.Tuvshinbayar 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 



24 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
25 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

26 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
27 B.Bat-Erdene Chingeltei区税務署、国家検査官 
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TOPIC 1

国際課税制度の概要
OUTLINE OF INTERNATIONAL TAXATION 

SYSTEM

3

日本の国際課税制度
International Taxation System of Japan

4



TOPIC 2

国内法による自国の課税権の確保
SECUREMENT OF HOME COUNTRY'S TAX 

JURISDICTION BY DOMESTIC LAWS

5

居住地管轄権と源泉地管轄権
Residence Jurisdiction and Source Jurisdiction

 居住地管轄権

・ 所得を稼得する者との人的なつながり（nexus）を根拠とする。

・ 全世界所得（world-wide income）に課税。

 源泉地管轄権

・所得を算出する活動との物的な関連性を根拠とする。

・国内源泉所得（domestic source income）に課税。

6



わが国の納税者の区分と課税範囲
Categories of Taxpayers and Scope of Taxation of Japan

7

ソース・ルールと課税方式
Source Rules and Taxation Methods

8

① 国内源泉所得の発生原因となる国内への投資のうち、「支配」（control）を伴
う投資が直接投資で、伴わない投資がポートフォリオ投資である。

② 非居住者や外国法人が国内に有する支店等の「恒久的施設（PE : permanent  

establishment）」は、当該国との「結びつき（nexus）」が強く、そこを通
じて行う能動的事業活動は、直接投資として総合課税を受ける。



恒久的施設
Permanent Establishment

 定義

the term “permanent establishment” means a fixed place of business 

through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 

（OECD Model Tax Convention, Article 5, para.1)

 例外

商品の保管・展示・引渡しのための施設使用など、準備的または予備的
な性格（a preparatory or auxiliary character）の活動のみを目的とする場
合はPEにならない。(ditto, para.4)

 「PEなければ課税なし」の原則

Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 

State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 

State through a permanent establish-ment situated therein. (OECD Model 

Tax Convention, Article 7, para.1, 1st sentence)

9

恒久的施設
Permanent Establishment

 具体例 (from OECD Model Tax Convention, Article 5)

・ 支店PE

a place of management, a branch, an office, a factory, a work-shop, and a 

mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 

natural resources. 

・ 建設PE

A building site or construction or installation project constitutes a 

permanent establishment only if it lasts more than twelve months. 

・ 代理人PE

where a person (excluding independent agents) is acting on behalf of an 

enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an 

authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that 

enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that 

State. 

10



わが国の恒久的施設
Permanent Establishment under Tax Laws of Japan

・支店PE

支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫および鉱山・採石

場等天然資源を採取する場所など。（ただし、資産の購入や保管のために
使用する場所、あるいは広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究
等、その事業の遂行にとって補助的な機能を有する活動を行うためにのみ
使用する場所は含まれない。）

・建設PE

建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を１年
を超えて行う場合のその場所。

・代理人PE

国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常

習的に行使する者（常習代理人）や、商品等の資産を保管し顧客への引き
渡しを行う者（在庫保有代理人）、あるいは注文の取得等の重要な部分を
する者（注文取得代理人）。（ただし代理人等がその事業に関わる業務を
独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人（独立代理人）
等は除く。）

11

恒久的施設に帰属すべき所得
Profits Attributable to PE

 全所得主義（entire income principle）

国内にPEを有する場合に、国内源泉所得について、居住
者および内国法人と同様に、その全所得をPEに総合合算
する方法

 帰属所得主義（attributable income principle）

国内にPEを有する場合に、国内源泉所得について、PEに
帰属する利得についてのみ、居住者等と同様に、PEの所
得として総合合算する方法

If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are 

attributable to the permanent establishment in accordance with the 

provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.(OECD Model 

Tax Convention, Article 7, para.1, 2nd sentence)

12



恒久的施設に帰属すべき所得
Profits Attributable to PE
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恒久的施設に帰属すべき利得
Profits Attributable to PE

 AOA (Authorized OECD Approach)

For the purposes of this Article and Article [23 A] [23B], the 

profits that are attributable in each Contracting State to the 

permanent establishment referred to in paragraph 1 are the 

profits it might be expected to make, in particular in its deal-

ings with other parts of the enterprise, if it were a separate 

and independent enterprise engaged in the same or similar 

activities under the same or similar conditions, taking into 

account the functions performed, assets used and risks 

assumed by the enterprise through the permanent establish-

ment and through the other parts of the enterprise.(OECD 

Model Tax Convention, Article 7, para.2)
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恒久的施設に帰属すべき利得
Profits Attributable to PE
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わが国の外国法人課税（2016年3月まで）
Taxation of Japan on Foreign Corporations (until March, 2016)
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わが国の外国法人課税（2016年4月から）
Taxation of Japan on Foreign Corporations (from April, 2016)

17

TOPIC 3

国内法による国際的租税回避の防止
PREVENTION OF INTERNATIONAL TAX 

AVOIDANCE BY DOMESTIC LAWS

18



外国子会社合算税制
Anti-Tax Havens Rules

 問題

わが国の内国法人等が、税負担の著しく低い外国子会社
等を通じて国際取引を行うことによって、直接国際取引
した場合より税負担を不当に軽減・回避し、わが国での
課税を免れる事態が生じ得る。

 対策

・一定の税負担の水準（20％）以下の外国子会社等の所得
に相当する金額について、内国法人等の所得とみなし、
合算して課税（会社単位での合算課税）。

・資産運用的な所得については、適用除外基準を満たす場
合でもそれを合算して課税（資産性所得の合算課税）。

19

外国子会社合算課税
Anti-Tax Havens Rules

20



外国子会社合算税制
Anti-Tax Havens Rules

 適用除外（経済的合理性の判定）基準
1.  事業基準（主たる事業が株式の保有等、一定の事業でない）

2.  実体基準（本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有する）

3.  管理支配基準（本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を
自ら行っている）

4.  次のいずれかの基準

(1) 所在地国基準（主として本店所在地国で主たる事業を行っている）

※ 主たる事業が下記以外の業種の場合に適用

(2) 非関連者基準（非関連者との取引割合が50％超である）

※ 主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険
業、水運業、航空運送業の場合に適用

21

移転価格税制
Transfer Pricing Rules

 問題

企業が海外の関連企業との取引価格（移転価格）を通常
の価格と異なる金額に設定すれば、一方（わが国）の利
益を他方に移転することが可能となる。

 対策

海外の関連企業との取引が、通常の取引価格（独立企業
間価格）で行われたものとみなして所得を計算し課税。
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移転価格税制
Transfer Pricing Rules
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移転価格税制
Transfer Pricing Rules

24



過少資本税制
Thin Capitalization Rules

 問題

企業が海外の関連企業から資金を調達するのに際し、出
資（関連企業への配当は損金算入できない）を少なくし、
貸付け（関連企業への支払利子は損金算入できる）を多
くすれば、わが国での税負担を軽減することができる。

 対策

出資と貸付けの比率が一定割合（原則として、外国親会
社等の資本持分の３倍）を超える部分の支払利子に損金
算入を認めない。
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過少資本税制
Thin Capitalization Rules
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過大支払利子税制
Earnings Stripping Rules

 問題

企業の所得の計算上、支払利子が損金に算入されること
を利用して、関連者間の借入れを恣意的に設定し、関連
者全体の費用収益には影響させずに、過大な支払利子を
損金に計上することで、税負担を圧縮しようとする租税
回避行為が可能。

 対策

関連者への純支払利子等の額のうち調整所得金額の一定
割合（50％）を超える部分の金額について当期の損金の
額に算入しない。

☛ 近年、主要先進国では、租税条約において利子の源泉地国免税を進め

るとともに、支払利子の損金算入制限措置を強化する傾向にある。

27

過大支払利子税制
Earnings Stripping Rules

28



TOPIC 4

国内法による国際的二重課税の排除
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION BY 

DOMESTIC LAWS

29

外国税額控除制度
Foreign Tax Credit (FTC) System

 意義

・国際的な二重課税の排除の観点から、内国法人の外国支
店等（いわゆるPE）が外国で納付した外国税額を、国外所
得に対しわが国で納付すべき法人税額の範囲内で控除す
ることを認める制度。

・開発途上国との間の租税条約において、みなし外国税額控
除（Tax Sparing Credit）が認められる場合がある。

30



外国子会社配当益金不算入制度
Exemption of Dividends from Foreign Subsidiaries System 

 意義

・親会社が外国子会社から受け取る配当を益金不算入とし
て、当該子会社に対する外国での課税と、親会社が当該
子会社から受け取る配当に対するわが国での課税の国際
二重課税を調整する制度。

・益金不算入は外国子会社から受け取る配当額の95％相当
額（5％相当額はその配当に係る費用相当額として益金
算入）。

31

二重課税防止税制
Rules for Prevention of Double Taxation

32



TOPIC 5

わが国の租税条約
TAX TREATIES OF JAPAN

33

租税条約
Tax Treaties 

34

• 租税条約は、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への
対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資
するものである。

• 租税条約には、国際標準となる「ＯＥＣＤモデル租税条
約」があり、ＯＥＣＤ加盟国を中心に、租税条約を締結
する際のひな型となっている。加盟国である我が国も、
これに沿った規定を採用している。



OECDモデル租税条約
OECD Model Tax Convention

35

 ＯＥＣＤモデル租税条約の主な内容

1. 二重課税の回避

・源泉地国（所得が生ずる国）の課税できる所得の範囲の確定
－ 事業所得は、支店等の活動により得た所得のみに課税
－ 投資所得（配当、利子、使用料）は、税率の上限を設定

・居住地国における二重課税の排除方法
－ 外国税額控除等

・税務当局間の相互協議（仲裁を含む）による条約に適合しない
課税の解消

2. 脱税及び租税回避等への対応
・税務当局間の納税者情報（銀行機密を含む）の交換
・租税に関する徴収共助

日本の租税条約ネットワーク
Network of Tax Treaties of Japan

36

全69条約等、120か国・地域（2017年8月1日現在）



日本の租税条約ネットワーク
Network of Tax Treaties of Japan
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参考資料
Reference Materials
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恒久的施設に係る事例演習

次のそれぞれの場合について、モンゴル法人Ｆは
日本に支店等ＰＥを有することになるか。
1.Ｆが中小企業向けの経営コンサルタント業を営ん
でおり、2年間の契約で東京にあるビルの1室を借り、
モンゴルから社員を1名派遣し、4名を東京で現地採
用している場合。
2.Ｆがリゾート観光業を営んでおり、北海道にス
キー場を有している場合。
3.Ｆが生花販売業を営んでおり、北海道に倉庫を置
いて、空輸した生花を東アジア地域に輸出する場合。
4.Ｆが映画配給事業を行っており、日本国内で新作
映画の広告宣伝をする場合。
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1. 支店等ＰＥ
支店・工場その他事業を行う一定の場所

（支店、出張所、事務所、工場、倉庫、鉱山、採石場そ
の他の天然資源を採取する場所、農園、養殖場等）

2. 支店等ＰＥに含まれないもの⇒補助的・準備的
活動を行う場所

1. 資産を購入する業務のためのみ使用する一定の場
所

2. 資産を保管するためにのみ使用する一定の場所

3. 広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究
其の他事業の遂行にとって補助的な機能を有する事
業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所

3

【事実関係】
1. 日本人Ａはインターネット上に開設した、ウェブサイト及び
オークションサイトを利用して、外国から輸入したスマート
フォンを日本の顧客に販売する事業を個人で営んでいた。

2. Ａは2010年1月にＳ国人と結婚し、Ｓ国に向けて出国した。
3. Ａは日本出国後も、以前から賃貸していたアパートに加え、
倉庫を借り、従業員に引き続き商品を保管させて、事業を継
続した。

4. ＡがＳ国において行っていた事業は以下のとおりである。
1. ウェブサイトの作成および更新
2. ウェブサイトによる顧客からの注文の受付
3. 販売する商品の選定、仕入れ注文
4. 日本国内への商品の発送、商品価格の決定
5. 日本語版取扱説明書の作成
6. アパート及び倉庫の従業員に対する指示
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5. 倉庫には、電話機、パソコン及びファックス等の通
信機器並びにインターネット上に商品を掲載する際
の写真撮影のためのカメラが設置されていた。

6. アパート及び倉庫で行われた作業は以下のとおりで
ある。

1. 輸入した商品の動作確認
2. 商品の梱包、日本語取扱説明書の添付
3. 商品の顧客への発送
4. 返品された不良品の受領及びメーカへの返送
5. ウェブサイトに掲載するための商品の撮影

7. Ａの答述によると、アパート及び倉庫で商品を保管
した目的については「直接顧客に送るより送料が安
く、配送時間が短縮できるから」とのことであった。

5

日本 Ｓ国アパート

倉庫

商品の注文

商品の発送

・商品の仕入

・倉庫・アパートへ
商品の発送
・従業員への指示
・ウェブサイト管理

指示

顧客

Ａ
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【検討事項】事実関係を基に、以下のとおり
Ａの課税を検討してみましょう。

1. Ａは居住者か非居住者か。
2. 居住者と非居住者の課税の違いは何か。
3. Ａが非居住者である場合、日本国内に以下
のＰＥを有していたといえるか。それぞれ
について検討しましょう。

1. 支店等
2. 建設作業場
3. 代理人

4. Ａを調査する際に困難であると思われる点
を挙げてみましょう。
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1. 居住者の判定要素は？
「生活の本拠」が日本にあるかどうか。

（住まい、事業、滞在日数、家族等）
2. ＰＥの判定

どの具体的事実から判断したのか（例：倉庫
の機能、従業員の役割）。

3. 調査の流れ

情報収集⇒準備調査⇒実地調査⇒事実関係の
把握（証拠書類、納税者への質問）⇒所得金
額の計算⇒申告、納税
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インターネット販売の事業の用に供していたア
パート及び倉庫はＰＥに該当し、所得税の納税義
務があるとして所得税の決定処分を行った事案。
【要旨】
本件倉庫は、
1. 輸入配送費用の節減
2. 顧客の発注から納品までの期間短縮

3. 日本語版取扱説明書等の添付による経済的付加価値
の付与

という機能を有しており、単なる倉庫の機能に留
まるものではなく、事業の遂行による利得の実現
にとって重要かつ必要不可欠なものであると認定。
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【背景】
2100年、日本の経済不安発生に伴い、外資

が引揚げされるようになった。それに従って、
日本円は不安定になり、価値は騰落した。日
本政府はその対策として日本の内国法人であ
る投資会社（証券会社等）には、日本円建て
の商品しか売らないように法律を定めた。
その結果、日本の富裕層は日本円以外で投

資できるように外国の投資会社に資産を移動
し始めた。
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日本の名門証券会社Ｊはこのような資産移動に伴う事業損失
を恐れて次のとおり考えた。

1. 現在、モンゴル経済が好調であり、日本の投資家からの需
要もあるため、炭鉱開発会社関連投資信託、不動産投資信
託（ＲＥＩＴ）等トゥグルグ建投信を日本の顧客に販売し
たい。

2. ケイマン諸島にＪの子会社Ｋを設立する。
3. モンゴルの投資運用会社であり、上記の商品を取り扱うモ
ンゴルトラスト・ウランバートル（以下Ｕ）とＫの間で契
約を結び、Ｊの顧客の資金をＵに運用、管理してもらう。

4. 日本の顧客にＫを通じ、モンゴルの投資信託等を購入させ
る。

このやり方によって、Ｊは日本の顧客に円建て以外の商品を
購入させることができた。
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日本 モンゴル

ケイマン

Ｊ

UＫ

投資信託
REIT

業務委託契約

運用・
管理

出資

③手数料

12

②
手
数
料

①手数料



しかし、Ｕは手数料として、顧客の純資産の0.75％を直接顧
客の口座から差し引くほかに、Ｋにも資産管理手数料を請求
していた。Ｋはそこで次のとおり考えた。

1. モンゴルにＫの100％出資法人Ｌを設立。
2. ＬはＫと契約し、Ｕがこれまでやっていた業務を代わりに
行う。

3. Ｌは資産管理手数料をＫから受け取る。
4. 契約によるＬの業務は以下のとおり。

1. 投資に関する調査・分析
2. 投資についてＫに助言
3. Ｋの顧客の資産を投資

この仕組みの下、Ｌは業務のほとんどがＫとの契約に関する
ものであり、収入の90％以上はＫからのものであった。

13

日本 モンゴル

ケイマン

Ｊ

ＬＫ

投資信託・
REIT

業務委託契約

運用・
管理

出資

出資

14

②手数料

①手数料



その後数年間、モンゴル経済は順調に推移し、投資信託等も
値を上げ、Ｋは年間500億円の所得を稼いだ。

ある日、Ｋの代表Ｘはモンゴル税務当局Ｙから連絡を受けた。
Ｙ「税務署です。Ｋの法人税調査の件ですが。」
Ｘ「？？？当社はケイマン法人で、モンゴルには支店はありま
せんが。」

Ｙ「投資信託の運用管理手数料等の収入があるとおもいます
が。」

Ｘ「ああ、手数料は日本で顧客のポートフォリオの投資相談に
のった対価ですからモンゴルでの所得ではありませんよね。
そもそも、投資運用については、子会社のＬと契約を結び、
そちらに任せていますので。手数料も払ってますよ。」

Ｙ「いずれにしても、モンゴルで課税される所得がある可能性
がありますので調査を進めます。」

Ｘ「？？？？？？」

15

【検討事項】

Ｙの指摘の通り、Ｋがモンゴルで課税さ
れることはあるのだろうか？

16



1. モンゴル国内で所得は発生しているか？

Ｋの受けた手数料は日本での所得か、ケイマ
ンでの所得か、モンゴルでの所得か？

2. ＬはＫの子会社だが、果たしてその機能
は？

17

【問題点】
1. ケイマン子会社Ｋはモンゴルでの営業または事業に従事し
ていたか。

2. モンゴル源泉の所得はあるか。
【判断】
モンゴルの孫会社Ｌはケイマン子会社Ｋの代理人ＰＥとなり、
Ｋはモンゴルで金融活動を行っていたと認められる。
【理由】
1. Ｌの総収益の90％超がケイマン子会社Ｋから得たもので
あった。

2. Ｌは他の顧客に対するマーケティング等の活動を行ってい
なかった。

3. 具体的な投資についてはＬが独自に決定していたものの、
Ｌの全体的な方向性に関する指示はＫがおこなっていた。

（参考判例）Inverworld, Inc. v. Commissioner, T.C. Memo1996-301

18



租税条約

2015年2月

1

モンゴル国別研修
（国際課税中級）

租税条約の概要
- OECDモデル租税条約の主な内容 -

二重課税の回避

•源泉地国の課税できる所得の範囲の限定
-- 事業所得は、支店等の活動により得た所得のみに課税
-- 投資所得（配当、利子、使用料）は、税率の上限を設定

•居住地国における二重課税の排除方法
-- 外国税額控除等

•税務当局間の相互協議（仲裁を含む）による条約に適合しない課税の解消

脱税及び租税回避等への対応

•税務当局間の納税者情報（銀行機密を含む）の交換

•租税に関する徴収共助

2



モデル租税条約

• OECD Model Tax Convention

http://www.oecd.org/tax/treaties/

• United Nations Model Double Taxation Convention 
between Developed and Developing Countries

http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm

• Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/

3

総論

•二重課税の回避

•脱税の防止

租税条約の目的

•ＯＥＣＤモデル租税条約

•国際連合モデル租税条約

モデル租税条約

• treaty override

• preservation clause

国内法との関係

4



適用範囲

•国税、地方税

•所得及び財産に対する租税

対象税目

•租税に関する法令が施行されているすべての領域

•属地（possession）、準州（territory）

地理的範囲

•居住者（resident）

•課税を受けるべきものとされる者

人的範囲

5

条約漁り（treaty shopping）への対抗策

• look-through approach

•受領者

受益者（beneficial owner）要件

• channel approach

•非適格居住者

特典制限条項（limitation on benefit clause）

• bo-na fide approach

•導管取引

濫用防止規定

6



課税権の分配
-源泉地国の課税権の概要 -

所得の種類 恒久的施設に帰属する所得 恒久的施設に帰属しない所得

不動産所得 課税できる 課税できる

事業所得 課税できる

配当 課税できる *制限税率 5%/15%

利子 課税できる *制限税率 10%

使用料 課税できる

譲渡収益 課税できる *不動産（不動産化体株式）の譲渡 等

給与所得 課税できる *短期滞在者免税

役員報酬 課税できる 課税できる

芸能人 課税できる 課税できる

7

参考：OECDモデル租税条約

手続的規定その他重要規定

•個別事案協議、解釈適用協議及び立法的解決協議

•仲裁

相互協議

•要請に基づく情報交換、自発的情報交換及び自動的情報交換

•徴収共助

情報交換と徴収共助

•国籍無差別、恒久的施設無差別、支払（控除）無差別、資本無差別

無差別取扱い

8



税務執行共助条約

• 締約国間において、租税に関する情報を相互に交換できる

情報交換

• 租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約
国にその租税の徴収を依頼できる

徴収共助

• 租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の
締約国にその文書の送達を依頼できる

送達共助

9
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国税庁 税務大学校
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移転価格税制

1

目 次

2

1. 移転価格とは何か

2. 移転価格税制の概要

3. 移転価格算定方法

4. 移転価格調査
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1.  移転価格とは何か

1-1  事例（1）

4

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

子会社

独立企業

顧

客

$70

$100
$50

$100

【 X 国 】【 モンゴル 】



1-2  事例（2）

5

製品の取引（インバウンド）

子会社

独立企業

顧 客
$70

【 モンゴル 】

$50

$100

【 X 国 】

【 Y 国 】

$80
顧 客

外国法人
（親会社）

1-3  移転価格の概念

6

移転価格（Transfer Price）とは、関連者間の取引（有

形資産、無形資産及び役務提供）に付される価格
をいう。

（注）関連者（Associated Enterprise）とは、例えば親会社と子会社の関

係や、兄弟会社の関係にある企業をいう。

国際課税で問題となる取引は、国境を越える関連
者間取引（Controlled Transaction）である。

事例(１)と(2)では、外国法人とそのモンゴル子会社
との間の製品の取引（$70）が関連者間取引



7

2.  移転価格税制の概要

2-1  移転価格税制の導入

8

 企業活動の国際化の進展

 企業グループ全体としての利益の追求

 グループ内（Intra-Group）の取引価格の操作

 所得の国外移転（課税所得の減少）

 移転価格税制（Transfer Pricing Legislation）の導入



2-2  移転価格税制の目的

9

移転価格税制は、 企業が国外の関連者との取引
を通じて所得を国外に移転した場合に、独立企業
原則に則って、関連者間における所得の適正配分
を図るために設けられた税制である。

（注）独立企業原則（Arm’s Length Principle）とは、関連者間の取引に

独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、それによ
り自国の企業の利益が減少している場合には、税務当局はそうした条
件がなかったとしたら自国の企業の利益となるはずであった利益を含
めて当該自国企業に課税できるとする原則である（OECDモデル租税条
約第９条）。

2-3  移転価格税制の特徴

10

(1) 関連者間の取引を対象としている。

(2) 自国の課税所得が過少に算定されている場合に
のみ発動される。

(3) 租税回避の意図は課税要件とされない。
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3.  移転価格算定方法

3-1  独立企業間価格

12

独立企業間価格（ALP：Arm’s Length Price）とは、比

較可能な状況下で、比較可能な非関連者間取引
（Comparable Uncontrolled Transaction）において付さ

れる価格をいう。

【質問】

事例(１)において、どのような状況や条件が満たされれば、
外国法人と独立企業との間の製品の取引価格（$50）が
ALPであるといえるか？



3-2  移転価格算定方法

13

ALPを算定するための方法を移転価格算定方法
（Transfer Pricing Method）といい、OECD移転価格ガイド

ラインでは、 次の５つの方法が規定されている。

比較法（Transactional Method）

(1) 独立価格比準法（Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method）

(2) 再販売価格基準法（Resale Price (RP) Method）

(3) 原価基準法（Cost Plus (CP) Method）

利益法（Profit Method）
(1) 取引単位営業利益法（Transactional Net Margin Method (TNMM)）

(2) 利益分割法（Profit Split (PS) Method）

3-3 独立価格比準法（CUP法）

14

CUP法は、関連者間における資産又は役務の取引

価格を、比較可能な状況下で、比較可能な非関連
者間における資産又は役務の取引価格と直接比較
する方法である。

ALPは、比較可能な状況下における比較可能な非
関連者間の取引価格そのものである。

比較する資産又は役務には、同一もしくは非常に
高い類似性が求められる。



3-4  事例（1）の解説

15

同一製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

子会社

独立企業

顧

客

$70

$100

$50

$100

【 X 国 】【 モンゴル 】

比較可能な取引

価格$50

3-5  事例（3）

16

類似製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

$70

【 モンゴル 】

$60

$100

【 X 国 】

$120
顧 客 独立企業

子会社

独立企業

粗利益率 30%

粗利益率 50%



3-6 再販売価格基準法（RP法）

17

RP法は、企業が関連者から購入した製品を非関連
者に再販売した際の粗利益率（Resale Margin Ratio）

を、比較可能な非関連者間の粗利益率と比較する
方法である。

ALPは、再販売価格から適切な粗利益を控除して
算出される。

製品の類似性よりも企業が果たす機能（活動の水
準）が重要である。

企業（再販売者）が、価値の高い商標などの無形
資産を有してる場合には適用できない。

3-7  事例（3）の解説

18

類似製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

$70

【 モンゴル 】

$60

$100

【 X 国 】

$120
顧 客 独立企業

子会社

独立企業

粗利益率 30%

比較可能な粗利益率 50%

50%

$50



3-8  事例（4）

19

類似製品の取引（アウトバウンド）

外国法人
（親会社）

独立企業

$130

【 モンゴル 】

$120

$100

【 X 国 】

$80
独立企業 独立企業

子会社

独立企業

原価プラスマークアップ率 30%

原価プラスマークアップ率 50%

3-9 原価基準法（CP法）

20

CP法は、企業が関連者に製品を販売（又は役務を
提供）した際の原価プラスマークアップ率（Cost Plus 

Mark Up Ratio） を、比較可能な非関連者間の原価プ

ラスマークアップ率と比較する方法である。

ALPは、原価に適切なマークアップを加えて算出され
る。

製品（又は役務）の類似性よりも企業が果たす機能
（活動の水準）が重要である。

企業が、価値の高い商標などの無形資産を有して
る場合には適用できない。



3-10  事例（4）の解説

21

類似製品の取引（アウトバウンド）

外国法人
（親会社）

独立企業

$130

【 モンゴル 】

$120

$100

【 X 国 】

$80
独立企業 独立企業

子会社

独立企業

原価プラスマークアップ率 30%

比較可能な原価プラス
マークアップ率 50%

50%

$150

3-11  事例（5）

22

類似製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 モンゴル 】 【 X 国 】

顧 客 独立企業

子会社

独立企業

売上高営業利益率 2%

売上高営業利益率 6%

$100 $70

$120 $60



3-12 取引単位営業利益法（TNMM）

23

TNMMは、企業の最適な基準（例えば、売上、原価、
資産）に対する営業利益（Net Profit）の割合を、比較

可能な非関連者間の当該割合と比較する方法であ
る。

ALP は、RP法及びCP法に準じて算出される。

 TNMM においても、製品（又は役務）の類似性より

も企業が果たす機能（活動の水準）が重要である。

ただし、TNMMで は、RP法及びCP法ほど厳密な機

能の類似性は求められない。

3-13  事例（5）の解説

24

類似製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 モンゴル 】 【 X 国 】

顧 客 独立企業

子会社

独立企業

売上高営業利益率 2%

比較可能な売上高
営業利益率 6%

$100 $70

$120 $60

6%

$66



3-14  事例（6）

25

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 モンゴル 】 【 X 国 】

子会社

$100 $70

営業利益 $ 5 営業利益 $15

合算利益 $20

寄与度割合 2：3

$20

3-15 利益分割法（PS法）

26

PS法は、関連者間取引から発生した合算利益
（Combined Profit）を、合理的な基準により分割する

方法である。

ALPは、合算利益に合理的な分割割合を乗じて算

出される。

合算利益は、一般に、各関連者の営業利益を足し
て算出される。

分割割合としては、比較可能な非関連者間の分割

割合や各関連者の寄与度の割合などが用いられる。



3-16  事例（6）の解説

27

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 モンゴル 】 【 X 国 】

子会社

$100 $70

営業利益 $ 5 営業利益 $15

合算利益 $20

寄与度割合 2：3

営業利益 営業利益

$20

$ 8 $ 12

3-17 最適な方法の選択

28

移転価格算定方法の適用に当たっては、各事案に
おいて、最も適切な方法が選択されるべきである。
これを最適方法ルール（Best Method Rule）という。

最も適切な方法とは、各事案における事実と状況
の下で、最も信頼できるALPを算出可能な方法であ
る。

最適方法ルールの下では、非関連者間取引の比
較可能性とデータの信頼性が重要である。
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4. 移転価格調査

4-1  移転価格調査の手順

30

Step 1：情報やデータの収集
 調査対象法人やその国外関連者

 調査対象法人が属する業界や取扱商品

Step 2：国外への所得移転の可能性の検討

Step 3：問題のある取引の特定

Step 4：最も適切な移転価格算定方法の選択

Step 5：比較可能な非関連者間取引の特定

Step 6：差異調整(Comparability Adjustment)の実施

⇒必要な場合のみ

Step 7：ALPの算出



4-2 比較可能性分析

31

比較可能な非関連者間取引を特定するためには、
利用可能なデータベースから潜在的な比較可能取
引を選定したのち、比較可能性分析（Comparability 

Analysis）を実施する必要がある。

比較可能性分析における重要な要素（Factors）は、

以下のものである。

 移転された資産又は役務の特徴

 当事者が遂行する機能

 契約条件

 当事者の経済状況

 当事者が遂行する事業戦略

4-3  比較可能の意味

32

関連者間取引と非関連者間取引を取り巻く状況や
条件に差異（Differences）が存在しない場合は、比

較可能性があると認められる。

仮に差異が存在しても、以下の２つの場合には、
比較可能性があると判断される。

 当該差異が取引価格や利益に重要な影響を与えない

 当該差異の影響を取り除くために、相当程度正確な差
異調整が可能である



4-4  移転価格課税の特徴

33

 調査に長期間を要する

 課税金額が一般に大きい

 経済的二重課税が発生する

【参考】

経済的二重課税とは、同一の所得（利益）に対して複数
国が課税を行うことをいう。

 解決策 ⇒ 相互協議

同一の企業に対して複数国が課税行うことを法律的二
重課税という（例：源泉地国課税と居住地国課税）。

 解決策 ⇒ 外国税額控除など

4-5  事例（7）

34

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 日 本 】 【 X 国 】

子会社

子会社

＄30

＄50

$100 $70

日本の税務当局の移転価格課税後 $50

$20

親会社

＄50

＄50

課税前の粗利益

課税後の粗利益

合 計

$ 80

$100

経済的二重課税 $ 20
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ご清聴ありがとうございました



国際的租税回避
（ケーススタディ）

国際課税プレ研修 （2017.08.24）

JICAプロジェクト専門家 石黒秀明
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Overview

What is tax evasion? 

What is tax avoidance? 

What is tax planning?

What is tax saving? 

2



Definition

Tax Evasion 

Generally associated with 

– Illegal means 

– Intentionally paying less tax than owed 

– By concealing – or misreporting relevant facts (incomplete or false 

statements) 

– Usually a crime (consequences: fine or imprisonment) 

Tax Avoidance 

Generally associated with 

– Reduction of the tax liability by legal means 

– Actions within the law… …but against the spirit of the law 

– Lack of economic substance and of business purpose 

– Tax saving as main or sole motive 

3

Definition

Tax Planning 

– Usually understood as “acceptable tax avoidance” 

– Behaviours which reduce the tax due but in ways that are in 

line with both the letter and spirit of the law 

– Business purpose / economic substance 

Tax Saving

The conduct that is clearly allowed to reduce taxable income 
by statute

4



Position of Tax Avoidance

Tax Planning 

Tax Saving

5

Points!

 Tax avoidance: Not Acceptable!

No concrete provision in tax law and court 
precedent, no clear interpretation or 
treatment (it is called “loop hole”)  

Little economic rationality involving 
artificial, complex arrangements

Depart from purpose of legislation

6



Basic Patterns to Avoid Taxes

7

ケーススタディ

1. 以下の各ケースについて、取引図を作成してくださ
い。

2.   各ケースの税務上の問題点を指摘し、対策を考察
してください。

8



Case #1

i) X国法人P社は、Mブランド家電をα国の子会社S社から輸
入し、国内の顧客に販売している。

ii) P社の本件取引とは別に、P社代表者Aはα国のGS社から
Mブランド家電を輸入し、X国内の顧客に販売していた。

iii) GS社は、P社が100%出資するβ国所在のSS社の100%子
会社でα国の法人であるが、ペーパーカンパニーである。

iv) GS社の管理事務並びにX国内での顧客との価格交渉等
を含め、必要な業務はP社の社員がX国内で行っている。

v) P社はS社からの輸入及びX国内売上について法人税申
告を行っていたが、GS社からの輸入及びX国内売上は計
上していなかった。

9

Case #2

i) 2011年12月31日までAは、X国法人P社従業員として、同国内P社
事務所において勤務していた。給与は年間$50Mであった。

ii) Aは、2011年12月31日をもってP社を退職し、同国内の人材派遣
会社α社（非関連者）からの派遣社員としてP社で働くこととなっ
た。

iii) P社は、2012年からはα社からAの役務提供の対価として年間
$51M請求され、同額を外注費として支払い、損金処理していた。

iv) α社は、更にタックスヘイブンJ島所在の人材派遣会社β社に本件
業務年間$50Mで委託。

v) β社は、P社顧問会計士が設立した法人でペーパーカンパニーで
あった。

vi) Aへの給与の支払いは、β社からX国銀行のA名義口座に年間
$15Mの送金、及びJ島銀行のA名義口座$35Mであった。

vii) AはX国A名義口座の$15Mについては、X国において所得税の確
定申告を行った。

10



Case #3

 X国A銀行は、次の節税スキームをY国法人α社、β社、Θ社（以下「3社」）
へ販売した。

i) 2013年1月A銀行のZ国関連者B社は、同国にパートナーシップ（以下
「P/S」を組成。3社はそれぞれ$100Kずつ出資しパートナーとなる。

ii) 航空機メーカーC社から$300Mで航空機を購入。購入資金は、同航
空機を担保にA銀行から借入れた。

iii) P/Sは購入した航空機をリース会社D社へ5年間のリースを行った。
リース料は年間$20Mで、同額はP/SがA銀行に支払う利子と同額で
あった。

iv) 2013年におけるP/Sの本件損益は、D社からのリース料収入$20M、A
銀行への支払利子$20M、航空機の減価償却費$34M、メンテナンス
料$5M及びその他費用$3Mで、差し引き$42Mの損失となった。

v) P/Sの損益は、そのままパートナーへ配分されるため、3社に$14Mず
つ損失が配分された。

11

GAAR & SAAR

Anti avoidance rules are generally divided into two main 

categories namely “general‟ and “specific‟.

 SAAR (Specific Anti-Avoidance Rules)

Thin Capitalization rule, Earning Stripping rule, CFC rule, …

 GAAR (General Anti-Avoidance Rule)

A set of broad and general principles-based rules within a 

country's tax code designed to counteract the perceived 

avoidance of tax 

Provides the taxing authority a mechanism to deny the tax 

benefits of transactions or arrangements which they feel do 

not have any commercial substance or consideration other 

than to generate a tax benefit 
12



GAARs & doctrines

 The conceptual starting point may be 

• avoidance of tax, 

• abuse of rights 

• fraus legis (abuse of law) 

• absence of economic substance or of business purpose 

• real economic character 

 Avoidance is often regarded as being within the letter of the law 

but against its spirit 

 Abuse is generally less open to different interpretations 

 GAARs generally override the strict application of a legal provision 

to prevent taxpayers from receiving benefits when the main 

purpose of a transaction is tax avoidance 

 In certain countries, anti avoidance doctrines are not codified and 

have been developed by courts through case-law 

13

GAAR might cover this case!

 Tax avoidance: Not Acceptable!

No concrete provision in tax law and court 
precedent, no clear interpretation or 
treatment (it is called “loop hole”)  

Little economic rationality involving 
artificial, complex arrangements

Depart from purpose of legislation

14



Japanese example
 No provision which generally negates the intended tax 

effects of a tax-avoidance scheme
 Somewhat general provisions
 Can negate in cases where the tax amount is to be 

reduced inappropriately under the action or calculation 
by (1) family corporation or (2) consolidated 
corporation, or in (3) business restructuring

 Corporation tax law etc.
 Article 11: Substance over form principle (Real beneficiary subject 

to tax)
 Article 132-1 :Denial of conduct  & calculation of family companies
 Article 132-2: Denial of conduct  & calculation regarding   

restructuring of organization
 Article 147: Application of Article 132 for foreign corporations

15

Case #4

i) Parent Company (“Pco”) in Netherland.  Subsidiary (“Subco”) 

in Japan.  Regarding new business in Japan (“New Biz”), both 

make an agreement of structuring Tokumei Kumiai (“TK”), a 

silent partnership.

ii) Pco as Partner and Subco as Operator.

TK has various unique characteristics:

Ownership of TK’s properties attributes Operator,

Operator does business or invest,

Partner does not touch the TK business, New Biz in this case, 

and

Profit shared is decided in the agreement, 

Profit operator earned finally goes to Partner.

16



Case #4

iii) Pco invested  $90M to TK, and it was treated as Deposit.  The 

Profit sharing ratio was 9:1 = Pco : Subco.  

iv) Subco finally made $200M profit from New Biz.

v) Under domestic tax act, Subco filed $20M profit as taxable 

income ($200M profit - $180M deduction). 

vi) $180M was sent to Pco which was subject to Withholding 

Income Tax due to Japanese Income Tax Act which treats this 

payment as Domestic Source Income in Japan.  Withholding 

Tax Rate is 20%.

vii) Under Netherland law, in this case, the foreign source income 

is subject to tax in the source state, Japan.

viii) Under Netherland-Japan Tax Treaty, this income was treated 

as “Other Income” which “shall be taxable” in the resident 

state.
17
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事前確認と相互協議
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3

1.  事前確認

1-1  事前確認とは何か

4

 事前確認（APA：Advance Pricing Arrangement）とは、

企業が税務当局に申し出た移転価格算定方法な
どについて、税務当局がその合理性を検証し、確
認を与えた場合には、企業がその内容に基づき申
告を行っている限り、移転価格課税（Transfer Pricing 

Taxation）は行わないという制度である。

 APAを申請する企業は、確認を受けようとする関

連者間取引及び期間（事業年度）、適用する移転
価格算定方法などを記載した事前確認申出書
（APA Request）を税務当局に提出する必要がある。



1-2  事前確認の目的

5

 APAの目的は、企業と税務当局との間で、事前に

移転価格算定方法などを確認することにより、移転
価格課税に関する企業の予測可能性を確保し、移
転価格税制（Transfer Pricing Legislation）の適正かつ

円滑な執行を図ることにある。

 予測可能性をより高めるためには、自国の税務当
局だけでなく、取引相手国の税務当局にも確認し
てもらう必要がある。これを、二国間（Bilateral）APA
という。一方、一国のみのAPAを国内（Unilateral）

APAという。

1-3  事例（二国間APA申出）

6

A製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 日 本 】 【 X 国 】

子会社

【二国間APAの申出例】

・確認対象取引：子会社と親会社との間のA製品の取引

・確認対象期間：５年間（2014年4月1日～2019年3月31日）

・移転価格算定方法：取引単位営業利益法（TNMM）

・独立企業間価格幅：子会社の売上高営業利益率 ３％～６％

$100 $70 $20



1-4  事前確認の特徴

7

 将来年度を対象としている
⇒ 調査は過去年度を対象

 独立企業間価格（ALP）に幅（Range）を設ける

⇒ 調査では特定の水準で課税（例：売上高営業利益率 3％など）

 ALPの算定に公開データのみを使用する
⇒ 調査では非公開データの使用も可

 税務当局は、企業が提出した情報（事実に関する
ものを除く）を調査において使用しない

1-5  国内事前確認の手順

8

Step 1：事前相談（Pre-filing Meeting）

Step 2：事前確認申出書（APA Request）の提出

Step 3：事前確認審査（ APA Evaluation）

Step 4：事前確認審査の結果の通知

Step 5：年次報告書（Annual Report）の提出

（注）年次報告書とは、確認内容に適合した申告を行っていることなどを説
明した報告書のことで、確認を受けた企業は税務当局に対し毎年これ
を提出する必要がある。



1-6  二国間事前確認の手順

9

Step 1：事前相談（Pre-filing Meeting）

Step 2：事前確認申出書の提出

Step 3：事前確認審査（ APA Evaluation）

Step 4：相互協議（Mutual Agreement Procedure）

Step 5：事前確認審査の結果の通知

Step 6：年次報告書（Annual Report）の提出

1-7  事前相談

10

 APA手続における事前相談とは、企業の利便性向
上及び事務の迅速化を図る観点から、 APAを申し

出ようとする企業の要請に基づいて実施する事前
の打合せである。

 事前相談の出席者
企業側

 経理担当者など

 代理人（税理士又は公認会計士）

 税務当局側

 事前確認審査担当者

 相互協議担当者（二国間APA事案のみ）



1-8  事前相談後の流れ

11

1-9  事前確認申出書の提出

12

 APAを申請する企業は、審査に必要な次の資料を

添付のうえ、事前確認申出書を税務当局に提出する
必要がある。

確認対象取引及び取引当事者の組織の概要

選択した移転価格算定方法とそれが最も合理的であること
の説明

事前確認の前提となる重要な事業上又は経済上の諸条件

確認対象取引の資金の流れ及び決裁通貨

国外関連者との資本関係

取引当事者が果たす機能

過去3年分の営業及び経理の状況、など



1-10  事前確認審査

13

審査担当者は、APAの申出を受けた後、速やかに審

査を開始する。主な審査事項は次のとおりである。

移転価格算定方法及び検証対象法人（Tested Party）

確認対象取引及び確認対象期間

比較可能な非関連者間取引(Comparable Uncontrolled 
Transaction)

利益分割割合（PS法の場合）

差異調整(Comparability Adjustment)

独立企業間価格幅（ALP Range）

補償調整（Compensating Adjustment）

重要な前提条件（Critical Assumption）、など

14

2.  相互協議



2-1  相互協議とは何か

15

 相互協議（MAP：Mutual Agreement Procedure）とは、

移転価格課税により国際的な二重課税が生じた場
合や、二国間APAを企業が求めた場合などにおい

て、租税条約の規定に基づき、相手国の税務当局
との間で解決を図るための手続である。

MAPは、納税者の申立てに基づいて、自国と相手
国の権限ある当局（Competent Authority）が 、相互
に訪問するなどして、通常、面談形式（Face to Face）

で実施される。

両税務当局は、 MAPで合意した内容を実施しなけ

ればならない。

2-2  日本の執行体制

16

国税庁の権限ある当局

相互協議 ⇒ 審議官（国際担当）
（Deputy Commissioner (International)）

（注）審議官の指揮・監督の下、相互協議を実施しているのは、相互

協議室（MAP Office）である。

情報交換 ⇒ 国際業務課長
（Director,  International Operation Division）

国税庁相互協議室の組織
人員は現在41名（うち、Directorは3名）

Deputy Directorをリーダーとして１チーム４名の編成

各チームは担当する国が決められている



2-3  日本の相互協議事案の種別

17

事案の種別 発生件数

事前確認（APA） １３１

移転価格課税 ３０

その他（恒久的施設、源泉所得税など） ６

合 計 １６７

(2012年度)

2-4  日本の相互協議事案の推移

18



2-5  日本の相互協議事案の地域別内訳

19

(2012年度)

2-6  日本の相互協議事案の手法別内訳

20

処理件数 (2012年度)



2-7  相互協議の手順

21

Step 1：事前相談

Step 2：相互協議申立書（MAP Request）の提出

Step 3：相手国へ相互協議の申入れ

Step 4：相互協議の実施 ⇒ 合意又は不合意

Step 5：税務当局間でレターの交換

Step 6：納税者及び関係課への通知

2-8  事前相談

22

MAP手続における事前相談とは、 企業の利便性
向上及び事務の迅速化を図る観点から、 MAPを

申し立てようとする納税者の要請に基づいて実施
する事前の打合せである。

事前相談の出席者
企業側

 経理担当者など

 代理人（税理士又は公認会計士）

 税務当局側

 相互協議担当者

 事前確認審査担当者（二国間APA事案のみ）



2-9  事例（課税と相互協議申立）

23

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 日 本 】 【 X 国 】

子会社

$100 $70

日本の税務当局の移転価格課税後 $50

$20

（経済的二重課税 $20）

子会社は日本の税務当局
に相互協議を申し立てる
ことができる

親会社はX国の税務当局
に相互協議を申し立てる
ことができる

2-10  相互協議申立書の提出

24

 MAPを申し立てる納税者は、協議に必要な次の資

料を添付のうえ、相互協議申立書を国税庁相互協議
室へ提出する必要がある。

更正通知書など課税の事実を証する書類の写し

課税に係る事実関係の詳細及び当事者の主張を記載した
書面

不服申立書又は訴状の写し（不服申立て又は訴訟を行って
いる場合）

当事者間の資本関係又は支配関係を示す書類（移転価格
事案の場合）

相手国に対する相互協議申立書の写し（相手国にMAPの

申立てを行った場合）、など



2-11  相手国へ相互協議の申入れ

25

MAPの申立てに理由があると認める場合、相互協

議室はレターにより相手国に相互協議を申し入れ
る。

相手国が協議を承諾した後、相互協議室は自国の
立場を説明した文書（Position Paper）を相手国に送

付するとともに、協議日程の調整を行う。

（参考）Position Paperに記載する内容

 移転価格課税事案 ⇒ 課税の詳細及びその妥当性など

 事前確認事案 ⇒ 申請内容及び審査結果など

2-12  相互協議の実施

26

相互協議の実施概要

開催場所：自国又は相手国（通常は相互に実施）

開催期間：１日～２週間程度

開催頻度：１年間に２回程度

参加者数：６名（３名対３名）程度
（注）納税者は参加することができない

通訳：１名又は２名（開催国が費用を負担）

協議結果：合意又は不合意

１事案の処理に要する期間：約２年



2-13  事例（相互協議の合意）

27

製品の取引（インバウンド）

外国法人
（親会社）

顧 客

【 日 本 】 【 X 国 】

子会社

$100 $70 $20

（経済的二重課税 $20）

＊相互協議において$55とする旨の合意が成立した場合

日本：$ 5の減額 X 国：$15の減額

日本の税務当局の移転価格課税後 $50

2-14  相互協議後の事務

28

税務当局間でレターの交換
合意の場合：合意内容を詳細に確認する

不合意の場合：合意に至らず協議を終了する旨を確認する

（注）レターの交換後、正式に合意又は不合意が成立する

納税者及び関係課への通知

相互協議を申し立てた納税者に、相互協議の結果を書面に
より通知する

相互協議の合意を実施する必要があるため、国税庁の関
係課にも同様の内容を通知する

（例）事例では、日本が＄5の減額、X国は＄15の減額をしなければな
らない。
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情報交換の基礎

2014年5月

税務大学校

1

アップル
・ 米本社からアイルランドの子会社に利

益を移転（使用料や利子の支払いを通

じて ）？

・ 2009年～12年の間に740億ドル（7兆

4000億円）の利益をアイルランドに集め

たが、これに対する税負担率は約２％。

・米議会がアップル本社CEOを喚問。

グーグル
・ 英国現地法人から、アイルランドやバミューダの
兄弟法人に利益を移転（使用料の支払いを通
じて ）？

※アイルランドの法人税率は12.5％。ただし、 アイ
ルランドは実質管理地基準なので、アイルランドで設
立された法人であっても、海外からの指示で管理さ
れていれば、アイルランドでは非課税。

※バミューダは法人所得税なし。

・ 2011年、英国での売上額は約４億ポンド
（600億円）に対し英国現地法人の納税額は
約600万ポンド（9億円）

・英議会は、内部告発文書により、英国現
地法人が英国内の顧客にウェブ広告を販
売していることが明らかになったと主張。

・グーグル幹部は、英国現地法人ではなく、
アイルランド兄弟法人が、英国の顧客に直
接にウェブ広告を販売していると主張。

報道情報に基づき作成

アマゾン
・ ルクセンブルクの兄弟会社に利益を
移転（使用料の支払いを通じて） ？

・ 2011年、英国での売上額は約33億ポ
ンド（4950億円）に対し、英国現地法人
の納税額は約180万ポンド（2.7億円）。

・英議会が英国現地法人の幹部を喚問。

2

多国籍企業の租税回避が国際的な批判を浴びている



1. 問題の背景
 1998年に英国での事業を開始して以来、30億ポンド（4260億円）の売上があった
が、多額の損失が同時に計上されたため法人税の納付額はわずかに860万ポンド
（12億円）

 これについて、同法人が低税率国に利益を移転しているためであるとの指摘

報道情報に基づき作成

海外関連法人

英国法人

スイス関連法人 オランダ関連法人

ロースト済
コーヒー豆

割高な
材料費

ロイヤルティ 商標等のライ
センス付与

貸付金利子支払い

※スイスでは、日用品の
貿易に係る利益に対する
税率はわずか５％。

2. 利益移転の概要

・・・ 英国からの
利益移転

3

スターバックス英国法人と英国税務当局との合意(1)

3. 同法人の見解と批判の高まり

 同法人は、高額な賃料支払い等の経営戦略上のミスにより損失を計上していたに過

ぎないと説明。

 スターバックス英国法人の納税額に関する報道等を受け、不買運動などの批判が高

まった。

4. 自発的な“税”支払いを約束

 2013‐14年の2年間にわたって、企業内ローンの利払いや原料費にかかる2000万ポン

ド（28億円）を控除の対象外とする。

 2013‐14年の2年間にわたって、利益の有無にかかわらず年間1000万ポンド（14億円）

を英国政府に対して支払う。

5. 欧州本社をオランダから英国へ移転

 移転後は英国での納税額増加。批判をかわす狙い。

報道情報に基づき作成
4

スターバックス英国法人と英国税務当局との合意(2)



オフショア・コンプライアンスの強化に向けた流れ

リヒテンシュタイン事件やス
イス系銀行事件など大型脱

税事件の発生

リーマンショック・
世界的な金融危機

第2回金融・世界経済サミット（2009年4月）

タックスヘイブンへの不透明な資金の流れが国際社会で問題視

国際基準に沿った情報交換ネットワークを整備・拡充する動きが加速

OECDモデル条約を改訂し情報交換の国際基準を制定（2005年）

2008年

OECD有害な税の競争告書（1998年）

5

6

タックス・ヘイブンを含む非協力的な国・地域に対する措置

を実施する。我々は、財政及び金融システムを保護するため

に制裁を行う用意がある。銀行機密の時代は終わった。我々

は、税に関する情報交換の国際基準に反しているとグローバ

ル・フォーラムによって評価された国のリストを本日経済協

力開発機構（OECD）が発表したことに留意する。

第2回金融・世界経済サミット首脳宣言（抄）
（2009年4月2日、ロンドン）



租税条約・租税情報交換協定への署名の増加

（注）署名件数は、2008年1月1日以降に署名された租税条約・租税情報協定の数（累計）。

出典：Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, A Background Information Brief (2011.10.26)
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税の透明性及び情報交換に関するグローバル・フォーラム
（Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes）

 税の透明性及び情報交換の分野におけるOECD加盟国と非加盟国との

間の対話のフォーラム。

 2014年4月末現在で、OECD加盟国に加え、非加盟国も含む合計121の

国と地域が参加している。

 税の情報交換に関する国際基準を実施させるために、情報交換協定や

国内法整備の状況とその実施状況についての相互検証（ピア・レ

ビュー）及びモニタリングを行う場となっている。

 ピア・レビューの審査項目は主に以下の3つ

① 情報の記録・保持（株主等情報や会計帳簿等の適正な記録・保存）
② 税務当局の情報入手権限（金融機関等が保有する情報の入手権限等）
③ 税務当局間の情報交換（情報の取扱い、適時の情報交換、自国の課税上
の利益に関係なく情報提供を行う等）

8



グローバル・フォーラムのメンバー
(121 の国と地域)

9

G20声明（OECDグローバル・フォーラム関連）

（パラ9）我々は、要請に基づく情報交換のための既存の基準を遵

守していない全ての国・地域に対し、迅速に遵守するとともに、

更なる遅滞なく多国間税務行政執行共助条約に署名するよう促す。

我々は、フェーズ2 の評価を受ける資格を得ていない14 の国・地

域に、より厳しいインセンティブを与える準備ができている。

10

G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明（2014年2月 於：シドニー）
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１. 個別的情報交換（要請に基づくもの）

３. 自動的情報交換

２. 自発的情報交換

個別の納税者に対する調査等において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十
分に解明できない場合に、条約等相手国・地域の税務当局（外国税務当局）に必要な情報
の収集・提供を要請するもの。
納税者の取引先が海外に所在するため、国内で入手し得る情報だけでは十分な税務調
査を進めることができない場合に有力な手段となる。

自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認
められる情報を自発的に提供するもの。

法定調書等から把握した非居住者への利子・配当・使用料等の支払等に関する情報を、
利子・配当等の支払国の税務当局から受領国の税務当局へ送付するもの。

情報交換の3類型

オフショア・コンプライアンスの強化に向けた新たな潮流

○ 「自動的情報交換」の促進

 非居住者に支払われた利子・配当・使用料・給与等の集合情報を、源
泉地国当局から受取人の居住地国当局へ定期的に送付

 G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（2012年2月）も、自動的情報交換を含
む包括的な情報交換の改善手段について、OECDによる報告を要請。

○ 米国の外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）

 米国人関連口座情報を、外国金融機関から米国税務当局に提出する
ことを義務付け。

12



背 景

スケジュール

• 従来から非居住者への支払等の法定調書等を基にした自動的
情報交換を各国間が相互に実施。

• 一方、米国で2010年に「外国口座税務コンプライアンス法」
（FATCA）が成立。同法により米国外の金融機関は、保有する
米国人口座の残高情報等を米国内国歳入庁に対し情報提供。

• FATCAを契機に、金融口座の残高情報等を自動的に交換するこ
とを世界的に実施する機運が高まり、OECDにおいて、自動的
情報交換基準（新基準）の策定作業が進められてきた。

①新基準が2014年1月のOECD租税委員会にて正式に承認され、２
月13日にOECDから公表。

②同基準は2014年2月22-23日のG20財務大臣中央銀行総裁会議
（於シドニー）に報告。

③IT関連の技術的様式については2014年央までにOECDにおいて
策定予定

④2015年末までにG20諸国間で同基準に則った自動的情報交換が
開始されることを期待。

17

金融口座に関する自動的情報交換基準について

A国
国税庁

Ａ国の税務当局

報告

Ｃ国

Ｃ国の税務当局

Ｃ国の金融機関

報告

Ｂ国Ｂ国の税務当局

報告

日本法人
丙

日本居住者
甲

甲の口座情報

乙の口座情報

丙の口座情報
日本

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者

（個人・法人等）の情報（氏名・住所、個人番号・

法人番号（マイナンバー）、口座残高、利子・配

当等の年間受取総額等）が、外国の税務当局

から国税庁に集まる。

Ｂ国の金融機関

Ａ国の金融機関

甲の口座

乙の口座

丙の口座

日本居住者
乙

14

共通報告基準による自動的情報交換のイメージ（外国⇒日本）



Thank you !
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国際課税上級研修 

2017年 9月 11日－9月 15日 

 

2017年 9月 11
日 

9月 12日 9月 13日 9月 14日 9月 15日 

月 火 水 木 金 

午前 
(9:00-12:00) 

 

国際課税の動き 
（BEPS関連） 

移転価格税制

（TPM） 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

移転価格税制

（ケーススタデ

ィー） 

移転価格税制

（ケーススタデ

ィー） 

石黒 小寺 田地野 田地野 田地野 

午後 
(13:00-16:00) 

 

移転価格税制

（BEPS関連） 
移転価格税制

（TPM） 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

移転価格税制

（ケーススタデ

ィー） 

移転価格税制

（ケーススタデ

ィー） 

小寺 小寺 田地野 田地野 田地野 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
3 N.Jargaltsetseg 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
4 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
5 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
6 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
7 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
8 B.Ariungerel 国税庁、リスクマネジメント課、国家検査官 
9 N.Tuul 国税庁、研修センター、国家検査官 
10 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
11 B.Zolzaya 国税庁、研修センター、国家検査官 
12 B.Batchimeg 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
13 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
14 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
15 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
16 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
17 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
18 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
20 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
21 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
22 Ts.Ishjamts 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
23 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
24 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 



25 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
26 Sh.Batzaya 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
27 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
28 Ts.Tuvshinbayar 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
29 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
30 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 
31 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
32 J.Erdeneburen 首都税務所、行政課、 国家検査官 
33 L.Davaasuren Bayanzurkh区税務署、国家検査官 
34 B.Bat-Erdene Chingeltei区税務署、国家検査官 
35 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
36 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 
37 Ts.Undarmaa Songinokhairkhan区税務署、  国家検査官 
38 B.Ochirkhuyag Khan-Uul区税務署、国家検査官 
39 S.Naranbaatar Dornod 県税務署、国家検査官 
40 Ts.Unurmunkh Orkhon県税務署、国家検査官 
41 S.Duubayar Umnugovi県税務署、 国家検査官 
42 L.Munkhtuul 国税庁、法務課、国家検査官 

 

 



モンゴル国国際課税取組支援の成果と

課題

－BEPSパッケージの協調実施に向けて－

2016年10月6日

プロジェクト終了時セミナー

JICA専門家 石黒 秀明

1

日本の国際課税制度

2



OECD/G20 BEPSプロジェクト

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

多国籍企業が国際取引を通じて自己のグループ
全体の租税負担を最小化するための裁定的な税
源侵食・利益移転活動

BEPS対策プロジェクト

2012年 6月 OECDがG20の要請により立上げ

2013年 7月 BEPS行動計画公表

2015年 9月 最終報告書公表

11月 G20アンタルヤ・サミットで承認
3

BEPSと開発途上国の関連性

外国関連会社への利子、サービス料、経営・技
術指導料、使用料の過大な支払による税源侵食

低税率国の関連企業へのリスクや関連利益を契
約上再配分するサプライ・チェイン再構築を通じ
た利益移転

BEPS問題の評価・取組みや移転価格税制に適
用するのに必要な情報入手の困難性

租税条約の濫用による条約特典の獲得

国内所在資産を売却した際の租税の回避
4



BEPSと開発途上国の関連性

5

国際課税制度を動かす３つの歯車

6

人材

組織

制度

包括的で体系的な国際課税
政策の開発とルールの制定

ルールを最適に執行できる
行政組織とそのガバナンス

ルールの有効性を担保する
調査官の実務的調査スキル



国際課税制度拡充の取組み

成果

法人税法移転価格関連条文改正案

・事前確認制度（APA）➧第4条

・移転価格算定方法（TPM）➧第12条

課題

BEPSプロジェクトの提言に基づく国内法・租税条
約の改正（過大支払利子税制の制定、恒久的施
設（PE: Permanent Establishment）の範囲の拡大、
移転価格税制の拡充など）

7

組織機能拡充の取組み

成果

租税条約に基づく情報交換制度の活用のた
めの国際協力局を通じた署長・調査官に対す
る啓蒙活動と推進活動

課題

国際課税問題に対応するための中長期視野
に立ったより専門的・機能的な組織づくり
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国際課税人材ピラミッドの拡大

9

上級

自国の国際課税制度の問題を解決できる

中級

国際標準と自国制度の差異を理解できる

初級

国際課税の基本的枠組みが理解できる

一般職員研修

コ
ア
職
員
研
修

人材育成の取組み（調査支援）

成果

・国際税務用語集

・OECDモデル条約（モンゴル語）

・移転価格調査事例集

・移転価格調査マニュアル

課題

より有効性ある国際取引調査遂行のための業
種別調査マニュアルの作成
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人材育成の取組み（研修）

成果（約38,000人日）

・コア職員研修（36日間, 述べ180人）

・コア職員日本派遣研修（26日間, 延べ43人）

・日本国税庁職員招聘研修（6日間, 延べ93人）

・一般職員研修（83日間, 145人)

課題

・コア職員の上級レベルへの育成

・国際課税担当職員の体系的・継続的育成
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TP & BEPS Q&A

専門家 小寺壽成

1

講義内容

• 2010年 OECD ＴＰ ガイドラインにおける文書化

• BEPS前の日本の文書化

• 2015年 BEPSでの文書化概要（BEPS行動計画１３）

• 2016年 BEPS後の日本の文書化対応

2



Q B010年 ＯＥＣＤ ＴＰ Guide Line 第5章
文書化の内容は？
A 以下のパラグラフに記載している。

• Ｐａｒａ．５．１
文書化は、ＴＰ問題の解決と税務調査を円滑ならしめるための指針を提供
するためのものである。

• Ｐａｒｅ．５．４
納税者は、移転価格算定のベースとなった情報、選択した算定方法などに
ついて、独立企業原則に従う努力をしたと認められる文書を準備すべし。

• Ｐａｒａ．５．７
これらの文書は、当局側が、関連者間で設定された取引価格が独立企業
原則に従って行われているか否かを判断するためにも必要不可欠の書類
である。

3

Q BEPS前の日本の文書化の内容は？

Q BEPS前に、文書化の規定は日本で存在していたか？

A YES、TP税制が適正に執行されるには、課税に必要な資料が課税
当局にスムーズに集められる必要があるので。

Q BEPS前の日本の文書化とは？

A 措置法66条の４で、国外関連取引の内容に関する書類や独立企
業間価格算定のための書類の提出を求めていた。BEPSのローカル
ファイルみたいなもの。

Q 提出は義務だったのか？

A 義務ではなかった。しかし、提出を求められたとき、遅滞なく提出し
なければ、税務署が移転価格を推定して課税できるとされていた。

4



Q日本のBEPS前文書化における、国外関連
取引の内容に関する書類とは？

A 以下の書類である。

• 取引の対象となる資産の明細、役務の内容
• 当事者の果たす機能、負担するリスク
Q 機能・リスクの例を挙げよ？

• 当事者が使用した無形資産
• 契約書
• 価格の設定方法とその交渉過程
• 取引に係る当事者の損益の明細
• 取引に係る市場の分析取引
• 取引の当事者の事業方針
• 取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容

5

Q 日本のBEPS前文書化における、独立企
業間価格の算定のための書類は？
A 以下の３つである。

•独立企業間価格の具体的算定方法
Q TPMを全部上げ、その特徴を述べよ？

•比較対象取引の選定に係る事項
Q選定する際に注意すべきことは何か？

•比較対象取引について差異調整を行った場合の理由・方法
Q差異調整の例をあげよ？

6



Q BEPS行動計画１３では、何が問題意識
だったのか？そしてその内容は？
A１多国籍企業グループによるグループ内取引を通じた所得の海外移転に
対して、適正な移転価格課税を実現するため、多国籍企業グループ取引の
全体像（OECDでは、 BIG PICTUREと呼ぶ。)に関する情報が必要であった。
A2  具体的には以下の３つである。
①国別報告書（Country-by-Country Report)

➡国ごとに所得・経済活動・納税額に関する情報を、共通様式で各国税務
当局に報告させる。
②マスターファイル（Master File)

➡多国籍企業グループ全体の情報の報告。
③ローカルファイル（Local File)

➡子会社別の情報。

7

Q BEPS行動計画13の提言の内容は？

A 以下が提言である。

①国別報告書

• 直前会計年度の連結収入金額が7.5億ユーロ（約１０００億円）以上の多国籍企業グループに対
して、グループの国別の活動状況に関する情報（国ごとの収入金額、税引前当期利益（損失）の
額、納付税額の配分等）の税務当局への提出を要請。

• 税務当局に提出された情報は原則、情報交換を通じて、関係国の税務当局間で共有され、ハイ
レベルの移転価格リスク等の分析に活用される。

Q どのような情報交換か？

②マスターファイル

• 多国籍企業グループ内の組織・財務・事業の概要等、そのグローバルな経済活動の全体像に
関する情報の税務当局への提供を要請。

③ローカルファイル

• 関連者間取引における独立企業間価格を算定するための根拠となる詳細な情報の作成・保存
（文書化）を要請。

8



Q BEPS行動計画13と日本の税制改正

A 日本では、2016年度改正において、上記①から③についてそれぞ
れ「国別報告事項」、「事業概況報告事項」、「独立企業間価格を算定
するために必要な書類等」として整備・見直しを実施。

9

Q BEPS行動計画13に対する日本のB016年
税制改正の内容は？ その１
A1 平成 28（2016）年度税制改正において、多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する情報（「国別

報告事項」）、多国籍企業グループのグローバルな事業活動の全体像に関する情報（「 事業概況報告事

項（マスターファイル） 」）及び関連者との取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報

（「ローカルファイル」）を税務署に提供（又は作成・保存）することが義務付けられた。

A2 国別報告事項及びマスターファイルについては、直前の会計年度における総収入金額 1,000億円以上

の多国籍企業グループの最終親会社等は、その親会社等の会計年度の終了の日の翌日から１年以内

に、国税電子申告・納税システム（e-Tax）により提供することとされた。

A3 このうち、国別報告事項は、租税条約等の自動的情報交換に基づき、多国籍企業グループの構成会社

等の居住地国の税務当局に情報提供することになった。我が国では、平成 30（2018）年９月までに、外

国の税務当局への情報提供を開始するとともに、諸外国からも国別報告事項に相当する情報の提供が

開始されることになる。

10



Q その２ ALP算定文書はどのように提出す
るのか？
A1 独立企業間価格（ALP)算定のために必要な書類を確定申告書の

提出期限までに作成し、国内に保存しなければならない。

A2 国外関連者との取引について、前事業年度における取引の合計

金額が 50 億円以上又は無形資産取引の合計金額が３億円以上

である法人は、ローカルファイルを確定申告書の提出期限までに作

成又は取得し、保存しなければならないこととされた。このローカル

ファイルは、調査官が提示又は提出を求めた日から一定の期日ま

でに提示又は提出する必要がある（平成 29（2017）年４月１日以後

に開始する事業年度から適用）。

11

Q日本改正 「国別報告書」記載すべき内容
は？（親会社作成） 情報交換対象か？
A1 親会社・子会社所在国ごとの多国籍企業グループの下記情報

•総収入・所得・税額・資本金等の財務情報
•従業員数
•有形資産額
•主要事業等

Q 何の情報報交換か？

12



Q 日本改正の「国別報告事項」のポイント
は？
A1 ハイレベルな移転価格リスク評価に有用な情報を提供する。

A2 多国籍企業グループの事業が行われる国ごとの収入金額、税引
前当期利益の額、納付税額等に関する情報を記載する。

A3 提供義務者は、以下の２つある。

①条約方式（BEPS方式）

最終親会社が日本なら日本の内国法人が日本課税当局へ、外国な
ら外国課税当局へ提出する（措置法66条の４の４①）。

②子会社方式

子会社である日本の内国法人又はPEを有する外国法人（同上②）

13

Q 日本改正 マスターファイル（事業報告
書）に記載すべき事項 （親会社作成）は？
A 以下の書類である。

• グループの組織図
•事業概要
•保有する無形資産の情報
• グループ内の金融活動に対する情報
• グループ全体の財務状況と納税状況

14



Q 日本改正の「マスターファイル（事業概
況報告事項）」のポイントは？
• A1 税務当局が重要な移転価格リスクを特定できるよう、グループ全
体の「青写真を提供」する。

• A2 多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等に関
する情報を記載する。

• A3 多国籍企業グループの構成会社である内国法人及び日本にPE
を有する外国法人も報告する。

• A4提供期限は、報告対象会計年度の終了の翌日から1年以内で、
電子申告（e-tax)で日本語又は英語で報告する（措置法66条の４の５
①）

• A5 報告方式は子会社方式である。

15

Q BEPSのローカルファイルの記載内容は？
（親・子会社が別々に作成）

A 以下の文書である。

•組織図
•経営戦略
•主要な競合他社
•主要な関連会社取引と取引背景
•移転価格算定根拠
•財務諸表等

16



Q 日本改正のBEPS 「ローカルファイル」の
ポイントは？
A１個々の関連者間取引に関する詳細な情報を提供する。

A2特定の取引に関する財務情報、比較可能分析、最適なTPM（移転
価格算定手法）の選定及び適用に関する情報を記載する。

A3  提出は紙で。e-taxでなくて良い。

Q why?

17

Q 日本改正の文書化の保存年限と実効性
の担保は？
A１ 保存年限は、原則として7年間国内保存

A2 以下それぞれ、提出されない場合の担保策あり。
①国別報告事項
➡30万円以下の罰金
②事業概況報告事項（マスターファイル）
➡ 30万円以下の罰金
③独立企業間価格を算定するために必要な書類（ローカルファイル）
➡当局の要請後、一定の範囲内の、当該職員の指定する日までに、文書
の提出がない場合の推定課税

18



Q ３つのファイルについて、日本では適用
除外規定があるのか？
• A ある。以下の通り。

①国別報告事項：連結グループ収入 1000億円未満

②マスターファイル：同上

③以下のような少額取引の場合

• 前期の取引合計額が50億円未満

• かつ、無形資産取引合計額が3億円未満

• （個々の取引で判断）

19

Q 日本では、ローカルファイルの作成義務
免除なら、TP税制の適用はないのか？
A TP税制の適用はある。

ローカルファイルの適用除外の場合であっても、TP税制の対象とな
り、調査はある。調査ALP算定のために重要と認められる書類の提示
提出を求められることあり。

また、ALP算定のため、必要とされる書類は、調査官の指定する「４５
日以内」に提出義務あり。

20



Q 各ファイルと移転価格調査との関係は？

A 以下の手順で行われる。

① 移転価格調査は、法人とその国外関連者との取引が、独立企業間価
格で行われているかどうかをチェックするため行われる。
② そのため、TP事務運営指針では、確定申告書に「ローカルファイル」や
「国外関連者に対する明細書」（別表１７（４））の添付があるか否か？また、
その記載内容についてチェックする（TP事務運営指針３－３）ことになってい
る。
③ TP事務運営指針３－４記載の以下の書類からTP上の問題点を把握す
る。
資本関係、取引関係、株主関係、有価証券報告書関係、取扱品目関係、
事業関係等の書類

21

Q TP調査上、ローカルファイルで最も重要
な書類はなにか？
A 国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類である。

• イ 当該法人が選定したTP算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が
独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類

➡特にこの書類が超重要！！！

• ロ 当該法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引の選定に係る事項及び当該
比較対象取引等の明細を記載した書類

• ハ 当該法人がTP算定方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該法人及び当該法
人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類

• ニ 当該法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合の
その理由及び各取引の内容を記載した書類

• ホ 比較対象取引等について差異調整を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法
を記載した書類

22



TPM & BEPS Q&A
JIJA専門家 小寺壽成

1

講義の内容

①事例集に掲載の法令とTPM計算方法の理解等（別紙とスライド）

②ケーススタディに役立たせるために、事例集に掲載の比較対象取

引の発）見等の全図表の理解（別途小寺配付）

③TP関連BEPS行動計画の理解

2



Q日本TPMの特徴は何か？

A TPMは大きく次の２つに分かれることである。

• 1 Inventory sales transactions

• 2  Non Inventory sales transactions

3

Q Inventory sales Transactionとは何か？

A 次のグループに分かれる。

• Group A：Traditional transaction 3 methods in the law and other 7

methods 

• Group B: Methods consistent with the traditional 3 methods in the 

law and other 7 methods in the cabinet order.

4



Q Non inventory sales Transactionとは何
か？
A 次のグループに分かれる。

• Group J：Methods equivalent to the traditional transaction 3 
methods in the law and other 7 methods in the cabinet order 

• Group D: Methods equivalent to methods consistent with the 
traditional 3 methods in the law and other 7 methods in the cabinet 
order

5

Q Traditional 3 methods とは何か？

A 以下の３つの方法である。

• Jomparable uncontrolled price (JUP)

• Resale Price method (RP)

• Jost plus method (JP)

6



Q Consistent （準ずる）法とはなにか？

• A 例えば、売上総利益率を用いて、関連者取引と非関連者取引とを比
較するRP法に準ずる方法とは、比較における利益水準指標として、単純
に売上高から売上原価を差し引いた結果である売上総利益率ではなく、
「みなし」売上総利益率を用いる場合である。

• 計算例
• X%＝検証対象取引SG&A（販売費理費）÷検証対象取引売上高
• 検証対象取引営業利益率＋X%＝検証対象取引売上総利益率（α）
• 比較対象取引営業利益率＋X%＝比較対象取引「みなし」売上総利益率
（β）
➡ Αとβを比較する。これが、「みなし」売上総利益率を使ったRP法に「準
ずる方法」

7

Q 前のスライドのRP法に準ずる方法は実質
的にはTNMMではないのか？
• A YES

• R このアプローチは、表面上、売上総利益率で比較しているように
見えるが、比較対象会社の営業利益率に検証対象会社のSG&A（販
管費）の水準を加算している以上、実質的には営業利益での比較と
なっているからだ。これは、TNMMと同じだ。

•従って、このようなSG&Aの調整を行なえば、売上総利益率段階での
比較可能性は高められるが、これは、単なる費やされる費用の差異
の調整にすぎず、当該費用に伴うリターンの調整までを行うもので
はないため、これをもって、比較可能性の要件は大幅に緩和されな
い。つまり、差異が少ない場合に限定して用いられるべき。オールマ
イティな調整手法ではない。
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Q TNMM は何故日本では遅れて導入された
のか？
• A１ TNMMは米国のJPM（Jomparable Profit Method):比較利益批
准法を基礎にOEJDで認められた方法で、納税者に統計上の利益水
準を強制的に計上させる利益創造に過ぎないので。

• A２ つまり、外部的な統計データに大きく依存するので、簡単な机
上の検証作業で、大きな金額の更正につながるから。

• A3 憲法で保障されている財産権の侵害という危険性もあった。

• A4 しかし、基本三法を中心としたTP税制の執行には無理が生じて
いたことにより、かつて日本同様にTNMM導入に消極的な諸外国も
ぞくぞく導入していったので、日本も2004年（平成16年）改正で入っ
た。

9

Q 日本でのTNMM導入の意義は何か？

A 課税当局にとっても、納税者にとっても、より簡易なTPM

日本の課税当局も、主要な国税局においては、TNMM導入を契機

に、世界各国の企業情報が登録されている高価なデータベースの

導入を進めた。

これは、TNMMにより、統計的なアプローチを中心としたTP調査を

積極的に実施する日本の課税当局の姿勢を示したもの。

10



Q 比較可能性の分析はどのように行うの
か？

•事例集の図解参照
• 「独立企業間価格の算定方法の流れ」（比較可能性の分析の例）
• 「比較対象取引の選定手順の例」

11

Q Other 7 methods とは何か？

A 以下の７つの方法である。
（PS (Profit Split) methods）
① Jomparable PS

② Jontribution PS

③ RPSM (Residual Profit Split Method）
（TNMM（Transactional Net Margin Method)）
④ TNMM (Import)

⑤ TNMM（Eｘport)

⑥ TNMM（Import & Berry ratio）
⑦ TNMM（Export＆Berry ratio)

12



Q事例集の前半の法令と計算例は理解でき
たか？
Q１ 法令編TP法令が書かれてあり、特に、英文法令＆テクニカル

タームを覚えたか？

Q２ 図解計算編では、計算に間違っているところいがないか？

13

Q 何故、BEPSにTP関連の行動計画がある
のか？
• A 「キｋャッシュ・ボックス・スキーム」という課税逃れが生じていた。
また、リスク分析を含め、TPガイドラインの充実が必要となっていた。

• スキームは、特段の経済活動は行わないものの、資金は豊富であ
る子会社（キャッシュ・ボックス）を軽課税国に設置し、そこに無形資
産の法的所有権や契約上のリスクを帰属させ、利益を集中させる方
法であり、このスキームへの対応がBEPS議論開始のきっかけのひと
つ。

14



Q BEPSの「キャッシュ・ボックス」への判断
は？
• A このキャッシュ・ボックスは、無形資産の開発等を行っておらず、
また、リスクを支配していないことから、価値創造を行っているとは
言えない。

•従って、不相当な所得はキャッシュ・ボックスに帰属しない。

15

Q BEPS行動計画８から１０の移転価格税制
に関連する行動計画の内容は？
• A 「移転価格の結果と価値創造の一致」との原則が打ち出された。

つまり、「価値創造（Value creation)のあるところに利益をつけるべきである。」という

原則を示した。

・行動計画８：この原則を無形資産の関連する取引にあてはめるとど

うなるか、ということを検討している。

・行動計画９：契約上のリスク配分や資本の豊富な子会社との関係で

はどう考えるかということを分析している。

・行動計画１０：多国籍企業グループ内の企業が相互に貢献しあい、

より大きな利益を生み出している場合に、価値創造に合致した

最適な課税手法として期待されるTNMMの適用の可能性を検

討している。
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Q 行動計画 ８の概要は？

A 無形資産の定義づけを行い、無形資産に関するリターンの帰属、
価格の算定方法についてガイダンスが拡充された。

➡この結果、TPガイドラインの第6章（無形資産に対する特別の配慮）
も全面改訂

17

Q行動計画８ 無形資産取引の定義は？

• A 従来のTPガイドラインになかった、独自の無形資産の定義づけを
行った

•無形資産の要件
•①有形資産又は金融資産でないもの
•②商業活動における使用目的で所有又は管理することが可能
•③比較可能な独立当事者間の取引においてその使用又は移転に
際して対価が支払われる

18



Q行動計画８ 無形資産の法的所有権の取
扱いは？
• A 税務上の観点からは、無形資産の法的所有権を有するという事
実だけでは、必ずしも、無形資産の活用により稼得される利益にか
かわる権利を享受するものとはいえない。

• グループ内において、重要な機能の実施、経済的に重要なリスクの
管理、資産への貢献を行っている企業が、現実の取引の適切な描
写により、それらの貢献を反映した適切な報酬を受けることができる
とされている。
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Q 行動計画８では「所得相応性基準」が採用さ
れたが、これはALPの原則に違反しないか？

A 違反しない。

R

①独立企業間においては、評価が困難な無形資産については、たと
え当初の譲渡価格を保守的に見積もり、低く設定していたとしても、商
品化の成功等、事後の結果によっては、当初の譲渡価格について再
交渉を行ったり、譲渡先における売上等に連動させ、譲渡元に追加的
な支払を行うという行動をとることが考えられる。

②そうであれば、評価が困難な無形資産について、低い譲渡価格に
よる1回の取引で済ませてしまっているような企業がある場合には、当
初の譲渡価格を再交渉したかの如く、引き直すことは、たとえ、事後
の結果に基づいていたとしても、独立企業の原則には反しない。
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Q 行動計画９の概要は？

• A リスクの話をしている。

（小寺の理解）

•無形資産は、収益の本質であり、すでに、存在している価値

• しかし、リスクは、将来において価値を生むかもしれないという可能
性（すなわち不確実性）

21

Q 行動計画９におけるリスクとは？

• A 「不確実性が事業の目的に対して与える影響」と定義された。

•従来のTPガイドラインにおいてもリスクという言葉は500回以上使用
されているが、その定義はなかった。
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Q 行動計画９において、実質的リスクコント
ローラーが利益享受者か？
• A YES ！

• R ある事業体が、契約上リスクを引き受けているものの、現実には
これらのリスクについて有効かつ明確に規定されたコントロールを実
施していない場合は、

➡名目上リスクを負担していなくても、実質的に当該リスクをコント

ロールし、かつ、当該リスクに対応できる財政的資源を有している

事業体に当該リスクに対応する利益を分配しているとみなす。
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Q行動計画１０の概要は？

• A Non-recognition (取引の否認）の採用

• これまで、独立企業間では行われない、また、滅多に行われない取
引、すなわち、商業上の合理性のない取引によって軽課税国にある
グループ内の関連企業に利益が移転されることがあった。

• そこで、BEPS最終報告書では、関連企業間の取引に商業上の合理
性がない場合には、移転価格の判断において、この取引を例外的
に無視（否認）することを認めている。
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Q以下の取引は行動計画１０における「取
引の否認」が可能か？
•製造業を営むS1社は、多数の在庫を有し、工場・機械に多額の投資
を行っている。そして、それら商業資産が所在する地域では、近年頻
繁に洪水が起こり、その結果、この地域では、活発な保険マーケット
が存在していない。こうしたなか、国外関連者であるS2社がS1社に
保険を提供する。年間の保険料は、在庫や資産等の価値の80%とさ
れ、S1社によって、支払われる。

• Q このS1社、S2社間の取引は商業的に合理的な取引といえるか？
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TP CASE STUDY

September, 2017

Prof. Mikio TAJINO

講義の進め方

これから、グループ討議形式による移転価格の事例研究を行
います。事例は全部で９つあります。

研修員は、各事例の取引図（別添資料）を参照しながら、「前
提条件」をよく読んで、「質問」に対する答えを考えてください。

そして研修員は、グループ内で他の研修員とよく話し合い、グ
ループとしての答えを見出してください。すべての事例において、
各グループから答えを発表してもらいます。
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1
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CASE 1

【前提条件】

1. 日本法人P社は、製品A及び製品Bの販売会社であり、10年前に製品A
を販売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者であ
る小売店約200社に販売している。

3. P社は、S社の設立と同時期から、X国の第三者である代理店T社に製
品Bを販売しており、T社はこれをX国内の小売店に販売している。

4. 製品Bは、製品AとP社内における製品区分（型番）は異なるが、性状、
構造、機能等の面で同種の製品である。

【質問】

1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、まず最初
にどのTPMを検討すべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について
検討しなければならないか。 3

CASE 2

【前提条件】

1. 日本法人S社は、製品Aを日本国内で販売する法人である。

2. S社の親会社であるX国の法人P社は、X国において製品Aの製造販売を行っ
ている。

3. S社は、P社の輸入総代理店として製品Aを輸入し、それを日本国内の第三者
である代理店10数社に販売している。

4. 日本法人T社は、独立した輸入総代理店であり、製品Bを日本国内で販売す
る法人である。

5. 製品Bは、製品Aと同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の面で類似
している。

【質問】

1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、まず最初にどの
TPMを検討すべきか。また、その場合、どの法人を検証対象法人(Tested 
Party)とすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検討し
なければならないか。
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CASE 3

【前提条件】

1. 日本法人P社は、製品A及び製品Bの販売会社であり、10年前に製
品Aを販売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者で
ある小売店約200社に販売している。

3. P社は、S社の設立と同時期から、X国の第三者である代理店T社に
製品Bを販売しており、T社はそれをX国内の小売店に販売している。

4. 製品Bは、製品Aと同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の
面で類似している。

【質問】

1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、どのよ
うなTPMが考えられるか。また、その場合、どの法人を検証対象法人
(Tested Party)とすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項につい
て検討しなければならないか。
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CASE 4

【前提条件】

1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aの原
材料aを供給するための子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. S社は、原材料a をすべてP社に販売し、Ｐ社はそれを基に製品Ａを製
造して日本国内の第三者である代理店に販売している。

3. P社は、Ｓ社以外からは原材料aの供給を受けていない。

4. 製品Aの原材料aは、商品取引所で世界的に取引されており、取引所
の相場価格（市場価格）が存在する。

【質問】

1. P社とＳ社との間における原材料aの移転価格を調査する場合、まず最
初にどのTPMを検討すべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について
検討しなければならないか。
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CASE 5

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aの製造販

売子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. S社は、P社が製造した部品a を購入し、それに他の部品を加えて製品Aを
製造して、X国内で第三者に販売している。

3. また、P社は、S社の製造設備に対して保守・点検等の役務を提供している。

4. X国の第三者であるT社は、P社から部品aを購入し、それに他の部品を加
えて製品Bを製造して、X国内で第三者に販売している。

5. P社は、S社とT社に同じ部品aを同一価格で販売しており、取引規模や契
約条件も同じである。

【質問】
1. P社がＳ社に提供する役務の移転価格を調査する場合、どのようなTPMが

考えられるか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検討
しなければならないか。 7

CASE 6

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを販

売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて
製造された製品である。

3. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者で
ある代理店約10数社に販売している。

4. S社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていないが、自
らの販売計画に従って製品Aを一定の数量保有して管理し、X国にお
いて再販売している。

【質問】
1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、どのよう

なTPMが考えられるか。また、その場合、どの法人を検証対象法人
(Tested Party)とすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について
検討し、利益水準指標(Profit Level Indicator：PLI )として何を用いる
べきか。
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CASE 7

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを販

売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術（無形資産）が
用いられて製造された製品である。

3. P社は、S社に対して製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウの使
用許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

4. S社は、X国で原材料等を購入して製品Aの製造を行い、X国の第三
者である代理店に販売している。

5. P社とS社の間では棚卸資産の売買取引はない。

【質問】
1. Ｓ社がP社に支払う使用料の移転価格を調査する場合、どのような

TPMが考えられるか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について
検討し、利益水準指標(Profit Level Indicator：PLI )として何を用いる
べきか。 9

CASE 8

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを製造

販売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術（無形資産）が用
いられて製造された製品である。

3. P社は、S社に対して製品A用の部品a（P社の独自技術が集約された主要
部品）を販売するとともに、製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウ
の使用許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

4. S社は、部品aに他の部品を加えて製品Aの製造を行い、X国の第三者で
ある小売店約200社に対して販売している。

5. S社は、多数の営業担当者を使い独自の広告宣伝・販売促進活動を行っ
て、充実した小売店舗網を構築・維持することにより、X国で高い製品認
知度を獲得し一定のマーケットシェアを確保している。

【質問】
1. 部品a及びＳ社がP社に支払う使用料の移転価格を調査する場合、どのよ

うなTPMが考えられるか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検
討すべきか。
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CASE 9

【前提条件】

1. 日本法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売す
る子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者で
ある小売店約200社に販売している。

3. P社は、S社の設立以前から、X国の第三者である代理店T社に製品A
を販売しており、T社はそれをX国内の小売店に販売している。

4. P社が行うS社とT社の取引については、以下の点を除き、取引規模や
契約条件は同じである。

① 引渡条件：S社はCIF  ⇔ T社はFOB

② 支払期限：S社は30日 ⇔ T社は90日（金利はいずれも5％）

【質問】

 P社とＳ社との間における製品Aの移転価格調査においてCUP Method
を適用する場合、どのように差異の調整を行うか。 11

皆さんのご努力に深く感謝します

11
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参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
3 N.Jargaltsetseg 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
4 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
5 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
6 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
7 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
8 B.Ariungerel 国税庁、リスクマネジメント課、国家検査官 
9 N.Tuul 国税庁、研修センター、国家検査官 
10 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
11 B.Zolzaya 国税庁、研修センター、国家検査官 
12 B.Batchimeg 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
13 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
14 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
15 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
16 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
17 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
18 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
20 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
21 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
22 Ts.Ishjamts 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
23 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 



24 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
25 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
26 Sh.Batzaya 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
27 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
28 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
29 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

30 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
31 J.Erdeneburen 首都税務所、行政課、 国家検査官 
32 B.Bat-Erdene Chingeltei区税務署、国家検査官 
33 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
34 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 
35 Ts.Undarmaa Songinokhairkhan区税務署、  国家検査官 
36 B.Ochirkhuyag Khan-Uul区税務署、国家検査官 
37 S.Naranbaatar Dornod 県税務署、国家検査官 
38 Ts.Unurmunkh Orkhon県税務署、国家検査官 
39 S.Duubayar Umnugovi県税務署、 国家検査官 
40 L.Munkhtuul 国税庁、法務課、国家検査官 

 



日本国際課税事件

小寺壽成

JIJA専門家

2017年11月27日

1

日本の基本的国際税務判例

１．移転価格判例：今治造船事件・タイ・バーツ貸付金利子事件・アド

ビ事件・ホンダ事件

２．PE判例：（参考）アマゾン事件

３．タックス・ヘイブン判例：グラクソ事件（PEにも関連）・来料加工事件

４．外国税額控除判例：ガーンジー島事件（THにも関連）

５．外国法人判例：シルバー精工事件（使用料）

６. 非居住者事件：武富士事件

７.国際的租税回避判例：映画フィルムリース事件

（参考）米国アップル社租税回避事案

８．日本の国際関連税制とモンゴル法令との差異

９．GAAR（一般的租税回避）

2



１ 移転価格判例

3

★１－１ 今治造船事件 取引図

4

日本造船会社
製造・修繕

パナマ・子会社
（4社）

パナマ・リベリアに
ある非関連法人

国外関連取引

非関連取引

船舶建造契約

30億円

30億円＋4億円



★１－２ 事案の概要

イ 本件国外関連取引は、日本の造船会社とパナマにある子会社と

の船舶建造請負取引である。

ロ 課税庁の比較対象取引は、パナマ・リベリアにある非関連法人

である。

ハ 課税庁はＣＵＰ法をＴＰＭとした。

二 納税者は、4億円の課税所得はいわゆる「幅」（レンジ）内にあると

主張した。

5

★１－３ 高松高等裁判所 判決要旨（納税
者敗訴）

• 課税庁のＴＰＭ（Transfer Pricing Method：移転価格・独立企業間価格算定
方法）は、法令に定めるＣＵＰである。

• 本件では、複数の比較対象取引による「幅（レンジ）」は採用できない。

• 比較対象取引が複数存在しても、比較可能性に明らかな差異があり、容
易に比較対象取引を一つに絞り込むことができる場合には、「幅」の概念
を用いず、当該比較可能性の高い取引を独立企業間価格とすることがで
きる。

• また、「差異調整」は、価格に客観的に影響を及ぼすものだけで良い。

• 移転価格税制の適用にあたっては、納税者に租税回避の意図は必要な
い。
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★２－１ タイ・バーツ事件 取引図

7

Ａ社
（タイ・子会社）

J社
（日本親会社）

金融機関

貸付（利率2.5％～３％）

比較対象取引

市場価格＝タイ・バーツ
スワップ・レート ＋ スプレッド

★２－２ 事案の概要

イ 本件国外関連取引は、日本の事業者がタイにある子会社に行っ

たタイ・バーツ取引である。

ロ 課税庁は、現実の第三者との取引ではなく、ロンドン金融市場で

資金調達を行うとした場合の仮想市場価格指標（タイ・バーツ ス

ワップ・レート ＋ スプレッド）を比較対象取引とした。

ハ 課税庁は、「JUP法に準ずる方法と同等の方法」をTPMとした。

8



★２－３ 東京地方裁判所判決要旨（納税
者敗訴）

•課税庁の用いたTPMは、法令に定める「JUP法に準ずる方法と同等
の方法」といえる。

• たとえ、現実の取引でない取引でも、客観的かつ現実的な指標に
よって、国外関連取引と比較可能な取引を想定できるときは、比較g
対象取引となり得る（よって市場価格指標も一定の条件下でOK）

➡この判決は、OEJD TPガイドラインに言及している。

9

★２－４ 参考事項

• 「JUP法に準ずる方法と同等の方法」とは？

•準ずる方法：法令に定義規定はないが、例えば、取引内容に適合し、
かつ、基本3法の考え方から乖離しない合理的な方法を指す。

•同等の方法：サービス等の役務提供など棚卸資産以外の取引の
TPMをいう。

10



★３ アドビ事件 取引図 その１

（１）当初の形態

11

国外関連者
（オランダ法人）

アドビ
（日本の納税者）

エンドユーザー
売買取引 再販売取引

利益率10％

役務提供・
販売サポート

日本納税者は、当初、コンピュータソフトウエア事業に関し、再販売事業を行
なっていた。

★３－１ アドビ事件 取引図 その２

（２）業務形態の変更（アドビはコミッショネア契約に変更した。）

12

国外関連者
（オランダ法人）

アドビ
（日本の納税者）

エンドユーザー
売買取引

役務提供・
販売サポート

利益率1.5％

役務提供・販
売サポートの
委託（コミッ
ショネア契約）



★３－１ アドビ事件 取引図 その３

（３）課税庁の提示した比較対象取引

13

国外関連者
（オランダ法人）

日本の比較対象
法人

エンドユーザー
売買取引 再販売取引

再販売取引の
利益率

販売サポート

日本の比較対象法人は、グラフィックソフトの卸売り及び小売事業（再販売）を行なって
いた。
かつ、販売促進のために、販売の顧客サポートも行っていた。

★３－２ 事案の概要

イ オランダ法人Bとアドビ（日本）との間のサポート等提供に関する業
務委託契約が締結されており、この契約に基づいて、オランダ法
人からアドビに売上高の1.5％＋コストを手数料として支払った。

ロ 課税庁は、受注販売方式をとる輸入販売取引を、在庫リスクを負
わない点で関連取引と類似性があるとして、比較対象取引とし、TPMを
再販売価格基準法に準ずる方法と同等の方法とした。

ハ 納税者アドビは、国外関連取引は役務提供取引であるのに、課
税庁の比較対象取引は、再販売取引であり、機能に差異があるの
で課税庁の選択したTPMは誤り。

、

14



★３－３ 東京高等裁判所判決要旨（納税
者勝訴）

• 国外関連取引と比較対象取引は、以下の理由で、機能もリスクも決定的に異な
るので、課税庁のTPMは法令に基づく、「RP法に準ずる方法と同等の方法では
ない。

• 「理由」
• 機能の面：本件国外関連取引は、法的にも、経済実質的にも、サポート等の役
務提供を行う役務提供取引であるのに対し、本件比較対象取引の中核は、再
販売取引であり、販売促進のために顧客サポート等を行っているので、差異が
ある。

• リスクの面：本件国外関連取引は、必要経費をすべてカバーできる報酬が支払
われるのに対し、本件比較対象取引は、受注販売方式をとっていたとしても、損
益分岐点を下回れば、損失を被るので、ロスの発生に関するリスクについて差
異がある。

• ➡このように、機能・リスクの類似性の有無について、東京高裁判決は、サービ
ス取引か、再販売取引か？という法形式の違いを重視している。

15

★３－４ 参考事項（1審の特徴：より詳細な
事実関係を分析している。）
• 1審（東京地裁）：機能・リスクとも比較対象法人と検証対象法人との
間に類似性がある。

• なぜなら、

•機能面では、検証対象法人は販売促進、マーケティング、宣伝広告、
サポートサービスであるのに対し、比較対象法人も、販売促進、サ
ポート、広告を行い、

• リスク面では、検証対象法人は在庫リスクがなく、顧客からの債権
回収リスクがないのに対し、比較対象法人も、（再販売取引とは言っ
ても：小寺注）受注販売取引であるので在庫リスクは殆どなく、販売
先は大企業であり、貸倒のリスクは殆どないから。

16



★３－５ 東京高裁判決に対する批判

•法形式による差異（役務提供か再販売か？）を強調しすぎるのは、
一般的にプロトタイプを前提にした判断で、納税者が比較対象取引
を適切に選定することを困難にする。

（納税者は、法形式の違いにもかかわらず、事実分析で、東京地裁の
ように比較可能性を見出す努力をする場合がある。）

•比較対象取引を前提とする基本3法（JUP.RP.JP)よりも、PS法（RPSM)
等の使用を促すこととなる。

17

★３－６ 事業再編によるALP算定

•本件のように、日本法人が、当初、再販売取引で儲けていたのに、
事業再編で、役務提供取引になったら、再販売取引における仕入
れ・販売に係る収入から役務提供によるサービスフィーを控除した
分の利益分だけ、利益が減少することとなり、その補償が問題とな
る（OEJD TPガイドライン9章）。
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★４－１ ホンダ事件 取引図 その１

19

本田
技研

HSA HDA

HJA

HTA

99%超

99%超

99%超 自動二輪車の部品
製造

製造設備の調整・
補修、金型の製
作・補修

マナウス・フリー
ゾーン

輸入税、工業製品
税、法人所得税、
州税の減免

★４－１ ホンダ事件取引図 その２

•国外関連取引
• （１）自動二輪車販売
• （２）部品販売
• （３）製造設備等の販売
• （４）技術支援の役務提供

20



★４－１ ホンダ事件取引図 その３

税務当局提示の比較対象取引による課税額計算

（１）比較対象法人

2輪車4輪車並びにその関係製品の製造業を営むブラジル企業

から8社を選定（マナウスフリーゾーンに所在しない会社）

（２）HAD等の基本的利益

売掛金、棚卸資産、買掛金に係る金利負担を差異調整し、総費用

営業利益率の中位値から算定

○日本側分割要因（ブラジル向け開発費用、技術指導料等）

○ブラジル側分割要因（ディーラー開拓費用、広告宣伝費等）

21

★４－２ 事案の概要

イ 自動二輪車等の製造・販売を主たる事業とする内国法人は、その
子・孫会社であり、ブラジルの自由貿易地域（マナウスフリーゾーン）
で自動二輪車の製造・販売等を行っている外国法人HAD等との間で
部品販売取引、役務提供取引を行った。

ロ 課税処分

・増差法人税額約254億円、追徴法人税額約75億円

・税務当局は、PPSM（残余利益分割法）を用いて、ALPを算出すること
とした。ブラジルでの比較対象法人8社を選定して、差異調整を行って
基本的利益を算出し、さらに、それぞれ支出した費用をもとに残余利
益を分割してALPを算定して課税処分を行った。

22



★４－３ 東京地裁判旨（納税者勝訴）

• 2015年5月28日、ホンダがブラジル子会社との取引で利益を海外に移したとする追徴課税を不服として、国

に取消を求めた訴訟で、東京高裁で控訴を棄却された国側が上告せず、ホンダ側勝訴。ホンダ側の請求

は全面的に認められ、約75億円の課税処分を取消すという一、二審の判決が確定。

• 本件は、ホンダが、ブラジルのマナウスフリーゾーン（自由貿易地域。輸入税等が減免され、“マナウス税
恩典利益”が享受できる）で自動二輪車の製造・販売を行う間接子会社との間で行った部品の販売取引の

対価について、国側が算定した独立企業間価格が違法か否かを巡り争われた。

• 争点は、国側が選定した比較対象法人が適当か否か。二審・東京高裁は判決理由で現地間接子会社が
受けていた税の優遇措置は同子会社の利益率に重要な影響を及ぼすと指摘し、一審の判断と同様、同国

内で税優遇を受けていない同種企業と比較して課税対象の利益を計算した国側の手法を誤りだと結論付

けた。

• ➡つまり、税優遇を受けている同種企業と比較すれば、当然高い利益率であり、問題ない可能性がある。

23

★４－４ 参考事項（比較可能性）

• OEJD 移転価格ガイドライン1.55、1.73

• 比較対象法人と検証対象法人の市場の類似性が必要

• 仮に、検証対象法人の事業活動が政府規制・介入を受けているのなら、
比較対象法人も同様な政府規制・介入を受けている法人を選定する必要
がある。

• マナウスフリーゾーンは、法人がそれによる営業利益を享受するので、税
の恩典利益市場といえる（営業利益の59%が税の優遇による）。

• 従って、マナウスフリーゾーン企業を比較対象企業として使用するのは、
誤りであって、使用するのなら、差異調整（営業利益を減額する）をしなけ
ればならない（差異調整もしていない）
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２ PE判例

25

★５－１ アマゾン事案 取引図（相互協議
事案）
•

26

アマゾン・ドット・コム・
インターナショナル・
セールス（本社）

顧 客

アマゾン・ジャパン

アマゾン・ジャパン・ロジス
ティクス

（日 本）（米 国）

契約・代金

販売・物流の委託

手数料

本社業務の一部



★５－２ 事案の概要（PE事案）

PE（恒久的施設）事案：アマゾン事案（東京国税局課税・相互協議事案）

問題となった国際取引：

• アマゾン米国親会社（アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス社）は、
日本国内に支店を置かず、直接日本の顧客と売買契約を締結し、米国に売上
を計上。一方、販売業務や物流業務は、日本にあるアマゾンジャパン社及びア
マゾン・ジャパン・ロジスティクス社などに委託し、手数料を払っていた。（一種の
コミッショネアー（問屋スキーム））

東京国税局の課税：

• 東京国税局は、これらの日本法人が、米国親会社セールス社のPE機能を果た
しているとして、日本顧客への販売に関する所得を日本での事業所得と認定し
た。（2009年：約140億円の追徴課税）

アマゾンの対応

• 課税を不服として、日米租税条約に基づき、相互協議を申請。

27

★５－３ 東京国税局の事実認定

東京国税局の事実認定：

• アマゾン・ジャパン・ロジスティクス社は、千葉県に流通センターを有し、仕
入れた書籍を置いていた。単なる倉庫であれば、PEにあたらないが、国税
局は以下の事実認定を行った。

①関連会社側のパソコンや機器類が持ち込まれ使用。

②流通センター内の配置換えなどに、米国親会社の許可が必要。

③米国アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス社がロジス

ティクス社の社員にメールで指示。

④物流業務以外の、米国側に委託されていない米国側の業務の一

部をロジスティクス社が担っていた。

28



★５－４ 参考事項

Q コミッショネア（問屋）取引とは？

•問屋取引とは、法律的には、売買の当事者として権利義務の主体と
なる。しかし、経済的には、委託者である第三者に経済的効果を帰
属させ、問屋自身は手数料（コミッション）をもらうだけ。

•問屋はそもそも、商品が売れ残った時の在庫リスクや売掛金の貸倒
リスクを負わないので、それほど儲からないが、最低限コミッション
は確保できるわけで、法人税対象となる所得はもともと少ない。

29

★５－５ 法的分析

法的分析:

• Q1 PEで課税するにしても、どのPEで課税したのか？

• Q２ 1号PEか？

• 日本の物流センターの中に、米国本社の「事業の管理の場所」

「事務所」など1号PEがあったのか？（日米租税条約5条②項）

日本の法人税法では、事業活動の拠点となるホテルの一室も

事業を行なう一定の場所として、1号PEになる。

• Q３ 代理人PEか？独立代理人PEか？

問屋が委託者の外国法人の子会社であっても、独立代理人であって、

通常の業務として、委託者である顧客の製品を売っているのであれば、

販売委託者である外国親会社などの代理人PE（3号PE)にはならない（日米租税条約5

条⑥⑦項）。
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３ タックスヘイブン判例

31

★６－１ グラクソ事件取引図

•租税負担割合25%以下TH税制対象

32

グラクソ
（株）

日本

グラクソケム社
（GJS）

90%出資関連会社

対価
（非課税）２５００億円➡

シンガポール
（税率２６％）

英国

租税負担割合 ４．32％
税金（26％）

＝
所得＋非課税所得

関連会社
株式売却

合算課税



★６－２ 事案の概要 その１

•検証対象法人は、シンガポール法人GJS社（胃潰瘍薬の製造販売事
業）の90％出資法人である。

• GJS社は当該事業を関連会社に譲渡し売却益を計上した。

•当時（平成10年）株式売却益は非課税であったので、租税負担率は
4.32％にとどまった。

•課税庁は、これにより、当時のTH税制適用租税負担割合は25％以
下なので、GJS社は特定外国子会社として、TH税制（JFJ税制）を適
用した。
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★６－２ 事案の概要 その２

• 検証対象法人主張
１）JFJ税制は、実質所得者課税の原則（法11条）を具体化したもので、外

国子会社の留保所得が親会社に帰属することを規定したもの。

２）外国子会社の留保所得は、事業所得に該当する。

３）日本シンガポール租税条約7条①項は、「PE無ければ課税なし」との原

則を規定し、シンガポール法人の事業所得は、同法人が、日本にPEを

有しない限り課税できない。

４）日本国憲法の下では、条約が法律に優先するので、JFJ税制による本件

処分は、シンガポール法人が日本にPEを有しないにも関わらず、当該シ

ンガポール法人の事業所得に課税するものであり、これは、日本シンガ

ポール条約の7条①項に違反するものとして許されない。
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★６－２ 事案の概要 その３

• 課税庁主張
１）JFJ税制と実質所得者課税の原則は趣旨・目的等が異なる。

２）何故なら、前者は、軽課税国に設立された外国法人の所得を内国
法人の収益とみなして、課税する租税回避否認の制度であるのに対
し、後者は形式と実質が異なる場合の所得の帰属についての規定で
あるから。

３）JFJ税制は、日本に所在する親会社を課税の対象とするのである
から、日本シンガポール租税条約7条①項には違反しない。
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★６－２ 事案の概要 その４

• OEJD モデル条約7条①項のコメンタリーについて

１）同コメンタリーは、JFJ税制が、モデル条約の同条項には違反しな

いと規定している。

２）しかし、シンガポールはOEJDの非加盟国であったため、このコメン

タリーの記述を、日本シンガポール租税条約の解釈にあたり参照で

きるかについても、本件では、争われた。
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★６－３ 原審＆2審（納税者敗訴）

•検証対象法人の請求を棄却
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★６－４ 最高裁判旨（納税者敗訴）

•上告棄却
１）日本シンガポール条約7条①項は「PEなければ課税なし」との国際
租税法上確立されている原則を再確認したもの。

２）日本シンガポール租税条約が禁止しているのは、本件では、日本
の課税官庁のシンガポール法人に対する法的二重課税を生じる課税
権の行使である。

３）日本のJFJ税制は、あくまで、日本の内国法人に対

する課税であることから、当該条約の禁止には該当しない。
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★６－５ 参考：シュナイダー事件（仏）2002
年6月28日判決

• フランス法人（シュナイダー社）のスイス子会社が稼得した所得につ
いて、フランス課税庁がJFJ税制（一般租税法典209B条）に基づき、
親会社であるシュナイダー社に対し、課税したことは、同条がフラン
スとスイスとの間の租税条約に規定する事業所得条項（7条①項）に
違反することから、当該課税は違法である。
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★７－１ 来料加工事件 取引図
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★７－２ 事案の概要

•光学レンズ・光学機器を取り扱う日系企業の香港現地法人と中国の
中国企業間の来料加工貿易につき、タックスヘイブン税制の適用の
可否が争われた事案

• タックス・ヘブン税制の適用除外条件への該当性が争われた。具体
的には、香港の現地法人が卸売業に該当すれば、非関連者基準
（非関連者との取引割合が５０％超）の該当可能性を検討。

•一方で、製造業に該当すれば、製造者基準への該当可能性（本店
所在地により主たる事業を行っていること）が検討

41

★７－３ 東京地裁判旨（納税者敗訴）

・東京地裁は主たる事業の判定は、事業実態の具体的な事実関係に
即した客観的な観察によって、総合的・個別具体的に行われるべきで
あり、関係当事者間で作成されている契約書の記載内容のみから一
般的・抽象的に行われるべきではないとし、当該現地法人の業種を製
造業と判断した。
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★７－４ 東京高裁判旨（納税者敗訴）

•東京高裁は「特定外国子会社等の主たる事業が何であるかについ
ての判断は、現実の当該事業の経済活動としての実質・実体がど
のようなものであるかという観点等から、社会通念に照らして総合的
に考慮して個別具体的に行われるべき」とし、

•東京地裁の判断を相当としている。

•国が製造業と判断した。すると、本店所在地での製造を行っていな
かったので、TH対策税制の適用除外にあたらなかった。よって、課
税した。

43

★７－５ 日本のタックスヘイブン（TH)対策税制
における適用除外要件について その１

•日本のTH対策税制では、形式的に租税回避を判定し、合算課税の
対象にする。

• しかし、このような形式的判断では、TH子会社等がTHで実際に事業
を行なっているような経済的合理性がある場合も適用対象になって
しまう。

• そこで、TH子会社等がTHで事業を行なっている場合など一定の場
合は、このTH対策税制の適用を除外することとする規定がある。
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★７－５ 日本のタックスヘイブン（TH)対策税制
における適用除外要件について その２

•租税特別措置法66条の６③

• THに事業の実体があるのか？その取引に経済合理性があるの
か？という基準で判断している。

• つまり、適用除外基準を満たすには、
•①事業基準、②実体基準、③管理支配基準の全てを満たし、

•かつ、④所在地国基準、⑤非関連者基準のいずれかを満たすこと
が条件。

• しかし、資産性所得（利子、配当等）があれば、合算課税の対象。
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★７－５ 日本のタックスヘイブン（TH)対策税制
における適用除外要件について その３

•租税特別措置法66条の６④ （資産性所得）

• Q なぜ、資産性所得（利子、配当、工業所有権の提供による所得
等）が合算課税の対象になるのか？

• A：資産性所得は、その所得の源泉地を容易に変更できるので、他
国に所得移転が容易にでき、TH子会社等にそのような資産性所得
が生じていること自体が、租税回避になりやすい、という考え方から
きている。
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★７－５ 日本のタックスヘイブン（TH)対策税制
における適用除外要件について その４

• 租税特別措置法66条の６③の基準を理解しよう！

• ①事業基準：もし、株式保有等をしているのであれば、どこでも事業遂行が可能
であり、THの子会社で行う必然性がない➡事業基準を満たさない。

• ②実体基準＆③管理支配基準：事業に必要な固定資産や管理支配がなけれ
ば、企業の実体はない➡実体基準や管理支配基準を満たさない。

• 以上①から③はすべて満たさないとだめ。
• ④所在地国基準（製造業）：主たる事業を本店所在地国で行っていない➡所在
地国基準を満たさない。

• ⑤非関連者基準（例、卸売業等）：卸売業等は活動が国際的にならざるを得な
いので、取引相手の50%超が非関連者との間であれば国際的卸売業とされ経
済的合理性があるとされOK、しかし、50%超でない非関連者との取引の場合は、
国際的な卸売業ではなく、経済合理性がない➡非関連者基準を満たさない。

• 以上④または⑤はいずれかを満たさなければならない。
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★７－６ 東京高判平成23年8月10日（要旨：所
在地国基準の適用に関する詳細な事実認定）
①AはB本社及びα工場の製品の製造販売を目的として設立され、商業登記簿で
も製造業で登記されていた。

②Aはα工場の生産管理を実行していた。

③Aはα工場の人員を管理していた。

④Aは、B本社とα工場を一体として、設備投資、財務、人員管理を行っていた。

⑤Aは、香港で卸売業、中国本土で製造をしていると申告

⑥Aと村営会社との委託加工契約でも、Aは実質的にα工場で自ら販売製品の製
造を行っていたと認められる。

⑦よって、α工場で行っていた製品製造がAの主たる事業である。

⑧しかし、α工場はAの本店所在地の香港には所在してない。

⑨従って、製造業における所在地国基準は満たさない。

➡合算課税となる。
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４ 外税控除判例
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８－１ 英領ガーンジー島事件
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損害保険
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★８－２ 事案の概要（納税者逆転勝訴）

• 税率を自由に設定できる“租税”が、わが国の法人税法上「外国法人税」に該当
するかどうかが争点となった裁判で、最高裁は平成21年12月3日、納税者かつ
上告人である損害保険会社の主張を認め、納税者側逆転勝訴の判決を言い渡
した。

• 損害保険会社の100％子会社の拠点である英国領「ガーンジー島」においては、
税率が「0％超30％以下」の範囲で納税者と税務当局との合意により決定される。
当該子会社は、タックス・ヘイブン税制の適用対象となる特定外国子会社等に
該当することとなる「25％以下」を上回る26％の税率を設定していた。

• これに対し課税当局は、特定外国子会社等の該当要件の1つが「法人の所得に
対して課される“税が存在しない”国又は地域に本店又は地域に本店又は主た
る事務所を有する外国関係会社（措令39条の14第1項1号）」とされているところ、
ガーンジー島における「租税」は、租税特別措置法66条の6第1項等にいう「外国
法人税」には該当しないことから、当該子会社は特定外国子会社等に該当とは
判断。さらに、外国法人税に該当しないということで外国税額控除の適用も否認
した。
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★８－３ 最高裁判旨

• 最高裁判所は、「実質的にみて、税を納付する者がその税負担を任意に
免れることができることとなっているような税は、法人税に相当する税に
当たらないものとして、外国法人税に含まれないものと解することができ
るというべきである」との見解を示した。

• 一方で、最終的にはガーンジー島の“租税”は、「ガーンジーの法令に基
づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税で
あり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、また、外国
法人税に含まれないものとされている法人税法施行令141条3項1号又は
2号に規定する税にも、これらに類する税にも当たらず、法人税に相当す
る税ではないということも困難である。

• よって、外国法人税に該当することを否定することはできない」と判断、納
税者側勝訴とする逆転判決を下している。
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★８－４ 法令 外国法人税の定義

Q 法人税法69条①項（外国税額控除）の「外国法人税」とは？
A

法人税法施行令141条①項（外国法人税の定義）☚形式的定義
➡外国法令に基づく法人所得税
法人税法施行令141条②項（外国法人税に含まれるもの）☚実質的
➡①超過利潤税、②付加税、③収入課税 定義
法人税法施行令141条③項（外国法人税に含まれないもの）☚実質的
➡①任意の還付請求可能な税、②納付猶予期間を任意に定めること
が可能な税等

最高裁は、③項には該当しないとしている。
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５ 外国法人判例
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★９－１ シルバー精工事件 取引図
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日本法人
X

米国子会社
A

1982年以降プ
リンター輸出

米国法人B

1976年プリンター技術の
米国特許権取得

1983年6月 特許権侵害理由に、米国
関税法337条Xプリンターの輸入差止め
申立て ➡ その後、和解申立て

米国国際貿
易委員会

米国市場での
販売

★９－２ 事案の概要 （和解交渉と課税）

日本法人Xと米国法人Bとの（1983年11月締結）和解契約の内容

• １）Xは既に米国で販売されたBの特許権侵害製品に係るロイヤル
ティ等の支払（約76万ドル）をBに行う。

• ２）Bはこのロイヤルティ支払を条件に一切の権利主張をしない。
• ３）また、この支払金額は今後のX・B間に起こり得る紛争解決の対価
である。

•➡ Xは、Bに対し、本件契約に基づき、計76万米ドルを、源泉税額を
徴収することなく、支払った。

•➡税務署長は、この支払は、所得税法161条7号イの国内源泉所得
に該当するとして、源泉課税をした。
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★９－３ 判決（１審、２審、最高裁とも国敗
訴）
• 最高裁
１）本件支払金額は、米国内における、本件装置の販売に係る、米国
特許権の使用料にあたる。

２）よって、Xの日本国内における業務に関して、支払われたものでは
ない。

３）そうすると、本件支払金額は、所得税法161条7号イの国内源泉所
得にあたる使用料ではない。

理由
なぜなら、当該金額は、Xらが、Bの米国特許権に基づき米国でプリンターを
販売する非独占の限定的実施権の許諾を受けるためのものであり、米国
で販売された場合の米国と特許権の実施料であるからである。
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★９－４ 2名の最高裁裁判官の反対説

本件支払金額は、Xが日本において、プリンターを製造し、その販売を
するについての、本件米国特許権の内容をなす技術等の実施許諾に
対する使用料であるから、

↓

国内源泉所得である。
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★９－５ 参考 ミッチェル事案（昭和60年）

事案

内国法人が外国法人から米国特許及び日本を含む複数国におけるその対
応特許及びノウハウの独占的ライセンスを受けて日本で製品を製造し、製
品の一部を同内国法人の日本子会社を通じて外国に輸出していた。

争点

使用料の源泉地はどこか？

東京地裁

日本で製造された製品の一部が最終的に海外において販売されたとしても、
当該事件では、使用料は特許の根源的使用である製造段階における使用
に支払われるものであったので、使用料全額は日本源泉であるとした。

しかし、使用料については、現在日米条約では免税規定がある。
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６ 非居住者判例
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★１０－１ 武富士 図解

• にほ

61

オランダ法人D

非公開有限責
任会社

T社株式を譲渡
（800口）

800口の内700口
を贈与

T社代表取締役甲
&その妻乙

長男A

東京国税局

贈与税課
税1653億
円

香港居住？
日本居住？

日本居住

★１０－２ 事案の概要

• 消費者金融の武富士の元会長夫妻が、２０００年に相続税と贈与税の法律が改正される前に、１９９９年にオランダの会社の株を長男に

贈与した。このとき、長男は武富士と香港の子会社の役員となっていて、会議のために、日本と香港を往復していました。記録によれば、

１９９７年から２０００年で、おおよそ３分の２は香港で生活し、暮らしていたことは事実。実際に、香港の子会社の実務も行っていた。

• そして、贈与されたオランダの会社は、武富士の株を所有し、それ以外にも日本の国内の財産を保有していました。このまま、相続が発

生すれば、国内にある財産だけではなく、国外にある財産は、すべて相続税がかかった。つまり、長男がこの株を相続すれば、多大な相

続税がかかった。

• ただ、武富士の場合、長男は国外に居たのであり、日本に「居住」が問題となった。さらに、贈与した財産も国外の財産であれば、長男

には、贈与税がかからないという法律であったので、無税で、オランダの会社の株を贈与した。もちろん、日本で贈与の申告もない。

• このあと、贈与した金額が大きいだけに、税務当局の調査が入り、２００５年に、この贈与は租税回避行為として行われたものであり、税

務上、認められないとして、約１３３０億円の追徴課税をしたのです。贈与税であったため、その当時の最高税率の７０％に達しています。

この贈与税は平成１３年に改正されて、最高税率は、７０％から５０％に下げられた。

• 最高裁判決 結論として、最高裁では、この長男への贈与は租税回避行為とは認められず、贈与税はゼロで問題ないとしました。追徴

課税を取り消したのです。そのため、１３３０億円を返還するとともに、今までの利子として４００億円を、国から長男に支払うことを、税務

当局に命じた。 62



★１０－３ 判決の争点

• Q 長男は日本に居住していた場所つまり住所が日本国内か香港
か？長男は、贈与をうけた前後の約３年半の間、６５%以上は香港
で生活していたので、長男の本当の住所はどこか？が問題となった。

• １審 東京地裁2007年5月判決：納税者勝訴

• 2審 東京高裁2008年1月判決：国側勝訴

•最高裁 2011年２月判決：納税者勝訴
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★１０－４ 東京地裁判決（納税者勝訴）

• 「住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当であり、
生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全
生活の中心を指すものである。」

➡一審は、贈与税負担の回避が目的だとしても、香港を生活の拠点

としていた事実は消滅しない。よって、「生活の本拠」は香港にあ

ると判断し、課税の全額取消をした。
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★１０－５ 東京高裁判決（国側勝訴）その１

２審は、長男の香港滞在の動機は、贈与税回避計画を考慮していた。

たとえ、贈与を受けた前後の３年半の間、６５%以上は香港で生活していたとして
も、滞在日数のみで「生活の本拠」を判断すべきでないとした。

そこで、(a) 生活の場所、(b)職業活動、 (c)資産の場所、(d)居住の意思について以
下のように判断した。

武富士の元会長夫婦は、弁護士と何度も打ち合わせを行い、長い年月をかけて、
今回の贈与スキームを作り、長男を香港に居住させてきた。

しかも、長男は、日本にも自宅があり、そこには、家財道具もそのままで、香港に
は移さなかった。仕事も、香港に居たが、インターネットや電話などを使って、武富
士の仕事をしていた。よって、「生活の本拠は日本にあった」と認定。

そのため、この贈与は、あくまで、租税回避行為のために行ったものであり、香港
の滞在日数は、無税になるように調整していたとして、税務当局の課税を適法と
した。
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★１０－５ 東京高裁
その２（詳細な事実認定）

（１）日本の自宅が香港出国後も出国前の状態で維持され、そのまま使用するこ
とができる状態であったこと。

（２）日本滞在時、自宅における生活の実態は、香港滞在以前と何ら変わっていな
いこと。

（３）香港滞在中も日本国内の企業の役員として業務に従事して職責を果たして
昇進していること。

（４）日本国内の企業の経営を引き継ぐことが予定されており、日本が職業活動上、
最も重要な拠点であったこと。

（５）香港に滞在するにあたり、家財道具などを移動したことはなく、衣類程度しか
携帯していなかったこと。

（６）贈与のあった時点で香港に有していた資産の評価額は、国内に有していた資
産の0.1%にも満たないものであること。

（７）香港を生活の本拠とする意思が強いものであったことは認められないこと。
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★１０－６ 最高裁判決（納税者勝訴）

「一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実
体を具備しているかによって決すべきであり、主観的に贈与税回避の
意図があったとしても、客観的な生活の実体が消滅するものではない
から、
現に香港での滞在日数が本件期間中の約三分のニ（国内での滞在
日数の約2.5倍）に及んでいる上告人について前記事実関係の下で、
香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすること
はできない。」

○なお、現在は、贈与する人、贈与される人が、５年を超えてに居住し、
国外財産を贈与する 場合には、税金がかからない。
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７ 国際的租税回避判例
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★１１－１ 映画フィルムリース事件取引図
その１

α 通常用いられる取引形態
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Ｃ組合
（日本）

Ａ米国法人
（映画製作）

日本法人（不動産
業）

融資

出資 受取利息

受取利息

★１１－１ 取引図 その２

β 通常用いられない取引形態
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か？



★１１－２ 事案の概要 その１

米国法人Ｘ投資アドバイザーによる契約のポイント

①日本の投資家を募り、民法上の組合Ｃを結成（投資家は組合員）

②Ｃ組合は、組合員の自己資金と、オランダ法人Ｅ銀行からの借入金
を組合の原資として、Ｂ米国法人から映画購入に係る映画売買契約
を締結。Ｂ米国法人は同様の映画売買契約をＡ米国法人と締結。

③更に、Ｃ組合は、オランダ法人とリース形式で映画配給権付与に係
る映画配給契約を締結。

④Ｄオランダ法人は元々の映画フィルムの所有者の米国Ａ法人とリー
ス契約で映画配給権付与に係る第2次映画配給契約を締結する。
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★１１－２ 事案の概要 その２

当該契約に基づく資金の流れのポイント
①Ｃ組合は、組合員自己資金約26億円とＥ銀行借入金約64億円の計約90
億円を、映画購入代金としてＢ米国法人に払った。
②Ｂ米国法人は、同額90億円をＡ米国法人に対して、映画購入代金として
支払った。
③Ａ米国法人は、Ｄオランダ法人に第2次配給契約リース料として６４億円
払った（本件Ｃ組合Ｅ銀行からの借入金相当額）。
④Ｄ法人は、Ｃ組合に当該借入金相当額６４億円を支払った。
⑤更に、Ｃ組合に戻ってきた資金約64億円はＥ銀行からの借入金と同額で
あり、借入金を返済すれば、Ｃ組合の手元資金は０となる。
⑥Ｃ組合は結局、自己資金26億円を映画製作者のＡ米国法人に支出して
いることとなる。
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★１１－２ 事案の概要 その３

循環金融の問題

•資金は、Ｃ組合 ➡ Ｂ米国法人 ➡ Ａ米国法人 ➡Ｄオランダ法
人 ➡ Ｃ組合 と循環している。

（所有権と逆の周りかた）

（映画の所有権は、Ａ米国法人 ➡ Ｂ米国法人 ➡ Ｃ組合・・・）

循環金融とは、当事者間において、単に外形上、資金を循環させ、あ
たかも、「真正な支払があったかのようにみせかけるところの、課税し
商品にまま、見られるテクニック。」
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★１１－３ 納税者（Ｙ組合員・法人）の経理
処理・主張と課税庁の処分
納税者の経理処理・主張

①Ｙ組合員は、自己出資に係る映画フィルムを器具備品で資産計上
（耐用年数2年）し、減価償却費を損金算入した。その後当該フィルム
ムはＤオランダ法人にリースで配給された。

②Ｙ組合は、本件は映画フィルムの所有権を取得したあとで、リース
事業を行なったと主張した。

課税庁の処分

実質的には、J組合は映画フイルムを購入したのではなく、A米国法人
に対し、映画配給に関する融資を行ったものであるので、組合員であ
るY法人の減価償却費の計上は認められない。
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★１１－４ 大阪地裁判旨（納税者敗訴）

私法上の法律構成説の論理の採用

• 「（契約全体を一体として観察して）諸点を総合すれば、本件取引は
その実質において、Y法人がJ組合を通じてA米国法人の映画興行に
対する融資を行ったものである。」

• J組合やY法人は映画フィルムの所有権を真実取得していない。

• Y法人の減価償却費の全額否認。
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★１１－５ 大阪高裁判旨（納税者敗訴）

私法上の法律構成説そのものを採用
• ①課税は、私法の適用を受ける経済取引が前提
• ②その課税の前提となる私法上の当事者の意思は、経済実態を考慮し
た実質的な合意内容に従って認定すべき。

• ③租税回避の否認の原則的規定がなくとも、租税回避目的がある場合に
は、当事者が真に意図している私法上の事実関係を前提とした法律構成
をして課税要件のあてはめをすべき。

• ④すると、A法人の契約締結にかかる私法上の真の意思は、映画の根幹
部分の処分権を保留したままの資金調達であり、J組合においては租税
回避である。

• ⑤よって、Y法人は映画フィルムの所有権を真実取得していない。
• ⑥映画フィルムに係る減価償却費全額否認。
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★１１－６ 最高裁判旨（納税者敗訴）

最高裁は、下級審（1審、2審）の事実認定や、「私法上の構成説」を採用していな
い。また、各契約を否認していない。

１．本件映画フィルムは、J組合、Y法人の事業の用に供しているということはでき
ない。よって、法人税法31条①項（同施行令13条①項）の減価償却資産ではない
から、減価償却費の計上はできない。

２.何故なら、J組合はB米国法人との映画フイルム売買契約によって映画の所有
権等の権利を取得したとしても、その権利のほとんどが、所有権移転と同日付で
行われた映画配給会社であるDオランダ法人とのリース契約により、Dオランダ法
人に移転しており、J組合は、映画フイルムに対する実質的な処分権限を失って
いる。しかもそのようなY組合から映画フイルムを購入する組合員のY法人は不動
産業であり、映画配給への投資に関心などないと思われるからである。

３．また、J組合のE銀行からの借入金返済は、Dオランダ法人からのリース料入金
で相殺するので、J組合には、債務者としての借入金リスクはないことも、J組合は
この取引において、事業性などないという理由といえるからである。
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★１１－７ 私法上の法律構成説

• 東京大学の中里教授の学説
• 「私法上の法律構成による否認」
• 課税要件事実の認定を当事者間が採用した外観や形式にとらわれず、
当事者が真に意図しているであろう私法上の事実関係を前提として法律
構成し、課税要件の当てはめを行うことによって租税回避行為に対する
否認を行う手法

• 本件取引に即して考えた場合、日本民法1条③項の「権利の濫用」、94条
の「虚偽表示」条項にあてはまり、B米国法人とJ組合の売買取引が無効
となった場合、その背後に「融資契約」の成立を認定する。

• ➡ただし、民法上取引が「無効」とならなければ、取引の変更は不可。
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★１２－１ 米国アップル社事案(ダブルアイリッ
シュ・ダッチサンド型租税回避）取引図
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★米国アップル社事案概要 その１

• 事案の概要
１ 米国アップル社とアイルランド第1子会社（ペーパーカンパニー）はコストシェアリング契約を締
結し、アップル社の無形資産の米国外収益の帰属をアイルランド第1子会社とする。

➡米国の法人税率は35%、アイルランドは12.5%

２ アイルランド第1子会社の管理支配地は英領バージン諸島とする。

➡アイルランドの管理支配地主義により、アイルランド第１子会社はアイルランドで非居住者となり、
法人課税なし。

３ アイルランド第１子会社は、アイルランド第２子会社（従業員がおり、実態のある会社）に無形資
産の使用許諾を行う。

４ アイルランド第2子会社は、その無形資産を利用して、英国内で米国アップル社のアプリ販売行
為を行うため、アップル社の英国子会社に英国の顧客獲得を依頼し、委託手数料を支払う。

５ アップル社の英国子会社により獲得された英国顧客は、広告料をアイルランド第2子会社に支
払う。
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★米国アップル社事案概要 その２

• ６ アイルランド第２子会社は、英国顧客からの広告料収入を原資と
して、オランダ法人にロイヤルティを支払い、オランダ法人は、アイル
ランド第１子会社へロイヤルティを支払う。

•➡それぞれ、アイルランド・オランダ租税条約及びオランダ税制によ
り、源泉所得税は免除。アイルランド第2子会社は[広告料収入ーオ
ランダ法人へのロイヤルティ]の所得にアイルランドでの法人税（税
率12.5%）が課される。米国アップル社は、check the box 制度により、
アイルランド第2会社をアイルランド第１子会社の支店とした。

•➡アイルランド第１子会社は業務実態のあるアイルランド第２子会社
を支店としたことにより、アイルランド第1子会社も業務実態があると
され、米国のタックスヘイブン課税を免れた。
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８．日本の国際関連税制とモンゴル法令
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日本の国際関係税法（重要基本条文）
M：モンゴル国法令との対比状況
１ 移転価格税制（M:一部法令あり）

２ 恒久的施設課税（M:法令なし）

３ 過少資本税制（M:法令あり）

４ 過大支払利子税制（M:法令なし）

５ タックス・ヘイブン対策税制（M:法令なし）

６ コーポレート・インバージョン税（M：法令なし）

７ 外国税額控除制度（M：一部法令あり）

８ 外国子会社配当金の益金不算入制度（M：法令なし）

９ 国外関連者に対する寄附金課税（M:法令なし）

１０ 外貨建取引の換算（M:法令なし）

１１ 非居住者及び外国法人の源泉課税（M:一部法令あり）

１２ 国際消費税（M:法令なし）
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１ 移転価格税制基本条文（措置法66条の
４①）と法体系

（国外関連者との取引に係る課税の特例）

• 法人が各事業年度において、当該法人に係る国外関連者（外国法人で、
当該法人との間に特殊の関係があるものをいう。）との間で資産の販売、
資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、国外関連取引
につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価が独立企業
間価格に満たないとき、又は、当該法人が当該国外関連者に支払う対価
の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所
得に係る法人税法その他法人に関する法令の規定の適用については、
独立企業間価格で行われたものとみなす。

• 法体系 措置法➡同施行令➡同施行規則➡同通達➡TP事務運営要領
＆国税庁事例集 ※最近移転価格ガイドブックを公表した。
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移転価格税制 重要条文

（国外関連者との取引に係る課税の特例）

➡措置法66条の４①

（独立企業間価格：JUP、RP、JPの説明）

➡措置法66条の４②

（独立企業間価格：PS、RPSM、TNMMの説明）

➡措置法施行令39条の１２⑧

（非関連者と通ずる取引への適用）

➡措置法66条の４⑤

（独立企業間価格の推定による更正又は決定等）

➡措置法66条の４⑧

（国外関連者に対する明細書の添付）

➡措置法66条の４⑲
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２ 恒久的施設課税（PE）基本条文（法
人税法141条）と法体系

法人税法141条

外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、
次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める国内源泉に
係る所得の金額とする。

一 PEを有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得

イ 138条①一（国内源泉所得）に掲げる国内源泉所得

ロ 138条①ニから六までに掲げる国内源泉所得

ニ PEを有しない外国法人 各事業年度の138条①ニから六までに掲げる
国内源泉所得

・法体系 法人税法➡同施行令➡同施行規則➡同通達、措置法➡同通達
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恒久的施設 重要条文

（外国法人の納税義務）
➡法法2条、4条
（外国法人の区分）
➡法法141条
（国内源泉所得）
➡法法138条
（恒久的施設帰属所得に係る所得金額の決定）
➡法法142条
（恒久的施設に係る文書化）
➡法法146条の２
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３ 過少資本税制基本条文（租税特別措置
法６６条の５ ①項）と法体系

•内国法人が、各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配
株主等及び資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、
当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供
与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該
内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の３倍に相当する金額
を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外
支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、
その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計
算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。
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過少資本税制・租税特別措置法６６条の５
①項 つづき

• ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債に係る平均負債残
高が当該内国法人の自己資本の3倍に相当する金額以下となる場
合は、この限りではない。
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重要条文１ 国外株主等の定義（措法66条
の５⑤措令39の13⑫）
•次に掲げる関係がある非居住者又は外国法人

①内国法人を支配（発行済株式等の５０％以上を直接・間接に保有）
する関係

②同一の者により支配されている場合の両法人の関係

③内国法人の事業の方針の全部又は一部を実質的に決定できる関
係
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重要条文２ 支払利子の損金不算入額の計
算式（措法66条の５① 措令39の13①）

国外支配株主等に 国外支配株主

国外支配株主等への 係る平均負債残高 － 等の資本持分×３

総支払利子 × 国外支配株主等に係る平均負債残高

計算例：総支払利子 ２００

国外支配株主平均負債残高 １００

国外支配株主資本持分２０

200×４０％＝８０ ・・・支払利子損金不算入額
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４ 過大支払利子税制基本条文（租税特別措置
法66条の５の２（ｱｰﾆﾝｸﾞｽ・ｽﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ・ルール））

（関連者等に係る支払利子等の損金不算入）

•各事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、当該法
人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該事
業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額（「関連者純
支払利子等の額」という。）が当該法人の当該事業年度の調整所得
金額（当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべ
き所得の金額として政令で定める金額をいう。）の百分の五十に相
当する金額を超えるときは、当該法人の当該事業年度の関連者支
払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金
額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入しない。
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重要条文１ 関連者の定義（措法66条の５
の２②措令39の13の２⑧三、⑩）
関連者の範囲

•①直接又は間接に持分割合50%以上の持分割合があるもの

•②実質支配・被支配関係にある者
•③①②の者による債務保証を受けた第三者
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重要条文２ 損金不算入額（措法66条の５
の2①②③措令39の13の２）
関連者純支払利子等ー調整所得金額×50%

•関連者純支払利子等＝関連者支払利子等ー関連者受取利子等

•調整所得金額＝繰欠控除前の所得金額＋関連者純支払利子等＋
減価償却等＋減価償却費等＋受取配当等の益金不算入額＋貸倒
損失等の特別損失

•関連者支払利子等：支払を受ける関連者において日本の法人税、
所得税の課税所得に算入されるものを除く
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重要条文３ 損金不算入額の繰越と超過利
子額の損金算入（措法66の５の３）
損金不算入額の繰越と超過利子額の損金算入

•損金不算入額は7年間繰越し、関連者支払等の額が調整所得金額
の50%に満たない事業年度に損金算入できる。
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５ タックスヘイブン税制基本条文（外国子
会社合算税制）（措置法66条の６①）

•次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の内、本店又は主たる事
務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税
の負担が、本邦におけるその所得に対して課される税の負担に比し
て著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの
（「特定外国会社等」という。）が、各事業年度において、適用対象所
得金額を有する場合には、その適用対象所得金額のうち、その内
国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株
式等の数に対応するものとしてその株式等（株式又は出資をいう。）
の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
（「課税対象金額」という。）に相当する金額は、その内国法人の収
益の額とみなして、内国法人の益金の額に算入する。
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概要 （措法66条の６）

•適用要件を満たす外国法人の所得（適用対象所得金額）に関し、内
国法人の持分相当額を内国法人の収益額とみなして、内国法人の
所得の計算上益金算入する制度
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重要条文１ 適用要件（措法66条の６①②
措令３９の14①）
1) 内国法人がタックス・ヘイブン所在外国関係会社の株式の10%以上を保
有していること

➡その外国関係会社の留保所得の内、当該持分に相当する金額は内国

法人の益金の額に算入する。

2) タックス・ヘイブン所在外国関係とは、その発行済株式又は議決権ある
株式等の50%超が居住者及び内国法人により直接又は間接に所有されて
いる外国法人

3) その本店が所得に対する税を課さない国又は地域に存するもの又はそ
の法人の所得に対する税が所得の20%相当額以下であるものをいう。

4) 外国関係会社が適用除外要件を満たさない又は満たしている場合でも
資産性所得を有していること
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重要条文２ 適用除外基準 （措法66条の６③）

以下の基準をすべて満たした場合は適用除外となる。

①事業基準：株式等の保有、権利の提供等を主たる事業としていない。

②実体基準：本店等所在地国で事務所等の固定的施設を有している。

③管理支配地基準：本店等所在地国で事業の管理、支配、運営を自
ら行っている。

④以下のいずれかの基準

・所在地国基準：事業を主として本店所在地国で行っている。

・非関連者基準：関連者でない者との取引が50%超である。
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重要条文３ 資産性所得の合算課税（措法
66の6④）

•適用除外基準を満たす場合であっても、資産性所得の合算課税の
適用除外に該当しない限り、以下の所得（資産性所得）は、持分割
合に応じて合算課税が行われる。

①株式保有割合の10%未満の株式等の配当・譲渡による所得

②債券の利子・償還差益・譲渡による所得

③特許権・著作権等の提供による所得

④船舶・航空機の貸付による所得
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６ コーポレート・インバージョン対策税制の
基本条文（租税特別措置法66条の９の２）
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

• （特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入）
• 第六十六条の九の二 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が
当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の八十以上の数又は
金額の株式等を間接に保有する関係として政令で定める関係がある場合において、

• 当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するもの
として政令で定める外国法人（「外国関係法人」という。）のうち、本店又は主たる事務所の所在
する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対
して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの
（「特定外国法人」という。）が適用対象金額を有するときは、

• その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の
直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権（利益の配当等、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。）の内容を勘案して政令で定
めるところにより計算した金額（「課税対象金額」という。）に相当する金額は、当該特殊関係株
主等である内国法人の収益の額とみなして当該内国法人の益金の額に算入する。
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概要 （措法66条の９の２から66条の９の５）

•内国法人の株主が、組織再編成により、軽課税国（20%未満の課
税）に所在する外国法人（親会社）を通じてその内国法人の株式の
80％以上を間接保有

• その外国法人が各事業年度における適用対象所得金額のうちその
外国法人の株主である居住者又は内国法人の持分割合に応じて計
算された金額をそれらの者の所得に合算課税

• つまり、この制度は、組織再編成により、内国法人の株主とその内
国法人と間に外国法人を介在させることにより、内国法人の株主が
外国法人を通じて内国法人を間接所有することが前提となっている。
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重要条文 納税義務者 （措法66条の9の2

① 措令39の20の２①②③）

• この税制が適用される内国法人は、「特殊関係株主等である内国法
法人」

• 「特殊関係株主等」とは、「特定株主等」に該当する者及びこれらの
者と特殊の関係のある個人及び法人をいう。
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７ 外国税額控除の基本条文（法人税法69

条 法人税法施行令141条から150条）
法人税法69条

内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場
合には、当該事業年度の所得の金額につき、第66条第1項から第3項
まで（各事業年度の所得に対する法人税の税率）の規定を適用して
計算した金額の内当該事業年度の国外所得金額に対応するものとし
て政令で定めることにより計算した金額（「控除限度額」）を限度として、
その外国法人税の額（「控除対象外国法人税の額」）を当該事業年度
の所得に対する法人税の額から控除する。
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概要 外国法人税 （法人税法69条 法人
税法施行令141条から150条）
外国法人税とは

⇒外国の法令に基づき、外国又はその地方公共団体により法人の所
得を課税標準として、課される税をいう。
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重要条文１ 控除限度額の計算方法（法人税法
69条 法人税法施行令141条から150条）

外国税額控除限度額

以下のAまたはBのいずれか小さい金額

A 当期に納付した控除対象外国法人税額

B 以下の算式に基づいて計算した金額

当期の全世界所得 × 当期の国外所得金額（注）

に対する法人税額 当期の全世界所得金額

（注）国外所得金額とは、全世界所得金額の内、国内源泉所得金額

以外の所得金額をいう。
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重要条文２ 控除不足額、控除余裕額の繰
越 （法令142の２⑦三 法法23の２②一）
控除不足額、控除余裕額の繰越

・控除対象外国法人税＞控除限度額⇒不足額の3年間繰越控除可

・控除対象外国法人税＜控除限度額⇒余裕額の3年間繰越使用可
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８ 外国子会社から受ける配当等の基本条
文（法人税法23条の２① 法令22の４①②）

•内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額がある場
合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に
係る費用の額に相当するものとして、政令で定めるところにより計算
した金額を控除した金額は、内国法人において益金の額に算入しな
い。
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趣旨 （法法23の２①、法令２２の4①②）

•国際間の二重課税を排除すること
•海外からの資金還流を促進

• そのために、内国法人が外国子会社から受ける配当金を無税にす
る制度
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重要条文１ （法法23の２）

•内国法人が外国子会社（25%以上の株式保有（注））から受ける配当
等の額の95%相当額は益金に算入しない。

（注）租税条約の二重課税排除条項が定められている場合は、租税
条約で定める割合によって判定を行う（法令22の4②）。例えば、米、
豪州、ブラジルでは10%以上。仏は15%以上。
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重要条文２ 適用除外（法法23の２②）

適用除外

➀配当等の全部又は一部が、外国子会社の所在地等において、所

得計算上、損金の額に算入されるもの

例）豪州の優先配当、ブラジルの配当

②自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみな

し配当
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重要条文３ 手続き （法法23の２⑤ 法法
39の２ 法法69）

•益金算入の適用を受けるためには、確定申告書に明細の記載及び
書類の保存が必要
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重要条文４ 配当等に係る外国源泉税等の
益金不参入 （法令142の２⑦三）
•配当等に係る外国源泉税等の益金不参入

•益金不算入の適用を受ける場合には、その配当等に係る外国源泉
税等の額は、損金不算入となり、かつ、外国税額控除の適用を受け
られない。
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９ 国外関連者に対する寄附金課税の基本
条文（租税特別措置法66条の４の③）
•法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち、当該法人
に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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重要条文１ 国外関連者の範囲（措法６６の
4①措令39の12①から④）
• この寄付金課税の国外関連者とは、TP課税で定められている国外
関連者であり、内国法人との間に50%以上の資本関係がある外交
法人や実質的支配関係が存在する外国法人が該当する。
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重要条文２ 移転価格税制と寄付金課税の
適用区分の確認 TP事務運営指針

•国外関連者との取引において、金銭その他の資産又は経済的な利
益の贈与又は無償の供与が行われた場合には、その贈与された額
又は供与された額については、寄附金課税の対象

•但し、税務調査では、寄附金課税と移転価格課税の判断が困難な
ので、各費用負担、無利息貸付等の財政的支援を目的としているこ
とが、明らかなものについては、寄附金課税

• この場合、租税条約上の相互協議はない。
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重要条文 法人税法上の寄附金課税 （法
法37）
•一般の寄附金課税

• （A＋B) ×１ ＝損金算入限度額

４

A ： 期末資本金等の額 × 当期の月数 ×0.25 ％

１２

B ： 寄附金支出前の所得金額 × 2.5 ％
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１０ 外貨建取引の換算基本条文（法人税
法61条の8①）

• （外貨建取引の換算）
• 第六十一条の八 内国法人が外貨建取引を行つた場合には、当該
外貨建取引の金額の円換算額（外国通貨で表示された金額を本邦
通貨表示の金額に換算した金額をいう。）は、当該外貨建取引を行
つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
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重要条文１円換算方法・発生時換算法（法法61

の8 61の9 法基通13の2－1－2 所法57の3）

•原則 電信売買相場の仲値（TTM)

•例外（継続適用を条件）
収益・資産・・・・・電信買相場（TTB)

費用・負債・・・・・電信売相場（TTS)
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重要条文２ 期末時換算法（外貨建資産）
（法法61の９法令122の4，7）
➀外貨建債権＆債務・・・・・・・・・発生時換算法又は期末時換算法

②外貨建有価証券

イ）売買目的有価証券・・・・・・・期末時換算法

ロ）償還有価証券・・・・・・・・・・・発生時換算法又は期末時換算法

ハ）イ及びロ以外の有価証券・・発生時換算法

③外貨預金・・・・・・・・・・・・・・・・・・発生時換算法又は期末時換算法

④外国通貨・・・・・・・・・・・・・・・・・・期末時換算法
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１１ 非居住者及び外国法人の源泉課税基本条
文（所得税法212条① 213条①）

•内国法人が、非居住者又は外国法人に対して、国内において所定
の国内源泉所得の支払をする際、これらの源泉所得に対して源泉
税を徴収し、これらをの納付する必要がある。
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１２ 国際消費税基本条文（消費税2条①八
改正法附則42）

• リバースチャージ方式：国外からサービスの提供を受ける場合、国
外の業者は免税で提供し、仕入れ者（買手）である国内の業者が消
費税（VAT)の納税義務を負う。

•通常の場合であれば、サービスの提供者が納税義務を負うが、購
入者側が、納税義務を負う形になっていることから、このように呼ば
れる。

•但し、購入者（仕入者）は仕入税額控除を受けることができる。

122



リバースチャージ方式の概要

• 2008年EJ指令：欧州では、2015年1月以降、電子商取引・電気通信・
放送サービスに課されるVATについて、提供者・受領者の所在地の
如何を問わず、受領者の所在地で課税することとなった。

• 2015年の税制改正で、国外事業者が行う電子経済に係る役務の低
提供については、それが「事業者向け取引」と「消費者向け取引」の
いずれに該当するかによって、それぞれ「リバースチャージ方式」と
「国外事業者申告方式」により納税義務を課する方式に改められた。
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９ GAAR （一般的租税回避条項）
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一般的租税回避条項（GAAR)とは？

• GAAR（General Anti-Avoidance Rules)の特徴

•国内法して規定、課税当局にとって租税回避の対抗立法

• その目的が租税上の便益を得ることのみである取引に対し、租税上
の便益を否認する権限を課税当局に与える規定。その適用対象課
税範囲が広く、所得税、法人税、相続税のほかに、その他の税目に
も適用される一般原則。

• GAARは世界24ｹ国で導入、G20でGAARのない国は、日本、韓国、イ
ンドネシア、サウジアラビア、メキシコ、アルゼンチン、ロシア、トルコ
の8ｹ国。
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★GAAR その２ 日本のGAAR等
個別否認規定

• 過大支払利子税制、過少資本税制、LOB（特典制限条項）

日本のGAAR

• 法人税の負担を不当に減少させる「結果」となる法人の「行為」又は「計
算」の効果を否認し、想定される通常の行為計算に引き直して課税するこ
とを認める行為計算否認規定がある。

• 同族会社の行為計算否認規定（戦前から）
• 組織再編成に係る行為計算否認規定（2001年）

• 連結法人の行為計算否認規定（2002年）

• 事業承継税制に係る行為計算否認規定（2009年）
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★GAARの根拠法

米国型

・IRC 7701条(o) 経済的実質原則（Economic Substance Doctrine : ESD)

ドイツ型

・租税通則法42条（租税回避否認規定）

英国型

・2013年財政法207条（仕組み取引と濫用の判断）

ベルギー型

・GAAR法（私法上のSham transactionの法理）

フランス型

・租税手続法64条（私法上の権利濫用法理）

中国型

・企業所得税法47条（経済実質主義と経済合理的な事業目的）
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★米国型GAAR：IRC 7701条（o) 2010年法

• ESD(Economic Substance Doctrine):租税回避の一般規定である
GAARを新たに規定したのではなく、コモンローにおける公理をベー
スにした。

• ESDの要件と定義

①当該取引が、連邦所得税とは別の実質的な側面において、納税義
務者の経済的状況を変えていること（客観的要件）

②納税義務者が当該取引を行うことについて、連邦所得税とは、別の
実質的目的を有していること（主観的要件）
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★英国型GAAR（2013年GAAR規定:限定的な濫用
防止対策規定➡租税回避防止ではない！）
立証責任 課税当局
否認要件 濫用（Abusive)の判断基準（←avoidance（回避）ではない）

• ①仕組み取引の実質的な成果が、税法規定の立法趣旨にある原則と合
致しているか否か？

• ②その成果を産み出す過程が目論まれ、あるいは、異常な手段を含むの
か？

• ③仕組み取引が税法規定の欠陥を探し出すこと意図したものか？
GAAR適用の判断基準:二重合理性テスト
• ①仕組み取引が合理的な活動か否か？
• ②仕組み取引についての判断を合理的にできるか？
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★コモンローにおける租税回避否認原則（ア
ングロ・アメリカン・アプローチ）
①business purpose (事業目的）

②step transaction(段階取引）

③substance over form(実質主義）

④sham transaction(みせかけ取引）

⑤economic substance（経済的実質）
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ケース 1 

1. オランダ国の A 社が 100％所有する子会社 B はモンゴル国の鉱業権特別許可

を取っている。  

2. A 社は子会社である B 社をオランダ国の C社に 1千万ドルで売却した。  

 

3.                モンゴル国                                                          オランダ国 

 

 

 

 

 

 

4. この取引に対してモンゴル国に税金を納付していない。C 社は B 社の権利特

別許可の買受を希望した。 

5. モンゴル国の法人所得税法の 17.2.7の規定によると権利売却による所得に対

して 30％で課税する。租税条約がなく、取消された。 

6. 課税していない。情報を交換する十分なデータベースがない。  

税法に調整する規定を設ける。（どんな規定があるべきか意見を出す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б社 

 

А社 

Б社 

100% 投資 

1千万ドル 
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ケース 2 

1. モンゴル国の X 社が投資したイギリスの A 社とモンゴル国の X 社が投資した

モンゴル国の M 社との間の取引である。 

2. A 社は M 社から 1トン石炭を 25$で買受けている。M 社は国内の他の会社に 1

トン石炭を 27.5$で売却している。  

 

3.                 イギリス                                               モンゴル国 

 

 

 

 

 

 

 

4. 関連者間の取引で、市場価額より安く売却した。  

5. 法人所得税法 

11.1.本法の 6 条に規定した者の間の取引で、商品を市場価格より安く又は高

く販売した、譲渡した、作業した又はサービスを提供した場合、税務機関が

非関連者間取引で、一類の商品やサービス等の市場価額を基準として課税所

得を計算する。  

11.2.本法の 7.5及び 11.1に規定した基準価額計算を財政担当閣僚が承認する。 

6. 2.5$に対して課税していない。なぜなら、A 社と X 社は関連者と認める証明

がなかったからである。  

7. 国際課税に必要なデータベースを作る (データベースをどのように作るかの意

見を出す) 

 

27.5$ 
М社 

и 

Х社 

А社 
石炭 100% 投資 

100% 投資 

      25$ 
他の会社 
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ケース 3 

1. モンゴル国の A 社、貿易の仲立人の B 社、中国の X 社及び Y 者 

2. 中国の X 社は、A 鉱業会社に排土の作業を行う。排土の作業代として石炭を

貰う契約を結んだ。1 トン石炭は 20 ドル。X 社は石炭を貿易仲立人である B

社を通して中国の Y 者に 1トン 30ドルで売却している。  

3.               モンゴル国                                                         中国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. А 社は鉱業資源使用料及び付加価値税を X 社の所得から充当して納付した。

仲立人の B 社の X 社に譲渡した所得に対して源泉徴収したみなし、課税しな

かった。法人所得税も課税しなかった。  

5. 法人所得税法 

5.4.モンゴル国の非居住納税者に次の法人が含まれる： 

5.4.1.恒久的施設を通してモンゴル国で業務を行う外国の法人； 

17.2.9.モンゴル国の非居住納税者のモンゴル国内で得た所得及びモンゴル源

泉所得である次の所得に対して 20％で； 

1991 年 8 月 26 日に締結したモンゴル国及び中国の租税二重課税防止条約の 5

条の 3 項： 

“恒久的施設とは 18 ヵ月以上継続する建設現場、建設構造物、組立・据付け

の対象物、それらに関連する管理・監督の活動をいう。” 

6. 貿易の仲立人の B 社を X 社の恒久的施設とみなし、法人所得税を課税すべき

だった。また、仲立人が譲渡した所得に対して付加価値税及び工業資源使用

料を徴収すべきである。  

7. 国際課税に関する規定をよく勉強し、法律に盛り込む必要がある (どのような

規定が必要かについて意見を出す)  

 

А社 

 

仲立人 

B 

Х社 

У社 

     

三者間契約 

      25$ 

仲立代  5$ 

   排土の作業 

石炭 

石炭 

石炭 20$ 
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ケース 4 

1. 中国の X 社とモンゴル国の A 社との間の取引である。 

2. 建設組立の契約があり、その契約による作業代の総合額が 8 億トゥグルグで

ある。 

3.               モンゴル国                                                           中国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 建設組立の作業代を契約した相手にではなく、その相手の親会社に納税しな

いで支払った。外国へ譲渡した所得に対して税を徴収していない。  

5. モンゴル国の法人所得税法 

17.2.8.外国法人の恒久的施設が自己の利益を外国へ譲渡した場合、譲渡利益

の 20％で； 

1991 年 8 月 26 日に締結したモンゴル国及び中国の租税二重課税防止条約の 5

条の 3 項： 

“恒久的施設とは 18 ヵ月以上継続する建設現場、建設構造物、組立・据付け

の対象物、それらに関連する管理・監督の活動をいう。” 

6.  

税目 
 

課税すべき額 (トゥグルグ) 課税額 相違 
(トゥグルグ) 

法人所得税 800 000 000*10%=80 000 
000 

0 80 000 000 

付加価値税 800 000 000*10%=80 000 
000 

0  80 000 000 

総合額 160 000 000 0  160 000 000  

 

7. 一般税法に国際課税に関する規定を詳しく設ける。 

 

 
А社 
 

 建設組立 

  

У 親会社 
    組立代 

 8億  

Х 子会社 
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ケース 5 

1. 中国の X 社及びモンゴル国の A 社の間の取引である。  

2. 発電所を建設する契約があり、その料金が 5億トゥグルグである。  

3.  

     モンゴル国                                                      中国 

 

 

 

 

 

 

 

4. 作業料金に対して課税しないで支払った。外国に譲渡した所得に対して税を

徴収していない。 

5. モンゴル国の法人所得税法 

17.2.8.外国法人の恒久的施設が自己の利益を外国へ譲渡した場合、譲渡利益

の 20％で； 

1991 年 8 月 26 日に締結したモンゴル国及び中国の租税二重課税防止条約の 5

条の 3 項： 

“恒久的施設とは 18 ヵ月以上継続する建設現場、建設構造物、組立・据付け

の対象物、それらに関連する管理・監督の活動をいう。” 

6.  

税目 
 

課税すべき額 (トゥグルグ) 課税額 相違 
(トゥグルグ) 

法人所得税 500 000 000*10%=50 000 000 0 50 000 000 

付加価値税 500 000 000*10%=50 000 000 0  50 000 000 

総合額 100 000 000 0  100 000 000  

7. 一般税法に国際課税に関する規定を詳しく設ける。 

 

 

 

А社 

 

   発電所の建設  

Х子会社 

  作業料金 5億  
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ケース 6 

1. 韓国の X 社とモンゴル国の B 社との間の取引である。 

2. 韓国の X 社から映画の上映権を 1億トゥグルグで買受けた。 

3.    モンゴル国                                                          韓国 

 

 

 

 

 

4. ロイヤリティとなる 1 億トゥグルグに対してモンゴル国で徴税しないで、韓

国で課税するように譲渡した。意義がなかったが、モンゴル国で課税できる。 

5. 1992年 4 月 17 日のモンゴル国及び韓国が締結した所得税の二重課税防止条

約： 

12.1 “一方の締約国に発生して、他方の締約国の居住者に支払われた料金（ロ

ヤルティ）に対して他方の締約国が課税する”  

12.2 “しかし、一方の締約国に発生した料金（ロヤルティ）に対して当該国の

国内法に基づいて課税できるが、当該料金を受取側が当該料金の所有者であ

れば当該課税額が料金の 10％を超過しない”  

12.3 “本条にて使用する料金（ロヤルティ）とは本の印刷権利、芸術・科学発

明品、特に各種映画、ラジオ、TV 放送用の番組、コンテンツ等の情報の使用

及び使用権を利用したことに対する各種料金をいう.”  

6.  モンゴル国で課税し、韓国で控除することができる。 

税目 
 

課税すべき額  課税額 相違 

法人所得税 100 000 000*10%=10 000 000 0 10 000 000 

付加価値税 100 000 000*10%=10 000 000 0  10 000 000 

総合額 20 000 000 0  20 000 000  

7. 一般税法に国際課税に関する規定を詳しく設ける。 
 

 

 

 

  

B 社 

 

Х 

子会社 

   料金 100.000.000 

映画 



 7 

ケース 7 

1. モンゴルの Z 社はシンガポールの株式市場で登録されている X 社の子会社で

ある。原料炭を採掘し、販売している。シンガポールの X 社は中国の内モン

ゴルで Y 子会社を設立した。Z 社のモンゴルで採掘した石炭を中国の Y 社が

買受け、他者に販売している。  

2. Z 社は一類の 1 トン石炭を中国の Y 社に 120元、他社に 135元で販売してい

る。契約の条件は同じである。 

3.  

                     ( モンゴル)                                                       ( 中国 ) 

 

 

 

 

 

 

              (シンガポール) 

 

 

 

 

4. 関連者に市場価格より著しい安い価額で石炭を販売した。(2016 он)  

5. 法人所得税法 

11.1. 本法の 6 条に規定した者の間の取引で、商品を市場価格より安く又は高

く販売した、譲渡した、作業した又はサービスを提供した場合、税務機関が

非関連者間取引で、一類の商品やサービス等の市場価額を基準として課税所

得を計算する。  

6.1.納税者と次の関係がある場合、「関連者」とみなす。 

6.1.1.普通株式の 20％以上を所有する；  

6. 一般税法 

74.1.次の行為、不行為により課税所得、所得以外の物を隠した納税者に刑事

上の責務を負わせない場合、税務機関、税務検査官が納税させ、その税の

30％の加算税を課す。 

上記の規定により 3.05億トゥグルグを課した。 

“Z” 社 

 (石炭のマイニング) 

 
 

“Y”    

内モンゴルの子会社 

“Х” 

親会社 

   1 トン 135 元 

 

非関連者 

1 トン 120 元  



 8 

ケース 8 

1. モンゴルの Z 社はシンガポールの株式市場で登録されている X 社の子会社で

ある。原料炭を採掘し、販売している。Z 社のモンゴルでのマイニングの固

定資産がカナダの W 保険会社で保険されている。 

2. Z 社の一年の保険料となる 2.3ビリオントゥグルグをシンガポールの X 親会

社が代わりに支払い、子会社に債務が成立する。  

3.  

                            ( モンゴル )                                      ( シンガポール ) 

 

 

 

 

(カナダ) 

 

 

 

 

4. 財産の保険料をカナダの W 保険会社にシンガポールの親会社が支払い、モン

ゴルの Z社が債務を 2.3ビリオントゥグルグとし、経費としたが、モンゴル源

泉所得となる保険所得に対して納税していない。 

5. 法人所得税法 

4.1.6.「源泉徴収者」とは、納税者に与えた所得に対して本法により課税した

税を源泉徴収し、国家又は地方の予算に納付する義務を負う者をいう。 

17.2.9.モンゴルの非居住納税者の次のモンゴル源泉所得の 20％で；  

6. 「モンゴルの源泉所得で、直接又は電子形式による仕事、サービスの所得」

という規定により 3.4億トゥグルグを課した。  

 

“Z” 社 

(石炭のマイニング) 

“X” 

親会社 

保険会社 

“W” 

保険料-2’300’000’000 

保険のサービス 

債務 
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ケース 9 

1. モンゴルの Z 社はシンガポールの株式市場で登録されている X 社の子会社で

ある。原料炭を採掘し、販売している。 

2. シンガポールの親会社となる X 社は子会社に 50億トゥグルグを投資した。

事実上ではシンガポールの親会社がモンゴルのマイニングプロジェクトを利

用してトロント株式市場で投資を受けた。 

3.  

                             ( モンゴル )                                         ( シンガポール ) 

 

 

 

 

4. 親会社から受けた投資は関連者の間で無償で行ったサービスである。国際金

融市場の平均金利推移で過少資本税制により調整したとみなしている。課税

に関して納付申告になく、源泉徴収していない。 

5. 法人所得税法 

第 14条。損金算入対象金利費用 

14.3.法人税法の第 14 条に“課税対象所得より損金算入対象費用の対象となる

貸付け金利”, 14.3. “出資者の納税者に対する以前の出資金の 3倍を超える当

該出資者の貸付金の金利費用は総課税所得から控除できず、” 

6. ... その出資者に対する配当として課税される”規定に基づいて当該年度の損

金は 50億 Tg削減した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Z”                                

子会社 

 (石炭のマイニング) 

“X” 

親会社 

投資額- 50億 
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ケース 10 

1. C社はモンゴル国内に事業を営む大型石炭プロジェクトの /採掘専門レベル/受
注会社でありオーストラリアの A 社の子会社である。C 社はモンゴル国にて

設立した際にシンガポールの法律に基づいて設立された B 社の子会社である

と登録。シンガポールの法人である B 社はオーストラリア国の A 社の子会社

である。すなわち、B 社、C社とも A 社の子会社である。 

2. オーストラリアの A 社は鉱業分野の最大手であり、数十年にわたる特殊なフ

ィールド抽出操作で世界をリードしています。A 社はモンゴルに事業を営む

ために C 社を設立する必要が生じ、国内法を調査して条約のあるシンガーポ

ールに登録された、資金を通す B 社を設立した。資金提供は 20億 Tg. 

3.  

 

                     ( モンゴル )                                                                             (オーストラリア) 

 

 

 

            

                                       

                                      資金提供- 20億 Tg 

 

(シンガポール) 

             

 

                     

            
            
            
            

4. モンゴル国に登録した C 社を調査した結果、モンゴルで実施されている石炭

プロジェクトの請負会社であり、採掘、フィールド作業をするために重機な

ど高級機械を使用している。当該重機の資金は直接関係するシンガポール登

録の B 社から無金利、返済条件なく調達した。 
5. モンゴル国法人税法の 11.1 の  “本法の第 6 条に規定された者同士が市場価額

より安く、又は高く販売、譲渡、役務提供した場合、税務当局は非関連者間

の類似製品、役務、サービスの市場価額を基準にして課税対象所得を算定す

る”規定,  同法の第 14 条の “損金算入対象金利費用の対象となる貸付金利”の第

14.3規定 “出資者の納税者に対する以前の出資金の 3 倍を超える当該出資者の

“Б”社 

子会社 

 (採掘請負) 

“А”社 

親会社 

 

“В”社 

子会社 
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貸付金の金利費用は総課税所得から控除できず、その出資者に対する配当と

して課税される” との規定をそれぞれ違反している。 

6. 法人税の課税申告に関連計算を添付し、源泉徴収してない違反行為として、

親会社から資金調達のように受け、関連者間で無料金融サービスを提供して、

長期負債額を上昇させた違反に対し、貸付金利は国際市場平均金利で算出、

過小資本税制を適用し、法人税申告に反映してない、源泉徴収してないこと

に関する支払いを負担させた。 

7. 上記を C 社が認めず、国税庁の不服審判所に対して申し出た。C 社は国内法

に基づいて A 社と直接関係はないと出張した。 

8. 不服申し出の内容：法人税法の第 11条の 11.1に“本法の第 6 条に規定された

者同士が市場価額より安く、又は高く販売、譲渡、役務提供した場合、税務

当局は非関連者間の類似製品、役務、サービスの市場価額を基準にして課税

対象所得を算定する” 、同条の 11.2に “本法の 7.5, 11.1に規定された推定課税

方法に関するマニュアルは財務担当閣僚が承認する”とそれぞれ規定している。  

税務職員の調書の別添となる調査時の発覚不正、課税額をみると 2012-2016 
年に行われた 5 年間の資金調達 2,000,000,000.0Tgを借入とし、市場平均金利

を基準として 500,000.0Tgの金利を関連者に支払ったとしている。更に当該 

貸付金利総額を法人税法の第 14条の 14.3規定である過小資本税制の対象とし、

出資金、貸付割合が 3:1を超過した貸付分に対する金利支払いとして配当金と

している。税務職員が上記のように法人税法上に規定されたどの有効な施行

令、通達に基づいて外国から外貨で調達した資金を貸付金とし、どの公式な

情報源に基づいて貸付金利を国際市場平均金利として算出しているかが明確

ではなく、法的根拠ない。国税庁長官の 2007.08.31付第 165号令で承認した 
“関連者間の取引に非現実的な価格を持つ可能性のある、国内の商品、作業、

役務、サービスの種類、市場価格に関する情報源のリスト”に関連者間の貸付

金利は中銀の統計月報 – 商業銀行の貸付平均年利を基準にすると規定されて

いる。外国からの外貨貸付金利に適応する基準に関する規定は現行税法に規

制されておらず、明確ではないことが言及されている。 

 

 



国際課税フォローアップ研修 

2018年 4月 30日－5月 4日 

 

2018年 4月 30
日 

5月 1日 5月 2日 5月 3日 5月 4日 

月 火 水 木 金 

午前 
(9:00-12:00) 

 

研修プレテスト 

モンゴル事例 

研究 

(Case 1～3) 

モンゴル事例

研究 

(Case 4～6） 

モンゴル事例 

研究 

(Case 7～9） 

モンゴル事例 

研究 

(Case 10，11） 

モンゴルの国

際課税関連税

制の改正動向 

小寺・石黒 小寺・石黒 小寺・石黒 小寺・石黒 小寺 

午後 
(13:00-16:00) 

 

モンゴル事例 

研究 

(Case 1～3) 

モンゴル事例

研究 

(Case 4～6） 

モンゴル事例 

研究 

(Case 7～9） 

モンゴルの国際

課税関連税制の

改正動向 

まとめの討議 

研修ポスト 

テスト 

小寺・石黒 小寺・石黒 小寺・石黒 小寺 小寺・石黒 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
3 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
4 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
5 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
6 B.Ariungerel 国税庁、リスクマネジメント課、国家検査官 
7 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
8 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
9 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
10 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
11 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
12 P.Dashbold 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
13 B.Khaliun 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
14 Sh.Batzaya 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
15 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
16 Ts.Tuvshinbayar 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 

17 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
18 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

19 L.Davaasuren Bayanzurkh区税務署、国家検査官 
20 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
21 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 



22 Ts.Undarmaa Songinokhairkhan区税務署、  国家検査官 
23 B.Ochirkhuyag Khan-Uul区税務署、国家検査官 
24 G.Gansukh 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

25 J.Erdenetuul 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

26 N.Enkhsaruul 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

27 B.Purevdulam 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

28 Ts.Enkhnaran 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

29 D.Byambasuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

30 Ch.Sarangerel 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

31 Enkhzul 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

32 D.Ganbat 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 

33 E.Bud 国税庁、税収局、 国家検査官 
 



モンゴル国際関連改正税法
一般税法・法人税法 Q＆A

JIJA専門家

JIJA小寺

2018年5月

1

目次

•国際税務の論点は？
• モンゴル税法はどのような改正が必要なのか？
• ケーススタディとリンクした国際税務論点

•改正のポイントは？
•一般税法での改正ポイントは何か？
•法人税法での改正ポイントは何か？
• タックスヘイブン対策税制は？

2



Q 国際税務の論点を全部上げられます
か？
•法人税法では？
•所得税法では？
•徴収法では？
•一般税法では？

• OEJDモデル条約では？

•国連モデル条約では？
• BEPSでは ?

3

Q みなさんは今の税法をどのように改正す
べきだと思いますか？（総論）
• ケーススタディを終了して、何の税法が足りないか？考えてくださ
い！

•自分の頭で今考えてください！

• Q 立法担当者の方は？

• Q 法人税調査官の方（LTO,税務署）は？

• Q 個人所得税調査官の方（LTO,税務署）は？

• Q 徴収官の方は？

• Q その他一般行政官の方は？

4



Q ケーススタディと改正すべき点を再度リン
クさせて整理してください。（各論）
• Q 各ケーススタディ毎に、どのような法律が必要なのか？法律だけ
でいいのか？施行令は？通達は？考えてください。

• Q 今回のケーススタディだけで、モンゴル国際税務の問題点はす
べてカバーできていますか？

• Q 国際税務の理論的な論点から、ほかに今考えるべきケースはあ
りますか？あれば、自分の頭で、今、ケースを作ってください。

5

改正のポイントは何か？

• Question モンゴルのインバウンド経済に鑑み、税法を改正するにあたっ
て、どの税法のどのような項目を改正することが必要か？

• Answer 国内源泉所得規定、移転価格税制等の充実等、基本的国際

• 税務の規定の具備が必要。

• Reason 何故なら、OEJD等の国際機関は、BEPS等の議論で各国の国際

• 税務規定の統一的整合性を求めてきている。

•

6



一般税法での改正のポイントは何か？ １

• Q 何故、GAARの規定（16条）が入ったのか？

• A 世界の国際的租税回避事例では、もはや、個別的租税回避規定

• であるTPとかPE等の規定では、課税できなくなってきているから。

• R TPとかの規定は要件が厳格、PEとか非居住者に対する国際厳選

• 所得の規定では、課税要件が現実の取引をカバーできない。

• 注意点：個別回避規定のTP等の適用をして、だめなら、一般法のGAARを
適用するというのが、法律理論。「特別法は一般法に優先する。」からで
ある。

7

一般税法での改正のポイントは何か？ ２

• Q 何故、TP条項（19条）が入ったのか？

• R 税務調査の規定が一般税法にあり、移転価格税務調査も含むの

• で、同じ一般税法の規定の中に、TPの概念規定を導入する必要

• があったため。

8



法人税法での改正ポイントは何か？ １

• Q法人税法で一番重要な基本的規定は何か？

• A 外国法人、非居住者の国際源泉所得（4条追加増設）の規定である。

• R 国際税務の基本概念が「国内源泉所得」規定であり、外国法人、

• 非居住者はこの「国内源泉所得」にしか、課税できないからであり、

• 国内源泉所得の規定が整備されていないと、課税漏れが多く生

• じるので。日本でも、法人税、所得税の国際税務パートの最初に

• かなり詳細な概念が規定されている。

9

法人税法での改正ポイントは何か？ ２

• Qモンゴルの資源産業等の重要性から、法人税法で一番重要な基
本的規定は何か？

• A PE（６条新設）の規定である。

• R１ 外国法人がモンゴルで資源採掘作業を行う形態は、まず、作業
場、工場、支店、子会社等様々なPE形態があるので、整理して、詳
細な国内法を規定しておかないと、課税漏れが発生する。

• R2 条約のPR規定は簡単すぎて、現実の問題に対処できない。

• R3 BEPSで、PEの課税漏れを防ぐ、要件の追加が行われている。こ
れに、BEPS条約の加盟でもOKだが、それだけでは足りず、国内法の
整備をしないと、モンゴルの課税漏れが生じる。

10



法人税法での改正ポイントは何か？ ３

• Q国際税務の理論的、実務的観点から、法人税法で一番重要な規定は
何か？

• A TP（13条新設）の規定である。
• R１ 現在問題となっている国際取引は、ほぼすべて親子会社間の海外
取引であり、この取引に関し、詳細な課税規定がない国は相当の課税漏
れが生じる。

• R2 TP規定は、OEJD、BEPS等でも盛んに検討が行われ、実務に大はばに
影響をもたらす重要な理論的改訂が行われているので、それに追いつく
だけでも、相当の年月が必要。

• R3 TP法律だけでは、実務上対処できない。日本では、かなりの量の施
行令、通達がある。それを整備、充実させるだけでも、かなりの年月がか
かる。

11

法人税法での改正ポイントは何か？ ４

• Q移転価格で一番重要な規定は何か？

• A TP文書化条項（31条補充新設）の規定である。

• R１ もはや、大規模で複雑な国際取引を行っている、親子会社について
は、法人税調査官が税務調査に入ってから、調査対象法人に、取引関連
の資料、移転価格税制の観点からのTPM（移転価格算定方法：JUP法等）
の検討状況を求めていては、調査が不十分となる。

• R2 そのため、当該大規模取引をしている法人からは、文書化という制度
で、親子関連会社の所在する国別の報告書（カントリーレポート：納付税
金等定量的な資料）、事業報告書（マスターファイル：無形資産のポリシー
等の定性的資料）、そして、調査上最重要のローカルファイル（TPM資料
等）を確定申告時期まで準備させるようにしている。

12



法人税法での改正ポイントは何か？ ５

• Q 問題となっている親子会社間における、不相当の高額の支払利子の送金に対処す
るのは、過少資本税制だけで良いのか？

• A 過大支払利子税制（17条新設）の導入が必要。

• R１ 過少資本税制（BS方式）だけでは、不十分。

• 所得を基準とした利子の高額判定（PL方式）で課税漏れが

• チェック可能な場合もあるから。

• R2 過大支払利子税制は親子いずれからの支払でも適用可能。

• （過少資本税制は子会社からの利子支払のみに対処）

★ただし、過少資本税制の適用で課税漏れが防げる場合もあるので、過少資本税制は
削除してはいけない。日本は過少資本税制、過大支払利子税制の両方規定している。

13

法人税法での改正ポイントは何か？ ６
今後の大きな国際課税問題：タックスヘイブン

Q タックスヘイブン想定問題

「あるモンゴル法人の親会社がイギリス領バージン諸島にある子会社と取引を
行っており、子会社はモンゴルの親会社から製品を仕入れ、第3国に輸出してい
る。どうも、この子会社は親会社よりも、利益をため込んでいるらしい。モンゴル親
法人の社長の父親もこのタックスヘイブンにある子会社の株主である。また、この
モンゴルの親会社は、この子会社から、多額の借金をしており、そのため、多額
の利利子を親会社は子会社に支払っている。この親会社は、ある鉱石採掘の技
術をモンゴルで登録しており、それを、子会社に最近譲渡するとのことだ。この技
術は親会社が他の外国法人に使用許諾しており、ライセンスフイーを収受してい
ると聞く。近い将来、子会社はそのライセンスを第三国の法人に売却する予定で
ある。なお、この子会社は親会社に配当をしている。」

→Q このような架空の想定事実に対し、今のモンゴル税法ではどのような検

討ができるのか？

14



国際課税上級研修 

2018年 8月 27日－8月 31日 

 

2018年 8月 27
日 

8月 28日 8月 29日 8月 30日 8月 31日 

月 火 水 木 金 

午前 
(9:00-12:00) 

 

（事前テスト） 

モンゴル国際課

税税制改正の方

向性 

移転価格事例

研究 

移転価格事例

研究 

移転価格事例 

研究 

移転価格事例 

研究 

小寺 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 

午後 
(13:00-16:00) 

 

無形資産と TPM 
(Transfer Pricing 

Methods) 

移転価格事例

研究 

移転価格事例

研究 

移転価格事例

研究 

(事後テスト) 

まとめの討議 

小寺 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 全専門家 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
3 N.Jargaltsetseg 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
4 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
5 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
6 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
7 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
8 B.Ariunchimeg 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
9 N.Tuul 国税庁、研修センター、国家検査官 
10 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
11 Ts.Tuvshinbayar 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 

12 B.Batchimeg 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
13 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
14 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
15 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
16 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
17 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
18 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
20 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
21 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 



22 Ts.Ishjamts 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
23 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
24 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
25 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
26 Sh.Batzaya 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
27 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
28 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
29 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

30 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
31 J.Erdeneburen 首都税務所、行政課、 国家検査官 
32 B.Khaliun 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
33 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
34 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 
35 Ts.Undarmaa Songinokhairkhan区税務署、  国家検査官 
36 J.Uyanga 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
37 S.Naranbaatar Dornod 県税務署、国家検査官 
38 Ts.Unurmunkh Orkhon県税務署、国家検査官 
39 S.Duubayar Umnugovi県税務署、 国家検査官 
40 L.Munkhtuul 国税庁、法務課、国家検査官 

 



日本の移転価格文書化
TPで最も重要な分野

専門家

小寺
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•文書化制度とは
•①多国籍企業グループが作成を求められる文書と提供期限

•②国外関連取引を行なった法人が作成を求められる文書の作成、
取得、保存義務



文書化制度とは

• BEPSプロジェクト行動１３を踏まえ、平成28年度税制改正により整備
された日本のTP文書化制度に置いて作成が求められる文書

•作成者により、
①「多国籍企業グループが作成を求められる文書」

②「国外関連取引を行なった法人が作成を求められる文書」

の2種類に分類される。

①多国籍企業グループが作成を求められる
文書と提供期限
イ 最終親会社等届出事項

提供期限：最終親会計年度終了の日

ロ 国別報告事項

提供期限：最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内

ハ 事業概況報告事項

提供期限；最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内



②国外関連取引を行なった法人が作成を求めら
れる文書の作成、取得、保存義務

イ 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類

従前の措置法規則22の10①各号規定の書類

しかし、平成28年度税制改正において、記載項目の明確化及び

BEPSプロジェクトの勧告に伴う記載項目の追加が行われている。

ロ 同時文書化

一定の国外関連取引規模のある法人については、作成義務者の

確定申告書提出期限までに、同書類を作成または取得し、保存し

なければならない、という義務。

多国籍企業グループ作成文書の提供義務
の判定 Reporting Entity

•判定の順序
•①「企業グループ」に該当すること
•②「多国籍企業グループ」に該当すること
•③「特定多国籍企業グループ」に該当すること
•④「構成会社」に該当すること。



企業グループとは？（Enterprise groups)

•次のものが該当する。

• ア 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表が作成されるも
ので、次の集団を除くもの。

• （ア）その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が、
他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合における
その企業集団

• （イ）その企業集団における支配会社等の財産及び損益状況が、他
の企業集団における支配会社等の株式を金融商品取引所等に上
場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表に連結して記
載される場合におけるその企業集団

• イ その企業集団の内、その企業集団における支配会社等の株式
等を金融商品取引所等に上場するとしたならば、連結財務諸表が
作成されることとなるもので、次の集団を除くもの。

• （ア）その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が、
他の企業集団等の連結財務諸表に連結して記載される場合におけ
るその企業集団

• （イ）その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が、
他の企業集団における支配会社等の株式を金融商品取引所等に
上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表に連結して
記載される場合におけるその企業集団



多国籍企業グループ（MNE group)

• 次のものが該当する。
• ア 企業グループの構成会社等の居住地国が2以上のもの

• イ 企業グループの全ての構成会社等の居住地国が同一である場
合にその居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループ
のいずれかの構成会社等に係る恒久的施設を通じて行われる事業
から生じる所得に対し、その居住地国以外の国又は地域において
課される法人税又は法人税に相当する税があるもの

特定多国籍企業グループ（Specified MNE
Group)

•特定多国籍企業とは、多国籍企業グループのうち、直前の最終親
会計年度における多国籍企業グループの総収入金額が１０００億円
以上のものが該当する。

• なお、総収入金額は、多国籍企業グループの連結財務諸表におけ
る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額

• また、売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額については、
例えば、売上高のほか、受取利息及び有価証券利息、受取配当金、
有価証券売却益、為替差益、引当金戻入益、持分法による投資利
益、固定資産売却益、負の暖簾発生益などの科目により、連結財務
諸表により計上されているすべての収益の金額が含まれるとされて
いる。



構成会社等（Constituent Entity)１

• つぎのものが該当する。
• ア 企業グループの連結財務諸表が作成されている場合

• （ア）企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が
連結して記載される会社等

• （イ）企業グループの連結財務諸表において、重要性の乏しいことを
理由として連結の範囲から除かれる会社等のうち、その企業グルー
プの他の会社等に議決権の過半数を所有されていることその他の
事由により意思決定機関を支配されている会社等

構成会社等（Constituent Entity)２

• つぎのものが該当する。
• イ 企業グループの連結財務諸表が作成されていない場合
• （ア） 企業グループにおける支配会社等の株式等を金融商品取引
所等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表に
その財産及び損益の状況が連結して記載される会社等

• （イ）企業グループにおける支配会社等の株式等を金融商品取引所
等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表にお
いて、重要性の乏しいことを理由として連結の範囲から除かれる会
社等のうち、その企業グループの他の会社等に議決権の過半数を
所有されていることその他の事由により意思決定機関を支配されて
いる会社等



最終親会社等（Ultimate Parent Entity)

•最終親会社等とは、企業グループの構成会社等のうち、その企業グ
ルプの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算におい
て所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の財
務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているもので
あって、その親会社等がないものが該当する。

最終親会社届出事項 １

•①概要：最終親会社等及び代理親会社等に関する情報を記載した
文書

【提供義務者】

特定多国籍グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設
（PE)を有する法人

【届出事項】

最終親会社等及び代理親会社の名称、本店又は主たる事務所の所
在地

【提供期限】最終親会計年度終了の日までに、e-taxにより所轄税務署
長に提供



最終親会社届出事項 ２

• 【届出様式】

•特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親
会社等届出事項・国別報告事項、事業概況報告事項の提供者が複
数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供

• 【適用開始】
•平成28年4月1日以後に開始する最終会計年度

最終親会社届出事項 ３

•②記載要領

•最終親会社届出事項及び特例に係る事項は、最終親会社届出等
様式に記載されている情報をe-taxにより提出される。



国別報告事項 １

•①概要：多国籍企業グループの各国・地域別の収入金額、税引前え
当期利益の額、納付税額、その他の事項に関する情報を記載した
文書

• 【提供義務者】

•条約方式：特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人
（最終親会社又は代理親会社等に該当するものに限る）

•子会社方式：特定多国籍グループの構成会社等である内国法人
又は恒久的施設（PE)を有する法人

• （最終親会社又は代理親会社等を除く）

国別報告事項 ２

• 【報告項目】

• 特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ご
との

• ①収入金額、税引前当期利益の金額、納付税額、発生税額、資本金の
額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産の額

• ②構成会社等の名称、構成会社等の居住地国と本店所在地国が異なる
場合のその本店所在地国の名称及び構成会社等の主たる事業の内容

• ③参考事項

• 【提供期限等】最終会計年度終了の日の翌日から1年以内にe-taxにより
所轄税務署長に提供



国別報告事項 ３

• 【報告様式】
•特定多国籍企業グループに係る国別報告事項、表１から表３
• 【使用言語】英語
• 【罰則】

•正当な理由なく、国別報告事項を期限内に提供しなかった場合には
３０万円以下の罰金

• 【適用開始】
•平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度

国別報告事項 ３

•③最終親会社等又は代理親会社等が外国に所在する場合
（原則）

•最終親会社等又は代理親会社等が外国に所在する場合には当該
最終親会社等又は代理親会社等がその居住地国の税務当局に提
供したCbCRが当該外国の税務当局から我が国税務当局に提供され
るため、原則として、特定多国籍企業グループの構成会社である内
国法人又は在日PEを有する外国法人には国別報事項の提供義務
は生じない。



国別報告事項 ４

•③最終親会社等又は代理親会社等が外国に所在する場合
（例外）

•但し、我が国税務当局が外国の税務当局からCbCRを入手できない
と認められる次のア、イ、ウの場合に該当するときには前述の子会
社方式が採用される。

• つまり、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又
は在日PEを有する外国法人は、国別報告事項を、最終会計年度終
了の日の翌日から１年以内にe-taxにより、所轄税務署長に提供す
る必要がある。

国別報告事項 ５

• ア） 最終親会社等又は代理親会社等の居住地国において、最終
親会計年度に係るCbCRの提供を求めるための必要な措置が講じら
れていない場合

• イ） 財務大臣と最終親会社等又は代理親会社等の居住地国の権
限ある当局との間の適格当局間合意がない場合

• ウ） 最終親会計年度の終了の日において、最終親会社等又は代
理親会社等の居住地国が、CbCRの提供を我が国に対して行うこと
ができないと認められる国・地域として国税長官に指定されている場
合。



国別報告事項 ５

• 情報交換制度と国別報告事項の提供義務
• （原則）
• 外国に所在する最終親会社等又は代理親会社等が外国税務当局に提
供したCbCRは、原則、我が国との租税条約に基づく情報情報交換制度に
より、我が国国税当局（所轄税務署長）に提供される。

• 従って、当該外資系特定多国籍企業グループの内国法人や支店は我が
国において国別報告事項の提供義務が生じない。

• （例外）しかし、前述の例外ア）、イ）、ウ）に該当することにより、我が国国
税当局が租税条約等に基づく情報交換制度により、外国税務当局から
CbCRの提供を受けることができないと認められる場合には、内国法人、
支店は我が国における国別報告事項の提供義務者となる。

国別報告事項 ６

•④我が国の最終親会社が外国法人を代理親会社等に指定する場
合又はボランタリーファイリングを利用する場合

• （原則）

•我が国の最終親会社等が我が国国税当局に提供した国別報告事
項は、前述のとおり、原則、我が国が締結している租税条約等に基
づく情報交換制度により、構成会社等の居住地国の税務当局に提
供される（条約方式）。

•従って、外国の構成会社自らが、その居住地国の税務当局にCbCR

の提供を行う必要はない。



国別報告事項 ７

• ④我が国の最終親会社が外国法人を代理親会社等に指定する場合又
はボランタリーファイリングを利用する場合

• （例外）
• しかし、次の場合に該当する外国構成会社等については、当該構成会社
等の所在地国の税務当局に対して我が国国税当局より国別報告事項が
提供されないので、その所在地国の法令により、当該外国の構成会社自
らが、その外国の税務当局にCbCRを提供（子会社方式）する必要が生じ
る場合がある。

• ア）特定多国籍企業グループの外国の構成会社等で、所在地国の法令
により、当該会計年度のCbCRの提供が義務付けされている国に所在する
構成会社等 イ）我が国国税当局との間でCbCRの情報交換を行うことが
できないと認められている国に所在する外国の構成会社等



無形資産とTPM
（BEPS議論を前提に）
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A TPM

• Q TPMを口頭で説明できるか？

•日本のTPM体系

•残余利益分割法の計算フォーミュラ

3

Q 以下のTPMについて、何も見ないで、口
頭で簡単に説明してください。
●基本3法

JUP、RP、JP

●その他の方法

PS（比較PS、貢献度PS、RPSM）

TNMM（ベリーレイシオ法、売上高営業利益率法＆総費用営業利益
率法）

★計算方法は事例集の計算例を基に、別紙に添付。
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日本のTPM体系

①棚卸資産取引に適用するTPM

Group A(基本）
★JUP法、RP法、JP法、PS法、TNMM

Group B（各法を組み合わせる、また、実際の比較対象取引でなく、市場の
相場等を比較対象取引として使用）
★JUP法、RP法、JP法、PS法、TNMMに準ずる方法と呼称。
②棚卸資産以外の取引に適用するTPM

GroupJ (役務提供、無形資産の使用許諾取引等）
★JUP法、RP法、JP法、PS法、TNMMと同等の方法
GroupD（各同等の方法を組み合わせる）
★JUP法、RP法、JP法、PS法、TNMMに準ずる方法と同等の方法と呼称。

5

残余利益分割法の計算フォーミュラ

基本的（営業）利益の計算

[P親会社の基本的利益の計算]

[S子会社基本的利益の計算]

残余利益の分割ファクターによる案分計算

6



Q 基本的利益の算定とは？

Ｑ 基本的利益とは

•重要な無形資産を有しない非関連者間取引において、通常得られ
る利益

Ｑ 基本的利益の算定とは？

例えば、

①その国外関連取引の事業と同種の事業を営み

②市場、事業規模等が類似する法人（重要な無形資産を有する法人
を除く）の事業用資産又は売上高に対する営業利益の割合等で示さ
れる利益水準指標に基づいて算定される。

7

Q TNMMとRPSMで良く使用される利益水準
指標（PLI)とは？
１） 対売上高営業利益率

＝営業利益÷売上高

➡事業活動がPLの販売管理費に反映される販売会社に適する。

２） 対営業費用売上総利益率(ベリー比）

＝売上総利益÷営業費用(販売管理費）

➡商社等に適する。

３） 対営業資産営業利益率（ROA)

＝営業利益÷営業資産

➡設備産業である資本集約型の製造会社に適する。

４） 対総費用営業利益率（Net Cost Plus)

＝営業利益÷[原価＋販売管理費]

➡労働集約型の製造会社又は役務提供会社に適する。
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Q 比較対象法人が複数ある場合の独立企
業間価格の算定
事務運営要領３－５

原則：当該比較対象利益率等の平均値

例外：中央値など

条件：当該比較対象利益率等の分布状況に応じた合理的な値

が他に認められ場合。

★中央値とは、例えば、四分位法における第２四分位をいう。

9

P親会社の基本的利益の計算

• P 親会社 売上高 400

• 営業利益 40  

• 営業利益率 0.1 (10%)

• P親会社と同じ国に所在し、重要な無形資産を含まない第三者法人
数社における統計的に妥当な営業利益率

• 第三者営業利益率 0.0625(6.25%)    

•★P親会社の基本的利益＝P親会社の売上高×第三者営業利益率

•＝400×0.0625=25
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S子会社基本的利益の計算

• S 子会社 売上高 300

• 営業利益 60

• 営業利益率 0.2(20%)

• S子会社と同じ国に所在し、重要な無形資産を含まない第三者法人
数社における統計的に妥当な営業利益率

• 第三者営業利益率 0.05(5%)   

•★S子会社の基本的利益＝S子会社の売上高×第三者営業利益率

• ＝300×0.05＝15

11

残余利益の計算

• 残余利益の計算

• P＆S社の合算営業利益40 ＋60=100

• P&S社の基本的利益＝25＋15＝40

•残余利益＝100－40＝60 
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R&D 費用等を分割ファクターとする残余利益の
分割計算

P 親会社のR&D 費用 40 

S子会社のR&D 費用 20

• 構成比40 : 20=2 : 1

P 親会社の残余利益= 全体の残余利益60×2/[2＋1]＝40

S 子会社の残余利益=全体の残余利益60×1/[2＋1]＝20

13

P&S社のあるべき最終（営業）利益

• P 親会社 =基本的利益 25＋残余利益 40＝65

• S 子会社. =基本的利益 15＋残余利益Residual 20=35

• 5  移転価格課税対象所得

P 親会社

=当初の営業利益 40（課税済）＋TP課税所得25(＝65-40)＝65

S 子会社

=当初の営業利益60(課税済)－TP減額更正所得25=35

14



B BEPS議論と無形資産

15

BEPS 行動８（無形資産に係る移転価格ルー
ル）についての勧告の内容は
• １ 無形資産の定義をする
• ２ 無形資産のリターンの帰属について
• ３ TPMについて

16



無形資産とTPルールの勧告をした理由

•知的財産等の無形資産は、それぞれがユニーク
• グループ内取引が多い
•比較可能な独立企業間取引がないケースが多い
•以上により、適正価格の算定が困難

• そのため、無形資産を軽課税国に所在する経済実体のない関連会
社に低い対価で移転し、そこで多額の利益を上げることで節税する
多国籍企業があった。

17

無形資産の定義

• BEPS最終報告書では、幅の広い概念を採用した。

•無形資産を「例示」で列挙するという構成をした。
•定義：無形資産とは、
•①有形資産又は金融資産ではないもので、
•②商業活動における使用目的で所有・管理でき、

•③比較可能な独立 当事者間取引で使用・移転するときに対価が支
払われる資産

18



無形資産の例示

•特許
• ノウハウ
•企業秘密
•商標
•商号
• ブランド
•契約上の権利

など

19

無形資産に関するリターンの帰属

• 各企業は、無形資産の開発・改善・維持・保護・使用に伴い創造した価値
に基づき、リターンを受ける。

• 開発（Development)

• 改善（Enhancement)

• 維持（Maintenance)

• 保護（Protection)

• 使用（Exploitation)

• DEMPE （でんぴー）と呼ばれている。

• つまり、多国籍企業グループ構成企業は、単に法的所有権を有するのみ
では、必ずしも、無形資産に由来する収益の配分を受けられない。

20



無形資産の価格算定方法について

•無形資産の関連者間での譲渡につき、信頼できる比較対象取引が
特定できない場合、その譲渡価格の算定方法として、

➡「評価技法」（Valuation Technique)が使用可能とされた。

具体的にはDJF法（Discounted Jash Flow)

これは、無形資産から生じる将来cash flowを現在価値に割引いたも

のをもって、その無形資産の譲渡価格とする。

• また、評価困難な無形資産については、一定の場合
➡「所得相応性基準」を適用することとなった。

21

DCF法

•企業が生み出す収益(将来のフリーキャッシュフロー）を基準に企業
価値とする方法

•具体的には、フリーキャッシュフローを、割引率という指標で割り引
いて現在価値としその合計を事業価値とする。

22



所得相応性基準とは？

• OEJDガイドライン第６章に入ることとなった。

•米国・ドイツではすでに採用されている。

•取引時点での事前の正確な評価が困難な無形資産については、事
前の予測と事後の実績に著しい差異が生じる。例えば、子会社に知
的財産権を８０万円で譲渡したものの本来の価値は１０００万円だっ
たのではないか？という問題

• このような問題について、「事後の結果に基づいて、事前予測の評
価をおこなうとする理論」が所得相応性基準である。

23

Q 所得相応性基準は独立企業の原則に反
するか？
• BEPS最終報告書

• 結論 反しない。

• 理由 独立企業間においては、評価が困難な無形資産については、たと
え、当初の譲渡価格を保守的に見積もり、低く設定していたとしても、

• 商品化の成功等、事後の結果によっては、当初の譲渡価格について再交
渉を行ったり、譲渡先における売上等に連動させ、譲渡元に追加的な支
払を行うという行動をとることが考えられる。

• そうであれば、評価が困難な無形資産について、低い譲渡による１回の
取引で済ませてしまっているような企業ある場合には、当初の譲渡価格
を再交渉したかのごとく引き直すことは、たとえ事後の結果に基づいてい
たとしたも、独立企業の原則には反しない。

24



Q 日本の税務上の無形資産とは？

法人税法施行令13条8号

鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商

標権、ソフトウエア、育成者権、公共施設等運営権及び営業権を減価償

却すべき無形固定資産として列挙している。

措置法基本通達６６－４（３）－３(注）１

売手又は買手の使用する無形資産（著作権、法人税法基本通達20

－1－21に定める工業所有権の他、顧客リスト、販売網等の重要な

価値のあるものをいう。）・・・

法人税法基本通達20－1－21

業界動向、売上高等の統計データ、分析鑑定業務等は無形資産にならな

い。

25

C OECD・移転価格ガイドラインと無形資産

26



OECD移転価格ガイドライン新6章

•新6章は、無形資産取引に係る独立企業間価格の新たな算定方法
として、評価テクニックの使用、及ぶ評価困難な無形資産に関する
移転価格ルールについて規定する。

•①評価テクニックの使用（Use of valuation technique)

• （DJF法の使用）

•②評価困難な無形資産（Jommensurate with income standard)

• （所得相応性基準の使用）

27

評価テクニックの使用（Use of valuation 
technique)

• OEJD移転価格ガイドライン新6章D2.6.3

• 「評価テクニックを基礎とした所得の使用、とりわけ、評価対象とされ
た無形資産の使用から得られると予測される将来的な所得の動向
あるいはキャッシュフローの割引現在価値の計算を前提とした評価
テクニックの使用は、適切に使用される場合には、特に有用」

28



評価困難な無形資産について

•新6章（新パラ６.185)

• 「比較可能な状況における独立企業であれば、無形資産の評価に
おける高い不確実性に対処するためのメカニズム（例えば価格調整
条項を導入すること）に同意するとみられる場合には、

•税務当局は、そのようなメカニズムを基礎として無形資産又は無形
資産に係る権利に関する取引の価格を算定することが許容される
べき。

•同様に、比較可能な状況における独立企業であれば、事後に生じた
事象が極めて根本的なものであり、その発生により、取引価格の将
来的な再交渉が見込まれると考える場合には、そのような事象は、
関連者間取引の価格算定の修正をもたらすべき。」

29

D 日本のTP裁決・判例における無形資産
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審判所裁決事案 1 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

ステアリングギア「等」に
関する技術ライセンス

主なテリトリー
米国

他の日本法人 独立第三者

ステアリングギア「のみ」
に関する技術ライセンス

テリトリー：韓国等

国外関連取引

比較対象取引

ロイヤルティ？

ロイヤルティ

31

課税庁の処分＆主要争点

•課税庁の処分
•非関連者間のステアリングのギヤの製造ノウハウのライセンス取引
を比較対象取引として選定し、独立価格比準法と同等の方法で課
税する。

•主要争点
•課税庁は独立価格比準法と同等の方法を用いて課税しているが、
このTPMの観点から、国外関連取引と比較対象取引のライセンス取
引に類似性はあるのか？

•➡請求人は類似性はないと主張。
•類似性がなければ、差異調整の必要性があるのではないか？
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審判所の事実認定（ライセンス取引に関し
て）と判断

•対象技術については、国外関連取引はステアリングギア、ステアリ
ングコラム、及びウォーターポンプであり、比較対象取引はステアリ
ングギアだけであるが、ロイヤルティレートはいずれも売上の３％で
ある。

• テリトリーについては、国外関連取引と比較対象取引はそれぞれ、
米国と韓国というように異なるが、米国の自動車部品製造業のデー
タ約200件の内40%のロイヤルティレートが売上の３％であり、韓国
においても６０％が同様に３％であった。

•契約締結年月については、国外関連取引は1989年11月であり、比
較対象取引は1990年の12月であるが、その前後の期間を含めて、
自動車部品業界のロイヤルティ料率の多くが３％であった。
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審判所の結論と理由

•結論
国外関連取引と比較対象取引に類似性はある。

差異調整不要。

•理由は？

34



審判所裁決事案 2 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

輸送用機器の駆動系及
び制御系部品の製造技
術ライセンス

他の日本法
人

独立第三者

国外関連取引

比較対象取引

ロイヤルティ ％ ？

自動車部品の製造技術ライ
センス（技術援助契約）23件

ロイヤルティ
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法で課税する。
• その際、比較対象取引とした23件の技術援助契約の内18件のロイヤル
ティ料率が３％を適用しているので、業界の標準的なロイヤルティ料率は
3%と認められることから、適用すべきロイヤルティ料率は３％である。

• 主要争点
• 課税庁は独立価格比準法と同等の方法を用いて課税しているが、この

TPMの観点から、国外関連取引と比較対象取引のライセンス取引に類似
性はあるのか？

• ➡請求人は類似性はないと主張。
• 類似性がなければ、差異調整の必要性があるのではないか？

36



★独立価格比準法に準ずる方法と同等の
方法
•審判所の解釈

• 「比較対象取引の選定に当たっては、その範囲を広げ、類似した無
形資産取引から類推して独立企業間価格を算定する方法であると
解される。」

37

審判所の事実認定（ライセンス取引に関し
て）と判断

• ３％の料率は比較対象取引23件中18件のみ。

•請求人が国外関連者に供与する部品製造のための技術情報と比
較対象取引間での技術情報は異なる。

•国外関連取引と比較対象取引の形態が異なる。
•以上から、３％の料率であるとする理由は不十分。
• しかし、課税庁の選定した比較対象取引は、いずれも、２％以上。

• また、国外関連取引と比較対象取引の輸送用機器も駆動系部品及
び制御系部品としての機能は同一。
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審判所の結論と理由

•結論
国外関連取引比較対象取引には類似性がある。

差異調整は不要。

ロイヤルティ料率は２％でOK。

•理由は？

39

審判所裁決事案 3 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

無形資産供与取引等
３つの取引

１
２

３

40



課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 電子部品製造販売・無形資産供与等の取引に残余利益分割法で課税
• 主要争点
• ①国外関連者から配当受領しているからTP課税不要か？

• ➡請求人はTP課税不要と主張。

• ②JUP,RP,JP等の基本３法を使える、「一の取引」ではないか？

• ➡請求人は「一の取引」であると主張。
• ③取引単位ごとに残余利益分割法を使用するのではないか？
• ➡請求人は取引単位ごとに残余利益分割法の適用を主張。
• ④基本的利益算定における比較対象企業の選定は適切か？
• ➡請求人は比較対象企業の選定に一部誤りあると主張。
• ⑤R&D費用は国外関連者が負担したのに、何故請求人の分割指標にするのか？

• ➡請求人は、国外関連者の負担した費用は、国外関連者の分割指標とすべきと主張。

41

審判所の事実認定と判断 １

①我が国のTP税制には、国外関連者からの配当があれば、TP税制を
適用しないとの規定はない。

②基本3法及び同等の方法を使用できる「一の取引」ではない。

③請求人及び国外関連者それぞれが重要な無形資産を有している。

かつ、この３つの取引は関連している。

よって、請求人と国外関連者の営業利益の合計額を基本とし、関連
取引全体を対象とする残余利益分割法に適している。
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審判所の事実認定と判断 ２

④基本的利益の計算をする場合の比較対象企業は

「同種の事業を営み、市場、事業規模が類似する法人の中から、重

要な無形資産を有しない法人を比較対象企業として選定する必要

がある。」

比較対象企業から除外すべきものとして１）財務諸表の数値が著しく

変動していること、２）法人の損益が短期間しかない企業。

43

審判所の事実認定と判断 ３

⑤ 国外関連者双方の所有する無形資産の判断基準

１）法的な所有権だけではない。

２）無形資産形成活動における関連当事者の行った貢献も考慮。

３）無形資産形成の意思決定、役務の提供、費用負担、リスクの管理
において、関連者の果たした機能を綜合的に考慮する。

４）国外関連者は研究テーマ策定に参加し、研究開発に関わるリスク
を負担している。

５）よって、国外関連者が負担したR&Dは、請求人である日本法人で
なく、国外関連者の分割指標である。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

国外関連者が負担したR&D費用は、請求人の分割要因ではない。

•理由は？

45

審判所裁決事案４ 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

製造及び販売権ライセ
ンス取引

（無形資産の使用許諾
取引）

第三者

内部取引
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分

•製造及び販売権ライセンス取引（無形資産の使用許諾取引）に残余
利益分割法で課税

•主要争点
•残余利益分割法の分割要因は何か？

47

審判所の事実認定と判断

①請求人は内部取引を比較対象取引として、「独立価格比準法と同等の方
法」の適用を主張

②確かに、内部取引と国外関連取引の使用許諾取引の無形資産は同種

③しかし、使用許諾に係る条件が異なる。つまり、１）使用許諾開始時期、
２）使用許諾期間、３）独占的許諾か否かという使用許諾条件、４）使用許
諾に伴う技術者の派遣の有無、５）使用許諾された販売地域が、契約上も
実態上も異なる。

④これらは独立企業間価格ALP（ロイヤルティ料率）に影響を及ぼす。

⑤請求人は、これらがALPに影響がないことについて立証していない。

⑥課税庁の分割要因としての無形資産形成部門の責任者のいわゆる「超
過人件費」（＝年間人件費－関連製造業の平均人件費）は合理的である。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

請求人の主張する内部取引は比較対象取引になり得ない。

•理由は？
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審判所裁決事案５ 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

ライセンス取引

半製品の販売取引
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分

• ライセンス取引及びに半製品の販売取引に対し、残余利益分割法で課税

• 主要争点

①ライセンス取引と半製品販売取引は別個の取引として扱うべきか？

• ➡納税者は、別個の取引とすべきと主張。

②独立価格比準法と同等の方法を適用すべきか？

• ➡納税者は、この方法を主張。

③残余利益分割法を適用すべきか？

51

審判所の事実認定と判断 １

①半製品には、ライセンス製品の製造に係るノウハウの一部が入って
いる。また、ライセンシーである国外関連者が、この半製品を請求人
から購入することが義務づけられている。よって、半製品取引におい
ても、無形資産の使用許諾にかかる対価を回収しているものといえる
ので、ライセンス取引と半製品販売取引は一体のものとしてALPの算
定はOK。

②ライセンス取引と半製品の販売取引では、１）無形資産は同種、し
かし、２）使用許諾の特許権や「技術情報」の範囲が異なる、３）ライセ
ンス製品の構成が異なる、４）販売状況、市場の状況が異なる。よって、
2つの取引に類似性はない。

⇒すると、独立価格比準法と同等の方法は適用できない。
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審判所の事実認定と判断 ２

③基本的利益の算定における比較対象取引の選定について

請求人：国外関連者は高度で複雑な大規模装置を必要としないのに、
課税庁は、SIJコードで大規模装置法人や異なる取扱い製品の企業を
比較対象企業として選定している。

審判所：１）課税庁の選定したSIJコードは不合理でない。

2）残余利益分割法は売上高営業利益率を使用するので、

売上高総利益率に比べ、取引上の（製品）差異等の影響

は受けにくい。
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審判所の事実認定と判断 ３

④残余利益分割法の分割要因について その１

請求人：国外関連者は、営業の24時間サポートチームである「営

業部」を有しており、これが無形資産の形成に大きく寄与。

審判所：営業部の活動は補助的なもの。

⑤残余利益分割法の分割要因について その２

課税庁：請求人の法務部の費用も分割要因。

審判所：法務部の費用には、非関連者との取引に係る費用が含まれて

おり、それは、それは分割要因の費用から控除すべき。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

但し、課税庁の分割要因には一部誤りがあるので、その部分に限り

原処分取り消しをする。

•理由は？
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審判所裁決事案 ６ 取引図
（グローバル・トレーディング）

外国法人
日本支店
（請求人）

国外関連者 A

国外関連者 B

国外関連取引

トレーディング業務

セールス・マーケティ
ング業務及び関連業
務

グローバル・トレーディ
ング関連の役提供取引 金融商品の売買等の契

約当事者：リスク管理

トレーディング業務：
リスク管理
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• グローバル・トレーディングに対し、残余利益分割法で課税
•主要争点
①基本３法またはそれに準ずる方法と同等の方法の適用は可能か？

②残余利益分割法は適用可能か？

57

審判所の事実認定と判断

①比較対象取引を見出すことはできなかったので、TPMとして、基本３
法と同等の方法及び基本３法に準ずる方法と同等の方法は適用でき
ない。

②本件取引において、第1次利益配分での基本的利益と言えるのは、
利益獲得への寄与度がトレーディング業務及びリスク管理業務に比
較して低いと認められる業務である。

第2次利益配分としての残余利益をもたらしているのは、１）トレーディ
ング業務、２）リスク管理業務である。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

トレーダー人件費と資本調達コストを分割要因とする。

•理由は？
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判例 Ｘ自動車会社TP課税事案 取引図

納税者Ｘ
（日本）

ブラジルの国外
関連者 非関連者

ブラジルの比
較対象法人 非関連者

自動二輪又は四輪部品等の製造・販売

自由貿易地域
外での製造

自由貿易地域内
での製造

自動二輪の製造・販売
国外関連取引

・部品、製品販売取引
・製造設備等の販売取引
・技術役務提供取引
・無形資産取引

マナウス・フ
リーゾーン

税の恩典ある法人
➡総費用営業利益率高い（10％)

税の恩典なしの法人
➡総費用営業利益率低い(6%)
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 棚卸資産である自動二輪関連取引等に関し、残余利益分割法で課税
• このTPMの内、選定した比較対象取引の総費用営業利益率の中位値をブラジル側基本的利益
率とする「総費用営業利益率法」を使用した。

• この基本的利益率×[国外関連者の総費用－国外関連者の支出した重要な無形資産の価値の
指標となる費用]＝ブラジル国外関連者の基本的利益となる。

• 主要争点
①本件複数の取引は「一（ひとつ）の取引」か？

②残余利益分割法の適用は租税法律主義違反か？

③基本的利益算定における国外関連者と比較対象法人間に比較

可能性はあるか？

➡③が最重要争点！！！
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Q TPMの対象取引はいくつあるのか？

以下の４つの取引がある。

①自動二輪＆四輪の部品、製品販売取引

②製造設備等の販売取引

③技術役務提供取引（原告が国外関連者の工場に技術者を派遣して
行った技術指導の役務提供取引）

④無形資産取引（原告の商標等の使用許諾）

•➡課税庁はこれらと「一体の取引」として、総費用営業利益率を使用
した残余利益分割法を適用して課税した。
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Q 基本的利益の計算で、課税庁のマナウス地
域外の比較対象法人の選定過程は妥当か？
①国外関連者と同種の事業を営み、市場、事業規模等が類似する法人で重要な無形資産を有し
ない法人

②市販のデータベースであるBUREAU VAN DIJK社「OSIRIS」、MERGENT社の「MERGENT ONLINE」及
びレクシスネクシス・ジャパン株式会社の「LexisNexis」に掲載されているブラジル企業のうち、米国
SIJコードが3713、3714、及び3751である二輪車及び四輪車並びにその関係製品を製造している
ものの中から、次の6つの条件に相当する会社を除外

１）二輪車又は四輪車に関連しない事業が50%以上の企業

２）年売上高が2500万ドル以下の企業

３）3年以上連続した財務情報を入手できない企業

４）修理等のアフターマーケット向けの製品に係る売上高が50%以上の企業５）関連会社との取引
が売上又は総費用の50%以上の企業

６）営業利益率がマイナスで債務超過の状態にあることから継続性に問題があること
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Q マナウス税恩典の利益は残余利益では
ないのか？
課税庁

• マナウス税恩典利益は、納税者及び国外関連者の有する重要な無形資産と一
体的な関係にある。

• よって、マナウス税恩典利益は残余利益であり、無形資産ファクターで分割。
裁判所

• しかし、マナウス地域での税減免の認可を取得するためには、単なる製造工程
基準の充足でOKであり、重要な無形資産などない法人でも、マナウス地域で活
動可能である。

• よって、マナウス税恩典利益は重要な無形資産でないので、残余利益ではない。
• むしろ基本的利益の計算の段階で検討をしなければならない。
➡国外関連者がマナウス税恩典利益を有するなら、比較対象法人もマナウス

税恩典利益を有するべき。
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Q納税者及び国外関連者の有する重要な
無形資産とは何か？
• 裁判所
①原告の国外関連者に供与する、１）自動二輪の製造及び販売に関する
技術情報、２）部品及び製造設備の供給メーカー網を含む量産体制の確立
及び生産体制の改革に関するノウハウ、３）使用を許諾していた原告の商
標、ブランド等の市場に関する無形資産がある。

②国外関連者も、原告から提供された技術情報、ノウハウによる独自の量
産体制、事業活動を行うことで形成された国外関連者独自の技術・ノウハ
ウがある。

③更に、国外関連者の構築している、人数を集めて、車を買うグループを
作り、グループで回数を決めて支払いをし、グループの中から毎月くじ引き
で車が当たり、当たった人は車を頂いて、その後も支払いが終わるまで払
うというコンソルシオ販売という独自の販売網。
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Q 残余利益の分割ファクター費用は何か？

• 裁判所
①原告

技術情報、ノウハウ、商標、ブランド等の市場に関する無形資産の

形成費用

➡R&D費用等

②国外関連者

独自の技術・ノウハウ

➡R&D費用等

③国外関連者

コンソルシオ販売という独自の販売網

➡広告宣伝費、販売促進費等
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東京地裁の事実認定と判断

①本件国外関連取引は、納税者及び国外関連者の所在地国における自
動二輪の製造及び販売事業とみて、納税者と国外関連者はその業務を分
担しているに過ぎない。よって、この国外関連取引は一体の製造及び販売
取引であるので、課税庁の主張はOK。
②残余利益分割法は、課税時、措置法通達66－4（５）－５に規定されてお
り、いわゆる通達課税であった。
しかし、措置法施行令39条の12⑧の改正以前から、同項に規定されていた
と解釈できるので、通達課税ではなく課税庁のTPMはOK。

③課税庁の比較対象法人は、国外関連者と同じ、マナウスフリーゾーンの
中の法人でないので、比較可能性はない。
政府助成金を受ける市場の条件等に類似性がないから。

もし、マナウス以外の会社を比較対象取引として選定するのなら、差異調
整すべきなのに、課税庁はしていない。
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東京高裁の事実認定と判断

・残余利益分割法は、基本3法に比較して、比較対象法人に求められ
る比較可能性の程度は緩やかでよいとしても、また、総費用営業利益
率で市場の類似性の判断をしたとしても、

・マナウス地域の税恩典の利益は、国外関連者と比較対象取引との
比較可能性に重大な影響を及ぼす。

・よって、課税庁は、この重大な影響を及ぼす差異について調整を
行っていないので、課税庁の残余利益分割法を使用した課税は違法
である。

・課税庁の総費用営業利益率の法廷での後出し差異調整は違法。
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★高裁で課税庁は基本的利益計算におけ
る比較可能性ありの最後の試みをした！
• 課税庁の差異調整の試み
• 国外関連者のマナウス税恩典利益が反映された総費用営業利益率
＝１０％(A)

• 国外関連者のマナウス税恩典利益を除外した総費用営業利益率
＝９％（B)

• 差異調整比率＝A÷B=10÷９＝１.１１

• 差異調整後の比較対象法人の新総費用営業利益率(新基本的利益率）

＝当初の比較対象法人の総費用営業利益率(当初の基本的利益率）６％×1.11=6.66%

○差異調整後の国外関連者の基本的利益

＝6.66%×[国外関連者の総費用－重要な無形資産の価値の形成費用]

★課税庁は高裁で、この計算を示し、比較対象法人の総費用営業利益率をUPさせて、
課税金額をいくらか減少させようとした！しかし、失敗であった。
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★課税庁の差異調整の問題点

•手続き的問題点
➡このような差異調整は、納税者に新たな攻撃防御を尽くすことを強

いるので、違法な「青色申告の理由の差し替え」である。

•計算上の問題点

➡基本的利益の計算なのだから、無形資産に関連する残余利益を除
外して、総費用営業利益率の計算をしなければならないのに、残余利
益及びその形成に係る費用も入って計算している。

つまり、基本的利益段階の計算としては、正確でない。

★最初から計算していれば、なんとかなったかも。
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英語版P.46の取引図を書いてください

Case 2

5

Case 2

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを販売す

る子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術（無形資産）が用い
られて製造された製品である。

3. P社は、S社に対して製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウの使用
許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

4. S社は、X国で原材料等を購入して製品Aの製造を行い、X国の第三者であ
る代理店に販売している。

5. P社とS社の間では棚卸資産の売買取引はない。

【質問】
1. Ｓ社がP社に支払う使用料の移転価格を調査する場合、どのようなTPMが

考えられるか。
2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検討

し、利益水準指標(PLI)として何を用いるべきか。
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TP Case Study

August, 2018

Prof. Hideaki ISHIGURO

Prof. Mikio TAJINO

（Intangible Property）

1

講義の進め方

これから、グループ討議形式による移転価格の
事例研究を行います。事例は全部で５つあります。

研修員は、各事例の「前提条件」をよく読んで、
取引図やデータを参照しながら、「質問」に対する
答えを考えてください。

そして研修員は、グループ内で他の研修員とよく
話し合い、グループとしての答えを見出してくださ
い。すべての事例において、各グループから答え
を発表してもらいます。
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英語版P.40の取引図を書いてください

Case 1

3

Case 1

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを販売す

る子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造
された製品である。

3. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者である
代理店約10数社に販売している。

4. S社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていないが、自らの
販売計画に従って製品Aを一定の数量保有して管理し、X国において再販
売している。

【質問】
1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、どのような移

転価格算定方法（TPM）が考えられるか。また、その場合、どの法人を検証
対象法人(Tested Party)とすべきか。

2. 選んだTPMを適用して独立企業間価格（ALP）を算定する場合、どのような
事項について検討し、利益水準指標（Profit Level Indicator: PLI）として何を
用いるべきか。
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英語版P.57の取引図を書いてください

Case 3 

7

Case 3

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、10年前に製品Aを製造販

売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術（無形資産）が用い
られて製造された製品である。

3. P社は、S社に対して製品A用の部品a（P社の独自技術が集約された主要
部品）を販売するとともに、製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウ
の使用許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

4. S社は、部品aに他の部品を加えて製品Aの製造を行い、X国の第三者であ
る小売店約200社に対して販売している。

5. S社は、多数の営業担当者を使い独自の広告宣伝・販売促進活動を行っ
て、充実した小売店舗網を構築・維持することにより、X国で高い製品認知
度を獲得し一定のマーケットシェアを確保している。

【質問】
1. 部品a及びＳ社がP社に支払う使用料の移転価格を調査する場合、どのよ

うなTPMが考えられるか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検討
すべきか。
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英語版P.64の取引図を書いてください

(注) Case 3と同じ図です

Case 4 

9

Case 4

【前提条件】
1.～4.は、Case 3の1～4と同じ

5. P社の企画により、全世界的に大規模な会社イメージ広告が行われており、
その社名や会社ロゴマークは全国で一般に広く知られている。

6.   また、P社の企画により、製品Aについて全世界でＴＶ・雑誌・インターネット
等による大規模な広告宣伝活動が行われており、X国でも製品Aの認知度
は高い。

7. 一方、S社は、多数の営業担当者を配置し、小売店や最終消費者向けに
様々な販売促進活動を行い、充実した小売店舗網を形成している。

8. 以上の結果、製品Aは、X国において一定のマーケットシェアを確保すると
ともに、概ね安定した価格で販売されている。

【質問】
1. 本事例において、どのような無形資産が関連していると考えられるか。

2. また、それらの無形資産を、Ｐ社が形成したものとＳ社が形成したものに分
けなさい。
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英語版P.89の取引図を書いてください

Case 5

11

Case 5

【前提条件】
1. 日本法人P社は、製品Aの製造販売会社であり、日本国内で製品Ａを販売

しており、10年前に製品Aを製造販売する子会社としてX国に法人S社を設
立した。

2. Ｓ社は、製品Ａの製造販売のほかに、Ｘ国内メーカーから製品Ｂを仕入れ
てＸ国内のユーザーに販売している。

3. 製品Aは、P社の研究開発活動の成果である独自技術（無形資産）が用い
られて製造された製品である。

4. P社は、S社に対して製品A用の部品a（P社の独自技術が集約された主要
部品）を販売するとともに、製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウ
の使用許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

5. S社は、部品aに他の部品を加えて製品Aの製造を行い、X国の第三者であ
る小売店約200社に対して販売している。

6. S社は、多数の営業担当者を使い独自の広告宣伝・販売促進活動を行っ
て、充実した小売店舗網を構築・維持することにより、X国で高い製品認知
度を獲得し一定のマーケットシェアを確保している。

7. Ｐ社とＳ社の損益データは、次のスライドのとおりである。
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Case 5

13

Case 5

【質問】
本事例において、残余利益分割法（RPSM）を適用してＰ社に移転価格課税

を行う場合、以下の質問1～8に答えなさい。

1. Ｐ社とＳ社の損益データを基に、両社間の国外関連取引に係るＰ社とＳ社
の営業利益をそれぞれ計算しなさい。

なお、Ｐ社の研究開発費と一般管理費、並びにＳ社の一般管理費には、
両社間の国外関連取引に係る費用とそれ以外の費用が含まれている。

2.   分割対象利益（Profits to be split）を計算しなさい。
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Case 5 

【質問】
3. Ｐ社とＳ社の基本的利益（Routine Profits）を算定するため、Ｐ社とＳ社の比

較対象企業（Comparable Corporations）をそれぞれ選定しなければならな

いが、その際に留意すべき点は何か。

4. Ｐ社とＳ社の基本的利益の算定に当たり、Ｐ社とＳ社の利益水準指標（PLI）
としてそれぞれ何を用いるべきか。

5. Ｐ社とＳ社の比較対象企業のPLIがそれぞれ12%と4%である場合、Ｐ社と

Ｓ社へ配分すべき基本的利益をそれぞれ計算しなさい。

6.   残余利益（Residual Profits）を計算しなさい。

15

Case 5

【質問】
7. 残余利益の発生要因が、Ｐ社の特許権と製造ノウハウ、並びにＳ社の広

告宣伝・販売促進活動であると認められた場合、次の国外関連取引に係
る両社のデータから、①残余利益の分割割合（Ｐ社：Ｓ社）と、②Ｐ社とＳ社
へそれぞれ配分すべき残余利益を計算しなさい。

・ Ｐ社の配賦後研究開発費： 9

・ Ｓ社の製品Ａ販売費の中に含まれる広告宣伝・販売促進費： 6

8.   Ｐ社に対する移転価格調整金額（TP Adjustment Amounts）を計算しなさい。

16



国際課税特別研修 
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モンゴル国TP想定事例
JIJA専門家 小寺

1

移転価格問題想定総合事例 その１

• ウムヌ・ゴビ砂漠にある、X国法人ビッグエックス社（BX社)のモンゴル国法
人リトルエックス社（LX社)は、資源採掘業である。LX社はBX社の１００％出
資法人である。

• KODERA調査官は、LX社の準備調査で、LX社の対BX社向け売上高は４００、
同じく対LX向け営業利益は４０と把握した。しかし、BX社の計数は不明で
あった。LX社の取引先はBX社1社しかない。

• 実地調査に入り、LX社経理担当者に問いただしたが、BX社の計数はBX社
全体の計数、つまり、BX社の世界全体の売上高は１０００、営業利益は全
体で１０という回答しか担当者はしてくれなかった。

• そこでKODERA調査官は、TPはもはや世界のスタンダードであるとして、LX
社経理担当者を説得したところ、BX社の対LX向け売上は３００、その内対
LX社の営業利益は６０という回答を長時間の議論の末に引き出した。
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移転価格問題想定総合事例 その２

• ＫODERA調査官は、実地調査で、更に、LX社とBX社の無形資産の有無を
検討したところ、LX社とBX社のR&D費用が、それぞれ、４０と２０であること
が判明した。

• ここまでの段階で、KODERA調査官は、モンゴル国LX社とX国BX社との間で、
あるTPMの使用が頭に浮かんだ。

• GDTのデータベース会社の資料で、無形資産を含まない第三者法人数社
における統計的に妥当な営業利益率の算定方法を知っていたので、
KODERA調査官は、データベースからLX社は6.25%，BX社は5%の営業利
益率を算定した。この算定方法もTPMである。本件の最終的なTPMでは
ないが、KODERA調査官は、関連会社のいずれも無形資産がない場合に、
日本では良く使われているTPMであることを知っていた。

3

移転価格問題想定総合事例 その３

•実地調査の中間で、KODERA調査官は、本件をあるTPMで課税する
ことにした。すでに、LX社に提出させたTP文書化のひとつローカル
ファイルでは、LX社はJP法を選択していた。

•課税所得金額を、中間報告で、LX社に伝えたところ、LX社は、製造
輸出業なのだから、ローカルファイルで採用している基本3法である
JP法で検討すべきと主張してきた。

• しかし、KODERA調査官は、JP法は、類似する比較対象取引が必要
だが、LX社と同様の採掘業に関する同様の無形資産を有する比較
対象取引はないとして、LX社と意見が合わなかった。

• KODERA調査官は、最終的に、LX社の申告所得金額に２５の所得加
算を行って課税した。
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移転価格問題想定総合事例 その４

• ＫODERA調査官は、この２５の所得金額の課税にあたって、LX社に、
本件は移転価格課税なのだから、租税条約に基づく、相互協議をし
て、相手国と合意しないと、経済的二重課税は解消できないという説
明をした。同時に、不服審査、訴訟も重要な手続きなので説明した。

• LX社は、TP課税には不満だが、相互協議を選択して、本件の解決を
図ろうと、相互協議の申立てを、BX社と同時に行った。

• しかし、その協議は決裂した。X国にTP課税に係る対応的調整条項
がなかったから、モンゴル国GDTは、X国との合意を拒否した。租税
条約では対応調整規定はあるが、X国の国内法にはないので、X国
は合意しても、モンゴル国の課税所得の減額というX国の対応的調
整ができないかもしれないという危惧があったからである。

5

移転価格問題想定総合事例 その５

• LX社は相互協議で解決できなかったので、モンゴル国内の紛争解
決委員会に本件を申し立てた。

• しかし、紛争解決委員会も、モンゴル国GDTの課税を支持した。

• LX社それを不満として、裁判所に提訴した。裁判で、LX社は、BX社の
対LX社の計数が一部（営業利益率）誤りであるとして、課税所得の
減額（課税所得50%）を主張し、裁判所に認められた。GDTも裁判所
に従い、本件は終了した。
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移転価格問題想定総合事例 その６(質問）

• ローカルファイルでJP法をLX社は選択したのだから、KODERA調査官はそ
のTPMだけを検討すべきではないのか？

• KODERA調査官の使用したTPMは何か？

• KODERA調査官は、SG&Aexpenseとか、FOB・JIFとかの、comparability
チェックによる差異調整をしていないではないか？

• 当初の課税所得２５の計算内容を詳細に示してください。
• 何故、相互協議で、TPの二重課税が解消されるのか？

• 本件で、何故、相互協議が決裂したのか？
• 訴訟で５０％減額されたので、GDTは何をしなければならないか？

• 訴訟で減額されたのだから、LX社にとってhappyではないのか？

7

TP調査の進行 １

１ 準備調査 (調査官の事務室内）

申告書の検討➡国外関連取引はあるか？

★APA（事前確認）を行っているかどうかの検討(日本）

★別表17（４）の検討➡★調査対象法人等の選定(日本）

★TP文書化（ドキュメンテーション）の検討➡特にローカルファイル

の検討

★無形資産の有無、内容の検討➡TPMの検討（ベストﾒｿｯﾄﾞ）
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TP調査の進行 ２

２ 実地調査 初期

会社に臨場し、海外中心に取引図を会社に提出させ、取引形態を説明させる。

調査官自身も取引図して、国際取引の全体を把握する。

関連取引の問題点を把握する➡TPMの決定

比較対象取引の選定➡データベースの使用

comparabilityのチェック

差異調整の計算➡課税所得の計算

３ 実地調査中期

納税者への中間報告➡納税者との争点（TPM、差異調整等）の議論

４ 実地調査終期

更正内容の納税者への説明

課税後の納税者の課税対応へのアドバイス（二国間相互協議、仲裁、

不服申立て、訴訟）相手国の対応的調整制度があるか否かの確認

9

TP調査の進行 ３ 相互協議と不服申立て、
訴訟
・納税者の申請による相互協議

租税条約に基づく二重課税防止のための国外関連者所在地国との

協議➡合意金額について、相手国が対応的調整を行う。

相手国が対応的調整ができる国内法を有していなければ、合意は

困難（租税条約上の規定だけでは不十分）⇒モンゴル国も対応的調

整の規定がないので、逆に相手国がTP課税をした場合、相手国は相互協

議の合意を拒否するかもしれないので、今後モンゴル国は必ず立法してください！！！

・納税者の申立てによる争訟

相互協議が何年かかっても、合意できない場合、日本では、納税者が、国内法に基づ

く不服申立て、その後の訴訟が可能である。それは、相互協議の開始時点で、同時に、不服申

立ても納税者は行うからである。不服審判所は、相互協議の進行の関係で、不服審査を一時中

断する。訴訟はその不服審判所の手続きに従って進行する。
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TP準備調査最重要ポイント１（営業利益率）

• モンゴル国GDT調査官は、実際に会社に行って調査する前に、オフィスで
の事前準備調査において、調査対象法人を、関連会社同士の営業利益
率を比較して、選定することが重要です（もし、外国法人の営業利益率が
準備調査の時に不明だったら、実地調査の時に、最初に質問すること！）

例

モンゴル子会社の営業利益率 ３％

モンゴル子会社の外国法人の、対モンゴル子会社との取引のみに

おける営業利益率 ２０％

➡明らかに、モンゴル子会社の所得が外国法人に移転している！

11

TP準備調査重要ポイント２（無形資産と
TPM）

•例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産を有して
いる場合、このモンゴルの子会社の親会社である外国法人もなんら
かの無形資産を有しているはずであるから、この２つの関連会社は、
双方が無形資産を有している。

➡この場合、TPMとしては、RPSMをまず考えること！

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は無形資
産がない場合は、TNMM、又は、PS法等も考えることが可能

12



★APA(Advanced Pricing Agreement)事前確
認が提出されているか？

•事前確認制は納税者からの事前確認の申出により、納税者の行う
国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法やその具体的な
内容等を税務当局が確認する制度

• この制度により、納税者は安心して法人税の申告を行うことができ、
同時に税務当局は、いちいち移転価格調査をしなくとも、移転価格
税制を安定かつ適正に執行可能

• 事前確認の対象年度は、移転価格課税の調査を行わない。

13

★ 別表１７（４）（国外関連者に関する明細
書）の検討
• 日本の調査官は、最初にこの表を見る！！！
• この表の検討により、高収益の国外関連者をターゲットにする。
• 国税当局はこの表をデータ化して、管理し、中期的なトレンドもチェックしている。
• この別表はTP文書化の制度の導入前より、日本の税務当局が納税者に申告時に提出させていたもので、
非常に優れたツールである！！！

• この表の目的：親会社と子会社の利益状況の検討（➡ これが一番重要！！！）

• この表の内容：
親会社（又は子会社）の概要、売上高、営業利益

親会社と子会社の取引状況＆金額

①棚卸資産の売買対価

②役務提供の対価

③無形資産取引の対価

④貸付金の利息の収受

14



★TP調査対象法人の選定方法１（別表１７
（４）より得た情報に基づく）
・以下の場合は選定される可能性がある。

・国外関連者の営業利益率が調査対象法人より高い場合

・国外関連者の営業利益率が同業者より高い場合

・国外関連者の売上規模は年々拡大している場合

・国外関連者が製造販売を行っているにもかかわらず、調査対象法
人に対するロイヤルティの支払がない場合

15

★TP調査対象法人の選定方法２（公開情報
に基づく）
・以下の場合は選定される可能性がある。

・調査対象法人が赤字の場合

・有価証券報告書の「関係会社の状況」に記載のある子会社が、別表

17(4)に載っていない。

・新聞等で、「○○国に生産子会社を設立した」「海外子会社の業績

が好調」「親会社が海外子会社を支援している」
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★TP調査対象法人の選定方法３（通常の法
人税調査より得た情報に基づく）
・通常の法人税調査で、以下の事実が発見された場合、TP調査対象
法人として、選定される可能性がある。

・低い利率で、海外子会社に貸付又は債務保証をしている場合

・海外子会社が現地の税務当局から課税されている場合

・海外子会社への出向者、出張費の人件費を全額親会社が負担して

いる場合

・業績の悪い海外子会社に、支援目的で通常よりも、明らかに安い価

格で原材料を輸出している場合

17

★TP文書化の内容(マスターファイル）

• TP文書化の制度は、平成28年度税制改正(2016年）で導入。

１）マスタ－ファイル（事業概況報告事項）の提出義務者

グループ構成会社が2社以上あり、提出直前の会計年度の総収入

金額が1000億円以上の企業グループ

2 )マスターファイルの記載事項

「事業概況」「機能・リスク」「無形資産、グループ内金融、関連取引

の対価の設定方法」「APA(事前確認）」につき、確認

3 )提出言語

日本語又は英語(外国課税当局に提出する英語MFを使っても可）

18



★TP文書化の内容（ＣｂＣレポート）

１）ＣｂＣ（Country by Counrty) レポート（国別報告事項）の提出義務者

グループ構成会社が2社以上あり、提出直前の会計年度の総収入

金額が1000億円以上の企業グループ

2 )ＣｂＣのレポートの記載事項

グループ各社が事業を営む国・地域での定量的情報の記載

売上高、納付税額、資本金、従業員数、主たる事業等

3 )提出言語

英語のみ(ＣｂＣレポートは外国課税当局との情報交換を予定）
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★TP文書化の内容（ローカルファイル ＬＦ）

１）ＬＦの提出義務者

内国法人と国外関連者との取引高が50億円以上(無形資産取引は

3億円以上)ある場合の内国法人

2 )ＣｂＣのレポートの記載事項

独立企業間価格（ALP)の算定に必要な情報

➡MFは「概況」で、JbJレポートは「全体的な定量的情報」であるの

で、いずれも、特定の関連取引のALP算定は不十分なものなので

LFの重要性はまさにここにある！！！

3 )提出言語

指定された言語はない。しかし、日本語以外で提出されたら、税務当局

は、日本語訳を求めることができる。
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★ローカルファイルでの対応（納税者TPMの検
討）

文書化の３つの文書の内、特に、ローカルファイルを中心に検討する。

納税者の申請するTPMが説明されているからである。

納税者のTPMは妥当か？について更にチェックする。

TP事務運営指針２－５（２）

「法人が独立企業間価格を算定している場合には、当該法人が算定
に用いた書類に基づき、独立企業間価格が算定できるかどうかを検
討し、当該書類以外の提示又は提出を求める必要があるかどうかを
判断する。」

調査官は、不十分と思えば、納税者の提出した資料以外に、独立企
業間価格算定のために資料を求める。

21

★ローカルファイルの検討の５つのポイント

• 国外関連取引情報

• 独立企業間価格情報

• 利益分割法情報

• 複数取引情報

• 差異調整情報

22



TP実地調査最重要ポイント１（営業利益率）

•外国法人の営業利益率が準備調査の時に不明であれば、実地調
査の時に、最初に質問すること！

例

モンゴル子会社の営業利益率 ３％

モンゴル子会社の外国法人の、対モンゴル子会社との取引のみに

おける営業利益率 ２０％ （子会社に親会社の営業利益率を質問

する）

➡明らかに、モンゴル子会社の所得が外国法人に移転している！
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TP実地調査重要ポイント２（無形資産と
TPM）
• 例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産を有している場
合、このモンゴルの子会社の親会社である外国法人もなんらかの無形資
産を有しているはずであるから、この２つの関連会社は、双方が無形資産
を有している。

➡この場合、TPMとしては、RPSMをまず考えること！

・ 実地調査において、RPSMを使用すると判断したら、子会社と親会社

の無形資産を詳細に調べること。ポイントは、R&D費用と、広告宣伝費で

ある。Q何故か、わかりますか？

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は無形資産がな
い場合は、TNMM、又は、PS法等も考えることが可能
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TP実地調査重要ポイント３（TNMMとデータ
ベース）
• 例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産がなく、このモンゴルの子会社の親会社である
外国法人はなんらかの無形資産を有しているか不明な場合、この２つの関連会社取引で使用できるTPM
は何か？

➡この場合、TPMは、TNMMをまず考えるべき。但し、TNMM対象法人は、無形資産を有していないことが

前提！

・ 実地調査において、TNMMを使用すると判断したら、子会社の営業利益

率を正確に算定する。モンゴル子会社であるので、モンゴル国内の（無形資

産を有していない）法人の(GDT資源局）データから営業利益率を算定する（平均値等）。

・ 海外親会社が無形資産がない場合、その営業利益率をデータベースから算定しても良い。

データベースの基本的使用法はデータベース会社の研修で理解できるので、早く研修を受けること。

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は鉱物資源輸出業であるので、JP法も考慮可能。

25



国際課税特別研修＆フォローアップ研修 

2019年 3月 18日－3月 22日 

 

2019年 3月 18
日 

3月 19日 3月 20日 3月 21日 3月 22日 

月 火 水 木 金 

国際課税特別研修 
（全コア職員 40名対象） 

フォローアップ研修 
（日本非派遣職員 20名対象） 

午前 
(9:00-12:00) 

 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

日本派遣研修報

告セッション 

日本派遣研修報

告セッション 

日本派遣研修 

フォローアップ 

田地野・石黒 田地野・石黒 
日本派遣研修参加

職員 

日本派遣研修参

加職員 
小寺 

午後 
(13:00-16:00) 

 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

移転価格税制

（ケーススタ

ディー） 

日本派遣研修報

告セッション 

日本派遣研修報

告セッション 
まとめの討議 

田地野・石黒 田地野・石黒 
日本派遣研修参加

職員 

日本派遣研修参

加職員 
小寺・田地野 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
3 B.Ariunchimeg 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
4 N.Bilguun 国税庁、行政管理局、 国家検査官 
5 N.Jargaltsetseg 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
6 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
7 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
8 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
9 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
10 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
11 B.Batchimeg 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
12 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
13 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
14 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
15 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
16 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
17 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
18 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 



20 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
21 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
22 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
23 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
24 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
25 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
26 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

27 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
28 J.Erdeneburen 首都税務所、行政課、 国家検査官 
29 L.Davaasuren Bayanzurkh区税務署、国家検査官 
30 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
31 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 
32 S.Naranbaatar Dornod 県税務署、国家検査官 
33 D.Narantsetseg 首都税務署、行政管理局長 
34 S.Duubayar Umnugovi県税務署、 国家検査官 

 

 



TP CASE 

STUDY

March 18-19, 2019

Prof. Hideaki ISHIGURO

Prof. Mikio TAJINO

講義の進め方

これから、グループ討議形式による移転価格の事例研
究を行います。事例は全部で8つあります。

研修員は、各事例の取引図を参照しながら、「前提条
件」をよく読んで、「質問」に対する答えを考えてください。

そして研修員は、グループ内で他の研修員とよく話し合
い、グループとしての答えを見出してください。すべての
事例において、各グループから答えを発表してもらいます。
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CASE 1

3

CASE 1

【前提条件】

1. 日本法人P社は、船舶の製造会社であり、10年前に海運業を営む子会
社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社は、S社との間で造船契約を締結し、船舶Aを建造してS社に引き渡
した。

3. またP社は、X国の第三者であるT社との間で造船契約を締結し、同時
期に船舶Bを建造してT社に引き渡した。

4. 船舶Bは、船舶Aと装備の面において違いはあるが、性状、構造、機能
等の面で同種の船舶である。

【質問】

1. P社とＳ社との間における船舶Aの移転価格を調査する場合、まず最初
にどのTPMを検討すべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について
検討しなければならないか。 4
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4



CASE 2

5

CASE 2

【前提条件】

1. 日本法人P社は、機械の製造販売会社であり、10年前に機械部品を
製造する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. S社は事業拡大に伴って資金が必要となった。

3. そこでP社は、S社との間で金銭消費貸借契約を締結し、X国の通貨で
資金（日本円で10億円相当額、期間10年、固定金利2%）をS社に貸し
付けた。

4. 年利2%は、P社が日本の銀行から日本円を借り入れる場合に適用さ
れる最優遇貸出金利（Prime Rate）であり、X国の銀行貸出金利に比
べて格段に低い。

5. S社は当該金銭消費貸借契約に従って、毎年、P社に対して年利2%
相当額の利子をX国の通貨で支払っている。

【質問】

1. P社とS社との間の金銭消費貸借契約における移転価格上の問題は何
か。また最初にどのTPMを検討すべきか。

2. 選んだTPMを適用する場合、何がALPとして相応しいと考えられるか。
6
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CASE 3

7

CASE 3

【前提条件】

1. 日本法人P社は、食料品の製造販売会社であり、1年前に資金を運用す
る子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社の信用格付けは「AA」であるが、S社は信用力がなく、単独で債券発
行による資金調達ができない。

3. そこでS社は、債券を発行してユーロ市場から資金（日本円で100億円）
を調達するに当たりP社に保証を委託し、P社はこれを引き受けた。

4. S社からP社への保証料の支払はない。

【質問】

1. P社とS社との間の保証取引における移転価格上の問題は何か。また最
初にどのTPMを検討すべきか。

2. 選んだTPMを適用する場合、何がALPとして相応しいと考えられるか。
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CASE 4

9

CASE 4

【前提条件】

1. 日本法人P社は、電子部品である製品A及び製品Bの製造会社で
あり、10年前に製品Aを販売する子会社としてX国に法人S社を設
立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをX国内の第三者
である電機メーカーに販売している。

3. P社は、X国の第三者である電機メーカーに製品Bを直接販売して
いる。

4. 製品Bは、製品Aと同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の
面で類似している。

5. 製品Bの販売数量は、製品Aの約10分の1(10%)である。

【質問】

1. P社とＳ社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、どのよ
うなTPMが考えられるか。また、その場合、どの法人を検証対象法
人(Tested Party)とすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項につい
て検討しなければならないか。
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CASE 5

11

CASE 5

【前提条件】

1. 日本法人P社は、機械部品である製品A及び製品Bの製造会社であり、10年
前に製品Aを販売する子会社としてシンガポールに法人S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれをアジア諸国の第三者であ
る機械メーカーに販売している。

3. P社は、S社の設立と同時期から、香港の第三者である代理店Y社とZ社に製
品Bを販売しており、当該2社はそれをアジア諸国の第三者である機械メー
カーに販売している。

4. 製品Bは、製品Aと同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の面で類似
している。

【質問】

1. P社とS社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、どのような
TPMが考えられるか。また、その場合、どの法人をTested Partyとすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項について検討
しなければならないか。 12
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CASE 6

13

CASE 6

【前提条件】

1. 日本法人P社は、空調機の製造販売会社であり、空調機の部品を製
造する子会社としてX国に法人S1社と法人S2社を設立した。

2. P社は、S1社とS2社に対して部品を製造するための機械を賃貸する
とともに、 S1社及びS2社との間で当該機械の運転に係る技術指導
契約を締結した。

3. P社は、契約に従って、 S1社とS2社にそれぞれ1名ずつ技術者を派
遣し、1年間にわたり指導に当たらせた。

4. 契約では、技術指導料は無償とされている。

【質問】

1. P社とS1社及びS2社との間の技術指導契約における移転価格上の
問題は何か。提供した役務（技術指導）に係る移転価格を調査する場
合、どのようなTPMが考えられるか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、どのような事項につい
て検討しなければならないか。
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CASE 7

15

CASE 7

【前提条件】

1. 日本法人P社は、小型モーターである製品Aの輸入卸売会社であり、10年前
に製品Aを日本に輸出する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. S社は、X国のモーター製造会社から製品Aを購入してP社に輸出し、P社は
それを第三者であるメーカー数社に販売している。

3. P社は、税務当局の移転価格調査に非協力で、S社との取引に係る独立企業
間価格を算定するために必要と認められる書類を提出しなかった。

4. 税務当局が調べたところ、製品Aの取引と比較可能な製品Bの取引が第三者
間に存在することが判明した。

5. 製品Bは、製品Aと同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の面で類似し
ている。ただし、製品Bの取引に係る情報は公開されていない。

【質問】

1. P社とS社との間における製品Aの移転価格を調査する場合、日本の税務当
局はどのように対処すると思うか。またP社に課税するとした場合、どのような
TPMを適用し、どの法人をTested Partyとすべきか。

2. 選んだTPMを適用してALPを算定する場合、PLIとして何を用いるべきか。
16
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CASE 8
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CASE 8

【前提条件】

1. 日本法人P社は、半導体の製造販売会社であり、10年前に製品Aを製
造販売する子会社としてX国に法人S社を設立した。

2. P社は、S社に対して半導体の製造に係る特許権及び製造ノウハウの
使用許諾を行い、S社から使用料(Royalty)を受け取っている。

3. 製品Aは、P社の特許権及び製造ノウハウとS社の生産管理ノウハウ及
び販売ノウハウが用いられて製造された製品である。

4. S社は、X国で原材料等を購入して製品Aの製造を行い、X国の第三者
である機械メーカーに販売している。

5. P社とS社の間では棚卸資産の売買取引はない。

【質問】

1. P社がS社から収受する使用料の移転価格を調査する場合、どのような
TPMが考えられるか。

2. 選んだTPMを適用して、どのようにALPを算定するか。 18
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モンゴル国採掘業
RPSM

想定事例
JIJA専門家 小寺

1

取引図 TP調査開始時点では、関連会社同
士の営業利益率の比較が最重要

LX社
BX社

Ｘ国

加工資源輸出

営業利益率？

子会社 親会社

100%出資

営業利益率？

モンゴル国

2



移転価格問題想定総合事例 その１

• ウムヌ・ゴビ砂漠にある、X国法人ビッグエックス社（BX社)のモンゴル国法
人リトルエックス社（LX社)は、資源採掘業である。LX社はBX社の１００％出
資法人である。

• KODERA調査官は、LX社の準備調査で、LX社の対BX社向け売上高は４００、
同じく対LX向け営業利益は４０と把握した。しかし、BX社の計数は不明で
あった。LX社の取引先はBX社1社しかない。

• 実地調査に入り、LX社経理担当者に問いただしたが、BX社の計数はBX社
全体の計数、つまり、BX社の世界全体の売上高は１０００、営業利益は全
体で１０という回答しか担当者はしてくれなかった。

• そこでKODERA調査官は、TPはもはや世界のスタンダードであるとして、LX
社経理担当者を説得したところ、BX社の対LX向け売上は３００、その内対
LX社の営業利益は６０という回答を長時間の議論の末に引き出した。

3

移転価格問題想定総合事例 その２

• ＫODERA調査官は、実地調査で、更に、LX社とBX社の無形資産の有無を
検討したところ、LX社とBX社のR&D費用が、それぞれ、４０と２０であること
が判明した。

• ここまでの段階で、KODERA調査官は、モンゴル国LX社とX国BX社との間で、
あるTPMの使用が頭に浮かんだ。

• GDTのデータベース会社の資料で、無形資産を含まない第三者法人数社
における統計的に妥当な営業利益率の算定方法を知っていたので、
KODERA調査官は、データベースからLX社は6.25%，BX社は5%の営業利
益率を算定した。この算定方法もTPMである。本件の最終的なTPMでは
ないが、KODERA調査官は、関連会社のいずれも無形資産がない場合に、
日本では良く使われているTPMであることを知っていた。

4



移転価格問題想定総合事例 その３

•実地調査の中間で、KODERA調査官は、本件をあるTPMで課税する
ことにした。すでに、LX社に提出させたTP文書化のひとつローカル
ファイルでは、LX社はJP法を選択していた。

•課税所得金額を、中間報告で、LX社に伝えたところ、LX社は、製造
輸出業なのだから、ローカルファイルで採用している基本3法である
JP法で検討すべきと主張してきた。

• しかし、KODERA調査官は、JP法は、類似する比較対象取引が必要
だが、LX社と同様の採掘業に関する同様の無形資産を有する比較
対象取引はないとして、LX社と意見が合わなかった。

• KODERA調査官は、最終的に、LX社の申告所得金額に２５の所得加
算を行って課税した。

5

移転価格問題想定総合事例 その４

• ＫODERA調査官は、この２５の所得金額の課税にあたって、LX社に、
本件は移転価格課税なのだから、租税条約に基づく、相互協議をし
て、相手国と合意しないと、経済的二重課税は解消できないという説
明をした。同時に、不服審査、訴訟も重要な手続きなので説明した。

• LX社は、TP課税には不満だが、相互協議を選択して、本件の解決を
図ろうと、相互協議の申立てを、BX社と同時に行った。

• しかし、その協議は決裂した。X国にTP課税に係る対応的調整条項
がなかったから、モンゴル国GDTは、X国との合意を拒否した。租税
条約では対応調整規定はあるが、X国の国内法にはないので、X国
は合意しても、モンゴル国の課税所得の減額というX国の対応的調
整ができないかもしれないという危惧があったからである。
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移転価格問題想定総合事例 その５

• LX社は相互協議で解決できなかったので、モンゴル国内の紛争解
決委員会に本件を申し立てた。

• しかし、紛争解決委員会も、モンゴル国GDTの課税を支持した。

• LX社それを不満として、裁判所に提訴した。裁判で、LX社は、BX社の
対LX社の計数が一部（営業利益率）誤りであるとして、課税所得の
減額（課税所得50%）を主張し、裁判所に認められた。GDTも裁判所
に従い、本件は終了した。

7

移転価格問題想定総合事例 その６(質問）

• ローカルファイルでJP法をLX社は選択したのだから、KODERA調査官はそ
のTPMだけを検討すべきではないのか？

• KODERA調査官の使用したTPMは何か？

• KODERA調査官は、SG&Aexpenseとか、FOB・JIFとかの、comparability
チェックによる差異調整をしていないではないか？

• 当初の課税所得２５の計算内容を詳細に示してください。
• 何故、相互協議で、TPの二重課税が解消されるのか？

• 本件で、何故、相互協議が決裂したのか？
• 訴訟で５０％減額されたので、GDTは何をしなければならないか？

• 訴訟で減額されたのだから、LX社にとってhappyではないのか？

8



TP調査の進行 １

１ 準備調査 (調査官の事務室内）

申告書の検討➡国外関連取引はあるか？

★APA（事前確認）を行っているかどうかの検討(日本）

★別表17（４）の検討➡★調査対象法人等の選定(日本）

★TP文書化（ドキュメンテーション）の検討➡特にローカルファイル

の検討

★無形資産の有無、内容の検討➡TPMの検討（ベストﾒｿｯﾄﾞ）

9

TP調査の進行 ２

２ 実地調査 初期

会社に臨場し、海外中心に取引図を会社に提出させ、取引形態を説明させる。

調査官自身も取引図して、国際取引の全体を把握する。

関連取引の問題点を把握する➡TPMの決定

比較対象取引の選定➡データベースの使用

comparabilityのチェック

差異調整の計算➡課税所得の計算

３ 実地調査中期

納税者への中間報告➡納税者との争点（TPM、差異調整等）の議論

４ 実地調査終期

更正内容の納税者への説明

課税後の納税者の課税対応へのアドバイス（二国間相互協議、仲裁、

不服申立て、訴訟）相手国の対応的調整制度があるか否かの確認

10



TP調査の進行 ３ 相互協議と不服申立て、
訴訟
・納税者の申請による相互協議

租税条約に基づく二重課税防止のための国外関連者所在地国との

協議➡合意金額について、相手国が対応的調整を行う。

相手国が対応的調整ができる国内法を有していなければ、合意は

困難（租税条約上の規定だけでは不十分）⇒モンゴル国も対応的調

整の規定がないので、逆に相手国がTP課税をした場合、相手国は相互協

議の合意を拒否するかもしれないので、今後モンゴル国は必ず立法してください！！！

・納税者の申立てによる争訟

相互協議が何年かかっても、合意できない場合、日本では、納税者が、国内法に基づ

く不服申立て、その後の訴訟が可能である。それは、相互協議の開始時点で、同時に、不服申

立ても納税者は行うからである。不服審判所は、相互協議の進行の関係で、不服審査を一時中

断する。訴訟はその不服審判所の手続きに従って進行する。

11

TP準備調査最重要ポイント１（営業利益率）

• モンゴル国GDT調査官は、実際に会社に行って調査する前に、オフィスで
の事前準備調査において、調査対象法人を、関連会社同士の営業利益
率を比較して、選定することが重要です（もし、外国法人の営業利益率が
準備調査の時に不明だったら、実地調査の時に、最初に質問すること！）

例

モンゴル子会社の営業利益率 ３％

モンゴル子会社の外国法人の、対モンゴル子会社との取引のみに

おける営業利益率 ２０％

➡明らかに、モンゴル子会社の所得が外国法人に移転している！

12



TP準備調査重要ポイント２（無形資産と
TPM）

•例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産を有して
いる場合、このモンゴルの子会社の親会社である外国法人もなんら
かの無形資産を有しているはずであるから、この２つの関連会社は、
双方が無形資産を有している。

➡この場合、TPMとしては、RPSMをまず考えること！

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は無形資
産がない場合は、TNMM、又は、PS法等も考えることが可能

13

★APA(Advanced Pricing Agreement)事前確
認が提出されているか？

•事前確認制は納税者からの事前確認の申出により、納税者の行う
国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法やその具体的な
内容等を税務当局が確認する制度

• この制度により、納税者は安心して法人税の申告を行うことができ、
同時に税務当局は、いちいち移転価格調査をしなくとも、移転価格
税制を安定かつ適正に執行可能

• 事前確認の対象年度は、移転価格課税の調査を行わない。

14



★ 別表１７（４）（国外関連者に関する明細
書）の検討
• 日本の調査官は、最初にこの表を見る！！！
• この表の検討により、高収益の国外関連者をターゲットにする。
• 国税当局はこの表をデータ化して、管理し、中期的なトレンドもチェックしている。
• この別表はTP文書化の制度の導入前より、日本の税務当局が納税者に申告時に提出させていたもので、
非常に優れたツールである！！！

• この表の目的：親会社と子会社の利益状況の検討（➡ これが一番重要！！！）

• この表の内容：
親会社（又は子会社）の概要、売上高、営業利益

親会社と子会社の取引状況＆金額

①棚卸資産の売買対価

②役務提供の対価

③無形資産取引の対価

④貸付金の利息の収受

15

★TP調査対象法人の選定方法１（別表１７
（４）より得た情報に基づく）

・以下の場合は選定される可能性がある。

・国外関連者の営業利益率が調査対象法人より高い場合

・国外関連者の営業利益率が同業者より高い場合

・国外関連者の売上規模は年々拡大している場合

・国外関連者が製造販売を行っているにもかかわらず、調査対象法
人に対するロイヤルティの支払がない場合

16



★TP調査対象法人の選定方法２（公開情報
に基づく）
・以下の場合は選定される可能性がある。

・調査対象法人が赤字の場合

・有価証券報告書の「関係会社の状況」に記載のある子会社が、別表

17(4)に載っていない。

・新聞等で、「○○国に生産子会社を設立した」「海外子会社の業績

が好調」「親会社が海外子会社を支援している」
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★TP調査対象法人の選定方法３（通常の法
人税調査より得た情報に基づく）
・通常の法人税調査で、以下の事実が発見された場合、TP調査対象
法人として、選定される可能性がある。

・低い利率で、海外子会社に貸付又は債務保証をしている場合

・海外子会社が現地の税務当局から課税されている場合

・海外子会社への出向者、出張費の人件費を全額親会社が負担して

いる場合

・業績の悪い海外子会社に、支援目的で通常よりも、明らかに安い価

格で原材料を輸出している場合

18



★TP文書化の内容(マスターファイル）

• TP文書化の制度は、平成28年度税制改正(2016年）で導入。

１）マスタ－ファイル（事業概況報告事項）の提出義務者

グループ構成会社が2社以上あり、提出直前の会計年度の総収入

金額が1000億円以上の企業グループ

2 )マスターファイルの記載事項

「事業概況」「機能・リスク」「無形資産、グループ内金融、関連取引

の対価の設定方法」「APA(事前確認）」につき、確認

3 )提出言語

日本語又は英語(外国課税当局に提出する英語MFを使っても可）
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★TP文書化の内容（ＣｂＣレポート）

１）ＣｂＣ（Country by Counrty) レポート（国別報告事項）の提出義務者

グループ構成会社が2社以上あり、提出直前の会計年度の総収入

金額が1000億円以上の企業グループ

2 )ＣｂＣのレポートの記載事項

グループ各社が事業を営む国・地域での定量的情報の記載

売上高、納付税額、資本金、従業員数、主たる事業等

3 )提出言語

英語のみ(ＣｂＣレポートは外国課税当局との情報交換を予定）

20



★TP文書化の内容（ローカルファイル ＬＦ）

１）ＬＦの提出義務者

内国法人と国外関連者との取引高が50億円以上(無形資産取引は

3億円以上)ある場合の内国法人

2 )ＣｂＣのレポートの記載事項

独立企業間価格（ALP)の算定に必要な情報

➡MFは「概況」で、JbJレポートは「全体的な定量的情報」であるの

で、いずれも、特定の関連取引のALP算定は不十分なものなので

LFの重要性はまさにここにある！！！

3 )提出言語

指定された言語はない。しかし、日本語以外で提出されたら、税務当局

は、日本語訳を求めることができる。
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★ローカルファイルでの対応（納税者TPMの検
討）

文書化の３つの文書の内、特に、ローカルファイルを中心に検討する。

納税者の申請するTPMが説明されているからである。

納税者のTPMは妥当か？について更にチェックする。

TP事務運営指針２－５（２）

「法人が独立企業間価格を算定している場合には、当該法人が算定
に用いた書類に基づき、独立企業間価格が算定できるかどうかを検
討し、当該書類以外の提示又は提出を求める必要があるかどうかを
判断する。」

調査官は、不十分と思えば、納税者の提出した資料以外に、独立企
業間価格算定のために資料を求める。
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★ローカルファイルの検討の５つのポイント

• 国外関連取引情報

• 独立企業間価格情報

• 利益分割法情報

• 複数取引情報

• 差異調整情報
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TP実地調査最重要ポイント１（営業利益率）

•外国法人の営業利益率が準備調査の時に不明であれば、実地調
査の時に、最初に質問すること！

例

モンゴル子会社の営業利益率 ３％

モンゴル子会社の外国法人の、対モンゴル子会社との取引のみに

おける営業利益率 ２０％ （子会社に親会社の営業利益率を質問

する）

➡明らかに、モンゴル子会社の所得が外国法人に移転している！
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TP実地調査重要ポイント２（無形資産と
TPM）
• 例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産を有している場
合、このモンゴルの子会社の親会社である外国法人もなんらかの無形資
産を有しているはずであるから、この２つの関連会社は、双方が無形資産
を有している。

➡この場合、TPMとしては、RPSMをまず考えること！

・ 実地調査において、RPSMを使用すると判断したら、子会社と親会社

の無形資産を詳細に調べること。ポイントは、R&D費用と、広告宣伝費で

ある。Q何故か、わかりますか？

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は無形資産がな
い場合は、TNMM、又は、PS法等も考えることが可能
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TP実地調査重要ポイント３（TNMMとデータ
ベース）
• 例えば、モンゴルの子会社が採掘権で特許等の無形資産がなく、このモンゴルの子会社の親会社である
外国法人はなんらかの無形資産を有しているか不明な場合、この２つの関連会社取引で使用できるTPM
は何か？

➡この場合、TPMは、TNMMをまず考えるべき。但し、TNMM対象法人は、無形資産を有していないことが

前提！

・ 実地調査において、TNMMを使用すると判断したら、子会社の営業利益

率を正確に算定する。モンゴル子会社であるので、モンゴル国内の（無形資

産を有していない）法人の(GDT資源局）データから営業利益率を算定する（平均値等）。

・ 海外親会社が無形資産がない場合、その営業利益率をデータベースから算定しても良い。

データベースの基本的使用法はデータベース会社の研修で理解できるので、早く研修を受けること。

• もちろん、製品価格が明確なら、JUP法、モンゴル子会社は鉱物資源輸出業であるので、JP法も考慮可能。
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2019年日本の最新の
TP税制改正

2019 3 22 (金）午前

JICA専門家

小寺壽成

日本の税制改正について

• 日本の税制改正は毎年定期的に行われます！
• 国際課税分野も独立して、毎年改正されます！
• 改正内容は、誰でも、ネットでも、書店でも、情報入手即可能です！
• 改正の内容は、財務省の担当者がその改正趣旨から詳細に記述します
ので、毎年これを検討するだけで、最新税制が項目毎に理解可能です！

• ➡よって、
モンゴル国の今後の税制改正及び現在の税制の解釈にあたっ

て、ぜひ、日本の毎年の国際税務関連税制改正を参考にしてく

ださい！項目別に詳細な理解が可能になります。



目次

• 2019年 TP課税最新改正

ほかに、2019年は、外国子会社合算課税最新改正、過大支払利子税
制最新改正、金融口座自動的情報交換相手国の追加、東京オリン
ピック関連課税特例等があります。

TP課税の最新の改正 Q&A

• Q1 TP税制については、「BEPSプロジェクト」の勧告に基づき、改正が行わ
れるとのことだが、その勧告とはどのような内容か？

• Q2 移転価格税制の改正の概要は？

• Q3 重要解説：新しいＴＰＭ
• ➡DCD法の採用
• 所得相応性基準の採用

• Q4 重要解説：差異調整方法の整備
• ➡統計的四分位法の採用



Q1 TP税制「BEPSプロジェクト」の勧告とはどのよ
うな内容か？
BEPS勧告

無形資産取引の比較対象取引が特定できない場合

• ➡DCF法による無形資産の独立企業間価格算定の算定をする

• ➡DCF法：

このBEPS勧告を受け➡OECD移転価格ガイドライ改訂(6章）。

無形資産取引が評価困難な場合

• ➡取引時点で、事前の正確な評価が困難な場合、当初の価格算定の基礎

• となる予測と実際の結果が大きく乖離する。よって、税務当局は当初の価格が適

• 切に算定されていなかったと推定し、実際の結果を勘案して当初の価格を再評

価できることとする(所得相応性基準）。

Q2 日本の最新移転価格税制の改正概要は？

• （１）TPM(独立企業間価格算定方法）の追加

• ➡TPMにDCD(ディスカウント・キャッシュフロー)法を追加する。

• （２）評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置の導入
• ➡評価困難な無形資産取引について、予測と実際の結果が相違

• したら、税務当局は実際の結果で評価する。(但し、再評価後の

• 価格が当初の価格の２０％を超えた場合）

• （３）無形資産の定義
• ➡有形資産、金融資産以外の資産で、独立の事業者間で譲渡貸付が

• 行われるとした場合に、対価の支払が行われるもの

• （４）TP課税の更正期間 ➡6年から7年にする。

• （５）比較対象取引に係る差異調整に統計的手法に基づく方法を認める。
• ➡四分位法の採用

• （６）適用年度➡2020年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する



Q3 重要解説：DCD法の採用

•独立企業間価格算定方法(TPM)として、OECDガイドラインにおいて、
比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方
法として有用性が認められている、DCF法を加える。

•➡これにより、独立企業間価格を算定するために必要と認められる
書類等の提出がない場合の推定課税における算定方法に、国税当
局の当該職員が国外取引の時に知り得る状態にあった情報を基に
して、ＤＣＦ法による算定した金額を独立企業間価格とする方法を加
える。

DCF法 その１(現在価値の概念）

•基本概念：現在価値
•将来受け取る金銭Ｃの今日の時点での価値＝「現在価値」（ＰＶ）
• ＰＶ=Ｃ/（１＋r）ⁿ r は割引率

•例えば、金利(国債の金利）が２％のとき、1年後に年金として政府か
ら100円受け取るとする。このときの100円の現在価値（pv）は、金利
をそのまま割引率として用いると、

• ＰＶ=１００/1.02=98.04円



DCF法 その２(将来のCASH FLOW)

• 基本概念：将来のキャッシュフローの現在価値＝資産の価値
➡キャッシュフローの現在価値の計算方法＝DCF法

• ある資産が１年後、２年後、３年後、・・・n年後にＣ１、Ｃ２、Ｃ３、・・・
ＣＮのキャッシュを生み出すと仮定する。この時のリスク(割引率）をr

として、DCF法で資産価値を求めると、

• ＰＶ＝Ｃ１/(1+r)¹+C2/(1+r)²+C3/(1+r)³ ・・・ＣＮ/(1+r)ⁿ

• 例えば、年間の家賃収入３５０万円、維持管理費５０万円で、１０年後に取
り壊される予定の住宅の金銭的価値は、割引率を５％とすると、

• PV=300/1.05+300/1.05²+・・・300/1.05➓＝2316.5 万円

(ナラ様：私のPC技術がなく、この❿は１．０５の10乗という意味です。）

改正が想定する取引(知的財産譲渡取引）

日本
親会社

アイルラ
ンド
軽課税
国

子会社

第三国
非関連者

無形資産譲渡

取引価格
８０万円

BIG

所得一億円

無形資産利用の製品販売



想定取引での日本の親会社の主張

•日本の親会社の主張

• 「本件取引は知的財産の譲渡であるが、それを基にした商品化が成
功するか否かわからない。当社の計算によれば、譲渡価格は８０ま
万円が適切である。」

•➡しかし、その後、商品が爆発的に売れたので、アイルランド軽課税
国子会社は、100,000,000円の所得を計上した。

•➡アイルランドは低税率国のため、日本の親会社で所得を計上する
よりも、アイルランドにある子会社で所得を計上したほうが、グルー
プ全体として、法人税を低くできるので、節税は成功したといえる。

想定取引での日本税務当局の疑問と悩み

•日本の税務当局の疑問
• 「しかし、実は日本の親会社が将来、商品化が成功することを予見し
ていたのではないか？それを知りながら、譲渡価格を８０万円と意図
的に低めに設定したのではないか？知的財産の本来の価値から
いって、例えば、譲渡価格は10010001000円が適当だったのでは？」

•日本の税務当局の悩み
• 「この日本の親会社とアイルランドの子会社の比較対象取引がな
い」

➡確かにそうだ！比較対象取引があるくらいなら、知的財産取引と

いえないからね。ああ、どうしよう！！！！（と、悩む）



BEPS理論を基に、OECDガイドラインでの解
決：所得相応性基準
•所得相応性基準とは一定条件の場合、知的財産の譲渡価格を事後
の結果から引き直すという新しい課税手法

• （米国、ドイツではすでに採用されている。）
•本件の場合、「知的所有権がアイルランド子会社に移ったからといっ
て、からその無形資産の開発、改善、維持、保護、使用に関する役
割をアイルランド子会社が果たしてなければ、あるいは、その知的財
産を使用したビジネスに関する様々な事業リスクをアイルランド子会
社が支配していなければ、アイルランド子会社は不相応な所得は計
上できない」、というルールを定めた。

• また、「実質的に開発等の機能を担い、リスクを支配している日本の
親会社の所得として計上しなおす」というルールも定めた。

Q4 重要解説：統計的四分位法の採用

•比較対象取引の利益率を参照するＴＰＭに係る差異調整について、
定量的に把握することが困難な差異があるために必要な調整を加
えることができない場合には、統計的四分位法による差異調整可能
である。

•統計的四分位法とは、比較対象取引の利益率等を順に４つに分け、
上位25%と下位25%（これが異常値とされる）を除いた上限値及び下
限値により構成される幅の範囲で独立企業間価格を算定する方法
である。



四分位法 その１ データが奇数の場合

• 50,54,62,62,67,71,78,80,82,86,87の11個のデータの場合

•★データを小さい順に並べて、前半と後半に分ける
•前半データ:50,54,62,62,67➡真ん中の数６２が第１四分位数

•後半データ78,80,82,86,86➡真ん中の数８２が第３四分位数

• ちょうど真ん中の数７１➡第２四分位数（中央値）

•★四分位範囲＝第３四分位数ー第１四分位数＝８２－６２＝２０

四分位法 その2 データが偶数の場合

• 50,54,62,62,67,71,78,80,82,86の10個のデータの場合

•★データを小さい順に並べて、前半と後半に分ける
•前半データ:50,54,62,62,67➡真ん中の数６２が第１四分位数

•後半データ71,78,80,82,86➡真ん中の数８０が第３四分位数

• ちょうど真ん中の２つの数の平均 ６７＋７１ ＝ ６９

•➡６９が第２四分位数（中央値） ２

•★四分位範囲＝第３四分位数ー第１四分位数＝８０－６２＝１８



日本のTP裁決＆判例
2019年3月22日

JIJA 専門家

小寺壽成

1

日本の国税不服審判所 TP 裁決

裁決１ 技術ライセンス取引（JUP）

裁決２ 同上（JUP)

裁決３ 製造販売・無形資産供与取引（RPSM)

裁決４ 製造＆販売権ライセンス取引（RPSM）

裁決５ ライセンス取引＆半製品販売取引（RPSM)

裁決６ グローバルトレーディング（RPSM)

2



審判所裁決事案 1 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

ステアリングギア「等」に
関する技術ライセンス

主なテリトリー
米国

他の日本法人 独立第三者

ステアリングギア「のみ」
に関する技術ライセンス

テリトリー：韓国等

国外関連取引

比較対象取引

ロイヤルティ？

ロイヤルティ

3

課税庁の処分＆主要争点

•課税庁の処分
•非関連者間のステアリングのギヤの製造ノウハウのライセンス取引
を比較対象取引として選定し、独立価格比準法と同等の方法で課
税する。

•主要争点
•課税庁は独立価格比準法と同等の方法を用いて課税しているが、
このTPMの観点から、国外関連取引と比較対象取引のライセンス取
引に類似性はあるのか？

•➡請求人は類似性はないと主張。
•類似性がなければ、差異調整の必要性があるのではないか？

4



審判所の事実認定（ライセンス取引に関し
て）と判断

•対象技術については、国外関連取引はステアリングギア、ステアリ
ングコラム、及びウォーターポンプであり、比較対象取引はステアリ
ングギアだけであるが、ロイヤルティレートはいずれも売上の３％で
ある。

• テリトリーについては、国外関連取引と比較対象取引はそれぞれ、
米国と韓国というように異なるが、米国の自動車部品製造業のデー
タ約200件の内40%のロイヤルティレートが売上の３％であり、韓国
においても６０％が同様に３％であった。

•契約締結年月については、国外関連取引は1989年11月であり、比
較対象取引は1990年の12月であるが、その前後の期間を含めて、
自動車部品業界のロイヤルティ料率の多くが３％であった。

5

審判所の結論と理由

•結論
国外関連取引と比較対象取引に類似性はある。

差異調整不要。

•理由は？

6



審判所裁決事案 2 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

輸送用機器の駆動系及
び制御系部品の製造技
術ライセンス

他の日本法
人

独立第三者

国外関連取引

比較対象取引

ロイヤルティ ％ ？

自動車部品の製造技術ライ
センス（技術援助契約）23件

ロイヤルティ

7

課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法で課税する。
• その際、比較対象取引とした23件の技術援助契約の内18件のロイヤル
ティ料率が３％を適用しているので、業界の標準的なロイヤルティ料率は
3%と認められることから、適用すべきロイヤルティ料率は３％である。

• 主要争点
• 課税庁は独立価格比準法と同等の方法を用いて課税しているが、この

TPMの観点から、国外関連取引と比較対象取引のライセンス取引に類似
性はあるのか？

• ➡請求人は類似性はないと主張。
• 類似性がなければ、差異調整の必要性があるのではないか？

8



★独立価格比準法に準ずる方法と同等の
方法
•審判所の解釈

• 「比較対象取引の選定に当たっては、その範囲を広げ、類似した無
形資産取引から類推して独立企業間価格を算定する方法であると
解される。」

9

審判所の事実認定（ライセンス取引に関し
て）と判断

• ３％の料率は比較対象取引23件中18件のみ。

•請求人が国外関連者に供与する部品製造のための技術情報と比
較対象取引間での技術情報は異なる。

•国外関連取引と比較対象取引の形態が異なる。
•以上から、３％の料率であるとする理由は不十分。
• しかし、課税庁の選定した比較対象取引は、いずれも、２％以上。

• また、国外関連取引と比較対象取引の輸送用機器も駆動系部品及
び制御系部品としての機能は同一。

10



審判所の結論と理由

•結論
国外関連取引比較対象取引には類似性がある。

差異調整は不要。

ロイヤルティ料率は２％でOK。

•理由は？

11

審判所裁決事案 3 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

無形資産供与取引等
３つの取引

１
２

３

12



課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 電子部品製造販売・無形資産供与等の取引に残余利益分割法で課税
• 主要争点
• ①国外関連者から配当受領しているからTP課税不要か？

• ➡請求人はTP課税不要と主張。

• ②JUP,RP,JP等の基本３法を使える、「一の取引」ではないか？

• ➡請求人は「一の取引」であると主張。
• ③取引単位ごとに残余利益分割法を使用するのではないか？
• ➡請求人は取引単位ごとに残余利益分割法の適用を主張。
• ④基本的利益算定における比較対象企業の選定は適切か？
• ➡請求人は比較対象企業の選定に一部誤りあると主張。
• ⑤R&D費用は国外関連者が負担したのに、何故請求人の分割指標にするのか？

• ➡請求人は、国外関連者の負担した費用は、国外関連者の分割指標とすべきと主張。

13

審判所の事実認定と判断 １

①我が国のTP税制には、国外関連者からの配当があれば、TP税制を
適用しないとの規定はない。

②基本3法及び同等の方法を使用できる「一の取引」ではない。

③請求人及び国外関連者それぞれが重要な無形資産を有している。

かつ、この３つの取引は関連している。

よって、請求人と国外関連者の営業利益の合計額を基本とし、関連
取引全体を対象とする残余利益分割法に適している。

14



審判所の事実認定と判断 ２

④基本的利益の計算をする場合の比較対象企業は

「同種の事業を営み、市場、事業規模が類似する法人の中から、重

要な無形資産を有しない法人を比較対象企業として選定する必要

がある。」

比較対象企業から除外すべきものとして１）財務諸表の数値が著しく

変動していること、２）法人の損益が短期間しかない企業。

15

審判所の事実認定と判断 ３

⑤ 国外関連者双方の所有する無形資産の判断基準

１）法的な所有権だけではない。

２）無形資産形成活動における関連当事者の行った貢献も考慮。

３）無形資産形成の意思決定、役務の提供、費用負担、リスクの管理
において、関連者の果たした機能を綜合的に考慮する。

４）国外関連者は研究テーマ策定に参加し、研究開発に関わるリスク
を負担している。

５）よって、国外関連者が負担したR&Dは、請求人である日本法人で
なく、国外関連者の分割指標である。

16



審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

国外関連者が負担したR&D費用は、請求人の分割要因ではない。

•理由は？
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審判所裁決事案４ 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

製造及び販売権ライセ
ンス取引

（無形資産の使用許諾
取引）

第三者

内部取引

18



課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分

•製造及び販売権ライセンス取引（無形資産の使用許諾取引）に残余
利益分割法で課税

•主要争点
•残余利益分割法の分割要因は何か？

19

審判所の事実認定と判断

①請求人は内部取引を比較対象取引として、「独立価格比準法と同等の方
法」の適用を主張

②確かに、内部取引と国外関連取引の使用許諾取引の無形資産は同種

③しかし、使用許諾に係る条件が異なる。つまり、１）使用許諾開始時期、
２）使用許諾期間、３）独占的許諾か否かという使用許諾条件、４）使用許
諾に伴う技術者の派遣の有無、５）使用許諾された販売地域が、契約上も
実態上も異なる。

④これらは独立企業間価格ALP（ロイヤルティ料率）に影響を及ぼす。

⑤請求人は、これらがALPに影響がないことについて立証していない。

⑥課税庁の分割要因としての無形資産形成部門の責任者のいわゆる「超
過人件費」（＝年間人件費－関連製造業の平均人件費）は合理的である。

20



審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

請求人の主張する内部取引は比較対象取引になり得ない。

•理由は？

21

審判所裁決事案５ 取引図

日本法人
（請求人）

国外関連者

国外関連取引

ライセンス取引

半製品の販売取引

22



課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分

• ライセンス取引及びに半製品の販売取引に対し、残余利益分割法で課税

• 主要争点

①ライセンス取引と半製品販売取引は別個の取引として扱うべきか？

• ➡納税者は、別個の取引とすべきと主張。

②独立価格比準法と同等の方法を適用すべきか？

• ➡納税者は、この方法を主張。

③残余利益分割法を適用すべきか？

23

審判所の事実認定と判断 １

①半製品には、ライセンス製品の製造に係るノウハウの一部が入って
いる。また、ライセンシーである国外関連者が、この半製品を請求人
から購入することが義務づけられている。よって、半製品取引におい
ても、無形資産の使用許諾にかかる対価を回収しているものといえる
ので、ライセンス取引と半製品販売取引は一体のものとしてALPの算
定はOK。

②ライセンス取引と半製品の販売取引では、１）無形資産は同種、し
かし、２）使用許諾の特許権や「技術情報」の範囲が異なる、３）ライセ
ンス製品の構成が異なる、４）販売状況、市場の状況が異なる。よって、
2つの取引に類似性はない。

⇒すると、独立価格比準法と同等の方法は適用できない。
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審判所の事実認定と判断 ２

③基本的利益の算定における比較対象取引の選定について

請求人：国外関連者は高度で複雑な大規模装置を必要としないのに、
課税庁は、SIJコードで大規模装置法人や異なる取扱い製品の企業を
比較対象企業として選定している。

審判所：１）課税庁の選定したSIJコードは不合理でない。

2）残余利益分割法は売上高営業利益率を使用するので、

売上高総利益率に比べ、取引上の（製品）差異等の影響

は受けにくい。
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審判所の事実認定と判断 ３

④残余利益分割法の分割要因について その１

請求人：国外関連者は、営業の24時間サポートチームである「営

業部」を有しており、これが無形資産の形成に大きく寄与。

審判所：営業部の活動は補助的なもの。

⑤残余利益分割法の分割要因について その２

課税庁：請求人の法務部の費用も分割要因。

審判所：法務部の費用には、非関連者との取引に係る費用が含まれて

おり、それは、それは分割要因の費用から控除すべき。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

但し、課税庁の分割要因には一部誤りがあるので、その部分に限り

原処分取り消しをする。

•理由は？

27

審判所裁決事案 ６ 取引図
（グローバル・トレーディング）

外国法人
日本支店
（請求人）

国外関連者 A

国外関連者 B

国外関連取引

トレーディング業務

セールス・マーケティ
ング業務及び関連業
務

グローバル・トレーディ
ング関連の役提供取引 金融商品の売買等の契

約当事者：リスク管理

トレーディング業務：
リスク管理
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• グローバル・トレーディングに対し、残余利益分割法で課税
•主要争点
①基本３法またはそれに準ずる方法と同等の方法の適用は可能か？

②残余利益分割法は適用可能か？

29

審判所の事実認定と判断

①比較対象取引を見出すことはできなかったので、TPMとして、基本３
法と同等の方法及び基本３法に準ずる方法と同等の方法は適用でき
ない。

②本件取引において、第1次利益配分での基本的利益と言えるのは、
利益獲得への寄与度がトレーディング業務及びリスク管理業務に比
較して低いと認められる業務である。

第2次利益配分としての残余利益をもたらしているのは、１）トレーディ
ング業務、２）リスク管理業務である。
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審判所の結論と理由

•結論
課税庁の残余利益分割法の課税に違法性はない。

トレーダー人件費と資本調達コストを分割要因とする。

•理由は？

31

日本のTP判例の最重要ポイント

•判例１ 事業再編ケース(RP)

•判例２ RPSM基本的利益・比較対象会社ケース（RPSM)

•判例３ 推定課税ケース（推定課税）

32



判例１ 日本子会社の事業再編ケース

•当初の形態

•事業再編後(TP調査時点）

国外関連
者親会社

日本子会社 日本非関連者

輸入(売買） 再販売取引

国外関連者 日本非関連者

輸入（売買）

日本子会社

営業利益率１０％

営業利益率１．５％

販売サポート 委託 販売サポート等
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比較対象法人の問題点

•課税当局はRP法(準ずる方法と同等の方法）で課税したが、課税当
局の採用した比較対象取引は、当初の形態の日本子会社に類似し、
新事業形態の日本子会社と形態が異なっている。

•当初の形態は製品再販売取引、しかし、新形態は役務提供取引

•課税当局は、採用した比較対象取引も、新事業形態の日本子会社
と同様な「在庫リスク」を有していないので、比較可能性があるとして
いる。

国外非関連者
課税当局選択
比較対象取引

国外非関連者

製品輸入 再販売

在庫リスクなし
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事業再編に関する問題点とBEPS意見

•本件はBEPSの典型事例

•独立企業間であれば、本件国外関連取引のような役務提供取引は
通常ない。

• よって、高裁は、機能及びリスクを重視すれば、課税当局の選択し
た比較対象法人と日本法人には、比較可能性はないとした(地裁は
比較可能性ありとした）。

• BEPSでは、本件のような場合次の２つの検討を示唆している。

•①PS法の使用の検討（但し、分割ファクターの問題がある）

•②当該新形態の日本法人を国外関連者の代理人PEと考える。
➡OEJDモデル条約5条のPE定義の拡張提案

35

判例２ Ｘ自動車会社TP課税事案 取引図

納税者Ｘ
（日本）

ブラジルの国外
関連者 非関連者

ブラジルの比
較対象法人 非関連者

自動二輪又は四輪部品等の製造・販売

自由貿易地域
外での製造

自由貿易地域内
での製造

自動二輪の製造・販売
国外関連取引

・部品、製品販売取引
・製造設備等の販売取引
・技術役務提供取引
・無形資産取引

マナウス・フ
リーゾーン

税の恩典ある法人
➡総費用営業利益率高い（10％)

税の恩典なしの法人
➡総費用営業利益率低い(6%)
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課税庁の処分＆主要争点

• 課税庁の処分
• 棚卸資産である自動二輪関連取引等に関し、残余利益分割法で課税
• このTPMの内、選定した比較対象取引の総費用営業利益率の中位値をブラジル側基本的利益
率とする「総費用営業利益率法」を使用した。

• この基本的利益率×[国外関連者の総費用－国外関連者の支出した重要な無形資産の価値の
指標となる費用]＝ブラジル国外関連者の基本的利益となる。

• 主要争点
①本件複数の取引は「一（ひとつ）の取引」か？

②残余利益分割法の適用は租税法律主義違反か？

③基本的利益算定における国外関連者と比較対象法人間に比較

可能性はあるか？

➡③が最重要争点！！！
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最重要論点：RPSMにおける基本的利益の
算定における比較対象法人選定はOKか？
• RPSMの第１段階：基本的利益の算定

➡比較可能性のある比較対象法人を選定することが前提

•本件で、課税庁は、マナウスフリーゾーン外のサンパウロ近郊の企
業を比較対象取引として選定した。

•裁判所は、「本件ブラジルの国外関連者の営業利益は、マナウス税
恩典利益によるところ大である。よって、マナウス税恩典利益を享受
していないマナウスフリーゾーン外の企業は、本件ブラジルの国外
関連者との比較可能性はない。」と判断した。
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営業利益率（OMR)の比較（例）

•日本の親会社の対ブラジル子会社取引にかかるOMR：７％

• ブラジルの子会社の日本の親会社との取引にかかるOMR：２０％

• ブラジル子会社が属しているマナウスフリーゾーンに属しているブラ
ジル企業のOMRの平均値：１８％

• マナウスフリーゾーン外の企業のOMRの平均値：６％

• ↓

• Q 仮に、課税庁が、マナウスフリーゾーン内の企業を、RPSMにおけ
る基本的利益の計算において、ブラジル子会社の比較対象企業とし
て選択したら？

• A 基本的利益を超過する残余利益はあまり発生しなかった？！
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判例解説者 佐藤修二弁護士の意見

• 「マナウスは、ブラジル経済の中心地サンパウロから、遠く離れた、
アマゾン流域の都市である。そこでは、外国企業を誘致すべく、憲法
上の自由貿易地域として税恩典が講じられ、本件外国法人以外に
もいくつかの企業が進出している。このような地域の企業と、サンパ
ウロ等のOMR（Operating Margin Ratio)(営業利益率）が同等である
べきとするのは、社会通念に照らし、相当無理があったのではなか
ろうか。」

• 「その意味で、本判決は、移転価格税制の文脈のみならず、裁判所
が良識に即した解決を示した一例という点でも、重要な先例であると
思われる。」
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判例３ 推定課税ケース

1999年11月以前

日本
A社

国外の第三者
小型モーターの仕入れ

1台50万円

日本
A社

国外関連者
A社の子会社

１９９９年１２月以降

国外の第三者

小型モーターの仕入れ

1台100万円
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TP調査

•国税当局は、A社の調査を行い、仕入価格が2倍に高騰したとの事
実を把握した。

•税務署長は、A社に対して、法令に基づき、A社の財務書類及び本
件取引における価格算定の根拠書類の提示を求めたが、A社はこ
れらの書類を提示しなかった。

• そこで、税務署長は、関連取引を行っている同種事業類似の3法人
を非公開情報で選定し、租税特別措置法66条の４の7項により算定
した価格をALP(独立企業間価格）として更正処分した。

• A社は推定の要件を欠き、推定されたALPは相当でないとし、取消を
求め出訴。
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東京地裁2011年12月1日判決の意義

• TP課税で、推定課税を初めて認めた判決。
• 「租税特別措置法66条の４⑥(現⑧⑨）項の趣旨は、国外関連取引におけ
るALPの算定の根拠となる帳簿書類等の提示又は提出についての納税
者の協力を担保する趣旨で設けられた。」

• 「協力が得られない場合に、税務当局が何の手立てもなく、これを放置せ
ざるを得ないということになれば、TP税制の適正公平な執行が不可能とい
うことになるから、推定による課税の制度が設けられた。」

• 「・・・納税者の現に所持していないものであったとしても、当該納税者にお
いて新に作成し又は入手した上で提出することも不可能でなく、・・・その
書類が提出されない場合には、推定課税の要件は満たされる。」

• 「事業の同種性等は厳格に要求されていない。」
• 「また、⑥（現⑧⑨）項の文言上、同種事業類似法人を選定する場合に、
関連者取引を行っている法人を除外すべきことは規定されていない。」
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TP推定課税(措置法66条の４⑥(現⑧⑨）項
要約）
• ６ 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国
税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係
る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる
書類として財務省令で定めるもの又はその写しの提示又は提出を求めた
場合において、

• 当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署
長は、次の各号に掲げる方法により算定した金額を当該独立企業間価格
と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につ
き更正又は決定をすることができる。

• 一 当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人
で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上
総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした方
法
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国際課税上級研修 

2019年 8月 26日－8月 30日 

 

2019年 8月 26
日 

8月 27日 8月 28日 8月 29日 8月 30日 

月 火 水 木 金 

午前 
(9:00-12:00) 

 

（事前テスト） 

移転価格調査に

おける差異調整 

移転価格事例 

研究 

(差異調整事例) 

移転価格事例 

研究 

(差異調整事例) 

移転価格事例 

研究 

(差異調整事例) 

質疑応答 

田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野 

午後 
(13:00-16:00) 

 

移転価格調査に

おける差異調整 

移転価格事例 

研究 

(差異調整事例) 

移転価格事例 

研究 

(差異調整事例) 

まとめの討議 

(事後テスト) 
質疑応答 

田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野・石黒 田地野 

 

 

参加検査官名簿 
 

No 氏名 役職 
1 Ch.Erdenechimeg 国税庁、税務行政協力局、主任国家検査官 
2 Kh.Suvd-Erdene 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
3 B.Ariunchimeg 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
4 N.Jargaltsetseg 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
5 J.Tserentsoo 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
6 A.Suvdaa 国税庁、納税者サービス局、国家検査官 
7 G.Enkhjin 国税庁、税収局、 国家検査官 
8 Ts.Bayarmaa 国税庁、内部監査局、 国家検査官 
9 Sh.Undraa 国税庁、研修センター、国家検査官 
10 N.Tuul 国税庁、研修センター、国家検査官 
11 B.Batchimeg 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
12 S.Gunjinlkham 国税庁、税務サービスセンター、 国家検査官 
13 S.Tugsjargal 予算歳入管理局、資源・国際課税課、主任国家検査官 
14 Ts.Delgermaa 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
15 G.Byambasuren 予算歳入管理局、資源・国際課税課、国家検査官 
16 D.Batjargal 予算歳入管理局、税務調査課、主任国家検査官 
17 P.Otgonsuren 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
18 N.Bolorchimeg 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
19 N.Munkhdavaa 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
20 N.Khandkhuu 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
21 B.Tugsjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 



22 Sh.Enkhjargal 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
23 Yo.Munkhbat 予算歳入管理局、納税者サービス課、国家検査官 
24 B.Urantsetseg 予算歳入管理局、リスク・統計課、国家検査官 
25 G.Banzragch 予算歳入管理局、税収課、 国家検査官 
26 Kh.Altankhuu 予算歳入管理局、行政管理課、 国家検査官 

27 O.Tsend-Ayush 首都税務所、税務調査課、 国家検査官 
28 J.Erdeneburen 首都税務所、行政課、 国家検査官 
29 L.Davaasuren Bayanzurkh区税務署、国家検査官 
30 Ch.Lkhamragchaa  Chingeltei区税務署、国家検査官 
31 D.Solongo Sukhbaatar区税務署、国家検査官 
32 S.Naranbaatar Dornod 県税務署、国家検査官 
33 D.Narantsetseg 首都税務署、行政管理局長 
34 S.Duubayar Umnugovi県税務署、 国家検査官 
35 B.Ariungerel 国税庁、リスクマネジメント課、国家検査官 
36 Ts.Ishjamts 予算歳入管理局、税務調査課、国家検査官 
37 L.Munkhtuul 国税庁、税務行政協力局、国家検査官 
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Ⅰ 差異調整

(Comparability Adjustments)

3

1. 移転価格調査の流れ

(1) 調査対象法人の選定

Local File などを活用して調査対象法人を選定

(2) 準備調査

業界情報の収集や財務情報の検討など

(3) 調査着手

国外関連取引の実態把握など

(4) 問題取引の絞込み・検討

機能・リスク等の検討からTPMと検証対象法人を決定

(5) 比較対象取引の選定

① 内部比較対象取引

② 外部比較対象取引（法人）・・・公開データ・ベースの活用

比較可能性分析（定量分析・定性分析）、差異調整
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1. 移転価格調査の流れ（続き）

(6) 独立企業間価格の算定

① 比較対象取引、TPMの適用

② 独立企業間価格（利益率）が複数ある場合・・・幅(Range)の活用

(7) 納税者との議論

納税者の主張の把握・検討

(8) 移転価格課税

部内での最終検討・判断

(9) 納税者に対する指導

相互協議・不服申立て
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2. 比較可能性の５要素 (OECD TPG para 1.36)

(1) 取引の契約条件

(2) 各当事者が使用する資産、引き受けるリスク及び果たす機能、並びに

取引をめぐる状況及び業界の実務

(3) 譲渡される資産や提供される役務の特徴

(4) 当事者及び当事者が活動する市場の経済状況

(5) 当事者が採用する事業戦略

6



3. 差異調整について

(1) 差異調整の目的

調整を行うことによって、比較可能性（結果の信頼性）の向上を図る。

(2) 差異調整の要否

国外関連取引と比較対象取引との間に、価格又は利益率に重大な影響を及ぼす差異
が存在し、相当程度正確な調整を行うことができる場合に実施する。

① 差異は存在するが、価格又は利益率に影響を与えない場合

➡ 差異調整の必要なし

② 価格又は利益率に重大な影響を及ぼす差異は存在するが、相当程度正確な調整を
行うことができない場合

➡ 比較可能性に問題あり

7

3. 差異調整について【参考】

(1) 比較可能であるということは、比較される複数の状況間の差異(仮にある場合)が、検
証対象の条件に重要な影響を与えないこと、又は、そのような差異の影響を取り除くため
に相当程度正確な調整が可能であるということを意味している。(OECD TPG para 3.47)

(2) 差異調整は、それにより結果の信頼性が向上すると考えられる場合に（そしてその場
合にのみ）検討すべきである。(OECD TPG para 3.50)

(3) 強調すべき点は、比較に重要な影響を与える差異の調整のみが適切であるということ
である。納税者の関連者間取引と、第三者の比較対象取引との間には、常にいくらかの
差異が存在するだろう。差異が比較の信頼性に大きな影響を与えない場合には、未調整
の差異があっても比較は適切であるかもしれない。しかし、主要な比較可能性の要素につ
いて多くの調整又は重大な調整が必要であれば、当該第三者間取引が実際のところ十分
に比較可能ではないことを示唆している可能性がある。 (OECD TPG para 3.51)
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4. 差異の種類（例示）

(1) 取引に関する差異

① 棚卸資産の種類、役務の内容 ④ 契約条件

② 取引段階（卸売、小売など） ⑤ 取引時期

③ 取引規模

(2) 当事者に関する差異

⑥ 果たす機能 ⑧ 使用する無形資産

⑦ 負担するリスク ⑨ 事業戦略や会計方針

(3) 市場に関する差異

⑩ 市場参入時期

⑪ 政府の規制

⑫ 市場の状況

9

5. 差異調整の具体例

(1) 貿易条件の差異

国際取引においては、貿易条件としてCIF（運賃、保険料込み渡し）やFOB（本船渡し）
などがよく用いられるが、この条件の違いが価格に影響を与える場合は差異調整が必要
である。

貿易条件の差異は、比較対象取引が国外関連取引と同じ貿易条件の下で行われたと
すれば取引商品の価格はいくらになるか、という観点から調整が行われる。

(2) 決済条件の差異

一般的な商取引において、商品代金の支払時期が長ければその期間に対応する金利
相当額が加算されて商品の価格は高くなるため、決裁条件の差異が価格に影響を与え
る場合は調整が必要である。

決済条件の差異は、比較対象取引が国外関連取引と同じ決済条件の下で行われたと
すれば取引商品の価格はいくらになるか、という観点から調整が行われる。

10



5. 差異調整の具体例（続き）

(3) 取引規模の差異

一般的な商取引において、取引数量が多ければ値引きや割戻しなどが行われることが
あり、値引きや割戻しなどが価格に影響を与える場合は差異調整が必要である。

例えば、比較対象取引の契約条件に取引数量に応じた値引きや割戻しなどがある場
合は、国外関連取引の数量を比較対象取引の条件に当てはめて調整を行う。

(4) 機能の差異

機能に差異があり、その差異が利益率に影響を与える場合は差異調整が必要である。

例えば、機能（広告宣伝など）の差異による影響を国外関連取引及び比較対象取引の
当事者が支払った費用の額により測定できる場合や、その差異が利益率に与える影響
を財務データから取り除くことが できる場合は調整を行わなければならない。
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5. 差異調整の具体例（続き）

(5) 棚卸資産評価方法の差異

商品価格が著しく上昇(Inflation)又は下落(Deflation)している場合は、棚卸資産評価方
法の差異が利益率に影響を影響を与えるため、差異調整が必要である。

例えば、商品価格が上昇している場合において、LIFO（後入先出法）を適用したときは、
FIFO（先入先出法）と比較して、棚卸資産はより少なく売上原価はより多く計上されるため
利益率は低くなる。調整は、検証対象法人が適用している評価方法を比較対象法人に当
てはめて行う。

【参考】FIFO/LIFOと売上原価の関係

12

FIFO LIFO

価格上昇時
（Inflation)

棚卸資産：多
売上原価：少

棚卸資産：少
売上原価：多

価格下落時
（Deflation）

棚卸資産：少
売上原価：多

棚卸資産：多
売上原価：少



5. 差異調整の具体例（続き）

(6) 運転資本の差異 (OECD TPG para 3.49)

すでに「(2)決済条件の差異」で述べたとおり、通常、商品代金の支払時期の差異は価
格に影響を与える。しかしながら、公開データでそうした差異を把握するは困難である。
そこで、よく使用される調整方法が「運転資本調整(Working Capital Adjustment)」（注）と
呼ばれる調整である。

運転資本調整は、一般に貸借対照表の、①売掛金、②買掛金、③棚卸資産の３つの勘
定科目を使って行われる。その理由は次のとおりである。

① 売掛金調整

一般に商品代金の回収期間が長ければ金利相当分を価格に含めて販売するため、回
収期間が長いほど販売価格が高くなり、利益率も上がると考えられる。価格に与える影
響は、売掛金割合（期中平均売掛金÷売上高）で計ることができる。

②買掛金調整

考え方は売掛金と同様であるが、買掛金の場合は支払期間が長いほど仕入価格が高
くなり、利益率が下がると考えられる。価格に与える影響は、買掛金割合（期中平均買掛
金÷売上原価）で計ることができる。

（注）運転資本調整は、資産集約度調整(Asset Intensity Adjustment) と呼ばれることもある。
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5. 差異調整の具体例（続き）

(6) 運転資本の差異（続き）

③ 棚卸資産調整

一般に在庫を多く保有することは、次の利点(Merit)から利益率を向上させると考えられ
る。
1) 仕入先から商品を大量に購入するので、割引(Volume Discount)を受けられる
2) 得意先からの大量注文に早期に対応できるので、割増(Premium)を受けられる

一方、在庫が多いということは不良在庫を抱えている場合もあるので、使用に当たって
は慎重な検討が求められる。価格に与える影響は、棚卸資産割合（期中平均棚卸資産
÷売上高）で計ることができる。

（調整に用いられる利子率）

調整には短期金利が用いられる。売掛金と買掛金の金額には金利相当分が含まれて
おり、その金額から金利相当分を除く必要があるため、調整には「利子率/(1＋利子率)」
を使用する。他方、棚卸資産には金利相当分が含まれておらず、それ自体が利益を生む
と考えられるため、一般に利子率をそのまま使用する。
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5. 差異調整の具体例（続き）

(6) 運転資本の差異（続き）

【計算例】

A. 調整金額を計算する方法

売掛金調整 = 

B. 調整率（%）を計算する方法

売掛金調整 ＝

Avg. ARt：検証対象法人の期中平均売掛金 Avg. ARc：比較対象法人の期中平均売掛金

Sale t：検証対象法人の売上高 Sale c：比較対象法人の売上高 i：利子率

15

Avg. ARt

Sale c

Avg. ARc

Sale t
Sale c

1 ＋ i

i

Avg. ARt

Sale t Sale c

Avg. ARc

1 ＋ i

i

5. 差異調整の具体例（続き）

(7) 四分位法 (OECD TPG para 3.57)

これまで述べてきたような差異調整を行っても、なお定量的に把握することが困難な差
異があり、その差異が利益率に与える影響が軽微であると認められる場合は四分位法を
使用することが有効である。

四分位法とは、比較可能性を向上させるための統計的な手法である。具体的には、デー
タを小さい順に並び替えて4等分し、上下25％以内のデータを取り除き、残りのデータでレ
ンジを作って分析を行う方法である。当該レンジを四分位レンジ(Inter-quartile Range)とい
う。

一般に、四分位法は、比較対象企業の利益率を利益水準指標(PLI)として用いる移転価
格算定手法(TPM)を適用する場合において、比較対象法人の数が一定数以上（少なくとも
8社以上）あるときに用いられる。

四分位法を用いた分析では、一般に、検証対象法人の利益率が比較対象法人の利益
率で作成される四分位レンジの下限値以上であれば、移転価格上の問題はないとされる。
一方、当該下限値を下回っている場合は、当該四分位レンジの中央値（Median）まで調整
が行われることが多い。
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5. 差異調整の具体例（続き）

(7) 四分位法（続き）

【適用例（IRS方式）】

A．データ数が11（奇数）の場合

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

B.  データ数が12（偶数）の場合

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10   11   12

17

下限値 上限値

中央値

四分位レンジ

四分位レンジ

下限値

3.5
上限値

9.5

中央値 6.5

11÷4=2.75と割り切れない
ので、小数点以下を切り捨
てて２とし、データの上下
から２社を外す

12÷4=3と割り切れるので、
データを上下２等分し、そ
れぞれの中央値を上限値又
は下限値とする

Ⅱ ケース・スタディ
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ケース・スタディの進め方

これから、グループ討議形式による移転価格の事例研究を行います。
事例は全部で７つあります。

研修員は、各事例の取引図を参照しながら、「前提条件」をよく読ん
で、「質問」に対する答えを考えてください。

そして研修員は、グループ内で他の研修員とよく話し合い、グループ
としての答えを見出してください。すべての事例において、各グループ
から答えを発表してもらいます。
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( Ｘ 国 ) ( モンゴル )

20

第三者
（約100社）

Case 1 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

製品Ａ 製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

（小売店）

（小売店）（代理店）

貿易条件:FOB

貿易条件:CIF

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社



Case 1 貿易条件の差異

【前提条件】

1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴル
にS社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを単価$100,000（貿易条件：FOB）で販売し、S社はそれらをモンゴ
ル国内の第三者である小売店約100社に販売している。

3. P社は、S社の設立以前から、モンゴルの第三者である代理店T社に製品Aを単価$100,000（貿
易条件：CIF）で販売しており、T社はそれらをモンゴル国内の小売店に販売している。

4. P社-S社間の取引とP社-T社間の取引において、貿易条件を除き他の条件は同じであり、取引
数量にも大きな差はない。

5. P社がT社へ製品Aを販売する際の海上運賃は単価の4%、海上保険料率は0.5%である。

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、 P社-T社間における製品Aの取引を比較対象取引とし
てCUP 法を適用する場合、どのように差異調整を行うか。

2. 製品Aの独立企業間価格はいくらになるか。
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( Ｘ 国 ) ( モンゴル )

22

第三者
（約100社）

Case 2 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

製品Ａ 製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

（小売店）

（小売店）（代理店）

決済期限:30日

決済期限:120日

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社



Case 2 決済条件の差異

【前提条件】

1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴル
にS社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを単価$100,000（決済期限：30日）で販売し、S社はそれらをモンゴ
ル国内の第三者である小売店約100社に販売している。

3. P社は、S社の設立以前から、モンゴルの第三者である代理店T社に製品Aを単価$100,000（決
済期限：120日）で販売しており、T社はそれらをモンゴル国内の小売店に販売している。

4. P社-S社間の取引とP社-T社間の取引においては、決済条件を除き他の条件は同じであり、取
引数量にも大きな差はない。

5. P社が、金融機関において適用されるユーザンス金利(Usance Rate)は年率 5%である。

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、 P社-T社間の取引を比較対象取引としてCUP法を適用
する場合、どのように差異調整を行うか。

2. 製品Aの独立企業間価格はいくらになるか。
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( Ｘ 国 ) ( モンゴル )

24

第三者
（約100社）

Case 3 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

製品Ａ 製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

製品Ａ

（小売店）

（小売店）（代理店）

割戻条件なし

割戻条件あり

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社



Case 3 取引規模の差異

【前提条件】

1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴル
にS社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを単価$10,000で販売し、S社はそれらをモンゴル国内の第三者であ
る小売店約100社に販売している。

3. P社は、S社の設立以前から、モンゴルの第三者である代理店T社に製品Aを単価$10,000で販
売しており、T社はそれらをモンゴル国内の小売店に販売している。

4. P社-T社間の取引には、 1年間の取引数量が1,000個を超えた場合、超えた数量については
10%の割戻しを行うという条件がある。他の条件はP社-S社間の条件と同じである。

5. 2018年度において、S社は1,250個、T社は1,500個の製品AをP社から仕入れた。

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、 P社-T社間の取引を比較対象取引としてCUP法を適用
する場合、どのように差異調整を行うか。

2. 2018年度における製品Aの独立企業間価格はいくらになるか。
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( Ｘ 国 ) ( モンゴル )

26

第三者
（約100社）

Case 4 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

原材料 製品Ａ

製品Ｃ

製品Ａ

製品Ｃ

（小売店）

（小売店）

（製品Ａの製造販売）

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社

第三者
Ｙ 社

原材料

（製品Ｃの製造販売）
広告宣伝あり
ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽあり

広告宣伝なし
ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽなし



Case 4 機能の差異

【前提条件】
1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴルに

S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれらをモンゴル国内の第三者である小売店約100
社に販売している。

3. S社は、モンゴル国内において製品Aの広告宣伝を行わず、またアフターサービス（修理や部品
交換など）も行っていない。（モンゴルにおける製品Aの広告宣伝は、P社が実施している。）

4. モンゴル法人T社は、独立した代理店として、X国の第三者であるY社から製品Cを輸入し、それ
らをモンゴル国内の第三者である小売店に販売している。

5. T社は、モンゴル国内において製品Cの広告宣伝を行うとともに、有償で製品Cのアフターサービ
スを行っている。

6. 製品Aと製品Cは、性状、構造、機能等は異なるが、どちらも産業用機械である。

7. 2018年度におけるS社とT社の損益計算書は、次表のとおりである。
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Case 4 損益計算書 （2018年度）

Ｓ 社 Ｔ 社

売上高 １，２００，０００ ２，０００，０００

（うちアフターサービス売上） （ ０） （ ８０，０００）

売上原価 ７００，０００ １，０００，０００

（うちアフターサービス原価） （ ０） （ ３０，０００）

売上総利益 ５００，０００ １，０００，０００

販売費・一般管理費 ４５２，０００ ８５０，０００

（うち広告宣伝費） （ ０） （ ２０，０００）

営業利益 ４８，０００ １５０，０００
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（単位：US$）

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、T社を比較対象法人としてTNMMを適用する場合、どのよ
うに差異調整を行うか。

2. 差異調整の結果、2018年度におけるＴ社の売上高営業利益率(OM)は何%になるか。



( Ｘ 国 ) ( モンゴル )
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第三者
（約100社）

Case 5 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

原材料 製品Ａ

製品Ｃ

製品Ａ

製品Ｃ

（小売店）

（小売店）

（製品Ａの製造販売）

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社

第三者
Ｙ 社

原材料

（製品Ｃの製造販売）
棚卸資産評価

FＩＦＯ

棚卸資産評価
LＩＦＯ

Case 5 棚卸資産評価方法の差異

【前提条件】
1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴルに

S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれらをモンゴル国内の第三者である小売店約100
社に販売している。

3. モンゴル法人T社は、独立した代理店として、X国の第三者であるY社から製品Cを輸入し、それ
らをモンゴル国内の第三者である小売店に販売している。

4. 製品Aと製品Cは、性状、構造、機能等は異なるが、どちらも産業用機械である。

5. 棚卸資産の評価方法として、S社はLIFO（後入先出法）を採用し、T社はFIFO（先入先出法）を
採用している。

6. 2018年度におけるT社の売上原価に関するデータは、次表のとおりである。

30



Case 5 売上原価に関するデータ （T社：2018年度）

製品C FIFO LIFOを適用した場合

期首棚卸高 ２０，５００ ２１，０００

期末棚卸高 １１，０００ １９，５００

売上原価 ３４０，０００ ？

31

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、T社を比較対象法人としてTNMMを適用する場合、どのよ
うに棚卸資産評価方法の差異に係る調整を行うか。

2. 2018年度における調整後のT社の売上原価を2通りの計算方法で求め、T社の営業利益に加算
又は減算する調整金額を算出しなさい。

（単位：US$）

( Ｘ 国 ) ( モンゴル )

32

第三者
（約100社）

Case 6 取引図

第三者
Ｔ 社

第三者

原材料 製品Ａ

製品Ｃ

製品Ａ

製品Ｃ

（小売店）

（小売店）

（製品Ａの製造販売）

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社

第三者
Ｙ 社

原材料

（製品Ｃの製造販売） 運転資本少ない

運転資本多い



Case 6 運転資本の差異

【前提条件】
1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴルに

S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれらをモンゴル国内の第三者である小売店約100
社に販売している。

3. モンゴル法人T社は、独立した代理店として、X国の第三者であるY社から製品Cを輸入し、それ
らをモンゴル国内の第三者である小売店に販売している。

4. 製品Aと製品Cは、性状、構造、機能等は異なるが、どちらも産業用機械である。

5. S社とT社の運転資本（売掛金、買掛金及び棚卸資産）の水準は大きく異なっており、これらの差
異を調整することが比較可能性の向上に有効と認められた。

6. 2018年度におけるS社とT社の売上高や運転資本などの財務データは、次表のとおりである。

7. なお、2018年度におけるS社の銀行借入利率は、5%である。

33

Case 6 財務データ （2018年度）

Ｓ 社 Ｔ 社

売上高 １，８００，０００ ２，０００，０００

営業利益 ７２，０００ １００，０００

売上高営業利益率（OM） ４% ５%

売掛金（期首残高） ４２０，０００ １５０，０００

〃 （期末残高） ４８０，０００ １７０，０００

買掛金（期首残高） ３９０，０００ １２５，０００

〃 （期末残高） ３３０，０００ １１５，０００

棚卸資産（期首残高） ５５０，０００ １８０，０００

〃 （期末残高） ５３０，０００ ２２０，０００

34

（単位：US$）

【質問】

1. S社に対する移転価格調査において、製品Cの取引を比較対象取引としてTNMMを適用する場
合、どのように運転資本の差異に係る調整を行うか。

2. 差異調整の結果、2018年度におけるT社の売上高営業利益率(OM)は何%になるか。



( Ｘ 国 ) ( モンゴル )
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第三者
（約100社）

Case 7 取引図

第三者
（９社）

第三者
(多数)

原材料 製品Ａ

製品

製品Ａ

製品

（小売店）

（小売店）

（製品Ａの製造販売）

モンゴル法人
Ｓ 社

国外関連者
Ｐ 社

第三者
（数社）

原材料

製品の製造販売 比較対象法人

Case 7 四分位法

【前提条件】

1. X国法人P社は、製品Aの販売会社であり、10年前に製品Aを販売する子会社としてモンゴルに
S社を設立した。

2. P社は、S社に対して製品Aを販売し、S社はそれらをモンゴル国内の第三者である小売店約100
社に販売している。

3. モンゴル国内には、S社と類似の機能を果たす独立した法人が9社ある。

4. この9社が扱う製品はまちまちであり、製品Aと性状、構造、機能等は異なるが、いずれも産業
用機械である。

5. モンゴル国税庁の調査官Q氏は、S社への移転価格調査に際し、この9社を比較対象法人、S社
を検証対象法人としてTNMMを適用しようと考えた。

6. Q氏がこの9社を詳しく調べたところ、売上高営業利益率(OM)に影響を及ぼすと認められる差異
がいくつか存在することが判明した。

7. そのため、Q氏は、Case1からCase6に掲げた方法などを駆使して、そのうち重要と思われる差異
について調整を行った。しかしながら、定量的に把握することが困難な軽微な差異については
調整することができなかった。

8. 2018年度におけるS社と差異調整後の9社のOMは、次表のとおりである。 36



Case 7 比較対象法人とS社のOM （2018年度）

No. 比較対象法人 ＯＭ（％）

1 D 社 6.39

2 E 社 5.88

3 F 社 5.36

4 G 社 4.84

5 H 社 4.62

6 I 社 3.79

7 J 社 2.83

8 K 社 2.31

9 L 社 △0.45

- S 社 2.18

37

【質問】

1. 四分位レンジとその中央値を求めなさい。

2. 2018年度においてS社に移転価格課税を行うべきか否か。また、課税を行うとした場合、何%の
OMを用いるか。

Ⅲ 質疑応答

38
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Corporation Tax Art.138 ( )  

• The term “domestic source income in this Part means those listed in the 
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(1)Income to be attributed, in the case where a foreign corporation carries on a 
business through a permanent establishment  and if the said permanent 
establishment were a person who is independent of the said foreign corporation in 
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of circumstance such as functions performed by the said permanent establishment, 
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as a similar place of business that are other than the said permanent establishment; 
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Corporation Tax Art.138 ( )  

(2) Income arising from the management or possession of assets that 
exist in the State (excluding income that falls under income listed in 
items (8) to (11) and (13) to (16) of paragraph (1) of Art. 161 (Domestic 
source income) of the Income Tax Act); 
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C3 Art.177 of Corp.Tax Law Cabinet Order  

• Art.177  

• Income arising from the management or possession of assets listed in the following is included in 
the domestic source income listed in Art. 138 . 

• (1) Government Bond or Local Bond in the Public Bond prescribed in Art.2 Definition) or 
Bond issued by domestic corporation and promissory note listed in the Art.2 (15) of Financial 
product trading Law.   

• (2) Loan credit to the Resident prescribed in Art. 2 except the resident’s business 

• (3)Right to get insurance and distribution of surplus fund on the basis of the life insurance contract 
concluded through the business office, office, and equivalent to those or agent concluding the 
contract in State, old postal life insurance, nonlife insurance contract, and other contract similar to 
those prescribed in Art.30 (1)  Cabinet Order of Income tax law. 

• Art.177  

• The interest prescribed in Art. 283 Cabinet Order of Income Tax Law (Loan interest on domestic 
business) is not included in domestic source income listed in Art. 138 .  
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Mongolian GAAR in General Tax Law 
model Article. 18.1  

• General Tax Law 

Art.18 General Regulation for Prevention of Tax Evasion/GAAR 

18.1  The tax administration shall take appropriate measures against tax evasion through misuse of 
any tax reduction and exemption policy and the corporate structure, misuse of the intergovernmental 
agreements and reduction of taxable income on the basis of tax arrangement without bona fide 
commercial objectives through relations with any other country with lower tax rates than Mongolia. 

1) Bona fide  

reduction reduction  

reduction  

47 without bona fide commercial objectives  

tax arrangement (
 

 

  

2 

2)  

      1) GAAR  

      2) 
 

3) 
 

 

3 



  model Article. 18.1.1  

• 18.1.1 (referring to Art.47 of Corporate Income Tax Law in China)  

If an enterprise enters into any business tax arrangement without bona fide 
commercial objectives economic substance and business purpose   

that results in reduced taxable revenue or income, the tax authority is entitled to 
shall make adjustments based on appropriate reasonable methods.   

economic substance and business purpose  

• business purpose ( economic substance
GAAR substance over form)

reasonable commercial purpose) ESD(Economic Substance 
Doctrine)  
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47  

Art. 47 

If an enterprise enters into any business arrangement without bona fide 
commercial objectives that results in reduced taxable revenue or income 
the tax authority is entitled to make adjustments based on reasonable 
methods.    

5 



3 model Article. 18.1 .2 

18.1.2 

In the case that taxpayer’s intention of tax arrangement is to look for defects of 
provisions of tax law or the arrangement is deemed to be sham or fictitious based on 
Mongolian Civil law, the tax authority shall take appropriate measures against those 
tax arrangement.    

• taxpayer’s intention  
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GAAR 1 

• EU GAAR (arrangement) 

• tax avoidance transaction  
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• arrangement & business purpose (  
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reasonable commercial purpose) 

35 



GAAR  

Art.18 General Regulation for Prevention of Tax Evasion/GAAR 

18.1  The tax administration shall take appropriate measures against tax evasion 
through misuse of any tax reduction and exemption policy and the corporate 
structure misuse of the intergovernmental agreements and reduction of taxable 
income through relations with any country with lower tax rates than Mongolia. 

 

18.2 The regulation for prevention of tax evasion shall be approved by the 
Government.    
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GAAR  

Q GAAR  

Q GAAR General Anti-Avoidance Rule? Or General Anti-Abusive Rule?  

abusive ) 

Q GAAR  

Q  

Q Corporate structure ? 

Q Inter-governmental Agreements  ? 

Q any country with lower tax rates  GAAR
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徴税機能強化支援グループ 

  小阪 満 

熊倉茂夫 

2019.11.30 

 

税務署内部事務の効率化について（2019 年 11 月） 

 

Ⅰ これまでの経過 

 税務署における内部事務の効率化については、プロジェクト目標として、「提出さ

れた業務マニュアルが市内のパイロット区で試行される。」である。 

そこで、まず、試行を予定したパイロット区チンゲルティ区税務署、ソンギノハイル

ハン区税務署の 2 区税務署に臨場し、内部事務の処理の現況を調査した(参考「両署

の徴収業務の現状」参照)。そこでは、「内部事務の処理に使用するパソコンが老朽化

して処理の速度が遅く仕事が進まない」、「職員数に応じたパソコンの台数が確保され

ていない」という事情があり、内部事務の効率化の前提として、まず、パソコンの整

備が急務であることが判明した。 

 そこで、2017 年 9 月、上記のパイロット区２税務署にそれぞれ 40 台、32 台の合計

72 台のパソコンが供与され、これに併せて徴収セクションの業務 

の効率化について提言を行った。 

 その後、一般税法の改正案(以下「改正法案」の成立の可能性が高くなってきたこ

とから、法改正後の内部事務は、現行のものとは大幅に異なるものになることが見込

まれたため、当該作業は一時棚上げすることとし、その代替として、法改正の内容に

沿った「滞納整理の手引き」及び「様式集」の作成に取り組むこととした。 

2019 年 3 月、改正法案が国会において承認され、徴収事務が自力執行権の付与、第

二次納税義務制度の導入等により劇的に変わることとなったため、円滑な徴収事務に

資する「滞納整理の手引き」（マニュアル）、「様式集」を完成させ、同年 8 月、GDT

に提供した(Ⅱの「今後の方向」の（参考）参照)。 

 そして、徴収部門における内部事務、システム操作要領等をマニュアル化した「内

部事務処理要領」などの業務マニュアルの作成についての作業を再開することを検討

したが、GDT の税務総合データシステムが全面改修中で事務処理要領が固まってい

なかったため、作業は中断状態が続いていた(参考 2「内部事務効率化のためのシステ

ム改修」参照)。 

 

（参考） 

1 両署の徴収業務の現状  

(1) 徴収業務の現状 

➀ 従来の部門編成 

     従来の徴収業務は、両署とも業務別の部門編成はなく、それぞれの徴収職員
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が 500 件前後の納税者（法人）を専担して所掌し、申告、納付状況を PC で

管理しながら滞納整理を行っていた。 

➁ 部門編成の変更 

チンゲルティ税務署、ソンギノハイルハン税務署の両税務署において、PC

の供与を契機に 2018 年から徴収部門の業務改善が徐々に進められ、2019 年

からは「セグメント方式」1（事業規模別管理）による滞納整理を導入、同

年 2 月から試行を開始して同年 5 月まで実施され、同年 6 月から本格実施

に移されている。 

また、同様に、2019 年 9 月からは、当該「セグメント方式」による滞納整

理は、ウランバートル市内の 6 区税務署にも拡大して実施されている。 

③ 部門編成と職員数 

    【部門編成】  

     両署とも、以下のとおりの部門編成となっている。 

   ≪1 部門≫ 従来の債権管理部門、すなわち、納税者の住所、電話番号等基本情

報の管理、入力及び申告、納付、還付、充当等の租税債権の管理、

入力を行う業務、また、税収計画に係る納税者、税目、金額などの

情報データベースへの登録、関係行政機関、金融機関との出納業務

等を担当 

   ≪2～4 部門≫セグメント化を図り、従来の滞納整理業務(未納及び滞納となっ

た納税者について、納付通知書（督促状）の作成、送付、財産調査、

銀行口座、給与等からの徴収手続、担保の徴取手続、猶予、差押え

及び判決執行裁判所への競売申立て手続等の一連の滞納処分業務と

これらに付随する帳票の作成、事績の入力などを行う業務)を次の３

事業規模に区分して部門編成          

     ・2 部門：売上が 5,000 万 Tg までの法人、個人事業者の滞納者（催告セ

ンターから返戻された事案を含む。）に対する滞納処分、地方行政

機関との協力、無申告者の発見、登録等の業務を担当 

      ・3 部門：売上が 5,000 万から 15 億 Tg までの法人、個人事業者の滞納者

（催告センターから返戻された事案を含む。）に対する滞納処分、

地方行政機関との協力、無申告者の発見、登録等の業務を担当 

・4 部門：売上が 15 億 Tg から 50 億 Tg までの法人、個人事業者の納税者

の滞納処分、また、無申告者の発見、登録、さらに印紙の販売、管

                                            
1  これは、納税者サービスと納税者の育成の観点から、納税者の登録から、申告、調査及び納付指

導（滞納整理）の 4つの視点で納税者を指導するものである。具体的には、納税者を売上規模で

大規模、中規模、小規模、極小規模の 4のセグメントに分類し、それぞれのセグメントに合った

納税者管理を行うものである。 
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理、酒類企業の管理等の業務を担当 

   ≪5 部門≫ 判決執行裁判所に係る業務、異議事案、訴訟事案を担当 

   ≪6 部門≫ 税収計画の作成、実績のまとめ、報告業務を担当 

   ≪7 部門≫ 車両税、大気汚染料、道路使用料の滞納事案の担当及び関連行政機

関との協力 

   ≪8 部門≫ 無申告の納税者の把握と税務登録させるために納税者サービス局

と協力する業務なお、チンゲルティ税務署においては、6 及び 8

部門には、人員配置をしていない。 

【職員数】 

今回の部門編成において、両署とも徴収職員の人数がほぼ半減している。

チンゲルティ税務署においては 41 名から 28 名に、ソンギノハイルハン税

務署においては 34 名から 17 名に減員となっている。特に、滞納整理業務

の担当者は、それぞれ 34 名から 23 名に、24 名から 10 名へと大幅に減ら

している。 

こうした職員数の減員は、PC の更新と台数が増えたことで、事務の効率

化が図られ、また、新たな部門編成により業務改善が進み、効率的な滞納

整理が可能となったことが要因と考えられる。 

④ セグメント方式の問題点 

GDT は、2019 年 9 月から市内区税務署において本格的にセグメント方式に

よる滞納整理を開始したが、滞納残高の件数、税額と事業規模との関連性、

適正な職員配置等について、いくつかの問題が想起される。 

すなわち、事業規模と滞納税額との間には、ある程度比例関係にあることは

想定できるが、事業規模と滞納件数との間にはどのような関連性があるか明

確な関係は導き出せない。 

したがって、部門の所掌件数、職員の配置人数、徴収能力等をどのようにマ

ッチングさせ、最適な配置とするか困難な作業となると思われる。 

今後、セグメントごとの税額階層別滞納状況を随時注視し、所掌件数、職員

の配置人数、徴収能力等のバランスを取りながら、より効率的な滞納整理を

進めるために、柔軟に対応していく必要があるものと思われる。 

なお、参考までに、2018 年の税額階層別滞納状況は、後綴り参考資料のとお

りである。 

 

(2) 業務分担構成 

それぞれの署の徴収業務の分担構成は、次表の通りとなっている。 

   チンゲルティ署 ソンギノハイルハン署 

徴収職員数 28 名（41 名） 17 名（34 名） 

債権管理業務担当者 3 2 

（滞納整理業務担当 23 （34 名） 10（24 名） 
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者）  

超小規模滞納者 7 3 

小規模滞納者 13 4 

中規模滞納者 3 3 

異議、訴訟担当 1 1 

税収計画、報告担当 - 1 

車両税等担当者 1 1 

その他 - 情報調査業務担当 2 名 

     （注）1 情報調査業務担当者は、国税庁、市税務局から指示された事項の

調査及び報告業務などを行う。  

2 かっこ内の数字は、前年の職員数を示す。 

(3) 有効処理件数及びこれによる徴収税額 

両税務署の 2017 年、2018 年の滞納処分実績における有効処理件数2及びそれに

よる徴収税額は、別表 1 及び別表 2 のとおりである。 

2017 年と 2018 年の実績と比較し、チンゲルティ税務署においては、有効処理

件数、徴収税額ともに減少しているが、ソンギノハイルハン税務署においては、

前年度を大幅に上回る実績となっている。 

両署の実績は対照的なものとなっており、その原因については詳細な分析が必

要と思われるが、部門編成の変更、税務総合管理システムの全面改修等が重な

り滞納整理業務に集中できなかったこと、また、両署の諸実情等様々な要因が

考えられる。 

 

2  内部事務効率化のためのシステム改修 

(1) 税務総合管理システムの全面改修に伴う徴収サポートシステムの構築 

GDT は、ADB（「Asian Development Bank」）の支援の下、2018 年 1 月から税務

総合管理システムの全面改修に着手し、これに伴いそれまで使用していた

「TAXACT」、「TAXPAYMENT」、「Debt Management システム」などを統合し、

2019年 3月から徴収業務全体を管理できる徴収サポートシステムが稼働してい

る。 

(2) システムの概要 

このサポートシステムは、一般税法の改正を想定して制作されており、納付催

告システム（滞納者に対する「請求書」（差押えの前提要件となる「督促状」

に相当する。）を自動的にメール送信するシステム）と滞納処分システム（差

                                            
2 「有効処理」とは、銀行口座の取引停止、給与等資産からの徴収、担保取得、公売、差押え等

の一連の滞納処分手続をいい（通知書の送達業務は、本来の意味における滞納処分と性質が異

なるため除外した。）、有効処理件数が多いほど積極的な滞納処分を実施していることを表して

いる。 
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押え以降の滞納処分に関し、調書の作成、処分事績の入力等一連の滞納処分手

続きを行うシステム）の二つのプログラムによって構成されている。 

これにより滞納整理事務の内部事務の大部分が機械化され、内部事務の省力化、

効率化が図られる見通しである。 

  

Ⅱ  今後の方向 

GDT は、税務総合管理システムの全面改修を終え、また、今年度、改正税法も

成立したことから、2020 年 1 月からの法律施行に向けて、今後、滞納整理の執

行体制、組織体制の見直しを図りつつ、徴収内部事務の効率化がさらに進むこと

を期待したい。 

 

（参考） 改正税法の成立と業務マニュアル 

1 改正税法の成立 

改正税法は、2019 年 3 月末、ようやく国会で成立し、パブリックコメントの実

施、国税庁長官命令（通達）の作成など、2020 年 1 月 1 日の法律施行に向けて、

準備が進められている。 

2 滞納整理の手引き（マニュアル）の提供  

2019 年 8 月までに、改正税法の施行に向けて、長官通達とは別に、滞納整理を

進めるうえで必要な徴収職員の心構え、財産調査手法、納税の猶予、差押え、換

価、配当、第二次納税義務の具体的な手続をまとめたマニュアルを作成し、また、

これに併せて、これら業務を行う際の様式を定めた「様式集」を GDT に提供し

た。 
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（別表１） 

滞納処分別実績表（チンゲルティ税務署）   （単位：件、億 Tg） 

 繰越滞納 申告年度滞納 合計 

 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 

 滞納額 539.2 823.3 1,569.5 177.0 2,108.7 1,000.3 
 滞納者数 4,993 5,053 4,636 5,355 9,629 10,408 

 滞納処分 

通知書（督促状）送達 
件数 1,276 1,436 735 803 2,011 2,239 

金額 335.7 440.4 195.7 188.7 531.4 629.1 

A 口座取引停止 

件数 527 360 196 138 723 498 
金額  191.7 191.9 84.2 47.0 275.9 238.9 

B 資産から徴収 

件数 2 0 0 0 2 0 
金額 0.7 0 0 0 0.7 0 

C 担保契約 

件数 9 1 8 0 17 1 
金額 5.3 0.5 2.0 0 7.3 0.5 

D 公売処分 
件数 0 0 0 0 0 0 
金額 0 0 0 0 0 0 

E 資産差押さ 

件数 3 0 1 0 4 0 

金額 1.1 0 0.1 0 1.2 0 

F裁判訴訟 

件数 21 42 2 0 23 42 

金額 21.2 27.0 1.2 0.1 22.4 27.1 

有効処理件数 
(A+B+C+D+E+F) 
及び徴収金額  

562 
 

220.0 

403 
 

219.4 

207 
 

87.5 

183 
 

47.0 

769 
 

307.5 

586 
 

266.4 

【コメント】 

① 滞納繰越分に対する有効処理件数、徴収金額は、2017 年 562 件、220 億 Tg から、2018

年 404 件、2⒚4 億 Tg と、有効処理件数は減少したものの徴収金額はほぼ同額であ

った。また、申告年度分については 2017 年の 207 件、87.5 億 Tg から 2018 年 183

件、47 億 Tg と減少している。  

➁ 滞納繰越分の中で、2018 年の裁判訴訟の件数、徴収税額が、とも 

に大幅に増加している。 

③ 公売処分は、2017 年、2018 年ともに実施されていない。 
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（別表２） 

滞納処分別実績表（ソンギノハイルハン税務署）（単位：件、億 Tg） 

 繰越滞納 申告年度滞納 合計 

 2017 年 2018 年 ⒛17 年 2018 年 ⒛17 年 2018 年 

 滞納額 362.8 454.6 945.8 1,010.4 1,308.6 1,465 
 滞納者数 12,501 14,746 17,278 54,663 29,779 69,409 

 滞納処分 

通知書（督促状）送達 
件数 1,879 3,415 715 289 2,594 3,704 

金額 210.5 455.9 66.0 46.3 276.5 502.2 

A 口座取引停止 

件数 580 1,882 95 0 675 1,882 
金額  106.5 357.2 5.7 0 112.2 357.2 

B 資産から徴収 

件数 0 0 0 0 0 0 

金額 0 0 0 0 0 0 
C 担保契約 

件数 0 0 0 0 0 0 
金額 0 0 0 0 0 0 

D 公売処分 
件数 0 0 0 0 0 0 
金額 0 0 0 0 0 0 

E 資産差押さ 

件数 0 9 0 0 0 9 
金額 0 10.5 0 0 0 10.5 

F裁判訴訟 

件数 2 32 0 0 2 32 

金額 20.8 47.2 0 0 20.8 47.2 

有効処理件数 
（ A+B+C+D+
E+F） 
及び徴収金額  

582 
 

127.3 

1923 
 

414.9 

95 
 

5.7 

0 
 

0 

677 
 

133.0 

1,923 
 

414.9 

【コメント】 

➀ 滞納繰越分に対する有効処理件数、徴収金額は、2017 年は 582 件、 

127.3 億 Tg から 2018 年 1,923 件、414.9 億 Tg と、ともに大幅に増 

加している。また、2018 年は、資産差押え 9 件、10.5 億 Tg の収入金 

額があった。 

一方、申告年度分については、有効処理は皆無であった。  

② 全体で見ても、有効処理件数、徴収金額ともに 2017 年 677 件、133 

億 Tg に対し 2018 年 1,923 件、414.9 億 Tg と大幅に増加している。 

③ 資産からの徴収、担保契約、公売処分は、2017 年、2018 年ともに実 

施されていない。 

     ④ 申告年度分の滞納者数の増加が顕著である。 
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76.9. 

 



61 

 

 

77  

77.1.   

77.2. 

 

77.3. 

 

77.4. 183.2

 

77.5. 

 

77.6. 

 

77.7.  8.3

 

77.7.1.

 

77.7.2.  

77.7.3.

 

77.7.4.  

77.7.5.

 

77.7.6.

 

77.7.7

 

77.7.8.  

77.7.9.  

77.7.10.  



62 

 

77.7.11.

 

77.7.12.  ; 

77.7.13.  

77.7.14.  

77.7.15.  

77.8. 

 

77.9. 77.7.3, 77.7.4, 77.7.8, 

77.7.13, 77.7.15 77.7 

  

77.10.  

 

78  

78.1. 77.7.3

 

78.1.1.

 

78.1.2.

 

78.2. 

10

 

78.3. 78.1.1

 

78.3.1.

 

78.3.2.  

78.3.3.  

78.3.4.

 

78.3.5  



63 

 

78.3.6.  

78.3.7.

 

78.3.8. 78.7  

78.4. 

 

78.5. 

 

78.6.  

78.7. 

 

 

79  

79.1. 

 

 

79.2. 79.1

 

79.3. 79.1

 

79.4. 79.1  

79.4.1.

 

79.4.2.

  



64 

 

79.4.3.

; 

79.4.4.

; 

79.4.5. 

  

79.4.6.

 

79.4.7.

 

79.4.8. 30

 

79.4.9.

 

79.4.10.

 



65 

 

79.4.11.

 

79.4.12.

 

79.4.13.

 

79.5.  

79.6. 79.4

 

79.7. 

 

79.8.  

 

80  

80.1. 57.2.2

 

80.2. 

 

80.3.  

80.3.1. ; 

80.3.2. ; 

80.3.3. . 

80.4.  

80.5. 

 

 

14  

 



66 

 

81  

81.1. 

 

81.1.1.

 

81.1.2.  

81.1.3.

 

81.1.4.  

81.2. 81.1.1, 81.1.2

 

 

82  

82.1. 

 

82.1.1. 50 30

; 

82.1.2. 50 40

; 

82.2. 

50  

 

83  

83.1. 

 

83.2. 83.1 40  

83.3. 

50  

 

84  

84.1. 

40  



67 

 

84.1.1.

 

84.1.2.

; 

84.1.3.

 

84.1.4.

 

84.1.5.

VAT

  

84.2. 

50

 

 

85  

85.1. 105, 106, 107 

  

85.1.1.   

85.1.2.   

85.2. 85.1

 

 

86  

86.1.  2020  01 1  

 

 

                                                           G.Zandanshatar 

 

 

 



68 

 

 

 

2019  03  22  
 

 

 

2020 1 1  

 

/ / 

 

1  

 

 

1  

1.1. 

 

 

2  

2.1. 

 

 

3  

3.1. 

 

 

4  

4.1.  

4.1.1.

  

4.1.2. 84.5  

 



69 

 

4.1.3.

  

4.1.4. 5.3

4.1.6, 4.1.7  

4.1.5.  

 

4.1.6.  

7.4   

4.1.7.  

4.1.7.a. 

 

4.1.7.b.  5.5.2 

   

4.1.7. c.  

4.1.7.d. 

 9.4 

 

4.1.7.e. 

;  

4.1.7.f. 

 

4.1.7.g. 

 

4.1.7.h. 

  

4.1.7.i. 

  



70 

 

4.1.7. j.  4.1.7.a.  4.1.7.i.  

4.1.8.  6.1.19  

4.1.9.  84.3, 86.2  

4.1.10.  4.1.6, 4.1.8

  

4.1.11.  27  

4.1.12.

 

 

5  

5.1. 

 

5.2. .  

5.3.  

5.3.1.  

5.3.2.  

5.4. 5.3.2  3 

 

5.4.1.

 50%   

5.4.2. 4  50

 

5.4.3.  

5.4.4. 

 25%

 

5.4.5.  60%

  

5.5.   

5.5.1. ;  

5.5.2.  5.5.1 

 



71 

 

 

6  

6.1.  5.5.1 

 

6.2.  6.1  

6.2.1.  

6.2.2.  

6.2.3.  

6.2.4.  

6.2.5.  

6.2.6. ; 

6.2.7.  6.1  

6.3. 

 12  90 

 

6.4. 

  12  183 

  

6.5.  6.3  6.4  

 

6.6.  

6.6.1.  

6.6.2. 

 

6.7.  6.6.2 

 

6.7.1.   

6.7.2. 

 

6.7.3.  

6.8. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

   



72 

 

6.9. 

  

6.10. 

 

 

 

2  

7  

7.1.  5.3

 

7.2. 5.5.1

 

7.3. 5.5.2

 

7.4.  

7.4.1. ; 

7.4.2. ; 

7.4.3. ; 

7.4.4.  

7.5.  

 

8  

8.1.  

8.1.1. ; 

8.1.2.  

8.1.3.  

8.1.4.  

8.1.5. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4  

8.2. 6.4, 8.1.3  



73 

 

 

8.3. 6.4, 8.1.3   /

/

 

8.4. 6.4, 8.1.3  

 

8.5. 

8.1.1

 

 

9  

9.1.  

9.1.1.  

9.1.2. ; 

9.1.3. ; 

9.1.4. . 

9.2.  9.1.2  

9.2.1. 

 

9.2.2. 

 

9.2.3. 

 

9.2.4.  

9.2.5. 

 

9.2.6.  

9.2.7. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6

 



74 

 

9.3. 9.1.3

 

9.4. 9.1.4

 

 

 

10  

10.1.  

10.1.1.  

10.1.2.  

10.1.3.  

10.1.4. 10.1.2, 10.1.3  

10.2. 10.1. 10.1.2, 10.1.3

 

 

11  

11.1. 7.4.4  

11.1.1. 

 

11.1.2.   

11.1.3.  

11.1.4.   

11.1.5. 9.11, 11.1.4, 12.5

; 

11.1.6. . 

 

12  

12.1.  

12.1.1.  

12.1.2.  



75 

 

12.1.3.

 

12.1.4.  

12.2. 

 

 

3  

 

13  

13.1.  

13.1.1.  

13.1.2.  

13.1.3. 13

 

13.1.4. 28.5

 

13.1.4.а. 5.5.2

 

13.1.4.b.  

13.1.5. 

 

13.2. 13.1

 

13.2.1.  

13.2.2. 2  

13.2.3. 

 

13.2.4. 

 

13.2.5. 

5  



76 

 

13.2.6. 4.1.2

15  

13.2.7. 4.1.2

15  

13.2.8. 

2 5

 

13.2.9. 

 

13.2.10. 11

 

13.2.11. 14  

13.2.12. 

 

13.3. 

 

13.4. 

 

13.5. 

 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13

 

 

14  

14.1.  9.1.4  

 

14.2.  14.1,

 

 40   

14.3.  14.2 3

 



77 

 

14.4.  14.3 

 

14.5. 6.1.1, 6.1.2 7.1.1

14.2

 

14.6. 

 

14.7. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5  

 

15  

15.1. 13  

15.1.1.  

15.1.2. ; 

15.1.3. 16.1.8

; 

15.1.4. 

; 

15.1.5. 11.5, 18 ; 

15.1.6.

 

15.1.7.

10 MNT  

15.1.8. 10 MNT

 

15.1.9. ; 

15.1.10.  

15.1.11.  

15.1.12.

 

15.1.13.

11.2.9

 



78 

 

15.1.14. 14.7  

15.2. 15.1.1  

 

16  

16.1.  

16.1.1. 13.1, 13.2  

16.1.2. ; 

16.1.3.

 

16.1.4.

; 

16.1.5.  

16.1.6.

  

16.1.7.  

 16.1.8.

 

16.1.9. ; 

16.1.10. ; 

16.1.11.

 

16.1.12. 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10

 

 

17  

17.1.

 

№  

/ / 

 

 

1  40 25 



79 

 

2  10 

3 
 

2 

4 

 /

./ 

 

5  10 

 

17.2.  

17.3.  

17.4. 

 

17.5. 13.2.8

 

17.6. 

 

17.7. ,

 

17.8. 

 

 

17.9. 

 

17.10.

 

17.11.

 

17.12.

 

17.13.



80 

 

 

17.14. 38.1.8 11.2.9

28.9

17.13  

17.15. 17.1   

 

 

4  

 

18  

18.1.  

18.2. 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 9.1.1, 11.1.1, 11.1.4

19

 

18.3. 

 

18.4. 8.1.2

13.1

 

18.5. 10.1.4

 

18.6.  

18.6.1. ; 

18.6.2. ; 

18.6.3. ; 

18.6.4. ; 

18.6.5.   

18.6.6.  

18.6.7. 11.1.5, 11.1.6  



81 

 

18.6.8. 6.10

4.1.6, 4.1.7, 8.3  

18.7. 10.2

 

18.7.1.

; 

18.7.2.

 

18.8. 

30.6  

18.9. 

 

18.10. 

 

18.11. 

 

18.12. 

 

 

19  

19.1. 

 

19.2. 

4 50  

19.3. 4

19.2

 

19.4. 

 



82 

 

19.5. 

 

19.6. 13.5

26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 

26.13  

19.7. 

19.6  

19.8. 

 

19.9. 19.1 2020 1 1

 

19.10. 

4

 

19.11. 

 

 

5  

20  

20.1. 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 0-60 MNT

10 60 MNT 600 MNT 60 MNT

25  

20.2.  

20.2.1. 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 18.6.7, 18.7 10

 

20.2.2. 18.6.4 2 ; 

20.2.3. 18.6.5  40  

20.2.4. 18.6.6, 18.6.8 20  

20.2.5. 

 /  4.1.12, 30.1 / 



83 

 

5

 

20.2.6. 

5 ; 

20.2.7. 20.1 18.2, 18.3, 18.4, 18.5

300 MNT 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3

1

 

20.3. 

 

 

6  

21   

21.1.  

21.1.1.  

21.1.2. 7.1.1 ; 

21.1.3.   

21.1.4. 

18.6.2, 20.1

 

21.1.5.  

21.1.6. ; 

21.1.7.  

21.1.8. 21.1.4

 

21.1.9. 12.1, 15.1  

21.1.10. 

 

21.1.11.

6.1.7

 

21.1.12.  

 



84 

 

22  

22.1. 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 15 MNT

20.2.7

20.1 90  

22.1.1.  

22.1.2.  

22.1.3.

 

22.2. 22.1

28

28.4.2 28.4.3

30  

22.3. 20.2.7 22.1

 

22.4. 20.2.7, 22.1  22.5

 

22.5.  

22.5.1. 500

/

/ 5.3.1

7.4.1

500 50

1000 90  

22.5.2. 25 3 2

 

22.5.3. 

 

22.5.4. 3

 



85 

 

22.5.5. 26.2

,

5

50  

22.5.6. 50

  

22.5.7. 

50

50

 

22.5.8. 

30

50

 

22.5.9. 

 

22.5.10. 

50 : 

22.5.10.а. , , ; 

22.5.10.b. ; 

22.5.10.c. ; 

22.5.10.d. ; 

22.5.10.e.  

22.6. 22.5.3, 22.5.4

 

22.7.  

22.8.  22.5.1  

22.8.1.   

22.8.2.   

22.8.3.  

22.8.4. ;  



86 

 

22.8.5.   

22.8.6.   

22.8.7.   

22.8.8.  

 

23  

23.1. 

 

23.2.  

23.2.1.  

23.2.2.  

23.2.3.

  

23.3.  23.1 

 

23.3.1.  

23.3.2. 

 

23.4.  23.2 

 

23.5. 

 

23.6.  23.1 

 

 

23.7.  23  

23.8. 23.1

 10  

23.9.  29.1  23 

 

23.10.  

 



87 

 

7  

 

24  

24.1. 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 18.6.4, 18.6.5, 18.6.7, 18.6.8

 

24.2. 18.6.6

 

24.3. 5.5.1

 

24.4. 

 

24.5. 10  

 

25  

25.1. 

20.1, 20.2.7

 

25.2. 25.1 25

20

2 10  

25.3. 

 

 

26  

26.1. 60 MNT

20 2

10  

26.2. 60 MNT 29.1

7 20

2 10  

26.3. 26.1, 26.2

 

26.4.  



88 

 

26.5. 24  

26.6. 

24

 

26.7. 26.2  

26.8. 

2 10  

26.9. 

 

26.10.  26.9

 

26.10.1.  

26.10.2.

 

26.11. 

26.10  

26.12. 26.10

9 1  

26.13. 26.12 30

 

26.14. 24.4

 

 

27  

27.1. : 

27.1.1  6.1.8 ; 

27.1.2  

27.1.2.а. 

 

27.1.2.b. 

 



89 

 

27.1.2.c. 

 27.1.2.a  27.1.2.b 

 

27.1.3. 

 

27.1.4 

 

27.1.5

 

27.1.6.  

1.7 MNT   

27.1.7.

 

 27.2.2  

27.1.8.  27.2.2 

 

 

 27.1.9.  

 27.1.9.а. 2 

 

27.1.9.b.  27.1.6  

27.1.10.

  

27.1.11.

   

27.1.12.  



90 

 

27.1.12.a  1 

 

27.1.12.b  27.1.12.a 

 1  

27.1.13.  

27.1.13.a 

 

27.1.13.b  

27.2.  12 

 

27.2.1.  

27.2.2.

 

27.2.2.a. 

 

27.2.2.b. 

 27.2 

 

27.2.2.c. 

 

27.2.3.  27.2.2 2

 

 

27.3.  27.2.3 

 



91 

 

27.4.  27.2.2 

 

27.4.1. 27.2.2.а, 27.2.2.б, 27.2.2.

 

27.4.2. 

 

27.4.3.   

27.2  

27.4.4. 

 27.4 

 

27.4.5.  27.2 

  

27.4.6. 

 

27.4.7. 

 27.5.2 

  

27.5.  

27.5.1.

 

  

27.5.2. 

;  

27.6.  

27.7.  

27.7.1.

 



92 

 

27.7.2.

 

27.8. 

 

27.9. 

 

27.10.  27.2.2 

 

 

28  

28.1.  26.1, 26.2

 

28.1.1. 22.7  

28.1.2. 22 22.7

 

28.1.3. ; 

28.1.4. 22

 

28.2. 28.1

 

28.3. 28.1

49.1

 

28.4. 28.3  

28.4.1.  

28.4.2. 26.1, 26.2 20

 

28.4.3. 28.4.2 2

  

28.5. 28.4

 



93 

 

28.6. 30

 

 

8  

29  

29.1. 50.0 MNT

3

 

29.2. 

 

29.3. 29.1  

29.3.1.

 

29.3.2. : 

29.3.2.а. ; 

29.3.2.b.  

29.3.2.c. ;  

29.3.2.d.

 

29.4. 29.1

 

29.5. 29.1

 

29.6. 29.1

 

29.7. 29.3.2  

29.8. 29.6, 29.7

 

29.9. 29.1 1  

29.10. 29.1 21 22

23  



94 

 

29.11. 

29.9  

29.12 29.11 20

2  

29.13. 29.1

2 10  

 

30  

30.1. 6.1.48  

30.2. 

10.1.2  

30.3. 30.6

 

30.3.1.

; 

30.3.2.

 

30.4. 30.3

 

30.5. 38.6

 

30.6. 30.4

 

30.7. 30.1

30.3, 30.4, 30.5, 

30.6

 



95 

 

30.8. 

 

30.9. 

12

20  

30.10. 30.4 10  

30.11. 30.10 30

 

30.12. 30.11

7 20

2 10

 

30.13. 26.1, 26.2 30.11, 30.12

 

 

31  

31.1. 

50

 

31.2.  

31.3. 

, 

  

31.3.1. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 10.1.1  

31.3.2. 10.1.3 18.3  

31.3.3. 10.1.4 18.5  



96 

 

31.4. 

31  

31.5.  30.1.1 

 30 32

 

31.6.  31.3  20 

 

31.7. 

 31.3

 23  

31.8.  31.3 

31.1  2  20 

 

31.9.  31.3 31.8

 2  20  

31.10. 

 

 

32   

32.1. 2020  01 01  

 

   G.Zandanshatar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

2019 3 22  
 

 

 

 

/ / 

 

 

 

1  

1.1. 

 

 

2  

2.1.  

 

 

3  

3.1. 5  

 

4  

4.1.  

4.1.1.  4.1.1  

4.1.2.  4.1.2  

4.1.3.  

 

4.1.4. 4.1.7, 4.1.8  

4.1.5.  

4.1.6 4.1.5

; 

4.1.7 6.3

; 



98 

 

4.1.8.

6.3

4.1.7  

4.1.9. 4.1.9  

4.1.10.

  

4.1.11. 6.1.19  

 

5  

5.1. 

 

5.2.  

5.3.  

5.3.1. 12 183  

5.3.2. 50

 

5.4. 5.3 5.3.1, 5.3.2

 

5.5. 

5.3, 5.6 . 

5.6. 

 

5.7. 5.3.1

 

5.8. 5.7

 

5.9. 

 

5.10. 12 183

 

5.11. 

 

 



99 

 

2  

 

6  

6.1. 

 

6.2. 5.5

 

6.3.  

6.3.1.  

6.3.2. ; 

6.3.3. ; 

6.3.4.  

6.3.5. ; 

6.3.6.  

 

7  

7.1.  

7.1.1.

 

7.1.2.  

7.1.3.  

7.1.4.

; 

7.1.5.

; 

7.1.6.

 

7.1.7.  

 

8  

8.1.  

8.1.1.  



100 

 

8.1.2.  

8.1.3.

 

8.1.4.  

8.2.  

 

9  

9.1.  

9.1.1.   

9.1.2. ― ; 

9.1.3. ; 

9.1.4. . 

9.2. ― 9.2  

9.3. 9.3  

9.4. 9.4  

 

10  

10.1.  

10.1.1.  

10.1.2.  

10.1.3.  

10.1.4.  

10.2. 

 

 

11  

11.1. 

: 

11.1.1.  

11.1.2. ; 

11.1.3. ; 



101 

 

11.1.4. 

 

11.1.5. ; 

11.1.6. 11.1.7.

11.2.7

 

11.1.8. ; 

11.1.9.  

11.1.10.  

11.1.11. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 

11.1.10  

11.2. 

 

11.2.1.

 

11.2.2. ; 

11.2.3.

 

11.2.4.  

11.2.5.  

11.2.6.

 

11.2.7.

 

11.3. 11.1

 

 

12  

12.1. 6.3.6  

12.1.1. 

; 

12.1.2.  

12.1.3. . 



102 

 

 

13  

13.1.  

 

3  

 

14  

14.1. 7.1

 

 

15  

15.1. 13.1

13.2 14, 15, 16, 17  

15.2. 15.1

 

15.3. 

 

15.4. 

 

15.5.  

15.6. 50.0 Tg

 

15.7. 

15.6  

15.8. 15.6

 

 

16  

16.1.  

16.1.1.

 



103 

 

16.1.2. ―  

16.1.3.  

16.1.4.  

16.2. 

 

 

17  

17.1. : 

17.1.1. 10.1.1  

17.1.2. 10.1.2, 10.1.3

 

17.1.2.а.

 

17.1.2.b.  

17.1.3. 10.1.4

 

17.1.4. 17.1.3

 

17.2. 30.6

 

 

18  

18.1. 11  

 

19  

19.1. 12  

19.1.1.

 

19.1.2..

 



104 

 

19.2. 

8  

 

20

 

20.1. 

 

20.2. 

 

20.3. 20.2

 

 

4  

 

21  

21.1. 14 , 18 10  

21.2.  

21.2.1. 17.1.1 2 ; 

21.2.2. 19.1.1 5 ; 

21.2.3. 19.1.2 40 ; 

21.2.4. 15.1 16 17.1.2, 17.1.3 10

 

21.2.5. 20.1 20  

21.3. 15.6 1  

21.4. 12.1.3

  

21.4.1.

1

50  

21.4.2. 5
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21.5. 21.2.4 21.2.5

5  

 

5  

 

22  

22.1.  

22.1.1.

1  

22.1.2. ; 

22.1.3.

 

22.1.4.  

22.1.5.  ; 

22.1.6. 3.1.4

 

22.1.7. ; 

22.1.8. 5.9 ; 

22.1.9. 22.1.8  

22.2. 21.3, 21.4

 

 

23  

23.1. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7

 

/Tg/ /Tg/ 

0-6 000 000  240 000 

6 000 000-12 000 000  216 000 

12 000 000-18 000 000  192 000 
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18 000 000-24 000 000  168 000 

24 000 000-30 000 000  144 000 

30 000 000-36 000 000  120 000 

36 000 000  - 

 

23.2. 

50  

23.2.1. ; 

23.2.2.  

23.2.3.  

23.2.4. ; 

23.2.5.  

23.3. 

 

23.4. 

600 Tg  

23.5. 

 

23.6. 

23.5

 

23.7. 

 

23.8. 

 

23.9.  
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23.9.1.  

23.9.2. ; 

23.9.3.

 

23.10. 500

6.3.2

500 50 1000

90  

23.11. 23.7  

23.12. 21.3, 21.4

 

23.13. 23.3, 23.4  

23.14. 

23.1, 23.9 28  

23.15. 22.1

 

 

24  

24.1. 

 

24.2. 24.1

 

24.3. 24.1 23

 

24.4.  

 

6  

 

 

25  

25.1. 4.1.11  

25.1.1. 14, 18 21.1
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25.1.2. 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 21.2.4

 

25.1.3. 17.1.1 21.2.1

 

25.1.4. 19.1.1 21.2.2

 

25.1.5. 19.1.2 21.2.3

 

25.1.6. 20.1 21.2.5

 

25.1.7. 

21.5

 

25.2. 

 

25.3. 

22.1.2  

25.4. 

 

25.5. 23.1

12  

25.6. 25.2 10

 

 

26  

26.1. 

 

26.1.1. 15.1, 16.1.1, 17.1.2, 17.1.3 21.2.4

15  
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26.1.2. 16.1.2, 

16.1.3, 16.1.4 21.2.4

2 15  

26.1.3. 17.1.1

21.2.1

2 15  

26.1.4. 14, 18

21.1

2 15  

26.1.5. 19.1.1

21.2.2

2 15  

26.1.6. 19.1.2

21.2.3

2 15  

26.1.7. 15.6 21.3

2 15  

26.2. 21.4

 

26.3. 4.1.3

 

26.4. 26.2

 

26.5. 

2 15

 

26.6. 

14 18 10

2 15

 

 

27  
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27.1. 14 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 17.1.1, 18  19.1.1, 19.1.2, 

20.1

20 2 15

 

27.2. 15.1, 15.6, 16.1.1, 17.1.2, 17.1.3

2 15  

27.3. 

26.2  2 15

 

27.4. 14 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 

17.1.1, 18 19.1.1, 19.1.2

2 15

 

27.5. 22.1.2, 22.1.4, 22.1.7, 23.1

 

27.6. 

 

 

28  

28.1. 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.6

 

28.1.1. 23.14  

28.1.2. 23.1  

28.1.3. 23.1 28.1.1

 

28.1.4.  

28.1.5. 23.4  

28.2. 28.1

 



111 

 

28.3. 28.1

49  

28.4. 28.3  

28.4.1.

 

28.4.2. 27 

20  

28.4.3. 28.4.1 2  

28.5. 28.4

 

 

7  

 

29  

29.1. 2020 1 1  
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2019 12 31 307  

 

 

1.1. 

 

1.2. 59

 

1.3. 55.1.1 55.1.2 55.1.3

55.1.4

 

1.4. 53

 

1.5. 

60  

1.6. 19.3

 

1.7. 

 

 

 

2.1.  

2.1.1.  

2.1.2. 54.1

 

2.2. 

 

2.2.1. 
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2.2.2. 

 

2.2.3. 

 

2.2.4. 

 

2.2.5. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.4.1.  

2.4.2.  

2.4.3.  

2.5. 

 

2.6. 

 

2.7. 

2-3  

2.8. 5

 

2.9. 

 

2.9.1. 

 

2.9.2. 
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2.9.3. 

 

2.9.4. 2.9.1

 

2.10. 

 

2.11. 

 

2.11.1.  

2.11.2. 185

 

2.12. 

3

 

2.13. 61

 

2.14.  

 

 

3.1.  

3.1.1.  

3.1.2.  

3.1.3. 

 

3.1.4. 

3

 



115 

 

3.1.5. 

 

3.1.6. 

 

3.2. 24

 

3.3. 

 

 

 

4.1. 

 

4.2.  

4.2.1. 64

 

4.2.2. 

 

4.2.3. 64.6  

4.2.4. 3

 

4.3. 

3  

4.4. 

7  

4.5. 64.7  
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5.1. 

 

5.1.1. 

 

5.1.2. 55.1

 

5.1.3. 

 

5.1.4. 

 

5.1.5.  

5.2. 

 

5.3. 63.1.3

2

 

5.4. 

 

5.5.  

5.6. 5.5

3  

5.7. 

3  

 

 

6.1. 65

2  

6.2. 3
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7.1. 84.5  

7.2. 66 2

 

7.3. 3

 

7.4. 

 

 

 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 8.1 8.2

 

8.4. 

 

8.5.  

8.6. 

422  

8.7. 

 

8.8. 
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9.1. 

 

9.1.1. 

 

9.1.2. 

 

9.1.3. 

2  

9.1.4.  

9.2.  

9.3.  

9.4. 2.11  
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2019 306  

 

 

 

 

 

1.1. 68.2

 

1.2. 71  

1.3. 33.1.12

 

1.4.  

1.5.  

 

 

2.1.  

2.1.1.  

2.1.2.  

2.2. 

 

2.3. 2.2 2.1.2

 

2.4. 64.3 197

 

2.5. 68.5  

 

 

3.1. 
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3.2. 63.7

 

3.3. 3.1

 

 

 

4.1. 68.3

55  

4.2. 2 177

75.3  

4.3. 65.3

 

4.4. 

 

 

 

5.1. 15

 

5.1.1.  

5.1.2.  

5.1.3.  

5.2. 3.1  

5.2.1.  

5.2.2.  

5.2.3.  

5.2.4.  

5.2.5.  

5.3. 

69.2

 

5.4. 5.2 5.3
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6.1. 63.1

3  

6.2. 64.5

2  

6.3.  

6.3.1. 

 

6.3.2. 

 

6.3.3. 

 

 

 

7.1. 30  

7.2. 64.5

2  

7.3. 63.1 3

 

 

 

8.1. 70.1

197.13  

8.2.  

8.3. 70.3  

8.4.  

8.4.1.  

8.4.2.  
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8.5. 2 10

24  

 

 

9.1. 

 

9.2.  

9.3.  

9.4. 3

 

9.5. 176 177

 

9.6. 71.10

 

9.7. 3

 

 

 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

10.4.  

10.5. 

 

10.6. 
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11.1.  

11.1.1.  

11.1.2.  

11.1.3. 

 

11.2 177.3

 

11.3

50  

11.4.

64.4  

11.5  

 

 

12.1. 

56.3 69  

 

 

13.1. 68.5

 

13.2. 

 

13.3. 

 

13.4. 4.1
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13.5. 

 

13.6. 

 

13.7.  

13.8.  

13.9. 
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1  

1.1. 53

 

1.2.  

1.2.1. 1 3

 

1.2.2. 1.2.1

 

1.2.3. 53.3.2-53.3.4  

1.3. 53.1 53.2

 

2  

2.1. 53.1.1 53.1.4

 

2.2. 53.1.3 19

20 21  

2.3. 53.1.4 3

 

3  

3.1. 2.1

TT-01  

3.2.  

3.2.1.  

3.2.2.  
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3.2.3. 

 

3.2.4. 3  

3.2.5.  

3.2.6.  

3.2.7.  

3.3. 53.3.1 53.3.3

 

3.3.1. 

 

3.3.2.  

3.3.3. 

 

3.3.4. 

 

3.3.5.  

3.4. 

 

 

4  

4.1. 10

3.2 3.3

 

4.2. 

 

4.3. 4.1

 

4.3.1.  

4.3.2.  

4.3.3.  

4.3.4. 

 



127 

 

4.3.5. 

 

4.4. 4.1

 

4.5. 53.2

 

4.6. 

 

4.7. 53.3.1 53.3.3

 

4.8. 

 

4.9.  

4.9.1. 

 

4.9.2. 

 

4.9.3.  

4.10.  

4.10.1.  

4.10.2.  

4.10.3.  

4.11. 

 

4.12. 3.1

 

 

5  
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5.1. 

 

5.1.1. 

; 

5.1.2. ; 

5.1.3. 

;  

5.1.4. ;   

5.1.5. 

 

5.1.5.1.  

5.1.5.2. 

 

5.1.5.3. 

 

5.1.6.  

5.1.7. 54.1.1 54.1.4

 

5.2. 5.1.1 5.1.5

3 10

 

5.3. 

10  

5.4. 

3  

 

6  

6.1. 53.2

TT-02  

6.2. 
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6.3. 6.1

 

6.4. 

 

6.5. 6.1

 

 

 

1.  

2.  
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1  

 

1.1. 

57

 

 

2  

 

2.1. 59

 

2.2. 2.1

57.1

 

2.3. 2.2  

2.4.  

2.4.1.  

2.4.2. 239  

2.4.3. 

 

2.4.4. 6.1.11

 

2.5. 

 

 

3  

 

3.1. 

 

3.1.1.  
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3.1.2. 3.2

3.1.1  

3.1.3. 

 

3.1.4. 

 

3.2. 

 

3.3. 6.1.11

 

3.4.  

3.5.  

3.6. 

 

 

4  

 

4.1. 51.1.7

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 4.1

 

4.5. 79.3  

 

5  
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5.1. 51 54 60-66

68 69  

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

 

5.5. 

 

5.6. 

 

5.7. 5.2 5.4

 

5.8. 58.3

30  

5.9. 

54.2

 

5.10. 

 

5.11. 

 

5.11.1.  

5.11.2. 

 

5.12. 60-66

 

5.12.1. 
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5.12.2. 

 

5.13. 53

 

5.14. 

 

5.15. 68 69

 

 

6  

 

6.1. 

 

6.2. 5.2

 

6.3. 
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